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日

向

林

Ｂ

追

跡

出

土

品

先
土
器
時
代

長
野
県
宝

当
館
蔵

［解
説
］

上
水
内
郡
信
濃
町
日
向
林
Ｂ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
先
土
器

（旧
石
器
）
時
代
の
石
器
。
日
向

林
Ｂ
遺
跡
は
野
尻
湖
の
南
岸
か
ら
約

一
付
腕
の
丘
陵
裾
部
に
位
置
す
る
。
野
尻
湖
周
辺
は
先
土

器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
草
創
期
の
遺
跡
が
集
中
し
て
お
り
、
野
尻
湖
遺
跡
群
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

日
向
林
Ｂ
遺
跡
は

一
九
九
二
年

（平
成
五
）
～

一
九
九
五
年

（平
成
七
）
に
、
上
信
越
自
動
車

道
の
建
設
に
伴
い
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
六
五
〇
〇
平
方
研
の
調
査
範
囲
の
三
〇
か
所

の
石
器
集
中
地
点

（ブ
ロ
ッ
ク
）
か
ら
、
九
〇
〇

一
点
の
石
器
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
三

分
の

一
弱
が
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
製
品
で
、
残
り
は
石
器
製
作
時
に
出
る
石
屑

（剥
片

・

砕
片
）
で
あ
る
。
製
品
に
は
斧
形
石
器
、
台
形
石
器
、
砥
石
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
は

同
じ
地
層
か
ら
検
出
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
石
器
接
合
資
料
の
分
布
や
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
い
っ

た
出
土
状
況
か
ら
、
す
べ
て
が
同
時
期
に
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
石
器
の
年
代
は
、
出
土
層
位
お
よ
び
共
伴
す
る
炭
粒
の
放
射
性
年
代
測
定
に
よ
り
、
約
二

万
年
前
の
年
代
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

斧
形
石
器
は

「
刃
部

（局
部
）
磨
製
石
斧
」
と
も
呼
ば
れ
、
約
二
万
年
～
二
万
数
千
年
前
に

使
わ
れ
た
。
本
の
伐
採
や
加
工
、
動
物
の
解
体
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
全

国
で
七
〇
〇
点
前
後
発
見
さ
れ
て
い
る
斧
形
石
器
の
半
数
強
は
、
砥
石
に
よ
り
研
磨
さ
れ
た
磨

製
石
器
で
あ
る
。
世
界
史
に
お
け
る
磨
製
石
器
は
、
約

一
万
年
前
か
ら
始
ま
る
新
石
器
時
代
に

登
場
す
る
石
器
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
列
島
の
広
い
範
囲
で
約
三
万
年
前
の
磨
製
の
斧
形

石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
年
代
の
磨
製
石
器
は
日
本
以
外
で
の
発
見
例
は
な
い
。
そ
の
た

め
、
研
磨
が
施
さ
れ
た
日
本
の
斧
形
石
器
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
世
界
で
最
も
古
い
磨
製
石
器
と

い
え
る
。

斧
形
石
器
は
通
常

一
遺
跡
か
ら

一
～
二
点
が
出
土
す
る
。
し
か
し
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
か
ら
は

国
内
で
最
も
多
い
六
〇
点
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
斧
形
石
器
は
蛇
紋
岩
と
い
う
石
で
作
ら
れ
て
い
る
。
蛇
紋
岩
の
採
集
地
点
は
、
石

質
や
表
面
の
磨
耗
な
ど
か
ら
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
の
姫
川
河
日
付
近
か
ら
、
富
山
県
朝
日
町

一

帯
の
海
岸
線
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
野
尻
湖
か
ら
採
取
地
ま
で
の
距
離
は
五
〇
付
加
程
度
で
あ

る
。
蛇
紋
岩
で
作
ら
れ
る
石
器
は
斧
形
石
器
の
み
で
あ
る
。
遺
跡
内
で
斧
形
石
器
を
製
作
し
た

と
す
れ
ば
、
蛇
紋
岩
の
石
屑
が
多
数
出
土
す
る
は
ず
だ
が
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
蛇
紋
岩
の
石
屑

は
ご
く
少
量
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
斧
形
石
器
は
遺
跡
外
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が
持
ち
込
ま

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
量
の
蛇
紋
岩
の
石
屑
は
、
使
用
に
よ
り
機
能
が
劣

っ
た
斧
形
石
器
の

刃
の
作
り
直
し
な
ど
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
砥
石
も
刃
の
磨
ぎ
直
し
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

台
形
石
器
は
鋭
い
刃
を
持

つ
石
器
で
あ
る
。
ま
た
、
刃
の
反
対
側

（基
部
）
に
丹
念
な
加
工

に
よ
り
、
同
じ
形
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
柄
が
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
石
器
も
日
本
列
島
に
広
く
分
布
す
る
石
器
だ
が
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
五
九
点
の
台
形
石
器
は

画

一
的
で
よ
く
整

っ
た
形
態
を
持

つ
。
五
〇
点
以
上
の
画

一
的
な
形
状
の
台
形
石
器
が
ま
と
ま
っ

て
出
土
し
た
例
は
他
に
な
い
。
台
形
石
器
と
斧
形
石
器
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
石
器
は
黒
曜
石
や

玉
髄
と
い
っ
た
石
で
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
は
野
尻
湖
近
く
に
は
な
い
。
黒
曜
石
の
産

地
は
小
県
郡
長
和
町
の
和
田
峠
か
ら
星
糞
峠

一
帯
で
、
野
尻
湖
か
ら
の
直
線
距
離
は
南
南
東
方

向
に
八
〇
付
加
で
あ
る
。
玉
髄
の
産
地
は
わ
か

っ
て
い
な
い
が
、
新
潟
県
以
北
が
予
想
さ
れ
て

い
る
。
黒
曜
石
と
玉
髄

・
蛇
紋
岩
の
採
取
地
の
野
尻
湖
か
ら
の
方
角
は
大
き
く
異
な
り
、
両
採

取
地
を
含
む
範
囲
の
直
径
は

一
〇
〇
付
加
以
上
と
な
る
。
こ
の
遺
跡
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
石

材
か
ら
、
狩
猟
採
集
に
よ
る
移
動
生
活
を
し
て
い
た
当
時
の
人
び
と
の
、
移
動

・
行
動
範
囲
が

か
な
り
広
域
で
あ

っ
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
。

日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
斧
形
石
器
は
、
も

っ
と
も

一
括
性
の
高
い
世
界
最
古
の
磨
製
石
器
を
含
む

資
料
群
と
し
て
評
価
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年

（平
成

一
八
）

一
月

一
一
日
に
長
野
県
宝
に
指
定
さ

れ
た
。

（谷
　
和
隆
）
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野尻湖遺跡群における先土器時代石器群の変遷

野
尻
湖
遺
跡
群
に
お
け
る
先
土
器
時
代
石
器
群
の
変
遷

は

じ

め

に

一
九
四
九
年

（昭
和
三
四
）
の
群
馬
県
岩
宿
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
出
土
層
位
が
異
な

る
複
数
の
石
器
群
が
認
識
さ
れ
、
日
本
の
先
土
器
時
代
研
究
の
幕
開
け
と
同
時
に
石
器
群
の
編

年
研
究
も
始
ま

っ
た
。
そ
の
後
、
先
土
器
時
代
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
全
国
に
広
ま

っ
た
。

高
度
経
済
成
長
に
伴
う
開
発
の
増
加
に
よ
り
、　
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
か
ら
発
掘
件
数
が
爆

発
的
に
増
え
、
同
時
に
調
査
規
模
も
拡
大
し
た
。
特
に
首
都
圏
近
郊
の
相
模
野
台
地
や
武
蔵
野

台
地
の
所
在
す
る
南
関
東
の
調
査
成
果
は
著
し
く
、
「
月
見
野

ｏ
野
川
以
前
と
以
後
」
と
し
て
、

先
土
器
時
代
史
を
三
分
す
る
画
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

南
関
東
地
域
は
西
方
に
位
置
す
る
箱
根
山
、
富
士
山
の
火
山
灰
に
よ
る
厚
い
ロ
ー
ム
層
の
堆

積
を
持

つ
。
こ
の
ロ
ー
ム
層
の
厚
み
は
石
器
群
の
出
土
層
位
の
把
握
と
、
台
地
内
の
出
土
層
位

の
遺
跡
間
対
比
を
可
能
と
し
た
。　
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
層
位
的
出
土
事
例
に
裏
打
ち
さ
れ
た

南
関
東
の
編
年
案
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
編
年
案
の
完
成
度
は
高
く
、
現
在
で
も
南
関
東

地
域
の
編
年
の
軸
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
開
発
の
波
は
首
都
圏
か
ら
地
方
に
波
及
し
、
全
国
各
地
で
先
土
器
時
代
遺
跡
の
発

掘
調
査
件
数
が
増
え
た
。
し
か
し
、
南
関
東
の
よ
う
に
厚
い
ロ
ー
ム
層
の
堆
積
を
持

つ
地
域
は

ほ
と
ん
ど
な
く
、
層
位
に
基
づ
く
編
年
を
組
む
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
、
地
方
の
石
器

群
は
、
南
関
東
と
比
べ
る
と
数
が
少
な
く
、
地
域
の
枠
組
み
を
作
成
で
き
る
だ
け
の
全
体
像
が

見
え
な
か

っ
た
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
。

「
月
見
野

・
野
川
以
後
」
と
な

っ
て
か
ら
四
〇
年
近
く
た

っ
た
現
在
、
い
ま
だ
に
南
関
東
編

年
に
並
ぶ
地
域
編
年
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
全
国
で
確
実
に
調
査
事
例
が
増
え
、
徐

谷

隆

徐
に
そ
の
姿
も
見
え

つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、　
一
九
九
〇
年
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
野
尻

湖
遺
跡
群
の
大
規
模
発
掘
調
査
で
、
層
位
的
事
例
を
伴
い
多
種
多
様
な
石
器
群
が
検
出
さ
れ
た
。

本
稿
は
こ
の
成
果
を
ま
と
め
、
南
関
東
編
年
に
対
峙
し
う
る
地
域
編
年
の
確
立
を
目
指
す
。

一　

野
尻
湖
遺
跡
群
の
発
掘
調
査

野
尻
湖
遺
跡
群
で
の
先
土
器
時
代
研
究
史
は
、　
一
九
五
三
年
に
芹
沢
長
介
と
麻
生
優
に
よ
っ

て
杉
久
保
遺
跡

の
ナ
イ
フ
形
石
器
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

野
尻
湖
岸
か
ら
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
日
歯
が
採
集
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、　
一
九
六
二
年
に
は

「
野
尻
湖
発
掘
」
が
始
ま
る
。

ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
や
オ
オ
ツ
ノ
シ
カ
の
化
石
が
多
く
発
見
さ
れ

「
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
湖
」
と
し
て
全
国
的
に
著
名
と
な

っ
た
。
野
尻
湖
の
発
掘
は
野
尻
湖
発
掘

調
査
団
に
よ
り
定
期
的
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
二
月
に
は
第

一
六
次
発
掘
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

一
九
六
二
～

一
九
六
六
年
に
杉
久
保
遺
跡
の
調
査
、　
一
九
六
三
年
に
伊
勢
見
山
遺
跡
の
調
査

が
実
施
さ
れ
、
野
尻
湖
周
辺
に
複
数
の
先
土
器
時
代
遺
跡
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
、　
一
九
七
六
年
か
ら

一
九
九
八
年
の
間
、
野
尻
湖
発
掘
調
査
団
に
よ
る
八
回
の
陸
上
発
掘

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
調
査
に
よ
り
野
尻
湖
周
辺
の
ト
レ
ン
チ
調
査
や
、
表
面
採
集
調
査
に

よ
り
、
多
く
の
先
土
器
時
代
遺
跡
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
野
尻
湖
遺
跡
群
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

一
九
八
九
年
か
ら
は
、
開
発
に
伴
う
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
特
に

一
九

九
二
年
か
ら
始
ま
る
上
信
越
自
動
車
道
の
建
設
に
伴
う
調
査
、　
一
九
九
九
年
か
ら
本
格
化
し
た

国
道
バ
イ
パ
ス
建
設
に
伴
う
調
査
で
は
、　
一
〇
万
点
を
超
す
膨
大
な
数
の
石
器
が
検
出
さ
れ
、
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野
尻
湖
遺
跡
群
が
国
内
有
数
の
遺
跡
規
模
、
密
度
を
誇
る
遺
跡
群
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ

二た
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

二
〇
〇
三
年
に

「
野
尻
湖
遺
跡
群
の
旧
石
器
時
代
編
年
」
と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か

れ
、
筆
者
ら
が
野
尻
湖
遺
跡
群
の
大
規
模
発
掘
調
査
の
成
果
を
基
と
し
た
編
年
案
を
示
し
た
。

こ
の
編
年
案
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
資
料
と
し
て
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
整
理
作
業
中
の

資
料
も
存
在
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
に
新
し
い
資
料
を
加
え
、
再
考
し
た
も
の
を

正
式
な
論
考
と
し
て
公
表
す
る
。

二
　
編
年
の
方
法

二
つ
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
編
年
を
お
こ
な
う
。　
一
つ
は
、
石
器
の
型
式
学
的
な
分
析
、

も
う

一
つ
は
、
石
器
群
の
生
活
面
を
捉
え
、
出
土
層
準
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
石
器
型

式
の
検
討
は
石
器
群
の
内
容
記
述
で
お
こ
な
う
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
野
尻
湖
遺
跡
群
の
層

序
と
、
生
活
面
の
把
握
方
法
に
つ
い
て
触
れ
る
。

１
　
野
尻
湖
遺
跡
群
の
層
序

野
尻
湖
遺
跡
群
は
、
西
に
位
置
す
る
妙
高
山
、
黒
姫
山
、
飯
縄
山
の
三
か
所
の
火
山
か
ら
の
、

火
山
灰
に
よ
る
ロ
ー
ム
層
が
堆
積
し
て
い
る
。
多
く
の
石
器
群
は
こ
の
ロ
ー
ム
層
中
か
ら
検
出

さ
れ
る
。
遺
跡
間
の
ロ
ー
ム
層
は
対
比
が
可
能
で
、
共
通
し
た
層
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
図

１
に
遺
跡
群
の
中
か
ら
堆
積
が
厚
い
貫
ノ
木
遺
跡
と
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
土
層
柱
状
図
を
示
し
た
。

貫
ノ
木
遺
跡
は
作
図
断
面
で
も
石
器
が
出
土
す
る
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
は
石
器
群
出
土
地
点
か
ら

一
〇
研
程
度
は
な
れ
た
地
点
の
図
と
な
る
が
、
堆
積
情
況
は
石
器
出
土
地
点
と
同
じ
で
あ
る
。

先
土
器
時
代
遺
物
包
含
層
は
Ⅲ
層
以
下
と
な
る
。
Ⅲ
層
は
黒
色
土
と

ロ
ー
ム
層
の
漸
移
層
で
あ

る
。
野
尻
湖
発
掘
調
査
団
の
上
部
野
尻

ロ
ー
ム
層
Ⅱ
モ
ヤ
層
に
対
比
さ
れ
る
。

ロ
ー
ム
層
上
面

付
近

へ
の
黒
色
の
染
込
み
部
分
の
た
め
、
地
表
の
植
生
等
の
影
響
等
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
．差
が

み
ら
れ
る
。
層
厚
は

一
五
着―ン
膀
か
ら
二
五
た―ン
冴
程
度
。
Ⅳ
層
は
黄
褐
色
の
ロ
ー
ム
層
で
、
野
尻

湖
発
掘
調
査
団
の
上
部
野
尻

ロ
ー
ム
層
Ⅱ
上
部
上
面
～
下
部
に
対
比
さ
れ
る
。
下
層
と
比
較
す

る
と
や
わ
ら
か
く
粘
性
が
低
い
。
層
厚
は
四
泄―ン
″
程
度
と
厚
い
。
Ｖ

ａ
層
は
下
層
の
黒
色
帯
と

上
層
の
黄
褐
色

ロ
ー
ム
層
が
混
ざ
り
合
う
漸
移
的
な
層
で
層
厚
は
二
〇

―々ン
け
程
度
あ
る
。
野
尻

湖
発
掘
調
査
団
の
上
部
野
尻

ロ
ー
ム
層
Ⅱ
最
下
部
に
対
比
さ
れ
る
。
姶
良
丹
沢
火
山
灰

（以
下

Ａ
Ｔ
と
記
す
）
の
ピ
ー
ク
が
あ
る
。
Ｖ
ｂ
層
は
黒
色
帯
で
層
厚
は
三
〇
及―ン
房
程
度
あ
る
。
粘
性

が
あ
り
締
り
が
よ
い
。
野
尻
湖
発
掘
調
査
団
の
上
部
野
尻
ロ
ー
ム
層
Ｉ
黒
色
帯
上
部
に
対
比
さ

れ
る
。
Ｖ

ｃ
層
は
黒
色
帯
下
部
の
や
や
明
る
い
色
調
部
で
あ
る
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
よ
う
に
Ｖ

ｃ
層
が
認
識
で
き
な
い
遺
跡
で
は
、
Ｖ
ｂ
層
下
部
に
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
Ｖ
ｂ

層
よ
リ
ス
コ
リ
ア
を
多
く
含
む
。
野
尻
湖
発
掘
調
査
団
の
上
部
野
尻

ロ
ー
ム
層
Ｉ
黒
色
帯
下
部

に
対
比
さ
れ
る
。
Ⅵ
層
は
黄
褐
色
の
ロ
ー
ム
層
で
層
厚
は
二
〇
た
―ン
房
程
度
あ
る
。
粘
性
が
あ
り

締
り
が
よ
く
、

ス
コ
リ
ア
や
小
さ
な
火
山
礫
が
含
ま
れ
る
。
野
尻
湖
発
掘
調
査
団
の
上
部
野
尻

ロ
ー
ム
層
Ｉ
の
下
半
部
に
対
比
さ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
Ⅵ
層
以
下
に
生
活
面
を
持

つ
石
器
群
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

652m

715m

714m

713m

←日向林 Ⅲ

一日向林 :

651m

650m

貫ノ木

VI― Sグ リット

に_型料__打罵らぃバ
図 1 野尻湖遺跡群の層序



野尻湖遺跡群における先土器時代石器群の変遷

２
　
生
活
面
の
把
握

相
模
野
編
年
の
論
考
で
は

「
先

土
器
時
代
の
遺
跡
の
発
掘
で
は
、

当
初
は
遺
物
が
少
な
く
、
極
大
に

達
す
る
と
ま
も
な
く
急
激
に
遺
物

の
出
土
量
が
減
少
す
る
の
が

一
般

的
な
傾
向
で
あ
る
。
礫
群
等
の
遺

構
が
遺
物
の
極
大
値
に
達
し
た
直

後
に
確
認
さ
れ
る
の
も
ま
た

一
般

的
な
傾
向

の
よ
う
で
あ
る
。
」
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
示
さ
れ

た
模
式
図
が
図
２
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
現
在
で
も
先
土
器
時
代
遺
跡
で
は
ご
く

一
般
的
な
こ

と
で
、
筆
者
も
野
尻
湖
遺
跡
群
で
多
く
の
発
掘
調
査
を
お
こ
な

っ
て
き
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
と

お
り
の
遺
物
出
土
状
態
で
あ

っ
た
。
相
模
野
編
年
論
考
で
は
さ
ら
に

「
相
対
的
に
安
定
し
た
面

と
し
て
礫
群
面
を
重
視
し
て
、
こ
れ
を
生
活
面
と
推
定
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

図
３
に
日
向
林
Ｂ
遺
跡
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
Ｂ
Ｌ
ｌ
の
出
土
層
位
別
の
垂
直
分
布
図
と
層
位

別
石
器
出
土
数
を
示
し
た
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
、
石
器
個
個
の
取
り
上
げ
時
に
、
出
土
座
標

と
出
土
層
位
の
記
録
を
実
施
し
て
い
る
。
石
器
数
が
最
も
集
中
す
る
の
が
、
垂
直
分
布
図
と
層

位
別
出
土
数
の
両
者
で
Ｖ
ｂ
層
と
な
る
。
Ⅲ
層
か
ら
Ｖ
ｂ
層
に
掘
り
下
げ
る
に
つ
れ
、
遺
物
密

度
が
増
し
、
Ｖ
ｂ
層
を
越
し
て
Ⅵ
層
に
な
る
と
、
遺
物
が
出
土
し
な
く
な
る
。
こ
の
現
象
は
、

相
模
野
台
地
の
例
と
共
通
し
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
捉
え
方
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

通
常
の
ロ
ー
ム
層
の
堆
積
が
み
ら
れ
る
野
尻
湖
遺
跡
群
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
日
向

林
Ｂ
遺
跡
と
同
様
の
垂
直
分
布
を
示
す
こ
と
か
ら
、
野
尻
湖
遺
跡
群
の
生
活
面
の
把
握
は
相
模

野
台
地
に
お
け
る
生
活
面
の
認
識
方
法
を
適
用
し
た
。

深

さ

図 2 遺物垂直分布模式図

(文献 (3)か ら転載)

- 653 000m
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。

- 652.000m

lttllf
OⅢ層  。Ⅳ層  ◇Va層  ◆Vb層           ◆

層位別石器出土数

（〇
寸
¨
”）

Va層上面 12    Vb層 上面 29
Va層上部 14   Vb層 上部 43
Va層中部 27    Vb層 中部 80
Va層下部 52    Vb層 下部 44

Va層合計 105   Vb層 合計 196点

Ⅲ層上面  1
Ⅲ層上部  2
Ⅲ層中部  6
Ⅲ層下部  17

Ⅲ層合計  26

Ⅳ層上面  1
Ⅳ層上部  21
Ⅳ層中部  18
Ⅳ層下部  26

Ⅳ層合計  66

図 3 日向林 I石器文化 BLlの遺物垂直分布図と層位別石器出土数

5
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〓
一　
野
尻
湖
遺
跡
群
の
先
土
器
時
代
石
器
群
の
編
年

１
　
野
尻
湖
第
Ｉ
期

①
　
野
尻
湖
第
Ｉ
期
の
出
土
層
準
と
古
環
境

野
尻
湖
第
Ｉ
期
の
石
器
群
の
生
活
面
は
Ｖ
ｂ
層
中
に
あ
る
。
野
尻
湖
遺
跡
群
針
ノ
木
遺
跡
低

地
部
の
花
粉
分
析
に
よ
る
と
、
ナ
ラ
類
と
ブ
ナ
林
の
拡
大
期
と
さ
れ
て
い
る
。
現
代
よ
り
気
温

が
低
い
が
、
氷
期
と
し
て
は
温
暖
期
に
あ
た
り
、
降
水
量
も
多
め
で
森
林
が
発
達
し
て
い
た
よ

う
だ
。
貫
ノ
木
遺
跡
で
は
Ｖ
ｂ
層
中
か
ら
ク
マ
ザ
サ
属
型
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
が
検
出
さ
れ

て
お
り
、
周
囲
に
森
林
が
あ

っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

０
　
台
形
石
器
群

（図
４
１
１
～
２３
）

台
形
石
器
を
特
徴
と
し
、
石
刃
を
素
材
と
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器
を
組
成
し
な
い
石
器
群
を
台

形
石
器
群
と
す
る
。
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
、
大
久
保
南
Ｉ

ａ
石
器
文
化
、
上

ノ
原
Ｉ
ｂ
石
器
文

化
、
貫
ノ
木
Ｈ
ｌ
Ｉ
石
器
文
化
、
貫
ノ
木
Ｈ
２
Ｉ
石
器
文
化
、
仲
町
遺
跡
Ｂ
Ｐ
３
地
点
が
該
当

す
る
。
台
形
石
器

（６
～
ｎ
）、
掻
器
状
石
器

（１２
～
‐６
）、
貝
殻
状
刃
器

（１７
～
２３
）
、
削
器
類
ヽ

斧
形
石
器

（１
～
５
）
を
主
な
組
成
と
す
る
。

台
形
石
器
は
、
貝
殻
状
剥
片
を
素
材
と
し
、
素
材
打
面
と
末
端
を
側
縁
に
置
き
加
工
を
ほ
ど

こ
す
。
加
工
に
は
器
面
を
覆
う
よ
う
な
平
坦
剥
離
と
、
素
材
を
折
断
す
る
急
角
度
の
剥
離
が
用

い
ら
れ
、
両
面
あ
る
い
は
片
面
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
平
刃
状
と
切
出
状
の
刃
部
形
態
が
あ
る
が
、

基
部
形
状
は
共
通
し
て
い
る
た
め
同
じ
柄
が
付
け
ら
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
大
き
さ
は
長

さ
四
対―ン
房
前
後
に
ま
と
ま

っ
て
い
る
。

掻
器
状
石
器
は
貝
殻
状
剥
片
の
末
端
に
連
続
す
る
急
角
度
の
加
工
に
よ
る
刃
付
け
が
ほ
ど
こ

さ
れ
て
い
る
。
「
ウ
ワ
ダ
イ
ラ
型
台
形
石
器
」
、
「
立
野

ヶ
原
型
ナ
イ
フ
形
石
器
」
、
買
口
形
様
石

器
」
の

一
部
に
相
当
す
る
石
器
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
器
種
認
定
に
あ
た

っ
て
は
、
加
工
さ

れ
な
い
素
材
の
鋭
い
縁
辺
を
刃
部
、
加
工
部
位
を
側
縁
と
し
て
認
識
し
て
い
る
よ
う
だ
。
筆
者

は
後
述
す
る
貝
殻
状
刃
器
と
の
比
較
検
討
の
中
か
ら
、
掻
器
状
石
器
に
施
さ
れ
る
連
続
的
な
加

工
は
単
な
る
側
縁
加
工
で
は
な
く
、
刃
部
作
出
の
た
め
の
加
工
と
判
断
し
た
。
野
尻
湖
第
Ⅱ
期

に
出
現
す
る
掻
器
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
器
種
の
意
味
合
い
も
含
め
、
掻
器
状
石
器
の
名
称
を

与
え
た
。
野
尻
湖
第
Ｉ
期
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
器
種
で
あ
る
。
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
で
二
七
六

点
も
の
数
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
石
器
群
に
は
数
点
の
組
成
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

鋭
い
縁
辺
と
切
り
立

っ
た
側
縁
を
持

つ
石
器
を
貝
殻
状
刃
器
と
し
た
。
切
り
立

っ
た
側
縁
が

確
保
で
き
れ
ば
よ
い
た
め
、
加
工
部
位
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
素
材
剥
片
の
形
状
が
ほ
ぼ
維
持
さ

れ
る
。
ま
た
、
側
縁
に
鋭
い
縁
辺
が
あ
る
掻
器
状
石
器
の
多
く
は
、
貝
殻
状
刃
器
と
し
て
も
用

い
ら
れ
て
い
た
。
コ
ロ
形
様
石
器
」
、
「
藪
塚
系
ナ
イ
フ
形
石
器
」
の

一
部
が
こ
の
器
種
に
相
当
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
加
工
頻
度
が
低
い
た
め
、
多
く
の
報
告
書
で
微
細
剥
離
を
有
す
る
剥
片

や
、
二
次
加
工
の
あ
る
剥
片
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
使
用
に
よ
る
も
の
と

想
定
で
き
る
微
細
剥
離
と
、
側
縁
部
の
わ
ず
か
な
加
工
が
器
種
認
定
の
根
拠
と
な
る
た
め
、
黒

曜
石
や
珪
質
頁
岩
の
よ
う
な
微
細
な
剥
離
が
残
る
石
材
に
つ
い
て
は
器
種
判
別
が
可
能
だ
が
、

無
斑
晶
質
安
山
岩
の
よ
う
な
、
風
化
し
や
す
く
気
泡
を
多
く
含
む
石
材
で
の
認
定
は
難
し
い
。

貝
殻
状
刃
器
の
よ
う
な
簡
易
な
石
器
は
ど
の
時
期
に
も
存
在
す
る
が
、
あ
る
程
度
の
数
量
的
ま

と
ま
り
が
な
い
と
、
器
種
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
で
は
、

一
一
七
六
点
も
の
貝
殻
状
刃
器
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

削
器
類
に
は
削
器
、
扶
入
削
器
、
鋸
歯
縁
状
削
器
等
が
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
も
、
機
能
部
位

の
み
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
、
素
材
形
状
の
ば
ら

つ
き
も
大
き
く
、
定
ま

っ
た
形
状
が

な
い
。

斧
形
石
器
の
組
成
数
は
他
地
域
と
比
べ
突
出
し
て
多
い
。
片
面
に
滑
ら
か
な
礫
面
を
残
す
蛇

紋
岩
の
分
割
礫
や
剥
片
を
素
材
と
し
、
左
右
側
縁
に
や
や
粗
い
面
的
な
加
工
を
ほ
ど
こ
し
、
刃

部
に
は
研
磨
を
ほ
ど
こ
す
も
の
を
基
本
と
す
る
。
平
面
形
は
短
冊
形
、
撥
形
、
わ
ら
じ
形
な
ど

の
形
状
が
あ
る
が
、
中
間
形
も
多
く

一
定
の
形
態
に
ま
と
ま
ら
な
い
。
小
型
が
多
い
傾
向
は
あ

る
が
、
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
ま
で
、　
一
定
の
大
き
さ
に
ま
と
ま
る
こ
と
は
な
い
。

石
刃
お
よ
び
石
刃
製
石
器
は
基
本
的
に
組
成
し
な
い
。
縦
に
も
横
に
も
長
く
な
い
員
殻
状
剥

片
を
目
的
と
し
た
剥
片
剥
離
が
確
認
で
き
る
。

石
材
は
黒
曜
石
を
主
体
と
す
る
石
器
群
と
、
黒
曜
石
を
用
い
な
い
石
器
群
に
三
分
さ
れ
る
。

大
規
模
な
遺
跡
で
は
黒
曜
石
が
主
体
と
な
る
。
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日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
に
は
大
規
模
な
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
、
大
久
保
南
Ｉ

ａ
石
器
文
化
と
上

ノ
原
Ｉ
ｂ
石
器
文
化
に
は
小
規
模
な
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
み
ら
れ
る
。

③
　
石
刃
石
器
群
（図
４
１２４
～
３‐
）

石
刃
を
素
材
と
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器
を
特
徴
と
し
、
貝
殻
状
剥
片
素
材
の
石
器
を
組
成
し
な

い
石
器
群
を
石
刃
石
器
群
と
す
る
。
大
久
保
南
Ｉ
ｂ
石
器
文
化
が
該
当
す
る
。
ナ
イ
フ
形
石
器

（２４
～
２９
）、
石
刃
、
斧
形
石
器

（３０
。
３‐
）
を
主
な
組
成
と
す
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
は
、
打
面
が
広
く
残
る
厚
手
の
石
刃
を
素
材
と
す
る
。
基
部
を
中
心
に
加
工

が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
加
工
に
よ
り
尖
端
が
作
出
さ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
基
部
に
は
打
面
が
残

さ
れ
、
厚
手
で
横
側
面
形
の
そ
り
が
大
き
い
。

ま
た
、
石
刃
が
目
的
的
剥
片
と
な
る
。
石
刃
石
核
の
調
整
頻
度
は
低
く
、
大
型
剥
片
の
打
面

や
折
れ
面
な
ど
の
小
口
面
を
作
業
面
と
し
て
石
刃
を
剥
離
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
厚
手
で
打

面
が
広
く
残
る
石
刃
が
目
立

つ
。

斧
形
石
器
の
特
徴
は
台
形
石
器
群
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。
数
量
も
複
数
ま
と
ま

っ
て
出
土

す
る
。

明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
大
久
保
南
Ｉ
ｂ
石
器
文
化
の
み
だ
が
、
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群

が
認
め
ら
れ
る
。
石
材
は
黒
曜
石
が
主
体
と
な
る
。

“
　
台
形
石
器
群
と
石
刃
石
器
群
の
両
者
が
み
ら
れ
る
石
器
群

（図
４
１
３２
～
５４
）

貫
ノ
木
Ｈ
３
Ｉ
石
器
文
化
、
貫
ノ
木
Ｈ
４
Ｉ
石
器
文
化
、
東
裏
Ｈ
ｌ
Ｉ
石
器
文
化
が
該
当
す

る
。
ナ
イ
フ
形
石
器

（３２
～
４０
）、
台
形
石
器

（４‐
～
４９
）、
掻
器
状
石
器
、
貝
殻
状
刃
器
、
斧
形

石
器

（５０
～
５４
）
を
主
な
組
成
と
す
る
。

台
形
石
器
群
と
石
刃
石
器
群
の
両
者
を
併
せ
持

つ
石
器
群
だ
が
、
本
石
器
群
に
特
徴
的
な
ペ

ン
先
形
の
ナ
イ
フ
形
石
器
と
台
形
石
器
が
あ
る
。
寸
詰
ま
り
の
縦
長
剥
片
を
素
材
と
す
る
も
の

で
、
素
材
打
面
を
基
部
に
置
き
、
基
部
周
辺
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
素
材
末
端
が
尖
る
タ

イ
プ
を
ペ
ン
先
形
の
ナ
イ
フ
形
石
器

（３２
～
４０
）、
素
材
末
端
が
開
く
タ
イ
プ
を
台
形
石
器

（４‐

～
４９
）
と
し
て
い
る
。
両
者
の
基
部
形
態
は
共
通
す
る
。

斧
形
石
器
は
他
の
石
器
群
と
共
通
し
て
お
り
、
複
数
ま
と
ま

っ
て
検
出
さ
れ
る
。

大
規
模
な
石
器
群
の
石
材
に
は
黒
曜
石
が
多
用
さ
れ
、
小
規
模
な
石
器
群
の
石
材
に
無
斑
晶

質
安
山
岩
や
玉
髄
な
ど
の
黒
曜
石
以
外
の
石
材
が
多
用
さ
れ
る
。

貫
ノ
木
Ｈ
３
Ｉ
石
器
文
化
に
は
大
規
模
な
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
が
あ
る
。

２
　
野
尻
湖
第
Ⅱ
期

α
　
野
尻
湖
第
Ⅱ
期
の
出
土
層
準
と
古
環
境

野
尻
湖
第
Ⅱ
期
の
生
活
面
は
Ｖ

ａ
層
中
に
あ
る
Ｖ

ａ
層
中
に
は
Ａ
Ｔ
の
極
大
値
が
あ
る
が
、

層
厚
が
薄
い
た
め
、
Ａ
Ｔ
の
上
か
下
か
の
判
断
は

つ
け
が
た
い
。
花
粉
分
析
で
は
カ
バ
ノ
キ
属

の
拡
大
期
と
さ
れ
て
お
り
、
気
候
が
寒
冷
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
野
尻
湖
第
Ｉ
期
よ
り
寒
く
、

野
尻
湖
第
Ⅲ
よ
り
暖
か
い
時
期
と
な
る
。

＠
　
台
形
石
器
群

（図
５
１
１
～
２０
）

野
尻
湖
第
Ｉ
期
と
同
じ
で
、
台
形
石
器
を
特
徴
と
し
、
石
刃
素
材
の
ナ
イ
フ
形
石
器
を
組
成

し
な
い
石
器
群
を
台
形
石
器
群
と
す
る
。
仲
町
遺
跡
Ｊ
Ｓ
地
点
の
石
器
群
が
該
当
す
る
。
台
形

石
器

（１
～
１０
）、
ナ
イ
フ
形
石
器

（ｎ
～
１４
）、
掻
器
状
石
器

（１５
ｏ
‐６
）、
楔
形
石
器

（１７
ｅ
‐８
）、

斧
形
石
器

（１９
ｏ
２０
）
を
組
成
す
る
。

台
形
石
器
は
、
貝
殻
状
剥
片
を
素
材
と
し
、
素
材
打
面
と
末
端
を
側
縁
と
し
て
加
工
を
ほ
ど

こ
す
。
腹
面
側
か
ら
、
急
角
度
の
剥
離
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、

ノ
ッ
チ
状
の
側
縁
が
作
出
さ
れ
る
。

ま
た
、
野
尻
湖
第
Ｉ
期
同
様
に
平
坦
な
剥
離
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
は
多
様
な
形
状
の
剥
片
を
素
材
と
し
て
お
り
、
加
工
も
多
様
で
、
斉

一
性
が

低
く
定
ま

っ
た
形
態
が
な
い
。

楔
形
石
器
の
数
は
多
く
、
長
さ
二
～
三
ルーン
”
程
度
の
大
き
さ
が
多
い
。
ま
た
、
楔
形
石
器
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
傷
が
付
い
た
敲
石
が
特
徴
的
に
存
在
す
る
。

斧
形
石
器
は
、
蛇
紋
岩
の
礫
面
を
有
す
る
剥
片
や
、
分
割
礫
を
素
材
と
し
て
お
り
、
第
Ｉ
期

の
特
徴
が
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
。
傾
向
と
し
て
は
第
Ｉ
期
と
比
べ
、
平
た
い
刃
部
が
減
り

丸
く
て
幅
の
狭
い
刃
部
が
多
く
な
る
。
ま
た
、
礫
を
素
材
と
す
る
表
裏
両
面
に
礫
面
を
有
す
る

斧
形
石
器

（２０
）
も
ぁ
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
、
仲
町
遺
跡
Ｊ
Ｓ
地
点
の
石
器
群
の
み
で
、
石
材
は
チ
ャ
ー
ト
や
鉄
石
英
、

無
斑
晶
質
安
山
岩
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
黒
曜
石
は
少
な
い
。
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③
　
石
刃
石
器
群
（図
５
１２‐
～
３９
）

石
刃
を
素
材
と
す
る
基
部
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
を
特
徴
と
す
る
石
器
群
を
石
刃
石
器
群
と

す
る
。
仲
町
遺
跡
Ｂ
Ｐ
２
地
点
、
貫
ノ
木
Ｈ
４
Ⅱ
石
器
文
化
、
貫
ノ
木
Ｈ
５
Ⅱ
石
器
文
化
、
照

月
台
Ｉ
石
器
文
化
が
該
当
す
る
。
主
な
器
種
組
成
は
ナ
イ
フ
形
石
器

（２‐
～
３‐
）、
台
形
石
器

（３２

～
３４
）、
掻
器

（３５
・
３６
）、
彫
器

（３７
）、
楔
形
石
器
、
石
刃
、
斧
形
石
器

（３８
ｏ
３９
）
で
あ
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
は
石
刃
を
素
材
と
し
て
、
基
部
を
中
心
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
加
工
に

よ
る
鋭
い
尖
端
を
持

つ
も
の
も
多
く
含
ま
れ
る
。
五
た―ン
膀
を
越
す
大
型
品
が
目
立

つ
。
二
側
縁

加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
も

一
定
量
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
素
材
の
剥
離
軸
と
石
器
の
長
軸
が
ほ

ぼ

一
致
す
る
。
ま
た
、
基
部

へ
の
加
工
が
ノ
ッ
チ
状
と
な
り
、
剥
片
尖
頭
器
の
よ
う
な
形
状
と

な
る
も
の

（２６
）
も
含
ま
れ
る
。

台
形
石
器
の
特
徴
は
台
形
石
器
群
と
共
通
す
る
。

確
実
に
掻
器
と
彫
器
に
認
定
で
き
る
器
種
が
こ
の
時
期
に
登
場
す
る
。
掻
器
は
分
厚
く
や
や

寸
詰
ま
り
の
縦
長
剥
片
を
素
材
と
し
、
素
材
の
末
端
に
刃
部
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
平

面
形
は
拇
指
状
を
呈
す
も
の
が
多
い
が
、
刃
部
再
生
が
繰
り
返
さ
れ
た
た
め
か
、
短
い
も
の
や
、

刃
部
加
工
が
素
材
打
面
側
ま
で
お
よ
ぶ
も
の
も
み
ら
れ
る
。
彫
器
に
は
特
に
定
ま

っ
た
形
態
が

な
い
よ
う
だ
が
、
明
瞭
な
樋
状
剥
離
打
面
の
作
出
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
基
部
形
態
が
ナ
イ

フ
形
石
器
と
共
通
す
る
も
の
が
特
徴
的
に
み
ら
れ
、
ナ
イ
フ
形
石
器
の
刃
部
再
生
を
樋
状
剥
離

で
お
こ
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
彫
器

（３７
）
が
含
ま
れ
る
。

楔
形
石
器
は
台
形
石
器
群
と
比
べ
る
と
数
量
が
少
な
い
が
、
楔
形
石
器
の
あ
た
り
と
み
ら
れ

る
傷
が
付
い
て
い
る
敲
石
と
共
に
組
成
す
る
。

斧
形
石
器
は
第
Ｉ
期
と
同
様
に
片
面
に
礫
面
を
残
す
蛇
紋
岩
の
剥
片
や
分
割
礫
を
素
材
と
す

２つ
。量

が
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
遺
跡
内
で
の
石
刃
剥
離
が
あ
り
、
稜
付
の
石
刃
、
頭
部
調
整
、

打
面
調
整
が
認
め
ら
れ
る
。

石
材
は
珪
質
頁
岩
が
中
心
と
な
る
石
器
群
と
、
黒
曜
石
が
主
体
と
な
る
石
器
群
が
あ
る
。

④
　
石
刃
石
器
群
と
国
府
系
石
器
群
の
両
者
が
み
ら
れ
る
石
器
群

（図
５
１
４０
～
５２
）

無
斑
晶
質
安
山
岩
を
主
要
石
材
と
し
、
板
状
の
剥
片
素
材
の
石
核
か
ら
連
続
し
て
剥
離
さ
れ

る
横
長
剥
片
を
素
材
と
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器
を
主
体
と
す
る
石
器
群
を
国
府
系
石
器
群
と
す
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
単
独
の
国
府
系
石
器
群
は
み
つ
か

っ
て
い
な
い
が
、
石
刃
石
器
群
中
に
、
国
府

型
ナ
イ
フ
形
石
器
が
伴
う
東
裏
Ｈ
２
Ⅱ
石
器
文
化
が
存
在
す
る
。
器
種
組
成
は
ナ
イ
フ
形
石
器

（４０
～
４６
）、
台
形
石
器

（４７
～
５０
）、
彫
器

（５．
。
５２
）
を
主
と
す
る
。

石
刃
素
材
の
ナ
イ
フ
形
石
器
と
台
形
石
器
の
特
徴
は
石
刃
石
器
群
と
共
通
す
る
。
国
府
型
ナ

イ
フ
形
石
器
の
背
面
に
は
底
面
が
み
ら
れ
、
底
面
以
外
の
主
な

一
次
剥
離
は

一
枚
で
あ
る
。
素

材
打
面

一
側
縁
に
鋸
歯
状
の
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
遺
跡
内
に
国
府
系
石
器
群
の
石
器
製
作

の
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

石
刃
素
材
の
石
器
に
は
珪
質
頁
岩
が
、
国
府
系
石
器
群
に
は
無
斑
晶
質
安
山
岩
が
多
用
さ
れ

て
い
る
。

③
　
茂
呂
系
石
器
群
（図
５
１５３
～
７０
）

二
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
を
主
体
す
る
石
器
群
を
茂
呂
系
石
器
群
と
す
る
。
裏
ノ
山
Ⅱ

石
器
文
化
、
吹
野
原
Ｉ
石
器
文
化
が
該
当
す
る
。
ナ
イ
フ
形
石
器

（５３
～
６３
）、
台
形
石
器

（６４
ｏ

６５
）、
掻
器

（６６
～
６８
）、
斧
形
石
器

（７０
）
を
主
な
組
成
と
す
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
は
ブ
ラ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
二
側
縁
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
石
刃
の
ほ

か
、
寸
詰
ま
り
の
縦
長
剥
片
を
素
材
と
し
て
い
る
。
石
刃
素
材
の
ナ
イ
フ
形
石
器
は
縦
に
長
く
、

素
材
剥
離
軸
と
石
器
の
主
軸
の
ず
れ
は
少
な
い
。
寸
詰
ま
り
の
縦
長
剥
片
を
素
材
と
す
る
も
の

は
、
素
材
は
剥
離
軸
と
石
器
の
主
軸
が
ず
れ
る
場
合
が
多
い
。
大
き
さ
は
五
ルーン
房
を
越
す
大
型

も
み
ら
れ
る
が
、
数
量
的
に
は
三
ルーン
房
前
後
の
小
型
が
多
い
。

掻
器
は
黒
曜
石
等
の
厚
手
の
幅
広
剥
片
を
素
材
と
す
る
も
の
と
、
鶏
卵
状
の
チ
ャ
ー
ト
の
分

割
剥
片
を
素
材
と
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
平
面
形
は
拇
指
状
、
円
形
を
呈
す
る
。
遺
跡
内
で

の
石
刃
の
剥
離
は
少
な
い
。
吹
野
原
Ｉ
石
器
文
化
に
斧
形
石
器
が
組
成
す
る
ほ
か
、
裏
ノ
山
Ⅱ

石
器
文
化
に
も
斧
形
石
器
が
組
成
す
る
と
考
・‘
り
れ
る
。
石
材
は
黒
曜
石
が
主
体
と
な
る
。

３
　
野
尻
湖
第
Ⅲ
期

①
　
野
尻
湖
第
Ⅲ
期
の
出
土
層
準
と
古
環
境

野
尻
湖
第
Ⅲ
期
の
生
活
面
は
Ⅳ
層
下
部
か
ら
中
部
に
あ
た
る
。
花
粉
分
析
に
よ
る
植
生
は
亜
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寒
帯
針
葉
樹
林
と
な
る
。
最
終
氷
期
の
最
寒
冷
期
に
相
当
し
、
寒
冷
で
乾
燥
し
た
気
候
で
あ

っ

た
。
ま
た
、
水
生
植
物
の
花
粉
が
産
出
す
る
こ
と
か
ら
、
低
地
で
の
開
水
域
が
広
が

っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

α
　
尖
頭
器
石
器
群

（図
６
１
１
～
４８
）

主
に
二
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
に
、
槍
先
形
尖
頭
器
が
組
成
す
る
石
器
群
を
尖
頭
器
石

器
群
と
す
る
。
東
裏
Ｈ
２
Ⅲ
石
器
文
化
、
貫
ノ
木
Ｈ
２
Ⅲ

ａ
石
器
文
化
、
七

ツ
栗
Ｉ
石
器
文
化

が
該
当
す
る
。
槍
先
形
尖
頭
器

（１
～
７
ｏ
２４
・
２９
～
３７
）、
ナ
イ
フ
形
石
器

（８
～
１５
ｏ
２２
ｏ
２３
ｏ

３８
～
４８
）、
掻
器
、
彫
器
を
主
な
組
成
と
す
る
。

三
燎―ン
″
程
度
の
小
型
で
片
側
縁
に
肩
を
持

つ
左
右
非
対
称
形
を
呈
す
る
槍
先
形
尖
頭
器

（１

～
７
ｏ
２４
）
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
尖
端
か
上
肩
の
部
分
に
樋
状
剥
離
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
も
の

と
、
同
部
分
に
素
材
の
縁
辺
が
残
さ
れ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
切
出
形
を

呈
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器

（１４
）
と
共
通
す
る
用
途
が
想
定
で
き
る
。
両
面
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ

れ
る
横
断
面
形
が
凸

レ
ン
ズ
形
を
呈
す
る
も
の
と
、
加
工
が
片
面
に
偏
り
横
断
面
形
が
Ｄ
字
形

を
呈
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
ま
た
、
貫
ノ
木
Ｈ
２
Ⅲ

ａ
石
器
文
化
に
は
五
～

一
〇
及―ン
″
程
度
の

中
型
で
平
面
形
が
左
右
対
称
で
、
尖
端
か
ら
樋
状
剥
離
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
両
面
加
工
の
槍
先
形

尖
頭
器
が
、
前
述
し
た
小
型
で
肩
の
張
る
槍
先
形
尖
頭
器
の
他
に
組
成
し
て
い
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
は
五
及―ン
″
以
下
の
小
型
が
中
心
と
な
る
。
縦
長
剥
片
を
素
材
と
す
る
が
、
石

刃
と
呼
べ
る
よ
う
な
定
形
的
な
素
材
は
少
な
い
。
加
工
は
二
側
縁
に
ほ
ど
こ
さ
れ
、
素
材
が
折

断
さ
れ
形
状
が
大
き
く
変
化
す
る
も
の
が
多
い
。
完
成
形
の
斉

一
性
は
低
い
。
切
出
形
の
ナ
イ

フ
形
石
器
に
は
ブ
ラ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
他
に
、
平
坦
な
剥
離
に
よ
る
加
工
が
み
ら
れ
、
槍
先
形
尖

頭
器
と
の
中
間
的
な
ナ
イ
フ
形
石
器
が
存
在
す
る
。

掻
器
は
と
に
か
く
数
が
多
い
。
チ
ャ
ー
ト
や
黒
曜
石
を
石
材
と
す
る
小
型
で
、
拇
指
状
あ
る

い
は
円
形
を
呈
す
る

一
群
と
、
無
斑
晶
質
安
山
岩
を
石
材
製
の
分
厚
い
石
刃
を
素
材
と
す
る
縦

長
の

一
群
が
あ
る
。

彫
器
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
定
ま

っ
た
形
態
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

０
　
国
府
系
石
器
群

（図
６
１
４９
～
５３
）

無
斑
品
質
安
山
岩
製
の
横
長
剥
片
を
素
材
と
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器
を
特
徴
と
す
る
石
器
群
を

国
府
系
石
器
群
と
す
る
。
貫
ノ
木
Ｈ
ｌ
Ⅱ
石
器
文
化
が
該
当
す
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
の
素
材
は
、
板
状
の
無
斑
品
質
安
山
岩
製
の
大
型
剥
片
か
ら
連
続
し
て
剥
離

さ
れ
た
横
長
剥
片
で
あ
る
。
こ
の
剥
片
の
背
面
に
は
素
材
の
底
面
が
残
さ
れ
て
お
り
、
底
面
以

外
の
剥
離
面
は
複
数
み
ら
れ
、
野
尻
湖
第
Ⅱ
期
の
国
府
型
ナ
イ
フ
形
石
器
に
み
ら
れ
る

一
枚
と

は
異
な
る
。
こ
れ
は
、
板
状
剥
片
石
核
に
お
け
る
打
点
の
移
動
が
、
第
Ⅱ
期
は
直
線
的
に
移
動

す
る
の
に
対
し
、
第
Ⅲ
期
は
左
右
に
振
れ
な
が
ら
移
動
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
次
加
工

は
素
材
打
面
側
の
側
縁
全
体
と
、
末
端
側
側
縁
の
基
部
側
の
二
側
縁
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
こ
の

際
、
左
右
の
側
縁
で
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
面
が
、
背
面
と
腹
面
で
異
な
る
場
合
が
多
く
、
横

断
面
形
が
ひ
し
形
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
は
縦
長
剥
片
を
素
材
と
し
た
基
部
加
工
の
ナ
イ

フ
形
石
器
も
共
伴
し
て
い
る
。

④
　
石
刃
石
器
群
（図
６
１５４
～
６０
）

石
刃
素
材
の
基
部
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
を
特
徴
と
す
る
石
器
群
を
石
刃
石
器
群
と
す
る
。

貫
ノ
木
Ｈ
ｌ
Ⅱ
石
器
文
化
に
石
刃
石
器
群
が
あ
り
、
候
補
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る

（１８
・
３０
）。

し
か
し
、
貫
ノ
木
遺
跡
Ｈ
ｌ
地
点
に
お
け
る
、
石
刃
石
器
群
の
出
土
層
位
は
、
Ⅲ
層
下
部
か
ら

Ⅳ
層
上
部
で
あ
り
、
層
位
的
に
は
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
と
な
る
。
同
地
点
に
は
黒
曜
石
を
主
要
石
材

と
す
る
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
の
杉
久
保
系
石
器
群
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
石
器
群
が
杉
久
保

系
石
器
群
に
属
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
明
確
な
位
置
づ
け
は
せ
ず
、

候
補
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

器
種
組
成
は
ナ
イ
フ
形
石
器

（５４
～
６０
）、
掻
器
と
な
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
は
五
ルーン
房
以
上
の

長
さ
を
持
ち
、
珪
質
頁
岩
あ
る
い
は
珪
質
凝
灰
岩
の
石
刃
を
素
材
と
し
て
、
基
部
に
加
工
が
ほ

ど
こ
さ
れ
る
。
基
部
端
に
は
素
材
の
打
面
が
残
さ
れ
る
。

４
　
野
尻
湖
第
Ⅳ
期

①
　
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
の
出
土
層
準
と
古
環
境

野
尻
湖
第
Ⅳ
期
の
生
活
面
は
Ⅳ
層
上
部
か
ら
Ⅲ
層
下
部
に
あ
た
る
。
花
粉
分
析
に
よ
る
区
分

で
は
、
野
尻
湖
第
Ⅲ
期
と
分
か
れ
て
い
な
い
が
、
最
寒
冷
期
を
過
ぎ
た
も
の
の
、
依
然
寒
冷
な

気
候
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

野尻湖遺跡群における先土器時代石器群の変遷
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野尻湖遺跡群における先土器時代石器群の変遷

②
　
尖
頭
器
石
器
群
（図
７
１
１
～
１６
）

槍
先
形
尖
頭
器
を
主
体
と
す
る
石
器
群
を
尖
頭
器
石
器
群
と
す
る
。
貫
ノ
木
Ｈ
Ｉ
Ⅲ

ｃ
石
器

文
化
、
西
岡
Ⅲ

ａ
石
器
文
化
が
該
当
す
る
。
槍
先
形
尖
頭
器

（１
～
ｎ
）
掻
器

（１５
・
‐６
）、
削

器

（１２
～
‐４
）
を
お
も
な
組
成
と
し
、
ナ
イ
フ
形
石
器
は
組
成
し
な
い
。

貫
ノ
木
Ｈ
ｌ
Ⅲ

ｃ
石
器
文
化
の
槍
先
形
尖
頭
器

（
１
～
５
）
は
五
及レ
膀
前
後
で
、
両
面
に
加

工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
平
面
形
は
尖
端
が
鋭
く
尖
り
、
基
部
は
丸
く
、
最
大
幅
が
基
部
側
に
偏

る
涙
滴
形
を
呈
す
る
。　
一
方
西
岡
Ⅲ

ａ
石
器
文
化
の
槍
先
形
尖
頭
器

（６
～
ｎ
）
は
三
費
ン
研
程

度
と
小
型
で
、
加
工
部
位
が
片
面
に
偏
る
も
の
が
多
い
。

貫
ノ
木
Ｈ
ｌ
Ⅲ

ｃ
石
器
文
化
で
は
隣
接
す
る
石
器
文
化
と
の
関
係
か
ら
、
共
伴
器
種
が
は

っ

き
り
し
な
い
。
西
岡
Ⅲ

ａ
石
器
文
化
に
は
片
面
加
工
の
槍
先
形
尖
頭
器
と
大
き
さ
や
加
工
が
共

通
す
る
掻
器

（１５
ｏ
‐６
）、
小
型
の
縦
長
剥
片
に
ノ
ッ
チ
状
の
刃
付
け
を
施
し
た
快
入
削
器

（１３
ｏ

‐４
）、
小
型
の
角
錐
状
石
器
が
伴
う
。

③
　
国
府
系
石
器
群
（図
７
１２８
～
３６
）

無
斑
品
質
安
山
岩
製
の
横
長
剥
片
を
素
材
と
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器
を
特
徴
と
す
る
石
器
群
を

国
府
系
石
器
群
と
す
る
。
野
尻
湖
第
Ⅲ
期
の
国
府
系
石
器
群
と
明
瞭
な
差
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、

検
出
さ
れ
て
い
る
石
器
群
数
が
増
え
、
規
模
も
大
き
く
な
る
。
西
岡
Ⅲ
ｂ
石
器
文
化
が
該
当
す

る
ほ
か
、
東
裏
遺
跡
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
地
点
、
上

ノ
原
遺
跡
県
道
地
点
で
も
野
尻
湖
第
Ⅳ

期
の
国
府
系
石
器
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

無
斑
晶
質
安
山
岩
製
の
横
長
剥
片
を
素
材
と
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器

（２８
～
３４
）
の
素
材
、
加

工
、
形
態
は
野
尻
湖
第
Ⅲ
期
と
共
通
し
て
い
る
が
、
縦
長
剥
片
素
材
の
基
部
加
工
の
ナ
イ
フ
形

石
器
の
共
伴
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

掻
器
や
削
器
も
組
成
す
る
が
明
確
な
目
的
形
態
は
な
い
よ
う
で
、
残
核
等
を
素
材
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
角
錐
状
石
器

（３６
）
も
組
成
す
る
。

④
　
杉
久
保
系
石
器
群

（図
７
，
１７
～
２７
）

杉
久
保
型
ナ
イ
フ
形
石
器
と
神
山
型
彫
器
を
組
成
す
る
石
器
群
を
杉
久
保
系
石
器
群
と
す
る
。

七

ツ
栗
Ⅱ
石
器
文
化
、
貫
ノ
木
Ｈ
２
Ⅲ
ｂ
石
器
文
化
、
貫
ノ
木
Ｈ
ｌ
Ｉ
Ⅲ
ｂ
石
器
文
化
、
仲
町

Ｂ
Ｐ
４
地
点
が
該
当
す
る
。
そ
の
他
、
杉
久
保
型
ナ
イ
フ
形
石
器
の
標
識
遺
跡
で
あ
る
杉
久
保

Ａ
遺
跡
、
上
ノ
原
遺
跡
県
道
地
点
、
東
裏
遺
跡
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
地
点
に
も
杉
久
保
系
石

器
群
が
み
ら
れ
る
。
器
種
組
成
は
ナ
イ
フ
形
石
器

（１７
～
２‐
）、
彫
器

（２２
～
２４
）、
石
刃
を
主
体

と
す
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
は
、
細
長
い
石
刃
を
素
材
と
し
て
、
基
部
と
尖
端
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。

素
材
の
形
状
自
体
が
完
成
形
に
近
い
た
め
、
加
工
頻
度
は
低
い
。
基
本
的
に
素
材
の
打
面
は
除

去
さ
れ
、
基
部
腹
面
に
平
坦
な
剥
離
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。

彫
器
は
杉
久
保
型
ナ
イ
フ
形
石
器
の
素
材
よ
り
、
幅
の
広
い
石
刃
を
素
材
と
し
て
い
る
。
背

面
か
ら
素
材
軸
を
斜
め
に
折
断
す
る
樋
状
剥
離
打
面
調
整
を
施
し
、
背
面
側
に
樋
状
剥
離
を
施

す
神
山
型
彫
器

（２３
）
が
主
体
と
な
る
が
、
樋
状
剥
離
打
面
調
整
と
彫
刀
面
の
背
面
、
腹
面
が
入

れ
替
わ
る
も
の
や
、
彫
刀
面
が
素
材
側
縁
に
平
行
す
る
小
坂
型
の
範
疇
に
入
る
も
の

（２４
）
も

多
い
。

数
量
が
多
い
石
刃
は
幅
が
広
く
、
ナ
イ
フ
形
石
器
の
素
材
と
な
る
も
の
は
少
な
い
。

杉
久
保
系
石
器
群
に
は
槍
先
形
尖
頭
器
が
伴
わ
な
い
例
が
多
い
が
、
貫
ノ
木
Ｈ
２
Ⅲ
ｂ
石
器

文
化
に
組
成
す
る
ほ
か

（２５
～
２７
）、
上

ノ
原
遺
跡
町
道
地
点
で
は
か
な
り
の
数
の
杉
久
保
系
石

器
群
の
ナ
イ
フ
形
石
器
と
槍
先
形
尖
頭
器
が
同

一
範
囲
内
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
。

遺
跡
内
で
の
石
刃
剥
離
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
遺
跡
外
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が
持
ち
込
ま

れ
、
細
部
調
整
等
が
遺
跡
内
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

石
材
は
珪
質
頁
岩
が
主
体
と
な
る
が
、
無
斑
品
質
安
山
岩
も
多
い
。
珪
質
頁
岩
よ
り
も
産
地

が
近
い
無
斑
晶
質
安
山
岩
は
、
珪
質
頁
岩

の
補
完
的
な
石
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
無
斑
晶
質
安
山
岩
が
多
い
石
器
群
に
は
、
七

ツ
栗
Ⅱ
石
器
文
化
の
他
に
、
杉
久
保

遺
跡
が
あ
げ
ら
れ
る
。

５
　
野
尻
湖
第
Ｖ
期

①
　
野
尻
湖
第
Ｖ
期
の
出
土
層
準
と
古
環
境

野
尻
湖
第
Ｖ
期
の
生
活
面
は
Ⅲ
層
と
な
る
。
Ⅲ
層
下
部
以
下
は
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
の
生
活
面
が

想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
第
Ⅳ
期
と
第
Ｖ
期
の
明
瞭
な
境
目
は
な
い
。
ま
た
、
Ⅲ
層
上
部
に
は
縄

文
時
代
早
期
の
生
活
面
が
あ
り
、
縄
文
時
代
早
期
、
草
創
期
と
の
層
位
的
な
区
分
も
明
瞭
で
は

ゴθ
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野尻湖遺跡群における先土器時代石器群の変遷

な
い
。

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
発
掘
調
査
で
は
、
こ
の
時
期
の
花
粉
分
析
の
デ
ー
タ
は
得

ら
れ
な
か

っ
た
。
最
終
氷
期
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
期
で
あ
り
、
寒
冷
か
ら
温
暖
な
気
候
に
変

わ
り
ゆ
く
、
気
候
変
動
が
激
し
い
時
期
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｏ
　
尖
頭
器
石
器
群

（図
７
，
４２
～
４８
）

野
尻
湖
第
Ⅳ
期
に
引
き
続
き
、
槍
先
形
尖
頭
器
を
主
体
と
す
る
石
器
群
を
尖
頭
器
石
器
群
と

す
る
。
上
ノ
原
Ⅱ
石
器
文
化
、
西
岡
Ⅲ

ｃ
石
器
文
化
が
該
当
す
る
。
か

つ
て
上
ノ
原
Ⅱ
石
器
文

化
を
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。
野
尻
湖
第
Ｖ
期
の
尖
頭
器
石
器
群
と

し
て
、
大
型
の
槍
先
形
尖
頭
器
と
石
斧
を
特
徴
と
す
る
神
子
柴
系
石
器
群
を
想
定
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
石
刃
を
持
た
な
い
等
の
性
格
が
異
な
る
石
器
群
に
つ
い
て
は
、
前
の
時
期
と
し
て

位
置
づ
け
た
。
し
か
し
、
槍
先
形
尖
頭
器
の
大
型
化
と
、
神
子
柴
系
石
器
群
の
登
場
に
関
連
が

あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
こ
れ
ら
を
野
尻
湖
第
Ｖ
期
と
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
と
す
る
。

槍
先
形
尖
頭
器
は
、　
一
〇
及―ン
”
を
越
す
大
型
が
目
立
ち
、
両
面
に
加
工
が
施
さ
れ
る
。
平
面

形
は
柳
葉
形
や
木
葉
形
を
呈
し
、
滑
ら
か
な
縁
辺
形
状
を
持

つ
。
断
面
形
は
凸

レ
ン
ズ
形
を
呈

し
、
側
面
か
ら
み
る
稜
線
は
整

っ
た
直
線
と
な
る
。
槍
先
形
尖
頭
器
以
外
に
は
、
掻
器
や
削
器

等
が
組
成
す
る
。
遺
跡
内
で
の
槍
先
形
尖
頭
器
生
産
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
遺

跡
外
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

石
材
は
無
斑
晶
質
安
山
岩
や
珪
質
頁
岩
等
、
黒
曜
石
以
外
が
多
く
用
い
ら
れ
る
。

③
　
細
石
刃
石
器
群
（図
７
１３７
～
４‐
）

細
石
刃
や
細
石
刃
核
を
組
成
す
る
石
器
群
を
細
石
刃
石
器
群
と
す
る
。
長
野
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
の
発
掘
調
査
で
は
、
断
片
的
な
細
石
刃
、
細
石
刃
核
の
出
土
が
あ
る
も
の
の
、
石
器

文
化

ｏ
石
器
群
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
ま
と
ま

っ
た
資
料
は
な
い
。
上
ノ
原
遺
跡
北
部
高

校
地
点
で
ま
と
ま

っ
た
資
料
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
評
価
に
つ
い
て
は
本
報
告
を
待

っ
て
か

ら
と
す
る
。

細
石
刃
核
の
形
状
と
し
て
は
、
船
底
形
と
稜
柱
形
の
二

つ
が
み
ら
れ
る
が
、
稜
柱
形
の
中
に

は
、
船
底
形
の
細
石
刃
核
の
剥
離
が
進
ん
だ
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

石
材
は
黒
曜
石
や
珪
質
頁
岩
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

四
　
野
尻
湖
編
年
と
南
関
東
編
年

日
本
列
島
の
中
で
層
位
的
事
例
に
基
づ
く
編
年
研
究
が
最
も
進
ん
で
い
る
の
が
、
相
模
野
台

地
と
武
蔵
野
台
地
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
に
引
用
さ
れ
る
諏
訪
間
順
に
よ
る
相
模
野
台
地
の

編
年
と
、
武
蔵
野
台
地
で
検
出
さ
れ
る
石
器
群
の
層
位
と
の
比
較
検
討
を
お
こ
な
う
。
野
尻
湖

編
年
に
よ
る
主
要
石
器
の
変
遷
お
よ
び
、
他
地
域
と
の
時
期
対
比
を
図
８
に
示
し
た
。

南
関
東
の
斧
形
石
器
、
台
形
石
器
、
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
武
蔵
野
台
地
Ｘ
層
か
ら
Ⅸ
層
段
階

の
石
器
群
に
限
定
的
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
野
尻
湖
第
Ｉ
期
は
武
蔵
野
台
地
Ⅸ

ｏ
Ｘ
層
段

階
に
並
行
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
諏
訪
間
編
年
で
は
段
階
Ｉ
～
段
階
Ⅱ
と
な
る
。
諏
訪
間

編
年
の
段
階
Ｉ
と
段
階
Ⅱ
は
明
確
な
石
刃

・
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
の
成
立
を
持

っ
て
画
さ
れ
て

い
る
。
野
尻
湖
編
年
で
は
石
刃

・
縦
長
剥
片
を
持
た
な
い
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
と
、
石
刃
が
主

体
と
な
る
大
久
保
南
Ｉ
石
器
文
化
や
、
石
刃
を
含
む
貫
ノ
木
Ｈ
３
Ｉ
石
器
文
化
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
が
、
次
の
野
尻
湖
第
Ⅱ
期

へ
の
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
、
時
間
的
並
行
を
考
慮
せ
ざ
る

え
な
い
状
況
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
野
尻
湖
遺
跡
群
で
の
明
確
な
石
刃

ｏ
縦
長
剥
片
剥
離
技
術

の
有
無
を
時
間
差
と
し
て
画
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

野
尻
湖
第
Ⅱ
期
は
武
蔵
野
台
地
Ⅶ
～
Ⅵ
層
段
階
、
諏
訪
間
段
階
Ⅲ
～
Ⅳ
に
対
比
さ
れ
る
。
石

刃
剥
離
技
術
が
発
達
し
、
仲
町
Ｂ
Ｐ
２
地
点
や
、
照
月
台
Ｉ
石
器
文
化
に
み
ら
れ
る
中
～
大
型

の
基
部
加
工
や
二
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
の
特
徴
は
武
蔵
野
台
地
Ⅶ
層
段
階
と
諏
訪
間
段

階
Ⅲ
の
ナ
イ
フ
形
石
器
と
共
通
す
る
特
徴
を
有
す
る
。
い
っ
ぼ
う
、
裏
ノ
山
Ⅱ
石
器
文
化
に
み

ら
れ
る
大
型
～
小
型
の
二
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
は
武
蔵
野
台
地
Ⅵ
層
段
階
、
諏
訪
間
段

階
Ⅳ
に
対
比
で
き
よ
う
。
問
題
と
な
る
の
は
、
武
蔵
野
台
地
Ⅶ
層
段
階
に
対
比
さ
れ
る
石
器
群

と
、
Ⅵ
層
段
階
に
対
比
さ
れ
る
石
器
群
を
単
純
に
時
間
差
と
し
て
区
分
で
き
な
い
点
に
あ
る
。

照
月
台
Ｉ
石
器
文
化
は
、
遺
構
の
埋
土
中
に
Ａ
Ｔ
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｔ
降
灰

直
後
の
時
間
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
石
器
群
の
内
容
は
Ⅶ
層
的
だ
が
、
層
位

的
に
は
武
蔵
野
台
地
Ⅵ
層
に
並
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
裏
ノ
山
Ⅱ

。
東
裏
Ｈ
２
Ⅱ
石
器

文
化
と
仲
町
Ｂ
Ｐ
２
地
点
で
は
堆
積
が
薄
く
細
か
い
層
位
的
区
分
が
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

Ⅶ
層
段
階
、
Ⅵ
層
段
階
に
対
比
で
き
る
石
器
群
そ
れ
ぞ
れ
に
斧
形
石
器
が
共
伴
す
る
。
南
関
東
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図 8 野尻湖編年

(注 )石器のスケールは1:4。 年代は文献 11か ら13に よる。
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で
の
斧
形
石
器
の
出
土
事
例
は
、
Ｘ
～
Ⅸ
層
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
野
尻
湖
遺
跡
群
で
は
そ
の

後
の
時
期
と
な
る
野
尻
湖
第
Ⅱ
期
の
多
く
の
石
器
群
に
斧
形
石
器
が
共
伴
し
て
い
る
。
野
尻
湖

第
Ｉ
期
に
斧
形
石
器
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
が
混
入
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

し
か
し
、
も
と
も
と
数
が
多
い
と
い
っ
て
も
、
野
尻
湖
遺
跡
群
で
の
総
点
数
が
二
〇
〇
点
あ

ま
り
し
か
な
い
斧
形
石
器
が
、
照
月
台
Ｉ
石
器
文
化
、
貫
ノ
木
Ｈ
５
Ⅱ
石
器
文
化
、
吹
野
原
Ｉ

石
器
文
化
、
仲
町
Ｊ
Ｓ
地
点
、
仲
町
Ｂ
Ｐ
２
地
点
で
複
数
点
の
共
伴
が
あ
る
上
に
、
裏
ノ
山
Ⅱ

石
器
文
化
、
東
裏
Ｈ
２
Ⅱ
石
器
文
化

で
も
、
斧
形
石
器
が
共
伴
す
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
な

る
と
、
斧
形
石
器
が
共
伴
す
る
石
器
群
よ
り
も
斧
形
石
器
が
共
伴
し
な
い
石
器
群
の
方
が
少
な

い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
群
の
ブ

ロ
ッ
ク
の
平
面
、
垂
直
分
布
の
状
況
は
、
共
伴
す
る

と
判
断
す
べ
き
分
布
を
示
す
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
も
は
や
偶
然
の
混
じ
り
こ
み
と
し
て
説
明

で
き
る
数
量
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
も
と
も
と
斧
形
石
器
が
多
く
利
用
さ
れ
る
野
尻
湖
遺

跡
群
に
、
武
蔵
野
台
地
よ
り
後
の
時
期
ま
で
斧
形
石
器
が
組
成
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
と

考
え
る
。

野
尻
湖
第
Ⅲ
期
は
武
蔵
野
台
地
Ｖ
層

。
Ⅳ
層
下
部
段
階
、
諏
訪
間
段
階
Ｖ
に
対
比
さ
れ
る
。

南
関
東
に
お
け
る
こ
の
時
期
は
、
切
出
形
ナ
イ
フ
形
石
器
、
角
錐
状
石
器
に
国
府
系
ナ
イ
フ
形

石
器
に
象
徴
さ
れ
る
。
野
尻
湖
遺
跡
群
の
国
府
系
石
器
群
は
、
第
Ⅱ
期
に
出
現
す
る
。
第
Ⅱ
期

は
Ａ
Ｔ
降
灰
直
後
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
九
州
島
で
は
Ａ
Ｔ
層
直
上
で
国
府
系
石
器
群
が
検
出

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
野
尻
湖
で
も
第
Ⅱ
期
の
終
盤
に
、
国
府
系
石
器
群
が
出
現
す
る
と
の
理
解

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
府
系
石
器
群
は
層
位
的
出
土
事
例
か
ら
、
次
の
野
尻
湖
第
Ⅳ
期

ま
で
継
続
す
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
。
斧
形
石
器
の
組
成
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
明
確

な
石
器
群
は
な
い
。
し
か
し
、
第
Ⅱ
期
と
評
価
し
た
仲
町
Ｂ
Ｐ
２
地
点
は
、
層
位
的
に
第
Ⅲ
期

に
属
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
仲
町
Ｂ
Ｐ
２
地
点
が
第
Ⅲ
期
と
な
る
と
、
斧
形
石
器
は
さ
ら

に
後
ま
で
継
続
し
て
組
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
第
Ⅳ
期
の
杉
久
保
系
石
器
群
に
も
斧
形

石
器
の
複
数
の
共
伴
例
が
あ
る
。

野
尻
湖
第
Ⅲ
期
か
ら
出
現
す
る
槍
先
形
尖
頭
器
に
は

「
東
内
野
型
有
樋
尖
頭
器
」
（図
６
１
１

～
７
ｏ
２４
ｏ
３６
・
３７
）
と
、
「
男
女
倉
型
有
樋
尖
頭
器
」
（図
６
１
２９
～
３２
）
が
あ
る
。
「
東
内
野
型

有
樋
尖
頭
器
」
は
東
裏
Ｈ
２
Ⅲ
石
器
文
化
に
ま
と
ま

っ
た
事
例
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
時
期

を
確
定
で
き
る
層
序
が
な
い
。
明
確
な
出
土
層
位
を
持

つ
石
器
群
と
し
て
は
、
七

ツ
栗
Ｉ
石
器

文
化
に

「
東
内
野
型
有
樋
尖
頭
器
」
に
類
す
る
槍
先
形
尖
頭
器
が

一
点
だ
け
存
在
す
る

（２４
）
。

こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
隣
接
す
る
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
の
杉
久
保
系
石
器
群

（七
ツ
栗
Ⅱ
石
器
文
化
）

よ
り
、
明
ら
か
に
層
位
的
に
下
位
に
位
置
す
る
。

こ
の
槍
先
形
尖
頭
器
は
、
小
型
の
チ
ャ
ー
ト

製
で
、
樋
状
剥
離
は
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
片
側
側
縁
の
肩
が
張
り
左
右
非
対
称
形
を
呈
し
て

い
る
。
他
に
小
型
の
二
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器

（２２
・
２３
）
に
、
無
斑
晶
質
安
山
岩
を
石

材
と
す
る
、
円
形
。拇
指
状
掻
器
が
伴

っ
て
い
る
。

こ
の
七

ツ
栗
Ｉ
石
器
文
化
の
層
位
事
例
を

根
拠
と
し
て
、
東
裏
Ｈ
２
Ⅲ
石
器
文
化
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
。

い
ま
の
と
こ
ろ
明
確
に
野
尻
湖
第
Ⅲ
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
石
刃
石
器
群
は
な
い
。
候
補
と

し
て
は
、
貫
ノ
木
Ｈ
２
Ⅱ
石
器
文
化
の
石
刃
石
器
群
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
層
位

的
に
は
Ⅳ
層
上
部
に
位
置
し
、
隣
接
す
る
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
の
杉
久
保
系
石
器
群
で
あ
る
貫
ノ
木

Ｈ
ｌ
Ⅲ
ｂ
石
器
文
化
に
伴
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
仲
町
Ｂ
Ｐ
２
地
点
の
石
器
群
に

つ
い
て
は
、
層
位
的
に
野
尻
湖
第
Ⅲ
期
に
位
置
づ
け
て
も
よ
い
ブ

ロ
ッ
ク
も
複
数
存
在
し
た
。

石
器
型
式
的
に
も
第
Ⅲ
期
に
こ
の
手
の
石
刃
石
器
群
が
存
在
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
が
、
複
数

の
斧
形
石
器
の
組
成
と
、
堆
積
が
厚
い
ブ

ロ
ッ
ク
で
は
、
Ｖ

ａ
層
主
体
の
分
布
が
見
ら
れ
た
た

め
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
野
尻
湖
第
Ⅱ
期
と
判
断
し
て
い
る
。

野
尻
湖
第
Ⅳ
期
は
武
蔵
野
台
地
Ⅳ
層
上
部
か
ら
Ⅲ
層
下
部
、
諏
訪
問
段
階
Ⅵ
～
Ⅷ
に
対
比
さ

れ
る
。
南
関
東
で
は
、
三
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
が
発
達
す
る
時
期
か
ら
が
相
当
す
る
が
、

野
尻
湖
周
辺
で
は
槍
先
形
尖
頭
器
が
発
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
尖
頭
器
石
器
群
と
は
別
に
、
発

達
し
た
石
刃
石
器
群
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
杉
久
保
系
石
器
群
が
存
在
す
る
。
杉
久
保
系
石
器
群

は
南
関
東
に
は
な
い
石
器
群
で
あ
り
、
野
尻
湖
遺
跡
群
で
は
尖
頭
器
石
器
群
と
同

一
層
準
か
ら

検
出
さ
れ
る
。
薄
い
石
刃
を
素
材
と
し
て
、
鋭
い
尖
端
と
尖

っ
た
基
部
を
持

つ
柳
葉
形
の
形
態

は
、
槍
先
形
尖
頭
器
と
同

一
機
能
を
有
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
ま
た
、

第
Ⅲ
期
か
ら
継
続
す
る
国
府
系
石
器
群
も
こ
の
時
期
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
左
右
対
称
の
平
面

形
と
、
相
対
す
る
側
縁
の
加
工
面
の
入
れ
替
わ
り
に
よ
る
表
裏
対
称
の
横
断
面
形
は
、
槍
先
形

尖
頭
器
の
形
態
を
意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

野
尻
湖
第
Ｖ
期
は
武
蔵
野
台
地
Ⅲ
層
、
諏
訪
間
段
階
Ⅸ
～
測
に
対
比
さ
れ
る
。
諏
訪
間
段
階
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Ⅸ
と
Ｘ
は
細
石
刃
石
器
群
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
相
模
野
台
地
は
尖
頭
器
石
器
群
が
姿
を
消
し
、

細
石
刃
石
器
群
に
変
わ

っ
て
し
ま
う
と
さ
れ
て
い
る
。
野
尻
湖
遺
跡
群
で
の
細
石
刃
石
器
群
は

規
模
が
小
さ
く
量
も
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
段
階
Ⅸ

。
Ｘ
に
み
ら
れ
る
細
石
刃
核
の
型
式
変
化

を
確
認
す
る
だ
け
の
資
料
数
が
な
い
。
し
か
し
、
細
石
刃
石
器
群
の
遺
跡
数
の
少
な
さ
と
、
遺

跡
規
模
の
小
さ
さ
は
、
他
の
時
期
の
野
尻
湖
遺
跡
群
と
の
比
較
で
あ
り
、
遺
跡
群
の
面
積
の
狭

さ
を
考
慮
す
る
と
、　
一
般
的
な
遺
跡
密
度
と
評
価
で
き
よ
う
。　
一
方
、
諏
訪
間
段
階
Ⅸ

ｏ
Ｘ
で

姿
を
消
す
尖
頭
器
石
器
群
は
野
尻
湖
遺
跡
群
で
は
継
続
し
て
い
る
。
第
Ｖ
期
の
尖
頭
器
石
器
群

は
「
神
子
柴
系
文
化
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
神
子
柴
系
石
器
群
に
つ
な
が
る
。
神
子
柴
系
石
器
群

は
そ
の
変
遷
過
程
の
後
半
期
に
は
土
器
が
共
伴
す
る
よ
う
に
な
り
縄
文
時
代

へ
と
移
り
変
わ

っ

て
い
く
。

五
　
先
土
器
時
代
社
会
と
野
尻
湖
編
年

１
　
野
尻
湖
第
Ｉ
期
と
そ
れ
以
前
の
日
本
列
島

野
尻
湖
第
Ｉ
期
に
並
行
す
る
本
州
、
四
国
、
九
州
に
は
斧
形
石
器
や
ナ
イ
フ
形
石
器
な
ど
日

本
列
島
固
有
の
石
器
が
分
布
す
る
こ
と
か
ら
、
大
陸
と
は
異
な
る
独
自
の
文
化
を
形
成
し
て
い

た
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
時
期
の
野
尻
湖
遺
跡
群
を
他
地
域
の
遺
跡
群
と
比
較
す
る
と
圧
倒
的

に
遺
跡
数
が
多
く
、
遺
跡
規
模
が
大
き
い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
野
尻
湖
遺
跡
群
に
匹
敵
す
る
規

模
の
遺
跡
群
は
発
見
さ
れ
て
な
い
。
日
本
列
島
で
野
尻
湖
第
Ｉ
期
よ
り
確
実
に
古
い
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
明
確
な
石
器
群
は
未
確
認
で
あ
る
。

野
尻
湖
第
Ｉ
期
の
斧
形
石
器
、
ナ
イ
フ
形
石
器
、
台
形
石
器
は
形
態
的
に
整

っ
て
お
り
、
発

達
し
た
石
器
製
作
技
術
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
、
黒
曜
石
、
珪
質
頁
岩
、
無
斑
晶
質

安
山
岩
等
の
遠
隔
地
の
石
材
が
、
多
方
面
か
ら
大
量
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
事
実
か
ら
人
び
と

が
ど
こ
に
行
け
ば
ど
ん
な
石
材
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
情
報
を
持

っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
石
材
の
地
理
的
情
報
を
把
握
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同

一
空
間
内
の
植
生
、

動
物
相
等
の
情
報
も
把
握
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
大
陸
か
ら
日
本
列
島
に
や
っ
て
来
た
最

初
の
人
び
と
の
様
子
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
来
て
間
も
な
い
人
び
と
が
、
こ
の
よ
う
な
生

活
に
必
要
な
詳
細
な
地
理
的
情
報
を
持

っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
野
尻
湖
第
Ｉ
期

の
人
び
と
は
、
最
初
の
人
び
と
が
来
て
か
ら

一
定
期
間
を
経
た
人
び
と
と
評
価
で
き
る
。

日
本
列
島
に
や

っ
て
来
た
人
び
と
は
黒
曜
石
、
珪
質
頁
岩
、
無
斑
晶
質
安
山
岩
な
ど
の
石
材

の
産
地
と
、
野
尻
湖
周
辺
な
ど
の
食
料
資
源
の
豊
か
な
地
域
を
発
見
し
た
。
こ
れ
ら
の
発
見
に

よ
り
安
定
し
た
石
器
生
産
、
食
料
生
産
を
手
に
い
れ
、
人
口
が
増
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
地
理
情
報
の
人
手
に
よ
り
日
本
列
島
の
環
境
に
適
応
し
た
人
び
と
は
、
日
本
列
島
の
全
域

に
遺
跡
を
残
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
剥
片
石
器
に
有
効
な
石
器
石
材
産
地
が
な
い
野
尻
湖
遺
跡

群
は
、
食
料
獲
得
活
動
の
中
心
的
な
場
、
す
な
わ
ち
、
周
期
的
な
移
動
生
活
の
中
で
必
ず
立
ち

寄
る
場
所
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
野
尻
湖
第
Ⅱ
期
の
日
本
列
島

人
び
と
が
日
本
列
島
に
定
着
し
て
か
ら
時
間
を
経
過
す
る
に
つ
れ
、
さ
ら
な
る
石
器
生
産
、

食
糧
生
産
の
発
展
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
よ
り
よ
い
石
器
石
材
の
活
用
、
石
材

の
特
性
を
生
か
し
た
石
器
の
製
作
と
考
え
ら
れ
る
。
野
尻
湖
第
Ｉ
期
の
剥
片
石
器
に
は
、
ほ
と

ん
ど
石
材
に
よ
る
差
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
第
Ⅱ
期
に
な
る
と
、
黒
曜
石
、
珪
質
頁

岩
、
無
斑
晶
質
安
山
岩
な
ど
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
石
器
製
作
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

黒
曜
石
、
珪
質
頁
岩
で
は
石
刃
製
作
技
術
が
発
達
し
、
完
成
さ
れ
た
ナ
イ
フ
形
石
器
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
無
斑
品
質
安
山
岩
産
地
で
は
連
続
し
た
横
長
剥
片
生
産
技
術
が
生
み
出
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
石
材
適
応
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
石
材
産
地
を
中
心
と
す
る
地
域
性
を

生
む
こ
と
と
な

っ
た
。
野
尻
湖
は
多
く
の
人
び
と
の
活
動
領
域
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
た
め
、

広
域
の
異
な
る
地
域
性
を
持

つ
石
器
群
が
共
存
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

３
　
野
尻
湖
第
Ⅲ
期
の
日
本
列
島

野
尻
湖
第
Ⅲ
期
に
は
最
終
氷
期
最
寒
冷
期
を
迎
え
る
。
依
然
と
し
て
広
域
の
人
び
と
の
活
動

領
域
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
野
尻
湖
で
は
あ
る
が
、
遺
跡
数
の
減
少
か
ら
訪
れ
る
人
び
と
の
減

少
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
が
、
日
本
列
島
全
体
の
減
少
で
あ
る
の
か
、
標
高
の
高
い
地
域
の
特

性
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
石
器
製
作
技
術
は
進
歩
を
続
け
槍
先
形
尖
頭
器
製
作
技
術
の
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登
場
な
ど
、
次
の
時
期

へ
の
新
た
な
進
展
の
土
台
が
築
か
れ
た
と
考
え
る
。

４
　
野
尻
湖
第
Ⅳ
期
の
日
本
列
島

最
寒
冷
期
を
越
え
た
頃
、
寒
冷
化
に
適
応
し
新
た
な
石
器
製
作
技
術
を
手
に
入
れ
た
人
び
と

が
再
び
活
動
を
増
す
こ
と
に
な

っ
た
。
第
Ⅱ
期
で
生
ま
れ
た
地
域
性
は
さ
ら
に
個
性
を
強
め
る
。

石
刃
石
器
群
の
杉
久
保
系
石
器
群
で
は
、
極
め
て
斉

一
性
の
高
い
ナ
イ
フ
形
石
器
と
彫
器
が
製

作
さ
れ
た
。
尖
頭
器
石
器
群
は
面
的
調
整
の
発
達
に
よ
り
、
斉

一
性
を
高
め
た
槍
先
形
尖
頭
器

が
発
達
す
る
。
ま
た
、
無
斑
品
質
安
山
岩
に
よ
る
国
府
系
石
器
群
も
継
続
し
て
い
た
。

５
　
野
尻
湖
第
Ｖ
期
の
日
本
列
島

大
陸
か
ら
北
海
道
と
九
州
に
伝
わ

っ
た
細
石
刃
に
よ
り
、
日
本
列
島
の
多
く
の
地
域
で
、
ナ

イ
フ
形
石
器
が
消
滅
し
、
細
石
刃
石
器
群
が
広
ま
る
。
野
尻
湖
遺
跡
群
に
も
細
石
刃
石
器
群
が

伝
播
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
石
器
群
と
比
べ
る
と
規
模
が
小
さ
く
、
密
度
が
低
い
。

い
っ
ぽ
う
、
前
時
期
ま
で
中
部
高
地
黒
曜
石
原
産
地
周
辺
で
発
達
し
た
尖
頭
器
石
器
群
は
、

石
器
の
大
型
化
を
追
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
要
因
が
列
島
内
外
の
ど
ち
ら
に
あ
る
か
は
定

か
で
は
な
い
が
、
尖
頭
器
石
器
群
が
主
体
と
な

っ
て
い
た
中
部
高
地
地
域
で
は
、
大
型
の
槍
先

形
尖
頭
器
を
製
作
す
る
文
化
が
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
き
な
石
材
の
入
手
が
困
難
な

黒
曜
石
で
は
、
槍
先
形
尖
頭
器
の
大
型
化
の
要
求
に
こ
た
え
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
槍
先

形
尖
頭
器
の
製
作
遺
跡
は
黒
曜
石
原
産
地
周
辺
か
ら
、
無
斑
晶
質
安
山
岩
な
ど
の
大
型
石
材
の

入
手
が
可
能
な
地
域

へ
と
移
り
変
わ

っ
た
。
野
尻
湖
遺
跡
群
で
も
第
Ⅳ
期
的
な
様
相
を
持
ち
な

が
ら
も
、
大
型
槍
先
形
尖
頭
器
を
組
成
す
る
尖
頭
器
石
器
群
が
存
在
す
る
他
、
石
器
製
作
を
伴

わ
な
い

「
神
子
柴
型
石
斧
」
や

「
神
子
柴
型
尖
頭
器
」
の
出
土
例
が
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
。
出

現
期
の
神
子
柴
系
石
器
群
は
土
器
を
組
成
し
な
い
野
尻
湖
第
Ｖ
期
に
属
す
尖
頭
器
石
器
群
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
神
子
柴
系
石
器
群
は
途
中
段
階
で
土
器
を
組
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
野
尻
湖

遺
跡
群
で
は
、
複
数
の
神
子
柴
系
石
器
群
に
土
器
が
共
伴
し
て
お
り
、
石
器
土
器
型
式
の
違
い

や
放
射
性
年
代
測
定
値
の
差
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
先
土
器
時
代
全
般
に
わ
た
り
利
用
さ
れ
て

き
た
野
尻
湖
遺
跡
群
は
縄
文
時
代
草
創
期
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

お

わ

り

に

野
尻
湖
遺
跡
群
の
先
土
器
時
代
石
器
群
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
編
年
の
組
み
立
て

に
あ
た

っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
南
関
東
の
編
年
を
常
に
意
識
し
て
い
た
。
野
尻
湖
遺
跡

群
の
南
関
東
的
な
石
器
群
に
つ
い
て
は
、
南
関
東
に
対
比
で
き
る
編
年
を
組
む
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
み
た
よ
う
に
野
尻
湖
遺
跡
群
に
は
南
関
東
に
は
な
い
東
北

ｏ
北
陸
地
方
の
石

刃
石
器
群
や
、
国
府
系
石
器
群
な
ど
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
南
関
東
に
は
な
い
石
器
群

と
南
関
東
的
な
石
器
群
と
の
層
位
対
比
、
石
器
型
式
対
比
が
直
接
で
き
る
数
少
な
い
フ
ィ
ー
ル

ド
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
層
位
的
な
見
地

で
南
関
東
と
比
較
す
る
と
、
あ
い
ま
い
な
点

や
不
確
定
要
素
が
多
い
が
、
逆
に
層
位
の
み
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
石
器
の
型
式
変
遷
の
説

明
と
、
周
辺
地
域
の
事
例
を
考
慮
し
て
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
層
位
が

薄
い
た
め
今
後
訂
正
す
べ
き
部
分
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
諸
方
の
批
正
を
待
ち
た
い
。

圧̈１
　
杉
原
荘
介

「群
馬
県
岩
宿
発
見
の
石
器
文
化
」
翁
明
治
大
学
文
学
部
研
究
報
告
』
第

一
冊
、　
一
九

五
六
年
）。

２
　
安
蒜
政
雄

「
一　

先
土
器
時
代
の
研
究
」
（
日
本
考
古
学
を
学
ぶ
』
貧

）
、
有
斐
閣
選
書
、
六
四
―

七
八
頁
、　
一
九
七
八
年
）
。

３
　
矢
島
國
雄

・
鈴
木
次
郎

「
相
模
野
台
地
に
お
け
る
先
土
器
時
代
研
究
の
現
状
」
「
神
奈
川
考
古
』

第
１
号
、　
一
―
三
〇
頁
、　
一
九
七
六
年
）
。

４
　
小
田
静
夫

「
武
蔵
野
台
地
に
於
け
る
先
土
器
文
化
」
「
神
奈
川
考
古
』
第
八
号
、　
一
―
三
〇
頁
、

一
九
八
〇
年
）
。

５
　
芹
沢
長
介

・
麻
生
優

「北
信

・
野
尻
湖
底
発
見
の
無
土
器
文
化

（予
報
と

（『
考
古
学
雑
誌
』
二
九
―

二
、
二
六
―
三
二
頁
、　
一
九
五
三
年
）
。

６
　
野
尻
湖
発
掘
調
査
団

「
野
尻
湖
の
発
掘

　

一
九
六
二
―

一
九
七
三
」
（共
立
出
版
、　
一
九
七
五
年
）

７
　
林
茂
樹

・
樋
口
昇

一
・
森
嶋
稔

・
笹
沢
浩

ｏ
小
林
学

・
畑
田
充

・
北
村
直
次

「
杉
久
保
Ａ
遺
跡
緊

急
発
掘
調
査
報
告
―
長
野
県
上
水
内
郡
信
濃
町
野
尻
湖
底
」
翁
長
野
県
考
古
学
会
誌
』
八
、　
一
―

一

八
、　
一
九
七
〇
年
）
。
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８
　
小
林
達
雄

「
伊
勢
見
山
遺
跡
」
「
長
野
県
史
』
考
古
資
料
編
全

一
巻

（二
）
主
要
遺
跡
北
東
信
、

五
七
―
六
二
頁
、　
一
九
八
二
年
）。

９
　
野
尻
湖
人
類
考
古
グ
ル
ー
プ

「野
尻
湖
周
辺
の
人
類
遺
跡
」
「
地
質
学
論
集
』

一
九
、
二

一
五
―

二
四
九
頁
、　
一
九
八
〇
）
の
他
、
『地
団
研
専
報
』
二
七
、
『地
団
研
専
報
』
三
二
、
『地
団
研
専
報
』

三
七
、
『
野
尻
湖
博
物
館
研
究
報
告
』

一
、
『
野
尻
湖
博
物
館
研
究
報
告
』
四
、
『野
尻
湖
ナ
ウ
マ
ン
ゾ

ウ
博
物
館
研
究
報
告
』
八
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

１０
　
織
笠
昭

ｏ
野
尻
湖
発
掘
調
査
団

「
野
尻
湖
遺
跡
群
の
編
年
と
地
域
的
様
相
」
「
日
本
考
古
学
協
会

第
五
二
回
総
会
研
究
発
表
要
旨
』
、
八
―
九
、　
一
九
八
六
年
）。

１１
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃

町
内
そ
の

一　

日
向
林
Ｂ
遺
跡

ｏ
日
向
林
Ａ
遺
跡

ｏ
七

ツ
栗
遺
跡

。
大
平
Ｂ
遺
跡
』
公
一〇
〇
〇
年
）。

‐２
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃

町
内
そ
の

一　
裏
ノ
山
遺
跡

ｏ
東
裏
遺
跡

・
大
久
保
南
遺
跡

・
上
ノ
原
遺
跡
』
公
一〇
〇
〇
年
）。

‐３
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃

町
内
そ
の

一　

貫
ノ
木
遺
跡

ｏ
西
岡
Ａ
遺
跡
』
公
一〇
〇
〇
年
）。

‐４
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
六
　
信
濃

町
内
そ
の
二
　
縄
文
時
代
～
近
世
編
』
公
一〇
〇
〇
年
）
。

‐５
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
六
　
信
濃

町
内
そ
の
二
　
信
濃
町
デ
ー
タ
編
』
公
一〇
〇
〇
年
）。

‐６
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
一
般
国
道

一
八
号

（野
尻
バ
イ
パ
ス
）
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

報
告
書
二
　
信
濃
町
内
そ
の
二
　
貫
ノ
木
遺
跡

・
照
月
台
遺
跡
』
公
一〇
〇
四
年
）。

‐７
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
一
般
国
道

一
八
号

（野
尻
バ
イ
パ
ス
）
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

報
告
書
三
　
信
濃
町
内
そ
の
三
　
仲
町
遺
跡
』
公
一〇
〇
四
年
）。

‐８
　
谷
和
隆

。
大
竹
憲
昭

「
野
尻
湖
遺
跡
群
に
お
け
る
石
器
文
化
の
変
遷
」
６
第
１５
回
長
野
県
旧
石
器

文
化
研
究
交
流
会
発
表
資
料
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
野
尻
湖
遺
跡
群
の
旧
石
器
時
代
編
年
Ｌ
、
長
野
県

旧
石
器
文
化
研
究
交
流
会
、
三
二
―
五
七
、
二
〇
〇
三
年
）。

‐９
　
菱
田
量

「
日
向
林
Ｂ
遺
跡
お
よ
び
貫
ノ
木
遺
跡
に
お
け
る
ロ
ー
ム
層
の
鉱
物
分
析
」
「
上
信
越
自

動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃
町
内
そ
の

一　

日
向
林
Ｂ
遺
跡

ｏ
日
向
林
Ａ
遺

跡

ｏ
七
ツ
栗
遺
跡

・
大
平
Ｂ
遺
跡
　
旧
石
器
時
代
本
文
編
』、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、　
一
七

一
―

一
八
六
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）。

２０
　
菱
田
量

「
貫
ノ
木
遺
跡
の
テ
フ
ラ
分
析
」
「
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一

五
　
信
濃
町
内
そ
の

一　
貫
ノ
木
遺
跡

・
西
岡
Ａ
遺
跡
　
旧
石
器
時
代
本
文
編
』、
長
野
県
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
、
二
四
九
―
二
五
三
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）。

２‐
　
吉
川
昌
伸

「針
ノ
木
遺
跡
の
花
粉
化
石
群
」
「
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃
町
内
そ
の

一　

日
向
林
Ｂ
遺
跡

。
日
向
林
Ａ
遺
跡

ｏ
七
ツ
栗
遺
跡

・
大
平
Ｂ
遺
跡
　
旧

石
器
時
代
本
文
編
』、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、　
一
九
八
―
二
〇
七
、
二
〇
〇
〇
年
）。

２２
　
鈴
木
茂

「第
二
節
　
貫
ノ
木
遺
跡
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
」
翁
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃
町
内
そ
の
一　
貫
ノ
木
遺
跡

・
西
岡
Ａ
遺
跡
　
旧
石
器
時
代
本
文

編
』、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
五
四
―
二
五
六
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）。

２３
　
白
石
浩
之

「西
南
日
本
に
お
け
る
ナ
イ
フ
形
石
器
終
末
期
の
予
察
」
翁
神
奈
川
考
古
』
第
二
号
、

一
―
三
〇
頁
、　
一
九
七
八
年
）。

２４
　
麻
柄

一
志

「
い
わ
ゆ
る
立
野
ヶ
原
型
ナ
イ
フ
形
石
器
の
基
礎
的
整
理
」
「
旧
石
器
考
古
学
』
三
二
、

四
九
―
五
八
頁
、　
一
九
八
六
年
）。

２５
　
佐
藤
宏
之

「台
形
様
石
器
研
究
序
論
」
「
考
古
学
雑
誌
』
七
三
―
三
、　
一
―
三
七
頁
、　
一
九
八
八

年
）。

２６
　
谷
和
隆

「
第
二
節
　
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
の
剥
片
石
器
」
翁
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘

調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃
町
内
そ
の

一　

日
向
林
Ｂ
遺
跡

ｏ
日
向
林
Ａ
遺
跡

・
七
ツ
栗
遺
跡

・
大
平

Ｂ
遺
跡
』、
二
六
二
―
二
六
七
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）。

２７
　
須
藤
隆
司

「群
馬
県
藪
塚
遺
跡
の
石
器
文
化
―
ナ
イ
フ
形
石
器
の
型
式
学
的
研
究
―
」
（
明
治
大

学
考
古
学
博
物
館
報
』
二
、
二
七
―
五
〇
頁
、

一
九
八
六
年
）
。

２８
　
本
来
で
あ
れ
ば
、
茂
呂
系
石
器
群
に
対
し
て
、
「
東
山
系
石
器
群
」
の
よ
う
な
、
「標
識
遺
跡
名
」

＋

「系
石
器
群
」
と
し
て
呼
称
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
の
中
で

「東
山
型
ナ
イ
フ
形
石
器
」

の
定
義
づ
け
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
便
宜
的
に
石
刃
石
器
群
と
い
っ
た
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と

す
る
。

２９
　
報
告
書
で

「裏
ノ
山
Ｉ
石
器
文
化
」
と
し
て
報
告
し
た
石
器
群
に
つ
い
て
、
現
在
は

「裏
ノ
山
Ⅱ

石
器
文
化
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

３０
　
大
竹
憲
昭

「第
五
章
成
果
と
課
題
」
「
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五

信
濃
町
内
そ
の

一　
貫
ノ
木
遺
跡

・
西
岡
Ａ
遺
跡
』
、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
九
二
―
三

〇

一
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）。

３‐
　
渡
辺
哲
也

「信
濃
町
東
裏
遺
跡
の
調
査
」
翁
第
六
回
長
野
県
旧
石
器
文
化
研
究
交
流
会
発
表
資
料
』、

長
野
県
旧
石
器
文
化
研
究
交
流
会
、　
〓
ニ
ー

一
七
頁
、　
一
九
九
四
年
）。
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野尻湖遺跡群における先土器時代石器群の変遷

３２
　
中
村
由
克

「
信
濃
町
上

ノ
原
遺
跡

（県
道
地
点
）
の
調
査
」
翁
第
八
回
長
野
県
旧
石
器
文
化
研
究

交
流
会
発
表
資
料
』
、
長
野
県
旧
石
器
文
化
研
究
交
流
会
、
二
五
―
四

一
頁
、　
一
九
九
六
年
）
。

３３
　
中
村
由
克

「
信
濃
町
上

ノ
原
遺
跡

（県
道
地
点
）

の
調
査
―
そ
の
二
―
」
「
第
九
回
長
野
県
旧
石

器
文
化
研
究
交
流
会
発
表
資
料
』
、
長
野
県
旧
石
器
文
化
研
究
交
流
会
、
三
二
―
四
〇
頁
、　
一
九
九
七

年
）
。

３４
　
中
村
由
克

・
中
村
敦
子

「
信
濃
町
上

ノ
原
遺
跡
の
第
二
次
調
査
」
翁
第
六
回
長
野
県
旧
石
器
文
化

研
究
交
流
会
発
表
資
料
』
、
長
野
県
旧
石
器
文
化
研
究
交
流
会
、
二
六
―
三
二
頁
、　
一
九
九
四
年
）
。

３５
　
中
村
由
克

「
〈速
報
〉
長
野
県
上
ノ
原
遺
跡
の
細
石
器
文
化
の
遺
構

（
Ｉ
ご

『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

三
四
二
、

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
四
二
―
四
四
頁
、　
一
九
九
二
年
）
。

３６
　
中
村
由
克

「
〈速
報
〉
長
野
県
上
ノ
原
遺
跡
の
細
石
器
文
化
の
遺
構

（
Ⅱ
と

『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

三
四
四
、

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
三
二
―
三
六
頁
、　
一
九
九
二
年
）
。

３７
　
諏
訪
間
順

「
相
模
野
台
地
に
お
け
る
先
土
器
時
代
石
器
群
に
つ
い
て
」
翁
神
奈
川
考
古
』
二
四
、

一
―
三
〇
頁
、　
一
九
八
八
年
）
。

３８
　
須
藤
隆
司

「
中
部
地
方
の
地
域
編
年
」
「
旧
石
器
時
代
の
地
域
編
年
的
研
究
』
、
安
斎
正
人

・
佐
藤

宏
之
編
、
同
成
社
、　
一
〇
三
―

一
四
〇
頁
、
二
〇
〇
六
年
）
。

３９
　
堤
隆

「
樋
状
剥
離
を
有
す
る
石
器
の
再
認
識

（上
と

（『
信
濃
』
第
四
〇
巻
第
四
号
、
二
四
―
四
五

頁
、　
一
九
八
八
年
）
。

４０
　
堤
隆

「
樋
状
剥
離
を
有
す
る
石
器
の
再
認
識

（下
と

（『
信
濃
』
第
四

一
巻
第
五
号
、
三
八
―
六
四

頁
、　
一
九
八
九
年
）
。

４‐
　
森
嶋
稔

「長
野
県
長
野
市
信
田
町
上
和
沢
出
土
の
尖
頭
器
」
翁
信
濃
』
第

一
九
巻
第
四
号
、
三
三
―

二
五
頁
、　
一
九
六
七
年
）
。

４２
　
森
嶋
稔

「
神
子
柴
型
石
斧
を
め
ぐ

っ
て
の
試
論
」
翁
信
濃
』
第
二
〇
巻
第
四
号
、　
一
一
―
三
二
頁
、

一
九
七
〇
年
）
。

４３
　
谷
和
隆

「
第
五
章
　
成
果
と
課
題
」
翁

一
般
国
道

一
八
号

（野
尻
バ
イ
パ
ス
）
埋
蔵
文
化
財
発
掘

調
査
報
告
書
二
　
信
濃
町
内
そ
の
二
　
貫
ノ
木
遺
跡

・
照
月
台
遺
跡
』
、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、

二
五
六
―
二
八

一
頁
、
二
〇
〇
四
年
）
。
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二
つ
の
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群

野
尻
湖
遺
跡
群
日
向
林
Ｂ
遺
跡
と
貫
ノ
木
遺
跡

は

じ

め

に

日
本
列
島
の
各
地
で
人
類
が
残
し
た
遺
跡
が
見

つ
か
る
の
は
今
か
ら
お
よ
そ
三
万
年
前
で
、

そ
の
時
代
を
先
土
器
時
代
と
よ
び
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
石
器
時
代
の
区
分
で
は
お
お

よ
そ
後
期
旧
石
器
時
代
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
万
年
前
の
時
期
に
特
徴
的

に
現
れ
る
遺
跡
の
形
態
に

「
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
」
が
あ
る
。
先
土
器
時
代
の
遺
跡
を
発
掘
調
査

す
る
と
、
遺
物

（石
器
や
石
片
）
が
あ
る

一
定
の
範
囲
に
ま
と
ま

っ
て
出
土
す
る
。

こ
れ
を
ブ

ロ
ッ
ク
と
呼
ぶ
。
ブ

ロ
ッ
ク
は
多
く
の
場
合
、　
一
基
単
独
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
複

数
が
共
存
じ
遺
跡
を
形
成
す
る
。
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
ブ

ロ
ッ
ク
が
連
環
し
遺
跡
が
形
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
全
国
的
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
遺
跡
が
、　
一
九
八

四
年
に
調
査
さ
れ
た
群
馬
県
下
触
牛
伏
遺
跡
で
あ
る
。　
一
九
八
六
年
に
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て

以
降
、
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群

へ
の
関
心
は
高
ま
り
、
橋
本
勝
雄
が
い
ち
早
く
集
成
、
検
討
を
加
え
、

見
通
し
を
ふ
く
め
課
題
を
出
し
た
。

一
九
九
二
年
に
は
、
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
テ
ト
マ
と
し
て
岩
宿

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
、

環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
の
集
成
と
そ
の
解
析
が
話
題
と
な

っ
た
。
そ
の
後
も
全
国
各
地
で
類
例
は
増

え

つ
づ
け
、
千
葉

。
長
野
で
は
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
近
接
し
た
遺
跡
や
地
点
で
も
見

つ
か
る
な

ど
、
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
様
相
も
多
岐
に
わ
た
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

二
〇
〇
五
年
に
は
、
日
本
旧
石
器
学
会
で
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、

そ
の
後
の
学
会
誌
で
も
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
に
関
す
る
論
考
も
特
集
さ
れ
た
。
ま
た
小
菅
将
夫
に

よ
り
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
研
究
の
先
駆
と
な

っ
た
牛
伏
遺
跡
の
成
果
を
ま
と
め
た
単
行
本
も
出
版

さ
れ
る
な
ど
、
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
は
今
日
の
先
土
器
時
代
研
究
の
ホ
ッ
ト
な
課
題
の
ひ
と

つ
と

憲

昭

い
え
よ
う
。

環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
性
格
に
つ
い
て
は

「大
型
動
物
解
体
場
」
、
「石
器
交
換
場
」
、
「折
衷
説
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
定
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
大
規
模
な
遺
跡
を
残
し
た
集
団
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
集
団
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
出
て
き
て
い
る
。

野
尻
湖
遺
跡
群
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
に
つ
い
て
は
高
速
道
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
で
発
見
さ

れ
た
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
調
査
担
当
者
で
あ
る
谷
和
隆
に
よ

っ
て
分
析
、
解
釈
の
論
考
が
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
同
時
期
に
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
た
貫
ノ
木
遺
跡
も
第
３
地
点
に
お
い
て
環
状
ブ

ロ
ッ

ク
群
が
あ
る
こ
と
を
認
定
し
た
が
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡

の
よ
う
に
あ
る
意
味
整
然
と
し
た
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
は
な
か

っ
た
た
め
、
そ
の
認
定
を
含
め
性
格
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
か

っ
た
。
本

稿
で
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
比
較
し
な
が
ら
、
貫
ノ
木
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ

ク
群
を
検
討
し
、
そ
の
理
解
に
迫
り
た
い
。

一　

野
尻
湖
遺
跡
群
と
日
向
林
Ｂ
遺
跡

。
貫
ノ
木
遺
跡

長
野
県
の
北
端
、
上
水
内
郡
信
濃
町
の
野
尻
湖
底
か
ら
発
見
さ
れ
た
考
古
資
料

（遺
物
）
は

ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
化
石
と
と
も
に
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、　
一
九
五
三
年
に
は
、
先
土
器

時
代
の
ナ
イ
フ
形
石
器
を
は
じ
め
石
器
類
が
芹
沢
長
介

ｏ
麻
生
優
ら
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
た
。

一
九
六
二
年
か
ら
野
尻
湖
底
の
発
掘
調
査
が
始
ま
り
、　
一
九
七
六
年
か
ら
は
野
尻
湖
周
辺
で
の

陸
上
発
掘
調
査
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

つ
た
。
そ
し
て

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
開
発
に
伴
う

事
前
調
査
の
件
数
が
増
え
て
い
っ
た
。

一
九
九
五
年
か
ら

一
九
九
八
年
に
か
け
て
、
野
尻
湖
周
辺
は
発
掘
調
査
の
ラ
ッ
シ
ュ
と
な

っ

た
。
上
信
越
自
動
車
道
建
設
に
と
も
な
う
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
発
掘
調
査
は
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二つの環状プロック群

＞

　

非
常

に
大
規
模

で
、
多
大
な
成
果

跡制
　
を
あ
げ
た
。
な
か
で
も
日
向
林
Ｂ

釉
　
遺
跡
に
お
け
る
環
状
プ
ロ
ッ
ク
群

土雄

　

の
発
掘
と
、　
一
遺
跡

で
六
〇
本
も

塗

　

の
斧
形
石
器
が
出
土
し
た
こ
と
で

黒瞑
　
全
国
の
注
目
を
集
め
た
。
い
っぽ

罐
　

う
、
貫
ノ
木
遺
跡
は
高
速
道
路
の

服
　
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ンジ
周
辺
で
あ
っ

湖駆
　
た
た
め
調
査
面
積
も
広
く
、
五
つ

‐
　

の
地
点
か
ら
三
万
七
〇
〇
〇
点
ほ

図
　

ど
の
石
器
を
発
掘
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
両
遺
跡
は
、
野
尻
湖
周
辺
に
分
布
す
る
先
土
器
時
代
遺
跡
群
の
中
に
あ

っ
て
、
南
端
に
位

置
す
る
日
向
林
Ｂ
遺
跡
、
北
西
端
に
位
置
す
る
貫
ノ
木
遺
跡
と
い
っ
た
よ
う
に
遺
跡
群
の
中
で

は
両
極
を
な
す
位
置
に
あ
る
。
ち
な
み
に
両
遺
跡
間
の
距
離
は
四
付
携
で
あ
る

（図
１
）。
ま

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
の
立
地
や
調
査
に
よ
る
概
要
を
み
て
み
よ
う
。

１
　
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
立
地
と
概
要

日
向
林
Ｂ
遺
跡
は
野
尻
湖
の
西
か
ら
南
の
丘
陵
地
帯
に
密
集
す
る
野
尻
湖
遺
跡
群
の
な
か
で

も
東
端
に
位
置
す
る
。
標
高
は
六
五
〇
研
を
測
る
。
遺
跡
の
東
方
に
は
標
高
六
三
六
房
の
沖
積

面
が
広
が

っ
て
お
り
、
ト
レ
ン
チ
調
査
の
結
果
、
遺
跡
の
残
さ
れ
た
当
時
は
湖
沼
で
あ

っ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
遺
跡
の
北
西
方
向
は
斜
面
と
な
り
比
高
二
〇
～
二
五
研
で
丘

陵
頂
部
に
至
る
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
は
湖
沼
を
前
面
に
臨
み
、
背
後
に
斜
面
を
も

つ
低
位
の
テ
ラ

ス
上
に
立
地
し
て
い
た
。

上
信
越
自
動
車
道
の
調
査
で
は
上
下
三

つ
の
石
器
文
化
を
検
出
し
た
。
下
層
の
Ｖ
ｂ
層
を
生

活
面
と
推
定
し
、
斧
形
石
器
を
特
徴
と
す
る
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
は
三
〇
の
ブ

ロ
ッ
ク
か
ら
石

器
九
〇
〇

一
点
、
礫
七
四
点
を
検
出
し
た
。
本
稿
で
は
こ
の
Ｉ
石
器
文
化
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
て
み
た
い
。

他
に
上
層
か
ら
は
ナ
イ
フ
形
石
器
を
主
体
と
す
る
石
器
文
化
を
検
出
し
て
い
る
が
、
石
器

ｏ

礫
を
合
わ
せ
て

一
三
〇
点
で

一
ブ

ロ
ッ
ク
が
構
成
さ
れ
る
小
規
模
な
遺
跡
で
あ
る
。
日
向
林
Ｂ

遺
跡
の
周
囲
に
目
を
転
じ
る
と
、
東
に
隣
接
す
る
七

ツ
栗
遺
跡
で
も
二
時
期
の
石
器
文
化
か
ら

合
計
八

ヶ
所

つ
の
プ

ロ
ッ
ク
と
四
基
の
礫
群
が
確
認
さ
れ
た
が
、　
一
〇
〇
点
を
超
え
る
ブ

ロ
ッ

ク
は
ひ
と

つ
だ
け
で
、
全
体
的
に
小
規
模
な
ブ

ロ
ッ
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
丘
陵
上
の
日
向

林
Ａ
遺
跡
で
も
二
つ
の
時
期
の
石
器
文
化
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
最
大
の
プ

ロ
ッ
ク
が
二

七
五
点
、
あ
と
は

一
〇
〇
点
未
満
の
小
規
模
な
ブ

ロ
ッ
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の

二
遺
跡
と
も
に
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
Ｉ
石
器
文
化
と
同
時
期
の
遺
跡
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
状
況
か

ら
日
向
林
Ｂ
遺
跡
Ｉ
石
器
文
化
の
九
〇
〇
〇
点
と
い
う
遺
物
量
は
周
囲
に
は
検
出
さ
れ
ず
、　
一

時
期
大
規
模
な
遺
跡
が
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
周
辺
に
は
先
土
器
時
代
を
と
お
し
て
あ
ま

り
大
規
模
な
遺
跡
は
形
成
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
が
後
述
す
る
貫
ノ
木
遺
跡
と

は
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。

２
　
貫
ノ
木
遺
跡
の
立
地
と
概
要

貫
ノ
木
遺
跡
は
野
尻
湖
の
南
西
部
に
広
が
る
仲
町
丘
陵
の
ほ
ぼ
最
高
位
に
あ
り
、
上
越
に
注

ぐ
関
川
水
系
と
千
曲
川
に
注
ぐ
鳥
居
川
水
系
の
分
水
嶺
に
あ
た
る
。
遺
跡
の
ひ
ろ
が
り
は
、
丘

陵
に
沿

っ
て
長
軸
約

一
付
加
、
短
軸
約
二
〇
〇
研
と
い
う
広
大
な
面
積
を
も

つ
。
遺
跡
の
標
高

は
七
〇
〇
研
～
七
三
〇
研
と
比
高
差
を
も
ち
、
小
丘
陵
と
低
地
が
入
り
組
ん
だ
複
雑
な
地
形
と

な

っ
て
い
る
。
貫
ノ
木
遺
跡
の
調
査
は
古
く
、　
一
九
八
五
年
か
ら
野
尻
湖
発
掘
調
査
団
に
よ
っ

て
、
そ
の
後
も
信
濃
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
事
前
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
五
枚
の
文
化
層
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
貫
ノ
木
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
五

つ
の
地
点
を
調
査
し
た
。
遺
跡
の
最
高
地
点
は
第
２
地
点
で
小
高
い
丘
に
な

っ
て
い
る
。
そ
こ

か
ら
小
テ
ラ
ス
が
東

・
西

。
北
と
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
地
形
の
変
換
点
を
も
と
に
第
１
地
点
、

第
３
地
点
、
第
４

ｏ
５
地
点
と
呼
称
し
た

。
貫
ノ
木
遺
跡
の
範
囲
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り

広
大
で
、
各
地
点
は
通
常
の
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

貫
ノ
木
遺
跡
で
は
三
万
年
前
か
ら
の
各
期
の
文
化
層

（石
器
文
化
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

野
尻
湖
周
辺
で
は
三
万
年
前
か
ら

一
万
数
千
年
前
ま
で
の
間
に
ロ
ー
ム
層
の
堆
積
が
平
均

一
・

"



五
研
ほ
ど
あ
り
、
そ
の
間
に
石
器
群
は
上
下
差
を
も

っ
て
出
土
す
る
た
め
、
石
器
群
の
単
位
は

平
面
分
布
と
垂
直
分
布
の
ま
と
ま
り
で
と
ら
え
て
い
く
。
し
か
し
各
期
の
石
器
群
が
集
中
し
、

重
複
す
る
と
平
面
的
、
垂
直
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
を
本
来
の
帰
属
時
期
を
分
別
す
る
こ
と
が
困
難

に
な
る
。
貫
ノ
木
遺
跡
は
石
器
文
化
の
ま
と
ま
り
の
単
位
を
と
ら
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
貫
ノ
木
遺
跡
が
先
土
器
時
代
の
各
時
期
を
通
し
て
遺
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
調
査
で
は
　
貫

ノ
木
遺
跡
第
１
地
点
で
は
ブ

ロ
ッ
ク

一
三
か
所
、
礫
群

一
一
基
が
確
認
さ
れ
、
石
器
二
九
八
七
点
、
礫
六
六
五
点
が
出
土
し
た
。
第

２
地
点
で
は
ブ

ロ
ッ
ク

一
〇
〇
か
所
、
礫
群
六
〇
基
が
確
認
さ
れ
、
石
器
九
二
九
九
点
、
礫
五

七
八
九
点
が
出
土
し
た
。
第
３
地
点
は
ブ

ロ
ッ
ク
三
八
か
所
、
礫
群

一
五
基
が
確
認
さ
れ
、
石

器
八
七
九
五
点
、
礫

一
七
六
四
点
が
出
土
し
た
。
第
４
地
点
は
ブ

ロ
ッ
ク

一
〇
〇
か
所
、
礫
群

五
〇
基
が
確
認
さ
れ
、
石
器

一
三
二
〇
六
点
、
礫
三

一
〇
七
点
が
出
土
し
た
。
第
５
地
点
は
ブ

ロ
ッ
ク
二
〇
か
所
、
が
確
認
さ
れ
、
石
器
二
八
三
七
点
が
出
土
し
た
。
５

つ
の
地
点
か
ら
計
三

七

一
二
四
点
の
石
器
と
、
二
七

一
か
所
の
ブ

ロ
ッ
ク
と
い
う
莫
大
な
量
を
出
土
し
た
。
報
告
書

で
は
斧
形
石
器

。
砥
石

。
ナ
イ
フ
形
石
器

。
台
形
石
器
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
Ｉ
石
器
文

化
、
ナ
イ
フ
形
石
器
が
主
体
を
し
め
る
Ⅱ
石
器
文
化
、
槍
先
形
尖
頭
器
を
も

つ
Ⅲ
石
器
文
化
、

そ
の
Ⅲ
石
器
文
化
は
さ
ら
に
槍
先
形
尖
頭
器
の
あ
り
方
か
ら
三
細
分
し
、
合
計
五

つ
の
石
器
文

化
を
認
定
し
た
。

斧
形
石
器
を
も

つ
Ｉ
石
器
文
化
が
本
稿
の
対
象
と
な
る
石
器
文
化
で
あ
る
が
、
各
地
点
の
石

器
文
化
を
み
る
と
第
１
地
点
が
三
ブ

ロ
ッ
ク
九
六

一
点
、
第
２
地
点
が

一
四
ブ

ロ
ッ
ク

一
一
八

六
点
、
第
３
地
点
が
三
二
ブ

ロ
ッ
ク
七
五
三
二
点
、
第
４
地
点
が
四
七
ブ

ロ
ッ
ク
七
九

一
五
点

で
あ
る
。
第
５
地
点
で
は
斧
形
石
器
を
有
す
る
が
Ｉ
石
器
文
化
に
後
続
す
る
石
器
文
化
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
し
て
と
ら
え
、
分
析
の
対
象
と
し
た
遺
跡
は
第
３
地

点
で
あ
る
が
、
そ
の
周
囲
に
も
相
当
数
の
同
時
期
に
当
た
る
ブ

ロ
ッ
ク
が
存
在
し
て
い
て
、
日

向
林
Ｂ
遺
跡
の
周
囲
に
同
時
期
の
遺
跡
が
な
く
、
そ
れ
以
降
の
遺
跡
も
小
規
模
で
あ
る
の
に
対

し
、
貫
ノ
木
遺
跡
の
場
合
は
各
期
に
わ
た

っ
て
遺
跡
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

貫
ノ
木
遺
跡
の
第
３
地
点
は
西
向
き
の
テ
ラ
ス
上
に
位
置
す
る
。
前
面
に
黒
姫
山
を
の
ぞ
み
、

眼
下
に
は
現
在
信
越
線
が
通
る
池
尻
川
低
地
が
広
が
る
が
、
仲
町
丘
陵
は
こ
の
五
万
年
間
で
五

〇
肝
も
隆
起
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
地
形
よ
り
三
万
年
前
の
地
形
は
比
高
が
緩
や
か
で
あ

っ

た
が
、
第
３
地
点
の
テ
ラ
ス
か
ら
低
地
ま
で
に
は
西
岡
Ａ
遺
跡
の
乗
る
テ
ラ
ス
が
存
在
す
る
こ

と
か
ら
、
第
３
地
点
の
立
地
は
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
低
地
か
ら
す
ぐ
上
の
テ
ラ
ス
よ
り
も
上
位

に
位
置
す
る
テ
ラ
ス
で
あ
る
と
い
え
る
。

二
遺
跡
を
遺
跡
立
地
、
周
辺
遺
跡
の
形
成
と
い
う
点
で
比
較
し
て
み
る
と
、
低
位
の
テ
ラ
ス

に
立
地
し
、
周
辺
に
は
あ
ま
り
遺
跡
が
頻
繁
に
形
成
さ
れ
な
か

っ
た
日
向
林
Ｂ
遺
跡
。
中
位
の

テ
ラ
ス
に
立
地
し
周
辺
に
は
同
時
期
さ
ら
に
は
各
時
期
に
わ
た
る
遺
跡
が
形
成
さ
れ
た
貫
ノ
木

遺
跡
は
明
瞭
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。

二
　
遺
物
分
布
状
況
の
検
討

日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
直
径
約
二
五
肝
の
範
囲
に
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
認
定
さ
れ
た
。
い
っ
ぽ

う
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
で
抽
出
さ
れ
た
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
直
径
五
〇
研
に
よ
び
、
日
向
林

Ｂ
遺
跡
の
三
倍
の
直
径
を
も

つ
。
こ
の
二

つ
の
大
き
さ
の
違
い
は
い
っ
た
い
何
を
反
映
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
環
状
に
配
置
さ
れ
た
プ

ロ
ッ
ク
群
の
形
成
が
同
時
期
で
あ

っ
た
こ
と

を
示
す
根
拠
は
接
合
関
係
や
同

一
母
岩

（個
体
）
の
共
有
で
あ
る
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
お
よ
び
貫

ノ
木
遺
跡
で
も
接
合
線
に
よ

っ
て
そ
の
同
時
性
が
保
証
さ
れ
た
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
抽
出
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
ら
が
環
状
を
呈
し
て
い
た
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
環
状
に
め
ぐ
る
ブ

ロ
ッ
ク
群

の
抽
出
は
そ
の
平
面
分
布
を
み
て
も
比
較
的
容
易
に
判
断
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
周
辺
に
複

数
の
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
存
在
す
る
。
ま
た
貫
ノ
木
遺
跡

で
は
接
合
線
に
よ
り
環
状
の
プ

ロ
ッ
ク
群

が
抽
出
で
き
る
が
、
そ
の
周
辺
に
も
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
両
遺
跡
の
詳
細
な

検
討
を
進
め
る
に
当
た

っ
て
、
ま
ず
、
平
面
分
布
と
垂
直
分
布
に
再
検
討
を
加
え
、
グ
ル
ー
ピ

ン
グ
を
お
こ
な
い
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
細
か
い
単
位
を
と
ら
え
る
こ
と
を
試
み
て
み
る
。

１
　
石
器
の
出
土
状
況

０
　
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
ブ

ロ
ッ
ク
群

（図
２
）

日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
か
ら
は
三
〇

ヶ
所
の
ブ

ロ
ッ
ク
が
検
出
さ
れ
て
い
る

長野県立歴史館研究紀要13号 (2007.3)

%



二つの環状プロック群

が
、
こ
れ
ら
の
ブ

ロ
ッ
ク
は
谷
和
隆
に
よ
り
環
状
配
列
プ

ロ
ッ
ク
群
、
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
、
環

状
外
ブ

ロ
ッ
ク
群
に
分
け
ら
れ
、
環
状
外
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
さ
ら
に
平
面
的
に
三
分
さ
れ
て
い
る
。

以
下
に
示
す
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

グ
ル
ー
プ
ー
　
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
Ｂ
Ｌ

一
～
Ｂ
Ｌ

一
五
の

一
五
ブ

ロ
ッ
ク
。

グ
ル
ー
プ
２
　
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
Ｂ
Ｌ

一
六
～
Ｂ
Ｌ
二
〇
の
五
ブ

ロ
ッ
ク
。

グ
ル
ー
プ
３
　
環
状
外
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
う
ち
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
東
方
に
位
置
す
る
Ｂ

Ｌ
二

一
～
Ｂ
Ｌ
二
三
の
三
ブ

ロ
ッ
ク
。

グ
ル
ー
プ
４
　
環
状
外
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
う
ち
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
に
接
し
て
い
る
Ｂ
Ｌ
二

四
～
Ｂ
Ｌ
三
〇
の
七
ブ

ロ
ッ
ク
。

グ
ル
ー
プ
ー
の
環
状
に
配
置
し
て
い
る

一
五
の
ブ

ロ
ッ
ク
は
連
鎖
し
て
い
る
も
の
と
ブ

ロ
ッ

ク
間
に
や
や
遺
物
の
空
隙
が
見
て
と
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
ー
を
細
分
し
て
Ｂ
Ｌ

一
～

Ｂ
Ｌ
五
を

一
Ａ
、
Ｂ
Ｌ
六
～
Ｂ
Ｌ
八
を

一
Ｂ
、
Ｂ
Ｌ
九
～
Ｂ
Ｌ

一
五
を

一
Ｃ
と
す
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
三
〇
の
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
出
土
層
位
を
み
て
み
よ
う
。
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
と

認
定
さ
れ
た
遺
物
群
は
第
Ｉ
層
か
ら
第
Ⅵ
層
ま
で
出
土
し
て
い
る
。

表
１
に
プ

ロ
ッ
ク
別
の
石
器
出
土
層
位
を
示
し
た
。
全
体
的
に
は
Ｖ
層
出
土
が
六

八
〇
〇
点
余
で
七
五
幹
を
占
め
、
Ⅳ
層
出
土
は

一
七
三
二
点

（
一
九
幹
）
と
激
減
す
る
、

Ｖ
層
に
出
土
の
中
心
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
プ

ロ
ッ
ク
ご
と
に
出
土
層
位
の

差
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
出
土
層
位
の
比
率
を
み
る
と
五

つ
に
分
け
ら
れ
る
。

１
類
　
ｖ
ｂ
層
か
ら
の
出
土
が

一
番
多
く
四
〇
絆
以
上
を
占
め
る
。　
一
一
ブ

ロ
ッ

カン
。２

類
　
Ｖ
ｂ
層
が
四
〇
絆
だ
が
、
Ｖ

ａ
層
も
四
〇
で
を
越
え
る
。
三
ブ

ロ
ッ
ク
。

３
類
　
ｖ

ａ
層
が
四
〇
絆
以
上
と
、
最
も
多
い
。
三
ブ

ロ
ッ
ク
。

４
類
　
Ⅳ
層
が
四
〇
で
以
上
と
、
最
も
多
い
。
四
ブ

ロ
ッ
ク
。

５
類
　
Ⅳ
～
Ｖ
ｂ
層
ま
で
各
層
二
〇
～
三
〇
で
代
で
ピ
ー
ク
が
明
確
に
出
ず
、
垂

直
分
布
と
し
て
は
、
比
較
的
散
漫
な
分
布
を
示
し
て
い
る
。
九
ブ

ロ
ッ
ク
。

環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
に
あ
た
る
グ
ル
ー
プ
ー

。
２
は
、
ｌ

ｏ

２

ｏ
５
類
で
構
成
さ
れ
る
。
５
類
の
ブ

ロ
ッ
ク
も
、
四
〇
ギ
以
上
の
値
を
示
さ
な
い

が
Ｂ
Ｌ
５
の

一
ブ

ロ
ッ
ク
を
の
ぞ
き
Ｖ

ａ
層
か
Ｖ
ｂ
層
に
ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
。
グ
ル
ー
プ

ー

ｏ
２
は
ほ
ぼ
均
質
に
Ｖ
層
を
主
体
と
し
た
出
土
層
位
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

い
っ
ぽ
う
、
外
縁
部
の
２
つ
の
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
３

●
４
類
が
目
立
ち
や
や
層
位
的
に
上
位
に

位
置
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
当
該
期
の
特
徴
を
示
す
斧
形
石
器
や
台
形
石
器
が
含

ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
外
縁
部
ブ

ロ
ッ
ク
群
に
は
接
合
関
係
が
あ
り
、
共

時
性
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
出
土
層
が
や
や
上
位
に
あ
り
、
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
は
若
千
異

な
る
遺
物
の
遺
存
状
態
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

ブ
ロ
ッ
ク
の
規
模
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
出
土
点
数
で
三
つ
に
分
け
て
み
る
。　
一

〇
〇
点
未
満
の
小
規
模
ブ

ロ
ッ
ク
を
Ａ
類
、　
一
〇
〇
点
以
上
五
〇
〇
点
未
満
の
中
規
模
プ

ロ
ッ

ク
を
Ｂ
類
、
五
〇
〇
点
以
上
の
大
規
模
ブ

ロ
ッ
ク
を
Ｃ
類
と
し
て
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
各
ブ

ロ
ッ

ク
を
み
る
と
グ
ル
ー
プ
ー
の
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
中
規
模
の
Ｂ
類
を
中
心
と
し
な
が
ら
も

一
部
Ｂ
Ｌ

一
一
、　
〓

一の
よ
う
に
Ｃ
類
も
み
ら
れ
る
。　
一
方
グ
ル
ー
プ
２
の
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
　
　
一ん

は
Ｃ
類
主
体
で
あ
り
、
相
対
的
に
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
よ
り
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
大
規
模
、

図 2 日向林 B遺跡のプロック配置



蜀
数占

（
土出 率比 出土層位

グループ
プロック

規  模I・ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Va Vb Ⅵ 合計 10Ⅱ Ⅲ Ⅳ Va Vb Ⅵ の 類 型

BL l 1類 lA B類
BL2 1サ額 lA B類
BL3 1,績 lA A類
BL4 1類 lA A類
BL5 lA B類
BL6 5 lB A類
BL 7 1 1ク績 lB B類
BL 8 1 5類 lB B類
BL 9 1 5類 lC B類
BL10 2類 lC B類
BLll 1 1類 lC C類
BL12 1 2類 lC C類
BL13 5類 lC A類
BL14 1,演 lC B類
BL15 5類 lC B類
BL16 1 2類 C薙
BL17 1 1ク讀 C
BL18 1 1類 C類
BL19 B類
BL20 1 C類
BL21 2 4夕潰 A類
BL22 1 1 4類 C類
BL23 1 1 3類 A類
BL24 1 7 1夕額 A類
BL25 3類 A類
BL26 1 1 1 1 A類
BL27 5掏 A類
BL28 5類 A類
BL29 A類
BL30 1 A類
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表 1 日向林 B遺跡石器出土層位

遺
物
の
密
度
が
高
い
傾
向
に
あ
る
。
外
縁
部
の
グ
ル
ー
プ
３

ｏ
４
は
Ｂ
Ｌ
三
二
を
除
き
、
小
規

模
ブ

ロ
ッ
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡

の
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
は
、
石
器
プ

ロ
ッ
ク

の
規
模
か
ら
す
れ
ば
、
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
か
ら
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
、
そ
し
て
外
縁
部
の
ブ

ロ
ッ
ク
群

へ
と
中
心
か
ら
外
に
向
か

っ
て
規
模
が
小
さ
く
な

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

②
　
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
の
ブ

ロ
ッ
ク
群

（図
３
）

貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
Ｉ
石
器
文
化
の
検
討
に
入
ろ
う
。
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
で
は
三
八

か
所
の
ブ

ロ
ッ
ク
を
認
定
し
た
。
遺
物
層
点
数
は
石
器
八
七
九
五
点
、
礫

一
七
六
四
点
で
あ
る
。

報
告
書
で
は
、
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
平
面
的
分
布
状
況
を
南
か
ら
五

つ
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を
し
た
。

今
回
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
と
の
比
較
検
討
を
有
効
に
お
こ
な
う
た
め
、
以
下

図 3 貫ノ木遺跡第 3地点のプロック配置
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の
よ
う
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を
再
構
成
し
た
。

グ
ル
ー
プ
ー
　
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
、
Ｂ
Ｌ
三
〇

一
一
～
三
〇
二
〇
、

Ｂ
Ｌ
三
〇
二
六

・
三
〇
二
七
、
Ｂ
Ｌ
三
〇
三
〇
～
三
〇
三

二
の
計

一
五
プ

ロ
ッ
ク
。

グ
ル
ー
プ
２
　
中
央
プ

ロ
ッ
ク
群
で
、
Ｂ
Ｌ
三
〇
二

一
～
三
〇
二
五
三
二

〇
二
八
豊
一〇
二
九
の
七
ブ

ロ
ッ
ク
。

グ
ル
ー
プ
３
　
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
北
側
外
縁
部
に
接
し
て
形
成
さ
れ
た

ブ

ロ
ッ
ク
群
で
、
Ｂ
Ｌ

二
〇
三

二
～
三
〇
三
八
の
六
ブ
ロ
ッ

カ
ノ
。

グ
ル
ー
プ
４
　
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
南
側
外
縁
部
に
接
し
て
形
成
さ
れ
た

ブ

ロ
ッ
ク
群
で
、
Ｂ
Ｌ
三
〇
〇
九
豊
一〇

一
〇
の
ニ
ブ

ロ
ッ

ヵ
ノ
。

グ
ル
ー
プ
５
　
地
点
南
半
部
に
独
立
し
て
形
成
さ
れ
た
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
Ｂ

Ｌ
三
〇
〇
二
～
三
〇
〇
八
の
七
ブ

ロ
ッ
ク
。

グ
ル
ー
プ
６
　
地
点
南
端
の
単
独
ブ

ロ
ッ
ク
で
Ｂ
Ｌ
三
〇
〇

一
。

こ
の
第
３
地
点
も
グ
ル
ー
プ
ー

ｏ
２
の
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
と
グ
ル
ー
プ
３

以
降
の
外
縁
部
の
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
構
成
さ
れ
る
点
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
と
よ
く

似
て
い
る
。

ブ

ロ
ッ
ク
ご
と
の
出
土
層
位
を
表
２
に
示
し
た
。
貫
ノ
木
遺
跡
第
二
地
点

の
場
合
、
狭
い
テ
ラ
ス
状
の
地
形
で
、
土
層
の
堆
積
が
全
体
的
に
薄
か

っ
た

た
め
、
土
層
断
面
図
で
は

ａ
・
ｂ

・
ｃ
に
分
層
で
き
る
が
、
遺
物
取
り
上
げ

で
は
分
け
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｖ
層

一
括
で
取
り
上
げ
た
。
全

体
的
に
は
Ｖ
層
出
土
三
二
六
八
点

（
四

一
幹
）
、
Ⅳ
層
出
土
が
二
九

一
八
点

Ｔ
三
絆
）、
Ⅲ
層
出
土
が
二

一
二
九
点

（一
一四
絆
）
出
土
し
て
お
り
、
日
向
林

Ｂ
遺
跡
の
Ｖ
層
出
土
が
七
〇
絆
代
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
第
３
地
点

は
明
ら
か
に
Ⅲ

・
Ⅳ
層
出
土
遺
物
が
多
い
。
プ

ロ
ッ
ク
ご
と
の
出
土
層
位
は
、

以
下
の
よ
う
に
類
型
化
で
き
る
。

二つの環状プロック群

表 2 貫ノ木遺跡第 3地点石器出土層位

蜀
数点土出 率 プロック

の傾斜度

出土層位

の 類 型
グループ

プロック

規  模I・ Ⅱ Ⅲ Ⅳ V Ⅵ 合計 I・ Ⅱ Ⅲ Ⅳ V Ⅵ

不 明 A類
不 明 A類

A類

5類 A類
5類 A類

3006 2 3類 A類
1,浪 B類
1類 A類

3009 7類 A類
5類 A
5類 A
1,額 B類

5 3類 A類
1 1 B

B
1 5類 B寿

2類 1 B類
3018 1 B

3衡 B
3020 5 3類 1 C類

1夕頂 B類
3022 3類 B類

1,讀 B類
1 1,預 B

3025 1類 B
3026 3類 B

1う額 B
3028 1,浪 B類
3029 1,頭 A類

5類 1 B類
1,濃 C
1う額 1 B

3033 5類 A類
A
B

5類 B類
7類 B類
5類 C類

27
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１
類
　
Ｖ
層
出
土
が
最
も
多
く
、
四
〇
絆
を
越
え
る
。　
一
四
プ

ロ
ッ
ク
。

２
類
　
Ｖ
層
と
Ⅳ
層
の
出
土
が
ほ
ぼ
等
し
い
。　
一
プ

ロ
ッ
ク
。

３
類
　
Ⅳ
層
出
土
が
最
も
多
く
、
四
〇
絆
を
越
え
る
。
七
ブ

ロ
ッ
ク
。

４
類
　
Ⅳ
層
と
Ⅲ
層
の
出
土
が
ほ
ぼ
等
し
い
。　
一
ブ

ロ
ッ
ク
。

５
類
　
Ⅲ
層
出
土
が
最
も
多
く
、
四
〇
イ
を
越
え
る
。　
〓

一ブ

ロ
ッ
ク
。

６
類
　
Ｉ

。
Ⅱ
層
出
土
が
最
も
多
く
、
四
〇
幹
を
越
え
る
。　
一
ブ

ロ
ッ
ク
。

７
類
　
Ｉ

。
Ⅱ
層

。
Ⅲ
層

・
Ⅳ
層

。
Ｖ
層
と
各
層
か
ら
二
〇
絆
ほ
ど
出
土
し
、
ピ
ー
ク
が
認

め
ら
れ
な
い
。
ニ
ブ

ロ
ッ
ク
。

七
類
に
分
か
れ
た
出
土
層
類
型
を
先
に
分
け
た
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
グ
ル
ー
プ
ー
は
１
類
か
ら
５
類
ま
で
、

つ
ま
り
Ｖ
層
主
体
の
ブ

ロ
ッ

ク
か
ら
Ⅲ
層
が
主
体
の
ブ

ロ
ッ
ク
ま
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。
い
っ
ぽ
う
中
央
ブ

ロ
ッ

ク
群
と
し
た
グ
ル
ー
プ
２
は
こ
の
第
３
地
点
も
１
類
の
Ｖ
層
出
土
が
多
い
傾
向
に
あ
る
が
、
圧

倒
的
に
Ｖ
層
に
集
中
し
て
い
た
日
向
林
Ｂ
遺
跡
に
比
べ
、
貫
ノ
木
遺
跡
は
Ⅳ
層
や
Ⅲ
層
の
出
土

も
多
い
点
が
大
き
く
異
な
る
。

貫
ノ
木
第
３
地
点
は
南
北
に
長
い
西
向
き
の
中
位
の
テ
ラ
ス
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
述

べ
た
。
全
体
的
に
西
向
か

っ
て
の
傾
斜
が
あ
る
。
そ
し
て
テ
ラ
ス
の
な
か
で
も
東
よ
り
は
安
定

し
て
い
て
、
垂
直
分
布
を
み
て
も
水
平
堆
積
に
近
い
が
、
西
よ
り
に
な
る
と
斜
面
に
向
か

っ
て

傾
斜
が
き

つ
く
な
る
。
土
の
移
動
と
と
も
に
遺
物
の
拡
散
が
大
き
い
こ
と
が
十
分
に
想
定
さ
れ

る
。
そ
こ
で
表
２
の
な
か
で
、
ブ

ロ
ッ
ク
遺
物
の
垂
直
分
布
の
傾
斜
度
を
測
定
し
て
み
た
。
ほ

ぼ
水
平
の
も
の
か
ら

一
五
度
前
後
ま
で
報
告
書
の
垂
直
分
布
図
か
ら
測
定
し
た
。
全
体
傾
向
と

し
て
出
土
層
位
類
型
１
類
は
傾
斜
度

一
〇
度
未
満
の
も
の
が
多
く
、
よ
り
上
層
出
土
の
多
い
５

類
に
な
る
と

一
五
度
前
後
の
値
が
多
く
な
り
、
傾
斜
度
が
き

つ
く
な
る
ほ
ど
上
層
遺
物
が
多
い

と
い
う
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
貫
ノ
木
第
３
地
点
は
、
遺
跡
の
形
成
さ
れ
た
地
形
上
の
点

か
ら
遺
物
の
自
然
に
よ
る
上
下
動
が
影
響
し
、
石
器
の
出
土
層
位
が
上
層
に
ま
で
及
ん
で
い
る

可
能
性
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
ぽ
う
で
槍
先
形
尖
頭
器
や
円
形
掻
器
な
ど
、
Ｉ

石
器
文
化
に
は
伴
い
そ
う
も
な
い
石
器
が
み
ら
れ
、
複
数
の
石
器
文
化
が
重
複
し
て
い
る
存
在

し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
量
は
多
く
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
状
で
は
結
論
は

出
せ
な
い
が
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
に
比
べ
、
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
は
同
じ
Ｉ
石
器
文
化
で
あ
り

な
が
ら
も
、
石
器
出
土
層
位
が
厚
く
、
上
層
ま
で
達
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ブ

ロ
ッ
ク
規
模
に
つ
い
て
は
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
と
同
様
の
基
準
で
分
け
た
。
グ
ル
ー
プ
ー
の

環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
は
大
規
模
な
Ｃ
類
が
二
、
中
規
模
Ｂ
類
が

一
一
、
小
規
模
Ａ
類
が
二
、

グ
ル
ー
プ
２
の
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
は
Ｂ
Ｌ
三
〇
二
九
が
Ａ
類
の
ほ
か
は
Ｂ
類
で
あ

っ
た
。
た

だ
、
Ｂ
Ｌ
三
〇
二
九
は
調
査
区
の
隅
に
あ
り
、
完
掘
し
て
い
な
い
た
め
、
規
模
の
基
準
に
は
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
外
縁
部
に
あ
た
る
グ
ル
ー
プ
３
～
６
は
小
規
模
な
Ａ
類
が
多
か

っ
た
。

日
向
林
Ｂ
遺
跡
と
比
較
す
る
と
、
大
規
模
な
Ｃ
類
が
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
構
成
す
る
の
に
対
し
、

貫
ノ
木
遺
跡
の
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
必
ず
し
も
大
規
模
で
は
な
く
、
環
状
配
列
プ

ロ
ッ
ク
群
に

大
規
模
ブ

ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
異
な
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。

２
　
礫
の
出
土
状
況

０
　
日
向
林
Ｂ
遺
跡

次
に
礫
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
全
体
で
七
四
点
し
か
な

く
、
ま
た
ブ

ロ
ッ
ク
内
で
も
ま
と
ま
る
様
子
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
数
点
で
、
五
点
以
上
を
出

土
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
は
Ｂ
Ｌ
二

（五
点
）、
Ｂ
Ｌ
九

（六
点
）、
Ｂ
Ｌ

一
一
（
一
一
点
）、
Ｂ
Ｌ

一
二

（八
点
）
で
あ
る
。
最
大
の
礫
は
四
ｏ九
五
劣
“
で
、　
一
劣
節
を
越
え
る
大
型
礫
は
六
点
で
、
多
く

が
小
礫
で
あ
る
。
焼
け
た
と
考
え
ら
れ
る
赤
化
礫
も

一
〇
点
余
と
少
な
く
、
火
処
を
想
定
す
る

よ
う
な
遺
構
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
礫
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
貫
ノ
木
遺
跡
と
の
大

き
な
違
い
と
し
て
、
礫
群
も
し
く
は
赤
化
礫
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
が
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の

Ｉ
石
器
文
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

②
　
貫
ノ
木
遺
跡

貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
で
は

一
五
基
の
礫
群
が
確
認
さ
れ
た
。
礫
群
は
石
器
プ

ロ
ッ
ク
に
比

べ
遺
物
の
上
下
動
が
少
な
い
た
め
石
器
文
化
の
生
活
面
の
層
準
を
推
定
す
る
の
に
役
立

つ
面
を

も

っ
て
い
る
。
石
器
と
礫
群
の
関
係
は
ブ

ロ
ッ
ク
の
主
体
と
な
す

レ
ベ
ル
よ
り
も
礫
群
の
レ
ベ

ル
の
方
が
下
に
な
る
こ
と
が
従
来
の
調
査
か
ら
経
験
的
な
知
見
と
し
て
得
ら
れ
て
い
る
。
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二つの環状プロック群

そ
れ
ら
の
中
心
と
な
る
出
土
層
位
で
み
て
い
く
と
、
Ｉ
石
器
文
化
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
Ｖ

層
の
礫
群
は
三
基
で
、
他
の

一
二
基
は
上
層
で
あ
る
Ⅲ
～
Ⅳ
層
が
出
土
の
主
体
と
な
る
。
三
基

の
礫
群
は
他
の

一
二
基
と
比
べ
、
礫
構
成
に
違
い
が
見
ら
れ
た
。
点
数
が
少
な
く
、
大
型
礫
が

多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
礫
群
自
身
の
使
用
の
あ
り
方
に
Ｉ
石
器
文
化
と
上
層
の
礫
群
と
は
違

い
が
見
い
だ
せ
る
。
石
器
ブ

ロ
ッ
ク
よ
り
上
層
に
同
時
期
の
礫
群
は
通
常
な
い
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
Ⅲ
～
Ⅳ
層
に
相
当
す
る
石
器
文
化
の
石
器
ブ

ロ
ッ
ク
が
こ
の
第
３
地
点
に
も
あ

っ
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。
石
器
ブ

ロ
ッ
ク
の
垂
直
分
布
か
ら
は
明
瞭
に
上
層
の
石
器
文
化
が
ど
の
ブ

ロ
ッ

ク
で
あ
る
の
か
を
分
離
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
Ｉ
石
器
文
化
に
は
組
成
し
な
い
槍
先
形
尖
頭
器

が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
上
層
の
石
器
文
化
の
重
複
を
こ
の
第
３
地
点
で
は
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
礫
群
の

一
五
基
は
こ
の
第
３
地
点
の
北
側
に
偏
る
分
布

を
示
す
。
ブ

ロ
ッ
ク
の
グ
ル
ー
プ
で
み
れ
ば
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
グ
ル
ー
プ
ー
北
半
、
中

央
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
北
寄
り

一
部
と
グ
ル
ー
プ
３
に
あ
た
る
。
Ｉ
石
器
文
化
に
相
当
す
る
三
基
の

礫
群
は
Ｂ
Ｌ
三
〇
三

一
。
三
〇
三
二
と
平
面
的
に
重
な
る
。
貫
ノ
木
遺
跡
で
は
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ

ク
群
の
グ
ル
ー
プ
ー
の

一
部
に
礫
群
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

〓
一　
石
材
構
成
の
検
討

前
節
で
は
石
器
ブ

ロ
ッ
ク
や
、
礫

ｏ
礫
群
の
分
布
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ブ

ロ
ッ
ク
、
ブ

ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
石
材
構
成
を
検
討
し
て
み
る
。
野
尻
湖
遺
跡
群
で
は
数
多
く

の
石
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は

一
三
種
類
、
貫
ノ
木
遺
跡
で
は
二

一
種
類

の
石
材
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
傾
向
を
把
握
す
る
目
的
の
た
め
、
両
遺
跡
と
も

一
〇
点
以

下
の
少
数
石
材
は
検
討
の
対
象
か
ら
は
は
ず
す
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
今
回
は
斧
形
石
器
お
よ

び
剥
片
石
器
を
分
析
の
対
象
と
す
る
た
め
、
大
形
石
器
の
石
材
で
あ
る
安
山
岩
と
砂
岩
も
少
数

石
材
と
と
も
に
は
ず
し
た
結
果
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
六
種
の
石
材

（黒
耀
石
、
無
斑
晶
質
安
山

岩
、
玉
髄
、
蛇
紋
岩
、
珪
質
頁
岩
、
凝
灰
岩
）
を
対
象
と
し
た
。
ま
た
、
貫
ノ
木
遺
跡

で
は
九
種

（日
向
林
Ｂ
の
六
種
の
ほ
か
に
頁
岩
、
珪
質
凝
灰
岩
、
チ
ャ
ー
ト
）
を
対
象
と
し
た
。

日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
主
要
石
材
を
表
３
に
示
し
た
。
圧
倒
的
に
黒
耀
石
が
多
く
六
四
四
五
点
で

全
体
の
七
二
絆
、

つ
い
で
玉
髄
が

一
九
〇
〇
点
で
三
二
絆
、
二
番
目
の
石
材
と
し
て
無
斑
品
質

表 3 日向林 B遺跡主要石材の構成

グ

ル

ー
プ

プ

ロ

ッ
ク

主要石材の出土点数 主要石材の出土比率

黒

曜

石

玉

　

髄

無
斑
品
質

安

山

岩

蛇

紋

岩

頁 珪

岩 質

凝

灰

岩

総

点

数

黒

曜

石

玉

　

髄

無
斑
品
質

安

山

岩

蛇

紋

岩

頁 珪

岩 質

凝

灰

岩

lA BL l 27_4

lA BL 2
lA L3 8 1

lA L4
lA BL 5
lB BL 6
lB BL 7 74.5

lC BIJ 8

IL 9 5 1

563 16( 6 75.5

lC BL12 577
lC BL13
lC BL14
lC BL15

BL16 457 1 H

BL17 6 74.8

BL18 74.5

BL19
BL20 1 74.0

BL21
BL22 527 1 97.2

BL23
BL24 22.2

BL25 1

BL26 1

BL27
LI

ILI

一ＩＬＩ

R983

″



安
山
岩
が
三
二
八
点
で
四
イ
と
か
な
り
低
い
比
率
に
な
る
。
プ

ロ
ッ

ク
別
に
石
材
組
成
を
み
る
と
、
環
状
配
列
お
よ
び
中
央
プ

ロ
ッ
ク
群

の
グ
ル
ー
プ
ー

。
２
は
全
体
傾
向
の
比
率
と
同
じ
く
黒
耀
石
を
主
体

と
し
て
、
玉
髄
が
第
二
の
石
材
と
な

っ
て
い
る
が
、
な
か
で
Ｂ
Ｌ
四

と

一
五
で
は
玉
髄
が
黒
耀
石
を
上
回

っ
た
り
、
Ｂ
Ｌ
七

・
八
で
は
無

斑
晶
質
安
山
岩
の
比
率
が
高
く
な
り
、
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
す

べ
て
に
お
い
て
同
じ
傾
向
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
黒
耀
石
以
外
の
石
材
が
比
率
上
高
く
な
る
先
の
プ

ロ
ッ
ク
は
出

土
点
数
が
四
七
点
、　
〓
二
七
点
、　
一
四
七
点
と
少
な
い
ブ

ロ
ッ
ク
に

見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
環
状

ブ

ロ
ッ
ク
群
は
黒
耀
石
を
主
体
と
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
構
成
さ
れ
る

と
い
う
石
材
の
均
質
化
傾
向
は
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

外
縁
部
の
ブ

ロ
ッ
ク
は
先
の
プ

ロ
ッ
ク
群
と
は
異
な
る
様
相
を
示

し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
３
で
は
黒
耀
石
が
九
五
イ
と
非
常
に
高
い
比

率
を
も

つ
Ｂ
Ｌ
三
二

。
二
三
と
黒
耀
石
を
も
た
ず
無
斑
晶
質
安
山
岩

や
凝
灰
岩
を
も

つ
Ｂ
Ｌ
二

一
で
構
成
さ
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
４
は
黒
耀

石
の
比
率
が
低
く
、
玉
髄
と
無
斑
晶
質
安
山
岩
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

以
上
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
石
材
組
成
を
み
る
と
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
外

縁
部
の
ブ

ロ
ッ
ク
群
に
大
き
な
差
が
み
ら
れ
、
ま
た
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ

ク
群
の
な
か
で
も
若
干
の
組
成
を
異
に
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

貫
ノ
木
遺
跡
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
ほ
ど
主
要
石
材
の
偏
り
は
な
く
、

分
散
傾
向
に
あ
る

（表
４
）
。
貫

ノ
木
遺
跡

で
は
無
斑
品
質
安
山
岩

が
最
も
多
く
、
三
四
三

一
点
で
二
九
で
、

つ
い
で
黒
耀
石
二
八

一
九

点
で
三
二
幹
さ
ら
に
チ
ャ
ー
ト
六
八
七
点
で
八
絆
、
凝
灰
質
頁
岩
六

〇
六
点
で
七
で
、
凝
灰
岩
五
六
七
点
で
六
絆
と
続
く
。
日
向
林
Ｂ
遺

跡
で
多
か

っ
た
玉
髄
は
貫
ノ
木
遺
跡
で
は

一
絆
未
満
で
あ
り
、
同
じ
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表 4 貫ノ木遺跡第 3地点主要石材の構成

グ

ル

|

プ

遺

構

番

号

主要石材の出土点数 主要石材の出土比率

無

斑

品

質

安

山

岩

黒

　

耀

　

石

チ

ヤ

1

ト

珪

質

頁

岩

頁

山石

凝

灰

質

頁

岩

珪

質

凝

灰

岩

凝

　

灰

　

山石

緑

色

凝

灰

岩

玉

髄

鉄

　

石

　

英

蛇

　

紋

　

］石

総

　

占
小
　

数

無

斑

晶

質

安

山

岩

黒

　

耀

　

石

チ

ヤ

|

ト

珪

質

頁

岩

頁

］石

凝

灰

質

頁

岩

珪

質

凝

灰

岩

凝

　

灰

　

岩

緑

色

凝

灰

岩

玉

髄

鉄

　

石

　

英

蛇

　

紋

　

岩

1 1 1

1 ZじⅥ16.61 8b.1

1 55 1

36

型 lb.r.bl り.セ 2.01

1541

336 1.21

lbbl 64.4 lb.31

3020
3026

2.81
‐ ‐

．

‐

一

3030 78.61 12.a
1 109α 70.劇 23.d

3032 1 1 () .2 1~

1 1 0.81

18.劇 24.釧

3023 ITO.1 8σ冽
3024 6.91 89.創

3025 1 1lα 10.釧 86.J l

3028 1.41

3029 1 30.副 57.61

46.0 46.劇

2.01

1
一＞

・

５

1.61

1.51 Ⅲ
19.2 38.51

111.11 2.51 16.劇

5

1 1 38.冽 6. 7  1_ 9.劇

2.31

4.8 4.81

3.71 Ⅲ
1 158 25,91 0.61

3008 1 1 1百
1

1 l 1 1 25。q 35.劇

外 1 1 19.61 41.31

7

θθ



遺
跡
群
で
あ
り
な
が
ら
石
材
の
使
用
頻
度
に
大
き
な
違
い
が
指
摘
で
き
る
。
プ

ロ
ッ
ク
別
に
石

材
組
成
を
み
る
と
、
グ
ル
ー
プ
ー
の
環
状
配
列
プ

ロ
ッ
ク
群
は
主
要
石
材
の
あ
り
方
の
違
い
で

二

つ
に
区
分
さ
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
ー
の
中
を
Ａ

・
Ｂ

ｏ
Ｃ
に
細
分
し
て
お
こ
う
。

グ
ル
ー
プ
ー
Ａ
　
無
斑
晶
質
安
山
岩
を
主
体
と
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
で
、
Ｂ
Ｌ
三
〇

一
五
、
三
〇

一
七
～
三
〇
二
〇
、
三
〇
二
六
、
三
〇
二
七
、
三
〇
三
〇
、
三
〇
三

一
と

環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
も
西
側
の

一
角
に
隣
接
し
て
位
置
し
て
い
る
。

グ
ル
ー
プ
ー
Ｂ
　
Ａ
の
南
側
に
配
列
さ
れ
る
プ

ロ
ッ
ク
群
で
黒
耀
石
を
主
体
と
す
る
Ｂ
Ｌ
三

〇

一
一
～
三
〇

一
四
と
、
凝
灰
質
頁
岩
、
凝
灰
岩
が
多
い
Ｂ
Ｌ
三
〇

一
六

で
あ
る
。

グ
ル
ー
プ
ー
Ｃ
　
Ａ
の
北
東
隣
に
位
置
す
る
Ｂ
Ｌ
三
〇
三
二
で
黒
耀
石
が
主
体
を
な
す
ブ

ロ
ッ

ク
で
あ
る
。

グ
ル
ー
プ
２
の
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
す
べ
て
の
ブ

ロ
ッ
ク
で
黒
耀
石
が
主
体
と
な
る
点
、
日

向
林
Ｂ
遺
跡
の
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。　
一
方
で
黒
耀
石
比
率
を
み
る

と
違
い
が
指
摘
で
き
、
Ａ

。
Ｂ
に
三
分
さ
れ
る
。

グ
ル
ー
プ
２
Ａ
　
よ
り
中
心
部
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
Ｂ
Ｌ
三
〇
二
三
～
三
〇
二
五
の

三
プ

ロ
ッ
ク
は
八
〇
絆
以
上
の
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
黒
耀
石
比
率
が
七
〇
～
八
〇
絆
で
あ
る
こ
と
と
共
通
す
る
。

グ
ル
ー
プ
２
Ｂ
　
２
Ａ
と
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
間
に
位
置
す
る
Ｂ
Ｌ
三
〇
二

一
０
三
〇

二
八

ｏ
三
〇
二
九
は
黒
耀
石
の
比
率
が
五
〇
絆
台
と
低
く
な
り
、
無
斑
晶
質
安
山
岩
が
増
え
、

よ
り
環
状
配
列
プ

ロ
ッ
ク
群
の
グ
ル
ー
プ
２
に
近
い
石
材
構
成
を
と
る
。
Ｂ
Ｌ
三
〇
二
二
も
凝

灰
質
頁
岩
、
凝
灰
岩
の
比
率
が

一
定
程
度
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
２
Ｂ
の
石
材
構
成
に
近
い
。
黒
耀

石
の
比
率
が
非
常
に
高
い
２
Ａ
と
無
斑
品
質
安
山
岩
や
凝
灰
岩
系
の
石
材
を
持

つ
グ
ル
ー
プ
ー

Ａ
、
ｌ
Ｂ
と
の
中
間
的
位
置
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
２
Ｂ
が
位
置
す
る
と
理
解
さ
れ
、
石
材
の
構
成

か
ら
み
る
と
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
中
央
プ

ロ
ッ
ク
群
、
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
、
そ
の
間
の
中
間
部
に
位
置
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
二
重
構
造
に
な

っ
て
い
る
と
理
解

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（図
４
）。

外
縁
部
の
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
は
無
斑
品
質
安
山
岩
、
黒
耀
石
、
チ
ャ
ー
ト
、
珪
質
頁
岩
、
凝
灰

質
頁
岩
な
ど
個
個
の
プ

ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
石
材
が
異
な

っ
て
い
る
状
況
が
見
て
と
れ
た
。

以
上
、
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
、
石
材
構
成
か
ら
グ
ル
ー
プ
ー
の
Ａ

ｏ

Ｂ
Ｃ
、
グ
ル
ー
プ
２
の
Ａ

・
Ｂ
の
計
５
つ
の
小
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。

で
は
石
材
構
成
の
こ
の
五

つ
の
グ
ル
ー
プ
の
違
い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

野
尻
湖
周
辺
で
は
石
器
製
作
に
適
し
た
石
材
は
採
取
で
き
な
い
石
材
環
境
に
あ
る
。　
一
番
近
距

離
の
石
材
が
無
斑
品
質
安
山
岩
で
、
遺
跡
群
東
方
約
二
五
付
加
の
飯
山
市
関
田
山
地
に
求
め
ら

れ
る
。
野
尻
湖
周
辺
遺
跡
群
で
は
在
地
の
石
材
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
黒
耀
石
を
は
じ
め

と
す
る
そ
れ
以
外
の
石
材
は
遠
隔
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
在
地
、
遠
隔
地
の

視
点
で
石
材
構
成
を
考
え
る
と
、
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
は
、
在
地
の
石
材
を
主
体
と
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
群
が
グ
ル
ー
プ
ー
Ａ
や

一
定
程
度
有
す
る
グ
ル
ー
プ
２
Ｂ
な
ど
、
在
地
石
材
が
優
位
を

占
め
る
プ

ロ
ッ
ク
群
が
存
在
す
る
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
が
黒
耀
石
、
玉
髄
が
主
体
と
な
る
遠
隔
地

系
石
材
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
な
あ
り
方
と
い
え
よ
う
。
黒
耀
石
の
総
重
量
が
日

向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
約

一
五
劣
“
、
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点

で
は
約

一
四
ケ
如
と
あ
ま
り
大
差
が
な

い
の
に
比

べ
、
無
斑
品
質
安
山
岩
の
総
重
量
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
が
わ
ず
か
四
ケ
知
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
貫
ノ
木
遺
跡
で
は

一
〇
倍
の
四
三
劣
“
も
出
土
し
て
い
る
。
重
量
で
は
、
よ
り
明
確

に
在
地
石
材
を
多
用
し
た
貫
ノ
木
遺
跡
の
特
徴
が
明
確
に
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。

遠
隔
地
石
材
の
あ
り
方
も
二
遺
跡
で
は
異
な
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。
黒
耀
石
の
産
地
分

析
を
行

っ
た
結
果
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
判
別
群
鷹
山

・
小
深
沢
の
和
田
エ
リ
ア
と
い
う
ひ
と

二つの環状プロック群

θゴ
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つ
の
エ
リ
ア
が
九
五
幹
を
占
め
る
の
に
対
し
、
貫
ノ
木
遺

跡
で
は
判
別
群
星

ヶ
台
の
諏
訪

エ
リ
ア
が
五
三
で
、
和
田

エ
リ
ア
が
四
六
絆
と
、
日
向
林
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

か

っ
た
諏
訪

エ
リ
ア
の
黒
耀
石
が
搬
入
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
二
大

エ
リ
ア
の
黒
耀
石
が
み
ら
れ
る
。
石
材
種

類
の
豊
富
な
貫
ノ
木
遺
跡
の
あ
り
方
と
、
産
地
が
限
定
さ

れ
る
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
あ
り
方
に
は
大
き
な
違
い
と
し
て

認
識
さ
れ
る
。

四
　
石
器
の
検
討

最
後
に
石
器
の
あ
り
方
に
つ
い
て
若
干
検
討
し
て
み
る
。

日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
石
器
組
成
を
表
５
に
、
貫
ノ
木
遺
跡

第
３
地
点
の
石
器
組
成
を
表
６
に
示
し
た
。

二
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
構
成
す
る
グ
ル
ー
プ
ー

の
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
グ
ル
ー
プ
２
の
中
央
ブ

ロ
ッ

ク
群
の
遺
物
占
霧
（は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
グ
ル
ー
プ
ー
が

四

一
五
三
点
、
グ
ル
ー
プ
２
が
三
七
八
四
点
の
合
計
七
九

二
七
点
に
な
る
の
に
対
し
、
貫
ノ
木
遺
跡
で
は
グ
ル
ー
プ

ー
が
五
三
二
四
点
、
グ
ル
ー
プ
２
が

一
七
九

一
点
の
合
計

七
〇

一
五
点
で
あ
る
。
貫
ノ
木
遺
跡
の
場
合
、
環
状
ブ

ロ
ッ

ク
群
の
範
囲
を
完
掘
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
重
複
す
る
石

器
文
化
の
存
在
も
想
定
さ
れ
る
た
め
総
点
数
で
二
遺
跡
を

比
較
す
る
の
は
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
三

分
の

一
ほ
ど
を
未
調
査
と
推
定
す
れ
ば

一
万
点
以
上
が
貫

ノ
木
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
出
土
点
数
規
模
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
直
径
二
五
研
の
日
向

林
Ｂ
遺
跡
で
約
八
〇
〇
〇
点
の
遺
物
、
約
二
倍
の
直
径
五

表 5 日向林 B遺跡石器組成

グ

ル

1

プ

ブ

ク

斧

形

石

器

形

石

器

ナ

イ

フ

形

石

器

掻

器

状

石

器

貝

殻

状

刃

器 器

扶

入

肖1

器

鋸

歯

縁

状

肖1

器

厚

刃

掻

器

彫

器

揉

錐

器

楔

形

石

器

二
次
加
工
の
あ
る
剥
片

微
細
剥
離
の
あ
る
剥
片

景J

片

砕

片

斧

形
石

器
調
整

剥
片

斧
形
石

器
刃
部
破
片

敲

石

磨

石

砥

石 核

石 原

石

計

lA BLl 1 1 1 5 1

lA BL2 1 1 1 1

lA BL3 1 1

lA BL4 1 1 1 1

lA BL 5 1 1 1 1 1

ノ」ヽ 計 6 5 1

lB BL 6 1 1 1 1 1 1

lB BL 7 l 1 2 1 1 1

lB BL8 1 1 1

ノlヽ 計 7 0 1 1 1 1

lC BL 9 7 5 5 1

lC BL10 5 1 1

lC BLll 1 5 1 1 l 1

lC BL12 5 1

lC BL13 1 1

lC BL14 5 1 1 2

lC BL15 1 1

計 1

BL16 1

BL17 6 2 1

BL18
BL19 1

BL20 7 1 1

ノ]ヽ  言十 1324 1 1

BL21
3 BL22 1 1

BL23 1

ノ
lヽ 計

BL24
BL25
BL26 1

BL27 1 1

BL28 1 1

BL29
BL30 1 1

ノlヽ  言汁 1

合 計 1176 3276

"



二つの環状プロック群

表6 貫ノ木遺跡第 3地点石器組成

グ

ル

1

プ

プ

　

　

ロ
　

　

ッ
　

　

ク

ナ

イ

フ

形

石

器

形

石

器

槍

先

形

尖

頭

器

角

錐

状

石

器

斧

形

石

器

貝

殻

状

刃

器

彫

器

揉

錐

器

掻

器

掻

器

状

石

器

厚

刃

掻

器 器

楔

形

石

器

刃

器

石

刃

二
次
加
工
の
あ
る
剥
片

微
細
剥
離
の
あ
る
剥
片

折

断

景1

片

砥

石

敲

石 石

剥

片

打

面

再

生

剥

片 片

砕

工
「

石

核

原

石

計

lA 3015 1

lA 3017

lA 3018 1 1 1

lA 3019 1 1 1

lA 3020 2 1074

lA 3026 1 l

lA 1

lA 3030

lA 3031 1 1 1 1 1 1 1090
ノ|ヽ  尉汁 1 1 6 2759 1 3998

lB 3011 2 1

lB 3012 1 1 1 1 5 1

lB 3013 1 1 1

lB 3014 1 l

lB 3016 1 1 1

ノlヽ  日詐 1 1 7 1 1

lC 3032 1 2 1 432
ノ」ヽ 計 1 2 1 1 432

2A 3023 5 1 2 1 1 1 1

2A 3024 1 2 1

2A 3025 1 1

′|ヽ  計ト 0 1 1 1

2B 3021 1 1 1 372

2B 3022 1 1 1 1

2B 3028 1 2 1 1 247 1

2B 3029 1 1 1 1

ノlヽ 計 1 0 7 1 2 1 1111

1 1

l 1 1 1

3035 1 1 1 1 1

3036 2

1 1 1

3038 1 1 1

ノ]ヽ  :汁 1 0 1 5 1

1 1

3010 2

ノ|ヽ  言十 0 0 0 1

1

1 1

1 1 1

3006 1 1 1

1 1 1

3008
ノ]ヽ  言汁 1 1 0 6 1 1

3001 1 1 2 5

ノ|ヽ  言十 1 5

合 計 2 5674 4 1(;58 343

"



○
研
と
推
定
さ
れ
る
貫
ノ
木
遺
跡
で

一
万
点
の
遺
物
と
す
る
と
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
遺
物
密
集

度
の
高
さ
が
指
摘
で
き
よ
う
。

石
器
器
種
の
偏
り
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
環
状
配
列
プ

ロ
ッ
ク
群
で
あ
る

グ
ル
ー
プ
ー
は
連
鎖
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
群
間
に
空
間
を
見
い
だ
し
、
平
面
分
布
上
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
に

三
分
し
た
が
、
そ
の
小
群
の
う
ち
Ｃ
を
Ｂ
Ｌ
九
～

一
一
の
東
群
と
Ｂ
Ｌ

一
二
～

一
五
の
西
群
に

さ
ら
に
細
分
し
て
、
Ａ

・
Ｂ

。
Ｃ
東

。
Ｃ
西
の
四
群
で
石
器
組
成
を
み
る
と
、
台
形
石
器
は
各

小
群
に
五
点
、
七
点
、
八
点
、
六
点
と
均
質
に
含
ま
れ
る
。
斧
形
石
器
は
、
グ
ル
ー
プ
ー
Ｃ
の

東
群
、
西
群
に
そ
れ
ぞ
れ
集
中
し
て
保
有
す
る
Ｂ
Ｌ

一
〇
と
Ｂ
Ｌ

一
四
が
あ
る
。
Ｂ
Ｌ

一
〇
で

は
五
〇
ルーン
け
の
範
囲
内
に

一
一
点
の
、
Ｂ
Ｌ

一
四
で
は

一
×
二
研
の
範
囲
内
に

一
三
点
が
集
中

し
て
出
土
す
る
と
い
う
特
異
な
あ
り
方
を
示
す
。
そ
の
特
異
な
出
土
状
況
を
除
け
ば
グ
ル
ー
プ

の
１
は
全
体
的
に
数
点
の
斧
形
石
器
が
保
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
も
台
形
石
器
と
同
様
、
グ
ル
ー

プ
の
小
群
が
均
質
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
中
央
ブ

ロ
ッ
ク
群
も
斧
形

石
器
は
七
点
で
、
グ
ル
ー
プ
ー
の
小
群
と
ほ
ぼ
同
様
な
出
土
数
を
示
し
て
い
る
。

日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
空
間
的
に
も
ほ
ぼ
四
等
分
さ
れ
る
環
状
配
列
プ

ロ
ッ

ク
群
と
中
央
プ

ロ
ッ
ク
群
の
計
五

つ
の
プ

ロ
ッ
ク
小
群
が
、
あ
る

一
定
の
規
則
を
も

っ
て
残
さ

れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
比
べ
貫
ノ
木
遺
跡
の
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
は
そ
の
小
群
を
み
て
も
個
個
に
格
差
が
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
均
質
性
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
斧
形
石
器
を

一
ブ

ロ
ッ
ク
で
六
点
出
土
し
た
Ｂ
Ｌ

三
〇
二
〇
も
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
よ
う
な
集
中
で
は
な
く
、
プ

ロ
ッ
ク
の
範
囲
内
に
分
散
す
る
な

ど
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
と
同
じ
様
相
を
抽
出
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
で
き
な
い
。

さ
ら
に
主
要
器
種
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
両
遺
跡
の
類
似
点
と
相
違
が
出

て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
検
討
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
別
稿
で
取
り
組
み
た
い
と
考
え
る
が
、
そ
の
際
の
視
点
と
な
る
項
目
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

斧
形
石
器
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
重
要
な
視
点
の
ひ
と

つ
に
石
材
が
あ
げ
ら
れ
る
。
日
向
林

Ｂ
遺
跡
の
斧
形
石
器
は
す
べ
て
が
蛇
紋
岩
製
で
あ
る
の
に
対
し
、
貫
ノ
木
遺
跡
も
主
体
は
蛇
紋

岩
で
あ
る
が
、
非
蛇
紋
岩
製
の
石
材
も
そ
れ
な
り
に
用
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
特
徴
付
け
る
斧
形
石
器
の
あ
り
方
も
二
遺
跡
で
は
違

っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
ナ
イ
フ
形
石
器

。
台
形
石
器
で
あ
る
。
報
告
書
で
は
こ
の
ナ
イ
フ
形
石
器
と
台
形
石

器
の
定
義
を
以
下
の
よ
う
に
し
た
。
剥
片
の
鋭
い
縁
辺
を

一
部
に
残
し
、
他
の
縁
辺
を
細
部
加

工
し
た
石
器
で
、
全
体
形
状
で
先
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
も
の
を
ナ
イ
フ
形
石
器
と
し
、
台
形
石

器
は
剥
片
の
鋭
い
縁
辺
を

一
部
に
残
し
、
他
の
縁
辺
を
細
部
加
工
す
る
と
こ
ろ
は
ナ
イ
フ
形
石

器
と
同
じ
で
あ
る
が
、
石
器
長
軸
に
直
交
も
し
く
は
斜
交
す
る
刃
部
を
も

つ
も
の
と
し
て
分
離

し
た
。

日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
ほ
と
ん
ど
が
台
形
石
器
に
偏
る
の
に
対
し
、
貫
ノ
木
遺
跡
で
は
各
種
の

ナ
イ
フ
形
石
器

。
台
形
石
器
が
存
在
す
る
。
そ
の
点
で
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
に
は
こ
れ
ら
ナ
イ
フ

形
石
器
類
に
偏
り
が
あ
り
、
あ
る
ひ
と

つ
の
目
的
で
遺
跡
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

を
推
定
し
た
。
こ
の
様
相
の
違
い
を
個
個
の
プ
ロ
ッ
ク
や
今
回
区
分
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
の
グ
ル
ー

プ
と
い
う
枠
の
な
か
で
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
さ
ら
に
ナ
イ
フ
形
石
器
、
台
形
石
器
の
製
作
上

の
特
徴
を
加
味
す
る
こ
と
で
プ

ロ
ッ
ク
群
を
残
し
た
集
団
な
ど
が
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
ナ
イ
フ
形
石
器
類
に
偏
り
が
あ
る
日
向
林
Ｂ
遺
跡
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
も

つ

貫
ノ
木
遺
跡
は
、
同
じ
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
も
つ
と
し
て
も
機
能
に
違
い
を
見
い
だ
す
も

っ
と

も
明
瞭
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
斧
形
石
器
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
砥
石
の
あ
り
方
も
重
要
で
あ
る
。
日
向
林
Ｂ
遺

跡
は
２
点
が
検
出
さ
れ
た
が
、
貫
ノ
木
遺
跡
で
は
五
点
が
出
土
し
た
。
重
量
九
劣
“
を
測
る
大

形
砥
石
も
あ
り
、
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
こ

よ
う
。

以
上
、
主
要
な
器
種
を
今
後
検
討
の
材
料
に
加
え
る
こ
と
で
、
両
遺
跡
の
性
格
が
よ
り
明
瞭

に
で
て
く
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
　
ま
と
め

環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
均
質
化
す
る
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
小
稿
で
は
均
質
化
し
て
み
え
る
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
環
状

ブ

ロ
ッ
ク
群
の
構
成
を
と
ら
え
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
以
下
に
仮
説
を
含
め
ブ

ロ
ッ
ク

群
の
解
釈
を
し
、
ま
と
め
と
し
て
列
記
す
る
。
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二つの環状プロック群

Ｑ
二
遺
は
跡
立
地
に
違
い
が
み
ら
れ
た
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
は
低
地
を
前
面
に
臨
む
低
位
の
テ

ラ
ス
に
形
成
さ
れ
た
の
に
対
し
、
貫
ノ
木
遺
跡
は
中
位
の
テ
ラ
ス
に
形
成
さ
れ
た
。
低
地
近
く

に
形
成
さ
れ
た
プ

ロ
ッ
ク
群
の
解
釈
と
し
て
、
低
地
で
足
を
奪
わ
れ
た
大
型
獣

（
ナ
ウ
マ
ン
ゾ

ウ
な
ど
）
を
狩
猟
し
、
獲
物
の
移
動
を
少
な
く
す
る
た
め
狩
猟
場
に
近
い
と
こ
ろ
に
環
状
プ

ロ
ッ

ク
群
を
形
成
し
た
と
い
う
解
釈
が
、
野
尻
湖
遺
跡
群
に
お
け
る

「
大
型
獣
解
体
場
説
」
の
ひ
と

つ
の
根
拠
と
し
て
き
た
。
し
か
し
貫
ノ
木
遺
跡
の
立
地
は
そ
れ
と
は
違
い
、
同
じ
遺
跡
群
内
に

あ
る
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
で
あ

っ
て
も
同
じ
性
格
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
こ
と

が
立
地
か
ら
想
定
さ
れ
る
。

②
遺
跡
内
で
の
石
器
文
化
と
そ
の
周
囲
の
遺
跡
を
検
討
し
た
。
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は

一
時
期

大
規
模
な
遺
跡
が
形
成
さ
れ
る
が
、
同
時
期
と
そ
の
後
に
あ
ま
り
大
き
な
遺
跡
が
密
集
し
て
形

成
さ
れ
て
い
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、
貫
ノ
木
遺
跡
は
対
照
的
に
隣
接
す
る
地
点
で
も
同
時
期
も
石

器
文
化
が
相
当
量
確
認
さ
れ
、
ま
た
後
の
時
代
の
石
器
文
化
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
貫

ノ
木
遺
跡
は
先
土
器
時
代
の
各
時
期
を
通
し
て
集
団
が
常
に
訪
れ
た
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
が
推

定
さ
れ
る
。

０
石
器
の
出
土
層
位
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
よ
り
も
貫
ノ
木
遺
跡
の
方
が
バ
ラ
ツ
キ
が
多
い
こ
と

は
よ
り
長
い
期
間
、
貫
ノ
木
遺
跡
第
３
地
点
と
い
う
場
が
先
土
器
時
代
人
に
と

っ
て
頻
繁
に
利

用
さ
れ
た
と
想
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
表
に
散
布
し
た
石
器

ｏ
石
片
が
い
っ
た
い
ど
の
く

ら
い
の
時
間
で
埋
没
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
気
候
や
地
形
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
く

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
推
定
は
難
し
い
。
し
か
し
、
野
尻
湖
周
辺
は
確
か
に
ロ
ー
ム
層
か
ら

重
層
的
に
石
器
群
が
レ
ベ
ル
差
を
も

っ
て
出
土
す
る
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
そ
の
重
層
的
な
石

器
文
化
を
明
瞭
に
区
分
で
き
る
ほ
ど
厚
み
は
も

っ
て
い
な
い
。
当
時
も
数
十
年
も
し
く
は
数
百

年
の
時
間
的
な
差
が
あ

っ
て
も
、
地
表
面
に
散
布
す
る
石
片
な
ど
に
よ

っ
て
後
代
の
集
団
が
ブ

ロ
ッ
ク
形
成
に
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
片
の
散
布
す

る
近
辺
に
累
積
的
に
集
団
が
訪
れ
、
逗
留
し
た
と
す
れ
は
結
果
と
し
て
の
ひ
と

つ
の
分
布
域
を

形
成
す
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
こ
こ
で
す
ぐ
に
結
論
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
貫
ノ
木
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
そ
の
よ
う
な
結
果
残
さ
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

“
日
向
林
Ｂ
遺
跡
に
は
礫
群
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
が
貫
ノ
木
遺
跡
で
環
状
配
列
ブ

ロ
ッ
ク

群
の

一
角
に
確
認
さ
れ
た
。
礫
群
を
火
処
と
推
定
す
れ
ば
日
向
林
Ｂ
遺
跡
で
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
生
活
の
痕
跡
が
貫
ノ
木
遺
跡
に
は
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

③
石
材
の
構
成
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貫
ノ
木
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
新
た
に
五
個

の
小
群
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
の
構
成
と
は
異
な
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

⑥
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
の
性
格
に
は
い
く

つ
か
の
説
が
あ
る
。
そ
し
て
日
向
林
Ｂ
遺
跡
は
大
型

動
物
解
体
に
伴

っ
て
残
さ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
貫
ノ
木
遺
跡
は
む
し
ろ
石
器
交
換
の

場
で
あ

っ
た
と
も
取
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
二
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
違
う
の
で
あ
る
。
筆
者
は
日
向
林
Ｂ
遺
跡
は

一
機
能

（単
機
能
）
が
残
さ
れ
た
結

果
の
遺
跡
と
考
え
る
。
そ
れ
は
道
具
に
偏
り
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
れ
は
ゾ
ウ
な
ど
大
型
動
物
類

の
解
体
に
伴
う
よ
う
な
作
業
場
を
想
定
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、
貫
ノ
木
に
石
器
や
石
材
の
交
換
、

紐
帯
確
認
な
ど
、
複
数
の
生
活
の
場
を
想
定
し
た
い
。

“
い
く

つ
か
の
点
で
第
３
地
点
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
検
討
し
て
み
た
が
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡

の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
と
は
、
か
な
り
違
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
遺
物

の
分
布
、
密
度
、
ナ
イ
フ
形
石
器
や
台
形
石
器
の
形
態
組
成
、
斧
形
石
器
の
石
材
、
黒
曜
石
産

地
な
ど
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
が
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
３
地
点
は
す
べ
て
に
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
が
あ
る
。
諏
訪
星
ヶ
台
産
黒
曜
石
の
分
布
か
ら
環
状
プ

ロ
ッ
ク
群
の
存
在
は
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
の
累
積
的
な
使
用
等
に
よ
り
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
で
き

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が

っ
て
、
日
向
林
Ｂ
遺
跡
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
を
短

期
間
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
第
３
地
点
の
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群
は
長
期
間
に
及
ん
だ
と
理
解
で

き
よ
う
か
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
野
尻
湖
遺
跡
群
と
い
う
同
じ
遺
跡
群
内
に
お
け
る
日
向
林
Ｂ
遺
跡
と
貫
ノ
木
遺

跡
の
環
状
ブ
ロ
ッ
ク
群
を
比
較
す
る
基
礎
的
操
作
か
ら
二
遺
跡
の
違
い
を
明
瞭
に
し
、
近
接
す

る
位
置
に
あ
り
な
が
ら
も
異
な
る
機
能
を
有
す
る
環
状
ブ
ロ
ッ
ク
群
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
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考
え
た
が
、
十
分

に
検
討
を
し
え
な
か

っ
た
。
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
三
万
年
前

の
日
本
列

島

に
は
こ
の
環
状
プ

ロ
ッ
ク
が
各
地

で
発
見
さ
れ

て
い
て
そ
の
数

は

一
〇
〇
か
所
を

こ
え
る
と

さ
れ
て
い
る
。
野
尻
湖
遺
跡
群

で
も
今
回
対
象
と
し
た
二
遺
跡
以
外
か
ら
も
検
出
さ
れ
て
お
り
、

今
後
そ
れ
ら
の
遺
跡
も
検
討
し
て
い
き
た

い
。
二
〇
〇
〇
年

の

「
前

。
中
期
旧
石
器
時
代
遺
跡

ね

つ
造
事
件
」
以
降
、
日
本
列
島

の
人
類
文
化
の
始
ま
り
は
再
構
築
を
迫
ら
れ
た
。
環
状
プ

ロ
ッ

ク
群
は
そ
の
始
ま
り
の
時
期

に
特
徴
的
存
在
す
る
が
、
大
陸
方
面

で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
日

本
列
島
独
特

の
遺
跡

の
形
態

で
あ
る
と
も

い
え
る
。
環
状
ブ

ロ
ッ
ク
群

の
発
生

の
歴
史
的
意
義

を
追
及
す
る
こ
と
は
、

日
本
列
島

の
人
類
文
化

の
は
じ
ま
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

つ
な
が

る
と
考
え
る
。
今
後
と
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

注１
　
岩
崎
泰

一
他

『下
触
牛
伏
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
、　
一
九
八
六
年
。

２
　
橋
本
勝
雄

・
須
田
良
平

「
旧
石
器
時
代
―

一
九
八
六
年
の
動
向
―
」
『考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
七

七
、　
一
九
八
七
年
。

橋
本
勝
雄

「
Ａ
Ｔ
降
灰
以
前
に
お
け
る
特
殊
な
遺
物
分
布
の
様
相
」
『考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
〇

九
、　
一
九
八
九
年
。

３
　
日
本
旧
石
器
学
会

『
旧
石
器
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
。

４
　
小
菅
将
夫

『
赤
城
山
麓
の
三
万
年
前
の
ム
ラ
』
二
〇
〇
六
年
。

５
　
稲
田
孝
司

『先
史
日
本
を
復
原
す
る
１
　
遊
動
す
る
旧
石
器
人
』
二
〇
〇

一
年
。

６
　
谷
和
隆

「
日
向
林
Ｉ
石
器
文
化
の
環
状
プ
ロ
ッ
ク
群
」
『地
域
と
文
化
の
考
古
学
Ｉ
』
二
〇
〇
五
年
。

７
　
芹
沢
長
介

・
麻
生
優

「北
信
、
野
尻
湖
底
発
見
の
無
土
器
文
化
」
『考
古
学
雑
誌
』
第
二
九
巻
二
号
、

一
九
五
三
年
。

８
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃

町
内
そ
の
１

，
日
向
林
Ｂ
遺
跡

ｏ
日
向
林
Ａ
遺
跡

ｏ
七

ツ
栗
遺
跡

。
大
平
Ｂ
遺
跡
　
旧
石
器
時
代

本
文
編

ｏ
図
版
編
』
二
〇
〇
〇
年
。

９
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

一
五
　
信
濃

町
内
そ
の
１

‐
貫
ノ
木
遺
跡

ｏ
西
岡
Ａ
遺
跡
　
旧
石
器
時
代
　
本
文
編

。
遺
構
遺
物
図
版
編
』
二
〇

〇
〇
年
。

１０
　
注
６
に
同
じ
。

Ｈ
　
野
尻
湖
の
標
準
土
層
を
以
下
に
示
す
。
第
１
層
表
土
、
第
Ⅱ
層
黒
色
土

（柏
原
黒
色
火
山
灰
層
、

以
下
、
カ
ッ
コ
内
は
野
尻
湖
発
掘
調
査
団
に
よ
る
層
呼
称
）
第
Ⅲ
層
黒
褐
色
土

ロ
ー
ム
漸
移
層

（
モ

ャ
）
、
第
Ⅳ
層
黄
褐
色
細
粒
軟
質
風
化
火
山
灰
層

（上
部
野
尻

ロ
ー
ム
Ⅱ
）
、
第
Ｖ
ａ
層
褐
色
細
粒
風

化
火
山
灰
層

（上
部
野
尻
ロ
ー
ム
Ⅱ
最
下
部
）、
第
Ｖ
ｂ
層
暗
褐
色
細
粒
風
化
火
山
灰
層

（上
部
野
尻

ロ
ー
ム
Ⅱ
黒
色
帯
上
部
）
、
第
Ｖ

ｃ
層

（上
部
野
尻

ロ
ー
ム
Ⅱ
黒
色
帯
下
部
）
、
第
Ⅵ
層

（上
部
野
尻

ロ
ー
ム
ー
）。
第
Ⅶ
層

（中
部
野
尻

ロ
ー
ム
）
以
下
は
遺
物
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。

‐２
　
ナ
イ
フ
形
石
器
と
台
形
石
器
は
大
き
く
形
態
が
異
な
る
の
で
筆
者
は
機
能
の
違
い
を
想
定
し
て
い

る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
こ
の
二
者
は
製
作
技
術
を
共
有
す
る
こ
と
も
あ
り
、
大
き
な
区
分
で
は
ナ
イ
フ

形
石
器
類
と
と
ら
え
、
そ
の
細
分
器
種
に
ナ
イ
フ
形
石
器
と
台
形
石
器
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

‐３
　
橋
本
勝
雄

「
環
状

ユ
ニ
ッ
ト
と
石
斧
の
関
わ
り
」
『
旧
石
器
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
。
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屋
代
遺
跡
群
出
土
煮
沸
具
の
胎
土
分
析

（上
）

分
析
資
料
と
そ
の
概
要

は

じ

め

に

千
曲
市
屋
代
遺
跡
群
は
長
野
盆
地
の
南
、
千
曲
川
右
岸
の
自
然
堤
防
上
に
広
が
る
遺
跡
で
あ

る
。
縄
文
時
代
中
期
に
は
前
葉
と
後
葉
に
、
弥
生
時
代
後
期
以
降
は
中
世
ま
で
、
集
落
が
営
ま

れ
た
。
ま
た
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
も
焼
土
跡
や
遺
物
集
中
、
水
田
や
畠
な
ど

が
み
ら
れ
、
縄
文
時
代
以
降
こ
の
地
が
連
綿
と
地
域
の
人
び
と
に
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

今
回
は
、
出
土
し
た
土
器
の
う
ち
煮
沸
具
を
中
心
に
岩
石
学
的
手
法
で
胎
土
分
析
を
お
こ
な

い
、
屋
代
遺
跡
群
に
住
ん
だ
人
び
と
の
土
器
製
作
の
実
態
に
科
学
的
に
迫

っ
て
み
た
い
。
本
稿

（上
）
で
は
分
析
試
料
の
紹
介
と
胎
土
の
概
要
、
別
稿

（下
）
で
は
定
量
的
な
分
析
結
果
の
提
示

を
お
こ
な
う
。

一　

胎
土
分
析
の
目
的

本
稿
で
の
胎
土
分
析
に
は
二

つ
の
大
き
な
目
的
が
あ
る
。　
一
つ
目
は
胎
土
分
析
の
方
法
論
上

の
目
的
、
二

つ
目
は
粘
土
採
集
地
の
文
化
的
連
続
性
の
検
証
で
あ
る
。

１
　
土
器
の
胎
土
分
析
に
お
け
る
方
法
論
上
の
目
的

土
器
の
胎
土
分
析
で
は
ま
ず
分
析
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
受
け
て
も
の
や
人
の
動
き
の
解
釈

を
お
こ
な
う
、
と
い
う
二

つ
の
段
階
を
踏
む
。
そ
の

一
例
は
、
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。

・
分
析
し
た
土
器

（在
地
型
式
）
の
胎
土
が

「
在
地
胎
土
」

に
合
致
す
れ
ば
そ
の
土
器
は

「
在
地
製
作
」
で
あ
る
。

水

沢

教

・
分
析
し
た
土
器

（在
地
外
型
式
）
の
胎
土
が

「
在
地
胎
土
」

に
合
致
し
な
け
れ
ば

「
搬
入

品
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
解
釈
の
根
拠
が

「
在
地
胎
土
」
か
否
か
に
あ
る
た
め
、
「在
地
胎
土
」
の
基

準
が
い
か
に
明
確
化
さ
れ
る
か
が
分
析
の
結
果
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
従
来
の
胎
土
分
析
で

「在
地
胎
土
」
と
は
、
通
常
以
下
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
し
た

土
器
の
胎
土

（
こ
こ
で
は
砂
、
つ
ま
り
岩
石

ｏ
鉱
物
の
組
成
を
指
す
）
と
定
義
さ
れ
て
き
た
。

①
遺
跡
を
含
む
周
辺
の
地
質
構
成
物
由
来
の
素
地
土
で
土
器
を
作

っ
た
場
合
に
矛
盾

し
な
い
胎
土

（岩
石
・
鉱
物
組
成
）。

②
遺
跡
周
辺
の
川
砂
や
遺
跡
周
辺
に
飛
来
し
た
火
山
灰
の
組
成
と
矛
盾
し
な
い
胎
土
。

①
の
判
別
の
前
提
は
、
粘
土
を
採
取
す
る
際
に
混
じ
る
砂
は
周
辺
の
地
質
を
反
映
し
、
仮
に

混
和
材
と
し
て
人
為
的
に
入
れ
ら
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
周
辺
の
露
頭
か
ら
採
取
し
た
岩
石
を

砕
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
周
辺
の
地
質
を
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
注
意
を
要
す
る

の
は
、
周
辺
の
地
質
は
表
層
地
質
図
に
よ

っ
て
あ
る
程
度
明
確
だ
が
、
個
別
の
追
跡
調
査
が
必

要
な
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

遺
跡

の
立
地
す
る
場
所
が
河
川
の
さ
ま
ざ
ま
な
堆
積
物
が
混
ざ

っ
た
沖
積
層
で
あ
る
場
合
や

テ
フ
ラ
が
周
辺
に
降
下
し
て
い
る
場
合
は
②
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
両
者
と
も
に

遺
跡
の
立
地
や
周
辺
の
地
質
と
い
っ
た
地
理
的
な
要
因
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る

「
在
地
胎
土
」

で
あ
る
。
当
然
両
者
は
分
析
の
根
幹
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
加
え
て
古
代
の
人
び
と
の
行
動
と

い
う
側
面
か
ら
在
地
が
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
も
し
あ
る
地
域
で
土
器
が
作
り

続
け
ら
れ
る
と
し
た
場
合
、
時
代
を
越
え
て
存
在
し
、
普
遍
的
な
胎
土
の

一
部
に
そ
の
地
域
の

「
在
地
胎
土
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
胎
土
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、

屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析 (上 )
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通
時
的
な
分
析
例
が
乏
し
い
現
状
で
は
そ
れ
す
ら
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
屋
代
遺

跡
群
で
普
遍
的
に
使
わ
れ
て
い
る
胎
土
が
ど
の
よ
う
な
鉱
物
組
成
で
あ
る
の
か
を
把
握
す
る
た

め
に
、
交
易
な
ど
で
動
く
こ
と
が
も

っ
と
も
少
な
く
、
か

つ
破
損
度
が
高
い
た
め
に
多
量
に
生

産
さ
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
器
種
を
分
析
対
象
と
し
て
選
択
し
、
通
時
的
な
胎
土
分
析
を
試

み
る
こ
と
に
し
た
。

２
　
粘
土
採
集
地
の
連
続
性
の
検
証

縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
、
汎
日
本
的
な
レ
ベ
ル
で
の
人
び
と
の
移
動
や
移
住
、

文
化
の
交
流
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
特
に
縄
文
時
代
晩
期
の
西
日
本
で
の
人
口
減
少
と
弥
生
時

代
の
爆
発
的
増
加
や
、
形
質
人
類
学
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
な
ど
か
ら
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か

け
て
中
国
南
部
や
朝
鮮
半
島
な
ど
か
ら
人
が
大
量
に
渡
来
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
出
土
人
骨
は
通
時
的
に
形
質
を
辿
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
土
や
石
な
ど
の

無
機
物
を
素
材
と
す
る
工
芸
技
術
は
、
表
面
的
に
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
文
化
の
奥
に
潜

ん
だ
技
術
の
継
続
性
を
探
る
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
玉
の
採
掘
か
ら
製
作
、
漆

製
品
の
製
作
、
そ
し
て
焼
き
物
、
と
り
わ
け
土
器
の
製
作
な
ど
で
あ
る
。
特
に
土
器
づ
く
り
は

素
材
の
産
地
、
土
の
調
合
方
法
、
成
形

。
調
整
方
法
、
文
様
施
文
や
焼
成
方
法
と
い
っ
た
各
種

の
情
報
の
蓄
積
が
不
可
欠
の
作
業
で
、
か

つ
そ
れ
が
世
代
を
越
え
て
大
切
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
古
代
人
も
情
報
の
蓄
積
の
中
に
生
き
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
現
代
に
誇

れ
る
焼
き
物
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
土
器
は
、
縄
文
土
器
、
弥

生
土
器
、
土
師
器
と
少
し
ず

つ
変
化
し
て
も
、
粘
土
を
採
集
す
る
と
い
う
最
初
の
段
階
が
で
き

あ
が
り
の
善
し
悪
し
を
大
き
く
分
け
る
鍵
を
握

っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
は
そ

の
地
域
に
根
ざ
し
た
も

っ
と
も
根
本
的
情
報
と
も
い
え
よ
う
。
よ
り
高
温
で
土
器
を
焼
く
た
め

に
、
あ
る
い
は
焼
成
の
途
中
で
割
れ
な
い
よ
う
に
、
人
び
と
は
絶
え
ず
土
に
対
す
る
工
夫
を
重

ね
た
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
遺
跡

（
台
乙

か
ら
出
土
す
る
土
器
か
ら
推
測
さ
れ
る
粘
土
採
取
地

は
、
時
代
を
越
え
て
同
じ
場
所
を
居
住
の
場
と
し
て
選
択
し
た
人
び
と
の
、
文
化
の
連
続
と
断

絶
の
実
態
を
探
る
手
段
に
な
り
は
し
な
い
か
。

あ
る

「
ム
ラ
」
と
い
う
定
点
を
設
置
し
た
と
き
、
そ
こ
に
住
ん
だ
人
び
と
の
土
器
づ
く
り
の

情
報
が
世
代
を
越
え
て
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
断
絶
は
あ
る
の
か
、

通
時
的
な
分
析
で
な
ん
ら
か
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
訳
で
あ
る
。

二
　
胎
土
分
析
の
試
料
と
方
法

１
　
分
析
試
料

屋
代
遺
跡
群
出
土
土
器
薄
片
の
う
ち
、
縄
文
中
期
前
葉
か
ら

一
〇
世
紀
末
～

一
一
世
紀
ま
で

の
煮
沸
具
を
中
心
に

一
六
六
点
を
選
択
し
て
顕
微
鏡
観
察
し
た

（表
２
）。
煮
沸
具
を
選
択
し

た
理
由
は
、
も

っ
と
も
通
時
的
に
普
遍
的
な
食
物
調
理
に
直
接
的
に
か
か
わ
る
器
種
で
あ
り
、

加
熱
に
よ
る
頻
繁
な
破
損
か
ら
大
量
製
作

。
消
費
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
よ
り
在
地
で
製
作
す

る
傾
向
が
強
い
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
縄
文
土
器
で
は
深
鉢
形
土
器
、
弥
生
土
器

。
土

師
器
で
は
甕
形
土
器
を
対
象
と
し
た

（図
１
～
図
６
）。
表
１
に
は
分
析
試
料
の
報
告
書
で
の
掲

載
番
号
、
出
土
地
、
土
器
型
式
等
な
ら
び
に
屋
代
遺
跡
群

の
報
告
書
各
編
に
記
載
さ
れ
た
時
期

を
記
載
し
た
。

２
　
分
析
の
方
法

①
　
薄
片
の
製
作

土
器
の

一
部
を
口
縁
に
垂
直
方
向
に
二
～
五
が
肪
程
度
の
厚
さ
に
ス
ラ
イ
ス
し
、
全
体
を

エ

ポ
キ
シ
樹
脂
に
埋
め
込
ん
で
チ
ッ
プ
を
作
る
。
こ
の
チ
ッ
プ
を
平
滑
に
研
磨
し
た
後
、
ス
ラ
イ

ド
グ
ラ
ス
に
貼
り
付
け
る
。
反
対
側
を
二
次
的
に
切
断
し
、
厚
さ
Ｏ
ｏＯ
ニ
バ‐肪
程
度
に
な
る

ま
で
磨
き
、
薄
片
を
完
成
さ
せ
る
。
充
填
や
各
種
貼
り
付
け
に
用
い
た
樹
脂
は
い
ず
れ
も
ペ
ト

ロ
ポ
キ
シ

‐５４
で
あ
る
。

Ｏ
　
薄
片
の
観
察

薄
片
を
オ
リ
ン
パ
ス
製
の
偏
光
顕
微
鏡
Ｂ
Ｈ
２
も
し
く
は
Ｂ
Ｘ
５‐
で
観
察
す
る
。
観
察
方

法
は
基
本
的
に
オ
ル
ソ
ス
コ
ー
プ
で
、
無
色
鉱
物
の
認
定
の
際
に
は
コ
ノ
ス
コ
ー
プ
を
用
い
た
。

"



屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析 (上 )

図 1 縄文中期前葉土器
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00

図 2-2 縄文中期後葉土器 (2)
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屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析 (上 )

4平W48

ま
た
、
鉱
物
名
の
決
定
根
拠
は
、
単

ニ
コ
ル
観
察
で
は
多
色
性

。
男
開
の
状
況

・
ベ
ッ
ケ
線

を
用
い
た
屈
折
率
の
推
定
で
、
直
交

ニ
コ
ル
で
は
干
渉
色

。
双
晶

ｏ
累
帯
構
造

・
消
光
角

ｏ
伸

長
の
正
負
と
し
た
。

同
定
さ
れ
た
岩
石
と
鉱
物
の
組
み
合
わ
せ
と
量
比
、
大
き
さ
の
傾
向
か
ら
分
類
を
お
こ
な

っ

た
。
今
回
は
分
類
の
概
略
を
提
示
し
、
結
果
の
細
部
と
代
表
的
な
試
料
の
ポ
イ
ン
ト
カ
ウ
ン
テ
ィ

ン
グ
結
果
は
別
稿
で
公
表
し
た
い
。

〓
一　
胎
土
分
析
の
結
果

１
　
粘
土
産
地
の
情
報

土
器
の
胎
土
に
入

っ
て
い
た
岩
石

・
鉱
物
の
由
来
の
推
論
を
進
め
る
た
め
に
、
今
回
は
周
辺

地
域
の
地
質
図
の
検
討
に
加
え
、
遺
跡
周
辺
で
採
取
し
た
岩
石

。
粘
土
、
松
代
焼
等
に
つ
い
て

の
調
査
を
実
施
し
た
。
胎
土
分
類
の
記
述
に
先
立

っ
て
、
若
干
の
解
説
を
お
こ
な
う
。

4b樹ス 60

億
=ヽ

譴

だ凪 49
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図5-2 古墳時代土師器 (2)
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石英 11.4%

石英口

圏

日

■

■

■

□

一

不明 11.4%

斜長石

黒雲母

粘土鉱物

鉄鉱類

不明

マトリックス

図 7 千曲市生萱地区採集粘土の組成

①
　
遺
跡
周
辺
で
採
取
し
た
岩
石

・
粘
上
情
報

屋
代
遺
跡
群
の
東
方
約
二
●
」
の
地
点
に
は
縄
文
中
期
後
葉
の
敷
石
住
居
の
石
材
と
同
様
の

閃
緑
岩
の
露
頭
で
知
ら
れ
る
千
曲
市
生
菅
地
区
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
肉
眼
観
察
で
も
黒
雲
母
が

非
常
に
目
立

つ
粘
上
が
産
出
す
る
。
こ
の
粘
土
の
任
意
の
部
分
を
固
め
て
薄
片
を
作
り
、
偏
光

顕
微
鏡

で
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
斜
長
石

・
黒
雲
母

・
石
英
が
比
較
的
多
い
が

（写
真
１
・
図
７
）

輝
石
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
解

っ
た
。
千
曲
川
右
岸
の
屋
代
遺
跡
群
周
辺
で
は
こ
の
ほ
か

に
長
野
県
立
歴
史
館
建
設
の
た
め
の
発
掘
調
査
を
お
こ
な

っ
た
折
り
に
瓦
用
粘
上
の
採
掘
坑
が

発
見
さ
れ
た
り
、
東
小
学
校
付
近
の
水
田
ド
で
も
瓦
用
粘
上
の
採
掘
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と

い
っ
た
証
言
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
採
集
と
組
成
の
検
討
は
今
後
順
次
実
施
し
た
い
。

ω
　
松
代
焼
の
粘
十

松
代
焼
は
江
戸
時
代
後
期
に
松
代
藩
の
地
域
産
業
振
興
策
の

一
環
と
し
て
製
作
が
開
始
さ
れ

た
い
わ
ゆ
る
施
釉
陶
器
で
あ
る
。
松
代
東
条
を
中
心
に
多
く
の
窯
が
営
ま
れ
、
粘
土
や
焼
成
方

法
が
工
夫
さ
れ
て
き
た
。
特
に
千
二
百
度
の
高
温
に
耐
え
る
た
め
の
良
質
な
粘
土
や
粘
土
同
士

の
調
合
を
必
要
と
し
た
。
昭
和
に
な

っ
て
か
ら
発
見
さ
れ
た

「
八
田
家
文
書
」
に
は
松
代
焼
の

原
料
と
な
る
粘
上
産
地
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば

「
文
政
五
年
七
月
三
日
竃
焚

諸
調
御
書
上
帳
」
に
は
千
曲
川
右
岸
で
は
松
代
東
条
地
区
の

「立
石
山
土
」
、
左
岸
の

「
柳
沢

村
土
」
、
「有
旅
村
土
」
、
「
岡
田
村
山
土
」
、
「
郡
村
土
」
、
「
小
松
原
村
土
」
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら

の
地
域
か
ら
良
質
な
粘
土
が
産
出
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
の
ち
に
松
代
焼
を
研
究
復
興
し
た
占

川
元
三
郎
も
踏
査
に
よ

っ
て
松
代
地
区
に
複
数
の
粘
土
産
地
を
発
見
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
ほ

か
千
曲
市
雨
宮
な
ど
千
曲
川
右
岸
地
域
に
も
松
代
焼
の
窯
が
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
粘
土
産

地
等
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

③
　
須
恵
器
の
窯
の
立
地

須
恵
器
は
古
墳
時
代
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
窯
に
よ
る
高
温
焼
成
の
焼
き
物
で
あ
る
。
製
作

技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
粘
土
、
薪
な
ど
の
材
料
と
で
き
あ
が

っ
た
製
品
を
消
費
地

へ
運
ぶ

交
通
の
利
便
性
な
ど
の
条
件
に
合
致
し
た
場
所
に
窯
が
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
屋
代
遺

跡
群
近
隣
で
も

っ
と
も
早
く
現
れ
た
の
が
、
聖
山
高
原
東
麓
古
窯
址
群
で
あ
る
。
六
世
紀
初
め

に
は
松

ノ
山
窯
で
、
そ
の
後
平
安
時
代
に
至
る
ま
で
上
日
向
二
号
窯
が
営
ま
れ
た
。
同
じ
く
千

写真 1 千曲市生萱地区採集粘土の偏光顕微鏡写真 直交ニコル×23

マ トリックス

99419イ

写真 2 裾花凝灰岩 (水冷破砕岩)中の石英の偏光顕微鏡写真

直交ニコル×23
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曲
川
左
岸
に
は
戸
倉

（千
曲
川
左
岸
）
古
窯
址
群
が
、
右
岸
に
は
松
代
古
窯
址
群
の
天
王
山
古

窯
址
が
営
ま
れ
た
。

２
　
土
器
胎
土
の
傾
向

今
回
抽
出
し
た
屋
代
遺
跡
群
の
焼
き
物
の
胎
土
は
五
群
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
二
三

通
り
に
仮
細
分
さ
れ
た

（表
３
）。
各
群
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

α
　
Ｉ
群
の
胎
土

胎
土
の
特
徴
　
石
英
、
斜
長
石
が
主
体
を
占
め
る
も
の
を
大
き
く
Ｉ
群
と
し
た
。
こ
の
う
ち
、

長
径

一
パ‐肪
を
越
え
る
も
の
を
含
み
、
割
れ
目
が
顕
著
な
石
英
が
多
数
み
ら
れ
る
も
の
を
１
類
、

同
じ
く
石
英
が
斜
長
石
よ
り
も
相
対
的
に
多
い
が
長
径
〇
・五
ゲ
肪
未
満
が
主
体
を
占
め
る
の

も
の
を
２
類
、
斜
長
石
が
石
英
よ
り
多
く
、
輝
石
を
多
く
含
む
も
の
を
３
類
と
し
た
。
こ
れ
に

伴

っ
て
岩
石
は
、
１
類
が
流
紋
岩
、
２
類
が
流
紋
岩
と
安
山
岩
、
３
類
は
安
山
岩
主
体
と
な
り
、

特
に
３
ｂ
類
は
含
有
さ
れ
る
砂
全
体
に
占
め
る
岩
石
の
割
合
が
非
常
に
高
い
。
ｌ

ａ
。
ｌ
ｂ
類

の
石
英

・
斜
長
石
に
入

っ
た
ひ
び
は
、
裾
花
凝
灰
岩

（裾
花
水
冷
破
砕
山し

に
伴
う
水
冷
割
れ
目

と
考
え
ら
れ
る
。
２

ａ
類
も
石
英
の
割
れ
目
こ
そ
が
少
な
い
が
、
流
紋
岩
質
火
山
岩
の
発
泡

し
た
部
分

（凝
灰
岩
片
）
や
黒
曜
岩
を
含
む
こ
と
は
、
表
１
の
裾
花
凝
灰
岩
の
構
成
要
素
に
矛

盾
し
な
い
。

裾
花
凝
灰
岩
は
場
所
に
よ

っ
て
石
英
や
斜
長
石
、
黒
雲
母
の
量
が
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
輝

石
の
記
述
は
な
い
。
長
野
市
篠
ノ
井
小
松
原
の
中
尾
山
温
泉
裏
の
露
頭
か
ら
採
取
し
た
裾
花
凝

灰
岩
片
に
も
水
冷
割
れ
日
の
顕
著
な
石
英
が
多
数
観
察
さ
れ
る
が
、
輝
石
は
み
ら
れ
な
か

っ
た

（写
真
２
）。

Ｉ
群
３
類
は
、
斜
長
石
が
石
英
を
上
ま
わ
り
、
さ
ら
に
輝
石
が
多
い
傾
向
が
あ
る
。
岩
石
も

流
紋
岩
よ
り
は
斑
晶
鉱
物
に
輝
石
を
含
む
安
山
岩
が
目
立

つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
は
他
の

裾
花
凝
灰
岩
起
源
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
外
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
千
曲
川
右
岸
の
河
東
山
地
に

は
奇
妙
山
火
山
岩

（奇
妙
火
山
岩
、
柴
石
火
山
岩
、
尼
厳
火
山
岩
、
東
条
火
山
岩
、
清
滝
火
山
岩
）
や

皆
神
山
火
山
岩
、
輝
石
安
山
岩
質
凝
灰
岩
や
溶
岩
か
ら
な
る
別
所
層
が
分
布
し
、
千
曲
川
左
岸

に
も
裾
花
凝
灰
岩
を
不
整
合
に
覆
う
桑
原
火
山
岩
、
さ
ら
に
こ
れ
を
不
整
合
に
覆
う
聖
山
安
山

屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析 (上 )

表 1 裾花凝灰岩の特徴

者著 年度 岩  石  名 成構

河内晋平 黒雲母流紋岩

(サ ニディン・角閃石)石基 :ガ ラス。下部層は凝灰岩の構
黒曜岩、パーライトを伴う。上部層には発泡した凝灰岩が卓

斑晶 :斜長石>黒雲母>
成粒子の大半が破片状。
越する。

加藤碩一・

赤羽貞幸

流紋岩デイサイト

質の凝灰岩 (軽石

凝灰岩やガラス質

凝灰岩)を主とし、

火山礫凝灰岩・凝

灰角礫岩・火山角

礫岩を一部挟む

溶岩の岩質は全て

ガラス質流紋岩の

黒曜岩 。真珠岩・

松脂岩などからな

る。

下
部
層
模
式
地
の
岩
相

小市デイサイト凝灰岩層 :デイサイト質凝灰岩・火山礫凝灰岩で、黒雲母をまれに含
む。

小松原層状凝灰岩層 :全体に黒雲母を含む。黒曜岩、松脂岩、真珠岩含む。

犀沢軽石凝灰岩層 :軽石凝灰岩・ガラス質凝灰岩で多量に黒雲母を含む。

中尾山流紋岩溶岩 :真珠岩、松脂岩、黒曜岩溶岩。黒雲母を含まないが稀に角閃石を

含む。

滝沢デイサイト質凝灰岩層 :流紋岩、軽石質流紋岩を含む凝灰岩。まれに黒雲母。

新橋軽石凝灰岩 :黄色の軽石凝灰岩。軽石・黒雲母を含む。

花上凝灰角礫岩 :下部はガラス質流紋岩を挟む凝灰角礫岩、火山角礫岩からなる。全

体に黒雲母を含む。

梨久保砂岩礫岩層 :塊状砂岩・礫岩・シル ト岩からなり、基底付近には小礫～中礫の流

紋岩・ ひん岩・石英閃緑岩・安山岩・玄武岩・ チャート・粘板岩から構成される礫層。

余
臼
山
以
南
の
様
相

篠ノ井石川周辺～四野宮、長谷寺 :下位に真珠岩溶岩、層状の細粒凝灰岩、中部に凝
灰岩、真珠岩溶岩、黒雲母を多く含む軽石凝灰岩。稲荷山西部の小坂山周辺 :黒雲母
と石英の目立つ流紋岩溶岩。稲荷山小学校西～嫉捨地域 :黒雲母を殆ど含まない石英
の目立つ流紋岩。更埴市小坂の西・郡・大雲寺池南 :有色鉱物を含まない流紋岩。

飯島南海夫

・斉藤豊

流紋岩質凝灰岩・

流紋岩質凝灰角礫

岩・流紋岩溶岩

斑晶 :石英・斜長石・黒雲母、ときに角閃石。石基 :流状構造、緻密な真珠岩、
岩。上部には斜長石の斑晶が比較的多い。角閃石も多く、石英安山岩質となる。
部は砂質凝灰岩。

香

上

松

最

イθ



表 2 胎土分析資料一覧 (時代順)

胎  土

分析NQ
報告書

放
号

凶
番

遺構名
掲

号

版

番

図

載
時 期 土器型式等

胎 土

分析NQ
報告書

版

号

図

番
遺構名

図放掲

載番号
時 期 土器型式等

縄文 S(27003 縄中前 越後 縄文 SB5316 縄中後 加曽利 E
縄文 SQ7003 縄中前 五領ヶ台Ⅱ在地 縄文 SB5316 縄中後 加曽禾JE
縄文 SQ7003 縄中前 (五領ヶ台Ⅱ在地) 縄文 SB5337 縄中後 加曽禾JE
縄文 SQ7003 縄中前 東信 縄文 SB5337 縄中後 圧痕隆帯

縄文 S(17003 縄中前 (北陸 0在地) 縄文 SB5337 縄中後 加曽禾」E
縄文 S(17003 縄中前 (五領ヶ台Ⅱ) 縄文 SB5337 縄中後 力日曽禾JE
縄文 SQ7003 縄中前 五領ヶ台Ⅱ在地 縄文 SB5337 縄中後 カロ曽禾JE
縄文 SQ7003 縄中前 東信 縄文 SB5319 縄中後 力日曽禾JE
縄文 SQ7003 縄中前 深沢 縄文 SB5319 縄中後 圧痕隆帯

縄文 SQ7003 縄中前 北陸 0越後 縄文 SB5319 縄中後 加曽不JE
縄文 SQ7003 縄中前 東信 縄文 SB5319 縄中後 加曽禾りE
縄文 SQ7003 縄中前 縄文 SB5338 縄中後 加曽禾」E
縄文 S(17003 縄中前 深沢 縄文 SB5338 縄中後 力日曽禾JE
縄文 SQ7003 縄中前 深沢 縄文 SK9071 縄中後 曽利

縄文 S(17003 縄中前 浅鉢 縄文 SK9071 縄中後 唐草文

縄文 SQ7003 縄中前 五領ヶ台Ⅱ 縄文 包含層 縄中後 串田新

縄文 SQ7003 縄中前 東信 縄文 X Ⅱla層 縄後前 堀之内 1

縄文 SQ7003 縄中前 東北 縄文 SF7005 縄後前 堀之内 1

縄文 SQ7003 縄中前 浅鉢 縄文 X層 縄後前 堀之内 2

縄文 SQ7003 縄中前 深沢 縄文 K-1層 上面 縄後前 堀之内 2

縄文 SQ7003 縄中前 (東信・五領ヶ台Ⅱ) 縄文 更埴 J区 縄晩前 無文

縄文 S(17003 縄中前 東信 縄文 SD7046 縄晩後 大洞 BC関連

縄文 SQ7003 縄中前 五領ヶ台Ⅱ在地 弥生古墳 SD2278 弥中 3期 栗林/壺

縄文 S(17003 縄中前 五領ヶ台Ⅱ在地 弥生古墳 SD2284 弥中期 栗林古

縄文 S(17003 縄中前 深沢 ? 弥生古墳 SD2285 弥中期 栗林古

縄文 S(17003 縄中前 五領ヶ台ⅡO東信 弥生古墳 SD2397 弥中期 栗林/壺

縄文 SQ7003 縄中前 浅鉢 弥生古墳 SD3088 弥中期 栗林直前/壺

縄文 SQ7003 縄中前 深沢 祢生古墳 SK154 弥中期 庄ノ火田

縄文 S(17003 縄中前 (東信) 祢生古墳 BKSⅣaV層 弥前期 遠賀川/壺

縄文 SB5350 1 縄中後 加曽不JE 祢生古墳 SD6057 弥前期 変形工字文

縄文 SB5350 7 縄中後 加曽禾JE 祢生古墳 BKSⅣ V層 弥中期 栗林

縄文 SB5350 縄中後 圧痕隆帯 祢生古墳 BKSSD1038 弥中期 栗林

縄文 SB5350 縄中後 加曽禾JE 祢生古墳 ①区Ⅳb層 弥前期 岩滑式関連条痕文

縄文 SB5350 縄中後 圧痕隆帯 祢生古墳 ②区4b層 弥前期 在地的条痕文

縄文 SB5350 縄中後 大木 祢生古墳 ③a区4b層 弥前期 氷 1/浅鉢

縄文 SB5350 縄中後 大木 祢生古墳 ③a区4b層 弥前期 浮線文

縄文 SB5350 縄中後 大木 祢生古墳 ③a区4b層 弥前期 浮線文

縄文 SB5350 縄中後 圧痕隆帯 祢生古墳 ③a区4b層 弥前期 浮線文

縄文 SB5350 縄中後 大木 祢生古墳 ③a区4b層 弥前期 浮線文

縄文 SB5345 縄中後 大木 祢生古墳 ③a区4b層 弥前期 浮線文

縄文 SB5345 縄中後 加曽禾JE 祢生古墳 ③a区4b層 弥前期 浮線文

縄文 SB5345 縄中後 加曽禾JE 祢生古墳 SK9512 古墳前期 甕 A
縄文 SB5345 縄中後 加曽禾」E 祢生古墳 SK9512 古墳前期 甕 B
縄文 SB5345 縄中後 大木 祢生古墳 SB5042 古墳後期 甕 B

266 縄 文 SB5345 縄中後 大 木 称生古墳 SB5042 古墳後期 甕 A
縄文 SB5345 縄中後 加曽利 E 祢生古墳 SB5097 古墳後期 壺 (甕)F
縄文 SB5345 縄中後 大木 祢生古墳 SB5097 古墳後期 饗 A

272 縄文 SB5345 縄中後 大木 祢生古墳 SB5097 古墳後期 甕 B
縄文 SB5345 縄中後 大木 祢生古墳 SB5097 古墳後期 甕 H
縄文 SB5345 縄中後 力日曽禾JE 弥生古墳 SB5113 古墳前期 有段□縁壺

縄文 SB5345 縄中後 大木 祢生古墳 SB5113 弥生後期末 櫛描饗

縄文 SB5345 縄中後 大木 祢生古墳 SB5136 古墳中期 有段口縁壺

縄文 314 SB5345 縄中後 力日曽禾りE 祢生古墳 SB5136 古墳中期 甕 F
縄文 316 SB5345 縄中後 圧痕・唐草 祢生古墳 SB5136 古墳中期 甕 A
縄文 SB5345 縄中後 圧痕隆帯 祢生古墳 SB5136 古墳中期 甕 B
縄文 SB5316 1 縄中後 力日曽禾JE 弥生古墳 SB5145 古墳前期 甕

縄文 SB5316 縄中後 圧痕隆帯 弥生古墳 SB5160 古前期 士亜

縄文 SB5316 縄中後 力日曽禾JE 弥生古墳 SB6057 古墳中期 甕 F
287 縄文 SB5316 縄中後 圧痕隆帯 弥生古墳 SB6057 古墳中期 饗 B

縄文 SB5316 縄中後 力日曽禾」E 弥生古墳 SK6005 古墳前期 甕 B

長野県立歴史館研究紀要13号 (2007.3)

イイ



屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析 (上 )

注 :「時期」と「土器型式等」は343～ 391は寺内隆夫2000「 第10章第 1節中期前葉の土器」ならびに氏からのご教示。334～ 340は百瀬長秀2000「 第 6章
2節 2(1)土器 。第 8章第 3節 2(1)土器」『屋代遺跡群縄文時代編』、 1～ 81は百瀬長秀1998「 2章 3節 1土器 。土製品」。鳥羽英継1998「 3章 5節 1

土器・土製品」『屋代遺跡群弥生・古墳編』、201～ 235は鳥羽英継1999「第5章第 1節土器」『屋代遺跡群古代編』、236～ 248は鳥羽英継2000「 第 3章古代

2の遺物」『屋代遺跡群古代 2・ 中世 。近世編』を参照 して記入した。また、弥生時代以降の甕以外の器種は参考資料として分析し、その場合は器種名

を記入した。

岩
が
分
布
し
、

い
ず
れ
に
も
普
通
輝
石

ｏ
紫
蘇
輝
石
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
群
に
該
当
す
る
土
器
　
裾
花
凝
灰
岩
の
特
徴
が
特
に
顕
著
な
Ｉ
群
ｌ

ａ
ｏ
ｌ
ｂ
類
に
該
当
す

る
試
料
は
縄
文
中
期
前
葉
の

「
深
沢
土
器
」
に
始
ま
り
、
後
葉
の
圧
痕
隆
帯
文
土
器
な
ど
が
中

心
で
、
そ
の
後
七
世
紀
末
以
降
の
甕
Ｈ
と
Ｉ
が
該
当
す
る
。

輝
石
を
多
く
含
み
、
こ
れ
を
斑
晶
に
も

つ
安
山
岩
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
Ｉ
群
３
類
の
う
ち
特

に
岩
石
が
多
い
３
ｂ
類
に
該
当
す
る
試
料
は
、
中
期
後
葉

・
後
期
ま
で
計

一
二
点
の
う
ち
半
数

以
上
が
中
期
後
葉
の
大
木
系
土
器
で
あ
る
。
ま
た
、
九
世
紀
の
甕
Ｉ
に
本
類
に
類
似
し
た
胎
土

の
も
の
が
あ
る
。

Ｏ
　
Ⅱ
群
の
胎
土

胎
土
の
特
徴
　
Ⅱ
群
は
黒
雲
母
を
多
数
含
み
、
岩
石
片
自
体
は
少
な
い
こ
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。
Ⅱ
群
ｌ

ａ
類
は
水
冷
割
れ
目
を
も

つ
石
英
や
凝
灰
岩
が
多
く
、
輝
石
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な

い
。
裾
花
凝
灰
岩
は
場
所
に
よ

っ
て
黒
雲
母
の
量
が
異
な
る
た
め

（表
１
）
そ
の
範
疇
と
も
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
２
類
は
黒
雲
母
の
量
が
著
し
く
多
い
。
割
れ
目
の
あ
る
石
英
を
含
む
も
の

の
、
降
下
テ
フ
ラ
を
起
源
と
す
る
可
能
性
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
多
量
の
黒
雲
母
を
含
む

火
山
灰
に
は
曙

ロ
ー
ム
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は
千
曲
川
右
岸
で
も
屋
代

遺
跡
群
東
方
の
生
萱
地
域
で
産
す
る

（図
７
）。
今
後
、
さ
ら
に
広
域
の
現
地
性
の
サ
ン
プ
ル

と
の
淘
汰
の
度
合
い
を
比
較
し
、
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

Ⅱ
群
に
該
当
す
る
土
器
　
黒
雲
母
を
含
む
胎
土
は
全
時
期
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
現
れ
る
が
、
も

っ

と
も
大
量
に
黒
雲
母
を
含
む
２
類
の
胎
土
は
縄
文
中
期
前
葉
五
領

ヶ
台
式
土
器
と
古
墳
時
代
後

期
の
甕
に
集
中
し
、

１０
世
紀
～
ｎ
世
紀
の
羽
釜
に
も
認
め
ら
れ
る
。

①
　
Ⅲ
群

の
胎
土

胎
土
の
特
徴
　
Ⅲ
群
に
は
深
成
岩
を
含
む
試
料
を

一
括
し
た
。
特
に
１
類
に
は
深
成
岩
を
構
成

す
る
緑
簾
石
と
単
体
で
の
緑
簾
石
が
多
量
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
斜
長
石
と
緑
簾
石
の
中
間
的

な
鉱
物
も
み
ら
れ
る
。
試
料
に
は
通
常
の
花
商
岩

（質
山３

も
含
ま
れ
る
が
、
緑
簾
石

ｏ
石
英

・

斜
長
石
な
ど
か
ら
な
る
深
成
岩
が
多
い
。
緑
簾
石
は
緑
色
片
岩
、
緑
簾
石
角
閃
岩
、
藍
閃
石
片

岩
な
ど
の
変
成
岩
に
広
く
産
出
す
る
と
さ
れ
、
斜
長
石
な
ど
の
熱
水
変
質
の
生
成
物
と
し
て
も

産
出
す
る
。
本
薄
片
で
は
、
岩
片
と
し
て
角
閃
石
と
緑
簾
石
が
組
合
わ
さ
る
こ
と
が
少
な
い
た

胎 土

分析NQ
報告書

版

号

図
番

遺構名
図版掲

載番号
時 期 土器型式等

胎 土

分析NQ
報告書

図取

番号
遺構名

図版掲

載番号
時 期 土器型式等

祢生古墳 SK6005 古墳中期 甕 B 古代 1 SB3034 9世紀 甕 C
古代 1 SB6027 7世紀 甕 H 古代 1 SB6118 9世紀 甕 I

古代 1 SB6119 7世紀 甕 H 古代 1 SB6118 9世紀 甕 I

古代 1 SB6119 7世紀 甕 A 古代 1 SB6002 9世紀 甕 I

古代 1 SB5177 7世紀 甕 H 古代 1 SB3013 9世紀 饗 C
古代 1 SD7056 7世紀 甕 H 古代 1 SB4514 9世紀 甕 C
古代 1 SB5109 7世紀 甕 H 古代 1 SB6118 9世紀 甕 C
古代 1 SB4521 7末 8前 甕 H 古代 1 SB57 9世紀 甕 I

古代 1 SB6053 7 7末 8前 甕 H 古代 1 SB52 9世紀 饗 I

古代 1 SB5079 7末 8前 甕 H 古代 1 SB54 9世紀 甕 I

古代 1 SB6036 8世紀 甕 H 古代 1 SB53 9世紀 甕 C
古代 1 SB6099 7 8世紀 甕 H 古代 1 SB44 9世紀 甕 C

212 古代 1 SB6104 8末 9初 甕 I 古代 1 SB4030 9世紀 甕 C
古代 1 SB6104 8末 9初 甕 I 古代 2 SB827 10世紀 饗 I

古代 1 SB5037 8末 9初 甕 I 古代 2 SB810 10世紀 甕 I

古代 1 SB9011 8末 9初 甕 C 古代 2 SB843 10世紀 甕 I

216 古代 1 SB9011 2 8末 9初 甕 C 古代 2 SB806 10世紀 小甕 D
古代 1 SB9011 8末 9初 甕 C 古代 2 SB9054 5 10世紀 饗 I

古代 1 SB9081 9世紀 甕 I 古代 2 SB9035 10世紀 甕 I

古代 1 SB73 5 9世紀 甕 I 古代 2 SB9033 10世紀 甕 I

古代 1 SB126 9世紀 甕 I 古代 2 SB3022 10末 11 1可名餞

古代 1 SB9012 9世紀 甕 C 古代 2 SB23 11世紀 ]刀 金餞

古代 1 SB5044 7 9世紀 甕 C 古代 2 SB105 11世紀 可可金餞
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長野県立歴史館研究紀要13号 (2007.3)

古墳時代の各時期 19点 古代～中世の各時期 45点  *注のないものは全て理

水 5

S期
終 /
末 箱
期 清

9。 10。

11・ 12期

2181、 2251

48有段
口縁壺、
50甕 A、

51甕 B

42甕 H
(「緑簾石岩」
は少数。大

型石英多)

2241、 227C、

229C、 234C、

235C

44東海有

段口縁壺

在地的
な条痕

文 12

39壺 (甕)F



屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析 (上 )

表 3 屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析結果の概要

特

徴

群 類

鉱
物
／
岩
石
量
比

た
だ
し
中
以
上

鉱 物 の 概 要

小

大

0 25mm未満、中 :025～ 0 5allll未 満程度、

0.25～ 0.75mm未満程度、巨大 :0 75null以 上

山石 石 の 概 要

縄文時代の各時期 82点

中期前葉

(29点 )
中期後葉 (47点 )

後期

(4点 )

五領ヶ台 ] 2期 3期 4期
前葉/
堀ノ内

石
英
が
多
く

岩
石
で
は

流
紋
岩
主
体

I 1
鉱物 >
岩石

巨大な石英多 く水冷割れ目が顕著。発泡 した流紋岩質凝灰
岩あり。斜長石、角閃石多い。輝石が殆ど無い。

流紋岩・ 凝灰岩・堆積岩

加
圧

圧
263カロ

293加、
296加、
297圧

I 1
鉱物 >
岩石

巨大な石英多 く水冷割れ目もつ点でlaと 同様だが、微細
サイズ少ないことで分けた。アルカリ長石、黒雲母を少量

含むが輝石は殆ど無い。

流紋岩・ 凝灰岩 。花向岩 368深
253圧、
257大

283圧

石
英
が
多

い
も
の
と

斜
長
石
が
多

い
も
の

の
中
間
的
様
相

I 妙栃

石英がやや多いが、割れ目が少なく、サイズも小さく中程

度。角閃石多いが輝石は殆どないものと、少量輝石を含む

ものがある。パーサイ トの見 られるアルカリ長石を含むも
のもある。更に細分される。 (た だ し14は 巨大石英多 く、2

8と ともに黒雲母多 く含む。)

流紋岩、凝灰岩が多 く、発泡 した部分 も目立つ。安
山岩、チャー ト、ホルンフェルス、石英脈、黒曜岩、

各種堆積岩等の有無や量によって細分される。

357深 289加

291加、
292圧、
294カ Il

I
鉱物 >
岩石

石英 ,斜長石が多 く、角閃石、輝石、黒雲母、粘土鉱物等
を含む。輝石の種類等により細分される。

赤色の鉄鉱類が多数含まれる点で特徴的。火山岩片、
ホルンフェルス、石英脈を含む。 (237・ 220は 火山

岩石基、380は ビッチス トーン含む。)

351東、380五 288加 295加

で斜
は長
安 石
山多
岩 く
主

｀

体岩
石

I
鉱物 >
岩石

石英より斜長石が多 く、角閃石 。輝石 もやや多い。黒雲母、
粘土鉱物の量で、更に細分可能。

安山岩・ 流紋岩 。凝灰岩 。堆積岩等 304曽

261大、
275加、
276大 、
286加

弧
０
連

３０
加

334堀 1、

336堀 2

I
鉱物≒

岩石

石英より斜長石が多く、やや輝石が多い。発泡した流紋岩
質凝灰岩少量。沸石。方解石など特殊鉱物により細分可能。

安山岩 (かん らん石斑晶あり、黒色ガラス)。 流紋

岩・ 変成岩・石英多結晶・ ホルンフェルス (271・ 2

72・ 273に特に多い)、 チャー ト、変質火山岩含む。
3aは鉱物主体であるのに対 し本類が岩石が多い。
安山岩の大きさと斑晶鉱物の種類から更に細分可能。

加
大

大

大

265大、
266大、
272大、
273大、
280加、
282圧 、
287圧

335堀 1

k山 ガラ
ス多い 1 4

鉱物 >
岩石

石英、斜長石、パーサイ トカリ長石多い。酸化角閃石、粘
土鉱物等 目立つ。全体に微細。

火山ガラスが多い。流紋岩、安山岩、発泡 した流紋
岩質凝灰岩 も多い。

279大

黒
雲
母
が
多
い

] 1

鉱物 >
岩石

幅0.05mm未満の黒雲母、巨大な石英が多 く、斜長石とともに

顕著な水冷割れ目をもつ。パーサイ トカリ長石含むが、輝
石はほとんど無 し。

流紋岩・凝灰岩

(た だし14と 28は割れ目少なく輝石を含む)

361深、362深、
390深

264カロ 299加

] 1

鉱物 >
岩石

幅0.05mul未 満の黒雲母、中形の石英が多いが割れ日は少な

く、爆砕形。燈色小型の粘土鉱物あり。輝石含まれるがそ
の量差により細分可能。

安山岩少
343越 、348北・

在、358北 ,越、
366東北、387浅

305唐

Ⅱ 2
鉱物 >
岩石

幅が0.25mln以上 (1類の倍以上)の大形の黒雲母をまんべ
んなく大量に含む。大形の石英・斜長石を多数含む。割れ
目が顕著なものが多い。角閃石を含む。(245は黒雲母が細
かく粘土と一体化している)

堆積岩少

344五 、345五

349五、350五
365東、372東

五、373東、
375五、391東

Ⅱ 3
鉱物 >
岩石

黒雲母は0 025Eul未 満が中心。石英より斜長石が多 く、無

色鉱物が全体に多い。斜長石は累帯構造が顕著。角閃石、
輝石やや多い。

火山岩少
347東、359東 、
3861i

深
成
岩
を

含
む

1
鉱物 <
岩石

緑廉石、緑廉石化 した斜長石、斜長石、角閃石、輝石、黒

雲母を含む。
緑廉石斑品の「緑廉石岩」多量。母岩には花同岩、石
英脈があると推測される。量比によって細分される。

270加

(「緑簾

石岩」
は少数〕

鉱物≒

岩石

英

能

石

可
斜長石、アルカリ長石を含む。黒雲母によって細分 花同岩類を含むものを一括した。斑晶鉱物や火山岩

の有無や量比によって細分可能。
364五 、367浅 290加

変
成
岩
的
特
徴
が
み
ら
れ
る

Ⅳ 1
鉱物 <
岩石

黒雲母、白雲母、輝石が多い。斜長石は石英より多い
大～巨大の片理の明確な石英片岩、ホルンフェルス

を多 く含む。共伴する深成岩、火山岩の量によって

細分可。

363浅鉢

Ⅳ
鉱物 <
岩石

石英、斜長石多 く、後者は一部変質。アルカリ長石、角閃
石 。輝石・黒雲母・ 白雲母は少量。全体に砂の大きさ揃い、
角が丸い。

03■■程度に大 きさの揃 ったホル ンフェルスを多 く

含み、片理のある石英片岩 も少数。火山岩 も多い。

Ⅳ
鉱物 >
岩石

白雲母・黒雲母が多量に満遍なく含まれる。斜長石、角閃
石、輝石、緑廉石あり。鉱物は最大で も0.3allll未 満でⅣ 2

aよ り細かい。

ホルンフェルスがやや多く、知成の程度が弱い。チャー

ト、堆積岩を含む。

Ⅳ
鉱物≒

岩石
岩石と同サイズの石英、斜長石、パーサイ トのアルカリ長
石、少数の角閃石・ 輝石を含む。

中程度のホルンフェルスが多 く角が丸いが、片理が
1ほ ど明確なものはない。深成岩・ 火山岩の量比で

細分可能。

381深 251加
271大、
285圧

鉱
物
の
粒
径
が

揃

っ
て
い
る
も
の

V
鉱物 >
岩石

石英、斜長石、アルカ リ長石、黒雲母を少量含むが鉱物は

少ない。0.025mm程 度の微細な軽鉱物が少な く、中以上で
やや揃 っている。

大以上の安山岩多 く (輝石斑晶、黒色ガラスロ立つ)、

深成岩 。ホルンフェルスも含む。
306串

301加 、
302加

337堀 2

V l
鉱物≒

岩石

岩石と同サイズの石英、斜長石、輝石、パーサイ トのアル

カ リ長石を含む。微細鉱物、小サイズとも殆どなし。

0 3nllll程 度に大 きさの揃 った石英片岩 ホル ンフェル
ス、チャー トが多い。火山岩、深成岩を少数含む。

284カ咽

V lc
鉱物 <
岩石

石英・ 斜長石などの鉱物を殆ど含まない。土器片を割 って

混ぜたような異質箇所あり。殆どがガラス、プラントオパー

ル含む粘土部分。カンラン石あり。

大サイズの輝石安山岩多数あり。

含
有
さ
れ
て
い
る

岩
石
鉱
物
が

特

に
微
細
な
も
の

V
鉱物 <
岩石

05～ lnull程度の石英・斜長石、黒雲母、角閃石が少数。そ
の他は0.05mm未満の微細鉱物のみ。

巨大赤褐色岩片多 く 12bに類似するが、火山岩は

含まない。

V 2
鉱物 >
岩石

斜長石小片多 く、白雲母、角閃石を少数含む以外は有色鉱
物な し。

大型変質火山岩を 1つ含むのみ。

V
鉱物 >
岩石

斜長石多 く、玄武角閃石やや多い。角閃石、輝石を含むが、
有色鉱物少ない。

安山岩少数

(注)時期区分は注 1の各報告書参照。No.は 表 2の 胎土分析に同 じ。
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め
、
緑
簾
石
角
閃
岩
と
は
積
極
的
に
は
い
え
な
い
。
ま
た
岩
片
が
か
な
り
細
か
く
砕
け
て
い
て

片
理
の
発
達
が
確
認
で
き
な
い
た
め
緑
色
片
岩
と
も
記
載
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
緑

簾
石
が
大
量
に
含
ま
れ
る
と
い
う
特
徴
を
も

っ
て

「緑
簾
石
岩
」
と
標
記
し
た
。
他
に
斜
長
石

。

石
英

・
黒
雲
母

。
沸
石
な
ど
を
含
む
。
角
閃
石
は
同

一
薄
片
に
は
入

っ
て
い
る
が
単
体
で
存
在

し
て
い
る
。
屋
代
遺
跡
群
近
隣
に
は
変
成
岩
帯
は
な
い
が
、
熱
水
変
質
を
受
け
た
第
二
紀
層
は

複
数
存
在
す
る
。
松
代
町
豊
栄
～
赤
柴
付
近
に
分
布
す
る
豊
栄
部
層
の
変
質
火
山
岩
類
が
起
源

と
な
る
可
能
性
の
あ
る
緑
廉
石
が
蛭
川
で
採
取
さ
れ
た
と
の
報
告
も
あ
る
。
ま
た
長
野
市
東
寺

尾
の
北
平
１
号
墳
や
北

へ
二
付
携
の
村
東
山
手
遺
跡
出
土
土
器
に
緑
簾
石
が
少
量
含
ま
れ
て
い

る
。
蛭
川
の
上
流
に
は
松
代
焼
で
使
わ
れ
た
良
質
な
粘
土
の
産
地
で
あ
る

「
立
石
」
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

Ⅲ
群
に
該
当
す
る
土
器
　
Ⅲ
群
１
類
の
胎
土
は
主
に
弥
生
時
代
以
降
に
出
現
す
る
。
は
じ
め
は

浮
線
文
の
甕
、
中
期
に
な

っ
て
栗
林
式
土
器
の
壺
の
胎
土
、
古
墳
時
代
に
は
各
種
甕
の
胎
土
と

な
り
、
古
代
八
世
紀
の
甕
Ｈ
ま
で
連
続
す
る
。

“
　
Ⅳ
群
の
胎
土

胎
土
の
特
徴
　
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
や
石
英
片
岩
を
主
体
的
に
含
む
も
の
を
Ⅳ
群
と
す
る
。
ホ
ル

ン
フ
ェ
ル
ス
が
大
型
の
も
の
を
１
類
、
小
型
の
も
の
を
３
類
、
小
サ
イ
ズ
で
石
英
や
他
の
岩
片

の
粒
径
が
揃
い
、
混
和
材
を
研
磨
し
た
か
の
よ
う
に
角
が
丸
い
も
の
の
う
ち
、
鉱
物
単
体
で
雲

母
類
が
少
な
い
も
の
を
２

ａ
類
、
多
い
も
の
を
２
ｂ
類
と
し
た
。
石
英
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
組
み

合
う
も
の
で
片
理
が
認
め
ら
れ
る
も
の
は
石
英
片
岩
と
記
載
し
て
い
る
。

Ⅳ
群
に
該
当
す
る
土
器
　
２

ａ
ｏ
２
ｂ
類
の
ほ
と
ん
ど
は
古
代
の
甕
Ｃ
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

６
　
Ｖ
群
の
胎
土

胎
土
の
特
徴
　
含
有
さ
れ
て
い
る
岩
石

。
鉱
物
の
粒
径
が
揃

っ
て
い
た
り
、
大
型
と
小
型
の
粒

径
差
が
顕
著
で
あ
る
た
め
、
砂
分
に
乏
し
い
粘
土
の
採
集
や
、
人
為
的
な
飾
い
分
け
が
予
想
さ

れ
る
も
の
を

一
括
し
た
。
特
徴
に
よ
り
細
分
さ
れ
る
。

Ｖ
群
に
該
当
す
る
土
器
　
微
細
な
軽
鉱
物
が
少
な
く
、
中
以
上
の
粒
径
か
ら
成
る
ｌ

ａ
、
ｌ
ｂ

類
は
主
に
縄
文
時
代
、
逆
に
粒
径
が
小
さ
い
２
類
は
古
墳
時
代
以
降
の
土
器
が
主
に
該
当
す
る
。

四
　
分
析
結
果
の
予
察

１
　
屋
代
遺
跡
群
に
お
け
る

「
在
地
胎
土
」

①
　
胎
土
の
連
続
性
と

「
在
地
胎
土
」

今
回
の
分
析
試
料
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら
古
代
ま
で
全
く
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
連
続
性
を

も

っ
た
群

。
類
は
特
に
存
在
し
な
か

っ
た
。
た
だ
、
裾
花
凝
灰
岩
の
特
徴
を
有
す
る
と
い
う
点

で
は
括
ら
れ
る
Ｉ
群
１
類

（水
冷
割
れ
日
）
と
２
ａ
類

（流
紋
岩
。
凝
灰
］し

を
合
わ
せ
た
場
合
、

こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
通
時
的
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
該
当
す
る
土
器
も
、
縄
文

時
代
で
は
地
元
で
製
作
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
圧
痕
隆
帯
文
が
多
く
、
七
世
紀
以
降
は
在
地

甕
の
Ｈ
や
Ｉ
で
あ

っ
た
点
か
ら
も
、
こ
れ
ら
が

「
在
地
胎
土
」
で
あ
る
こ
と
を
補
強
す
る
。
ま

た
、
黒
雲
母
を
多
く
含
む
と
い
う
点
で

一
つ
に
括
ら
れ
る
ｌ

ａ
ｏ
ｌ
ｂ

ｏ
２

ｏ
３
類
を
合
わ
せ

る
と
Ⅱ
群
の
胎
土
も
や
は
り
通
時
的
に
存
在
す
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｉ
群
３
類
は
縄
文
時
代
以
降
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
。
安
山
岩
地
域
の
粘

土
産
地
か
ら
採
れ
た
粘
土
が
松
代
焼
ほ
ど
の
高
温
焼
成
に
耐
え
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

縄
文
時
代
以
降
の
焼
き
物
の
焼
成
も
可
能
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
継
続
し
て
い
な
い
。
逆

に
主
に
弥
生
時
代
以
降
に
出
現
し
、
古
代
八
世
紀
ま
で
継
続
す
る
の
が
す
る
の
が
Ⅲ
群
、
八
世

紀
末
～
九
世
紀
以
降
に
限
定
さ
れ
る
の
が
Ⅳ
群
２
類

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
き
な
括
り
の
上
で
は
通
時
的
に
存
在
す
る
胎
土
が
抽
出
さ
れ
る
反
面
、
縄
文

時
代
、
弥
生
～
八
世
紀
、
八
世
紀
末
～
九
世
紀
以
降
と
い
う
よ
う
に
短
期
的
に
使
わ
れ
た
胎
土

も
確
認
さ
れ
た
。

②
　
千
曲
川
両
岸
の
素
地
土
産
地

屋
代
遺
跡
群
を
中
心
に
二
付
悦
の
円
を
描
く
と
北

に
千
曲
川
の
湿
地
堆
積
物
、
後
背
湿
地
堆

積
物
、
南
と
東
に
黒
色
頁
岩
か
ら
な
る
砕
屑
岩
相
を
主
体
と
し
た
別
所
層
や
、
黒
雲
母
を
含
む

デ
イ
サ
イ
ト
凝
灰
岩
の
森
部
層
、
別
所
層
に
貫
入
し
た
石
英
閃
緑
岩
、
黒
雲
母
を
多
量
に
含
む

粘
土
が
発
見
さ
れ
た
生
萱
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
か

つ
て
瓦
用
の
粘
土
が
採
取
さ
れ
た

「
屋
代
た

ん
ぼ
」
と
い
わ
れ
る
水
田
域
の
全
て
は
こ
の
後
背
湿
地
に
属
す
る
。
こ
の
後
背
湿
地
中
に
は
、
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千
曲
川
支
流
の
沢
山
川
な
ど
が
上
流
か
ら
運
ん
だ
地
質
構
成
物
と
と
も
に
、
後
述
す
る
千
曲
川

両
岸
に
広
が
る
新
第
二
紀
層
の
堆
積
物
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

五
付
加
圏
に
は
千
曲
川
左
岸
の
裾
花
凝
灰
岩
、
聖
山
安
山
岩
、
桑
原
火
山
岩
が
含
ま
れ
、
松

代
焼
の
粘
土
の
産
地
を
現
地
名
と
照
合
で
き
る
と
す
れ
ば
長
野
市
柳
沢
、
有
旅
、
岡
田
が
入
る
。

右
岸
で
は
別
所
層
の
輝
石
安
山
岩
質
溶
岩
が
含
ま
れ
る
。

一
〇
付
加
圏
に
な
る
と
右
岸
の
奇
妙
山
火
山
岩
、
皆
神
山
火
山
岩
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
松

代
焼
の
窯
や
須
恵
器
の
窯
が
営
ま
れ
た
天
王
山

（松
代
町
東
条
）
や
寺
尾

（松
代
町
東
寺
尾
）
が

こ
の
圏
内
に
含
ま
れ
る
。　
一
〇
付
携
と
い
う
範
囲
は
狩
猟
採
集
民
の
、
五
付
悦
は
農
耕
な
ど
に

よ

っ
て
定
住
し
た
人
び
と
の
、
日
常
行
動
圏
で
、
先
史
時
代
に
お
い
て
は
主
要
集
落
と
集
落
の

間
隔
は
後
者
に
近
似
す
る
と
分
析
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
範
囲
を
集
落
の
住
人
が
日
常
的
に
行
動

す
る
領
域
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

厳
密
に
は
砂
と
粘
土
の
供
給
地
は
完
全
に

一
致
し
な
い
と
し
て
も
、
今
回
分
析
を
お
こ
な

っ

た
土
器
の
Ｉ
群
と
Ⅱ
群
の
胎
土
の
多
く
は
五
付
悦
圏
内
で
採
取
し
た
粘
土
と
砂
を
使

っ
て
つ
く

ら
れ
た
と
し
て
矛
盾
は
な
い
。
た
だ
同
じ
五
付
悦
圏
と
は
い
っ
て
も
左
岸

へ
粘
土
採
取
に
赴
い

た
場
合
、
千
曲
川
を
ど
の
よ
う
に
越
え
た
か
が
問
題
に
な
る
。
松
代
焼
の
場
合
は
、
左
岸
の
粘

土
は
千
曲
川
を
渡
し
舟
で
渡
り
、
右
岸
の
松
代
地
域
の
工
房
や
窯

へ
と
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
む
し
ろ
千
曲
川
が
運
搬
手
段
に
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

古
代
の
行
政
区
分
で
は
屋
代
遺
跡
群
を
含
む
千
曲
川
右
岸
地
域
は
埴
科
郡
に
属
す
る
。
埴
科

の
埴

（
ハ
こ

は

「
赤
黄
色
の
粘
土
」
の
意
味
と
い
わ
れ
、
古
来
良
好
な
土
を
産
出
し
た
こ
と

に
繋
が
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
今
回
の
胎
土
分
析
の
結
果
や
須
恵
器
窯
、
松
代
焼
の

粘
土
の
傾
向
か
ら
は
、
埴
科
郡
だ
け
で
は
な
く
更
科
郡
に
も
か
な
り
良
好
な
粘
土
が
あ
り
、
こ

れ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
千
曲
川
を
障
害
と
せ
ず
、
埴
科
郡
域
だ
け
で
は
な
く
、

更
科
郡
域

へ
も
粘
土
を
採
り
に
行

っ
た
屋
代
遺
跡
群
の
人
び
と
の
姿
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
。

２
　
屋
代
遺
跡
群
出
土
土
器
の
特
徴
的
な
胎
土

①
　
「緑
簾
石
岩
」
を
含
む
土
器
の
動
向

「
在
地
胎
土
」
が
予
想
さ
れ
な
が
ら
現
時
点
で
は
確
定
で
き
な
い
の
が
Ⅲ
群
で
あ
る
。
緑
廉

石
を
含
む
Ⅲ
群
は
弥
生
時
代
前
期
に
始
ま
り
古
代
ま
で
継
続
す
る
。
特
に
弥
生
時
代
以
降

一
貫

し
て
出
現
す
る
の
が
Ⅲ
群
１
類
で
あ
る
。
在
地
製
作
と
さ
れ
て
き
た
栗
林
式
は
揃

っ
て
こ
の
群

に
含
ま
れ
て
い
る
。
屋
代
遺
跡
群
で
は
弥
生
時
代
に
な

っ
て
な
ぜ
突
如
こ
の
特
異
な
胎
土
の
土

器
が
出
土
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

弥
生
時
代
中
期
、
千
曲
川
流
域
に
は
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
松
原
遺
跡
と
い
う
巨
大
集

落
の
出
現
や
鉄
製
品
の
流
入
、
磨
製
石
斧
や
黒
曜
石
製
石
器
に
み
ら
れ
る
分
業
体
制
の
確
立
で

あ
る
。
ま
た
長
野
市
塩
崎
遺
跡
群
伊
勢
宮
遺
跡
や
篠
ノ
井
遺
跡
群
出
土
の
人
骨
な
ど
に
は
大
陸

か
ら
の
渡
来
人
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
土
器
の
製
作
に
関
し
て
も
、
大
陸
か
ら
の
覆
い

焼
の
技
術
の
伝
来
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
様
ざ
ま
な
動
き
の
な
か
で
土
器
づ
く
り

に
も
な
ん
ら
か
の
変
化
が
起
こ
り
、
例
え
ば
新
し
い
土
器
に
見
合
う
粘
土
が
再
調
査
さ
れ
た
り
、

大
集
落
で
の
近
隣
の
資
源
を
活
用
し
て
の
集
中
的
な
土
器
づ
く
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
な
ど
の
推

測
も
可
能
と
な
ろ
う
。
縄
文
時
代
以
来
連
綿
と
同
じ
地
に
足
跡
を
残
し
て
き
た
屋
代
遺
跡
群
の

人
び
と
も
、
弥
生
前
期
に
は
稲
作
を
模
索
し
、
や
が
て
中
期
栗
林
期
に
は
後
背
湿
地
の
開
田
に

乗
り
出
し
て
い
る
。
生
業
の
変
化
と
と
も
に
弥
生
土
器
の
積
極
的
な
受
け
入
れ
を
お
こ
な

っ
た

結
果
、
こ
れ
ら
の
土
器
が
な
ん
ら
か
の
形
で
屋
代
遺
跡
群
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
形
の
追
求
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

②
　
「武
蔵
甕
」
の
動
向

古
代
の
土
師
器
で
は
、
煮
炊
具
に
は
食
器
以
上
の
地
域
性
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

特
に
八
世
紀
中
葉
に
生
産
体
制
の
大
き
な
画
期
が
あ
り
、
甲
斐
国
内
に
広
く
分
布
す
る

「
甲
斐

型
土
器
」
甕
や
東
信
地
域
の

「
武
蔵
甕
」
が
定
型
化
す
る
。
「
武
蔵
甕
」
は
北
武
蔵

・
上
野
か

ら
信
濃
の
東
信
と
分
布
範
囲
が
広
く
、
器
壁
が
薄
く
な
る
な
ど
の
技
術
革
新
と
と
も
に
定
型
化

の
度
合
い
を
増
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
規
格
化
し
た
製
品
の
流
通
か
ら
こ
の
時
期
に
村
落
よ
り

広
い
ま
と
ま
り
を
も

つ
専
業
的
な
生
産
体
制
が
整

っ
て
い
っ
た
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

屋
代
遺
跡
群
の
古
代
の
甕
は
外
面
が
縦
削
り
調
整
の
長
胴
甕
で
古
墳
時
代
以
来
の
伝
統
的
器

種
で
あ
る
甕
Ｈ
、

ロ
ク
ロ
整
形
で
体
部
下
半
を
中
心
に
ケ
ズ
リ
調
整
す
る
甕
で
北
陸
地
方
に
系

譜
が
辿
れ
砲
弾
甕
と
よ
ば
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
甕
Ｉ
、
そ
し
て
ケ
ズ
リ
調
整
は
甕
Ｈ
と
同
様
だ

が
、
甕
Ｈ
に
比
べ
て
器
壁
が
薄
く
古
墳
時
代
か
ら
の
長
胴
甕
消
滅
後
甕
Ｉ
と
と
も
に
煮
炊
き
具

屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析 (上 )
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の
主
流
に
な
る
甕
Ｃ

（武
蔵
饗
）
か
ら
な
る
。

こ
の
う
ち
饗
Ｉ
は
須
恵
器
の
影
響
下
で
北
陸
と

の
工
人
の
交
流
に
よ

っ
て
成
立
し
、
や
が
て
在
地
の
伝
統
的
な
器
種
で
あ
る
甕
Ｈ
に
代
わ
り
主

流
に
な
る
と
さ
れ
る
。

胎
土
分
析
の
結
果
で
は
、
甕
Ｈ

ｏ
Ｉ
に
は
縄
文
時
代
か
ら
連
続
す
る
裾
花
凝
灰
岩
の
特
徴
を

有
す
る
Ｉ
群
ｌ

ａ
ｏ
２

ａ
類
胎
土
の
範
疇
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
在
地

で
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
特
に
甕
Ｉ
で
は
技
術
の
伝
播
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

甕
Ｃ
は
明
ら
か
に
こ
れ
ら
と
は
胎
土
が
異
な
る
。
石
英
片
岩
、
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
と
い
っ
た

変
成
岩
を
多
く
含
み
、
さ
ら
に
砂
の
粒
径
が
そ
ろ

っ
て
い
る
点
な
ど
は
、
縄
文
時
代
以
来
の
屋

代
遺
跡
群
の
在
地
土
器
の
胎
土
の
伝
統
か
ら
大
き
く
外
れ
る
。
特
に
甕
Ｃ
が
例
外
な
く
す
べ
て

こ
の
胎
土
に
合
致
す
る
こ
と
は
、
定
型
化
さ
れ
た
搬
入
品
と
い
う
推
測
を
補
強
す
る
。
も
し
こ

れ
ら
が
三
波
川
変
成
帯
を
起
源
と
す
る
な
ら
ば
、
群
馬
、
埼
玉
の
ど
こ
か
の
三
波
川
変
成
帯
地

域
の
生
産
地
で
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
が
東
信
か
ら
屋
代
遺
跡
群
を
含
む
北
信
地
域

へ
搬
入
品
さ
れ

た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
今
後
屋
代
遺
跡
群
以
南
小
県

・
南
北
佐
久
郡
内
の
甕
の

胎
土
分
析
を
お
こ
な
い
、
広
域
的
に
判
断
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

最
後
に
今
回
の
胎
土
分
析
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
成
果

（①
～
③
）
を
あ
げ
た
い
。

①
屋
代
遺
跡
群
の
人
び
と
の
素
地
土
採
取
領
域
は
遺
跡
か
ら
二
～
五
付
悦
圏
に
想
定
さ
れ
る
。

②
弥
生
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
緑
簾
石
を
多
く
含
む
特
徴
的
な
胎
土
の
土
器
が
出
現
す
る
。

③
古
代
の
甕
Ｃ

（「武
蔵
甕
し

は
極
地
的
に
つ
く
ら
れ
た
搬
入
品
の
可
能
性
が
高
い
。

今
回
は
屋
代
遺
跡
群
出
土
の
煮
沸
具
を
選
択
し
、
顕
微
鏡
観
察
に
よ

っ
て
定
性
的
な
分
類
を

お
こ
な
い
、
特
徴
的
な
胎
土
に
つ
い
て
の
み
論
じ
た
。
今
回
言
及
し
な
か

っ
た
胎
土
細
部
の
特

徴
に
つ
い
て
は
別
稿
で
具
体
的
に
解
説
し
た
い
。

従
来
胎
土
分
析
は
時
期
を
限
定
し
、
そ
の
な
か
で
異
な
る
土
器
型
式
の
土
器
の
分
析
か
ら
搬

入
品
を
特
定
す
る
と
い
っ
た
方
法
が
主
流
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
で
は
そ
の
集
落
の

人
た
ち
が
常
用
し
て
い
た
素
地
土
が
ど
れ
で
あ
る
の
か
さ
え

つ
か
み
に
く
い
。
そ
し
て
常
用
し

て
い
た
素
地
土

で
つ
く

っ
た
土
器
、

つ
ま
り

「
在
地
胎
土
」

の
土
器
が
ど
れ
で
あ
る
か
確
定

で

き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
外
れ
る
も

の
を

「搬
入
品
」
と
言

い
き
る
こ
と
さ
え
厳
密

に
は
難
し

い
。
地
道

で
遠
大
な
作
業

で
は
あ
る
が
、
拠
点
的

な

一
つ
の
遺
跡
を
抽
出
し
、
「
在
地
胎
土
」

に
今
後
も

こ
だ
わ

っ
て
い
き
た
い
。

注１
　
（財
）
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
２３
長
野

県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』

一
九
九
六
年
。

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
同
２５
　
更
埴
条
里
遺
跡

。
屋
代
遺
跡
群

―
弥
生

ｏ
古
墳
編
―
』

一
九
九
八
年
。

同

『
同
２６
　
更
埴
条
里
遺
跡

ｏ
屋
代
遺
跡
群

―
古
代
編
―
』

一
九
九
九
年

同

『
同
２４
　
更
埴
条
里
遺
跡

。
屋
代
遺
跡
群

―
縄
文
時
代
編
―
』
二
〇
〇
〇
年

同

『
同
２７
　
更
埴
条
里
遺
跡

・
屋
代
遺
跡
群

―
古
代
２

ｏ
中
世

・
近
世
編
―
』
二
〇
〇
〇
年

同

『
同
２８
　
更
埴
条
里
遺
跡

ｏ
屋
代
遺
跡
群

―
総
論
編
―
』
二
〇
〇
〇
年

以
下

『屋
代
遺
跡
群
総
論
編
』
等
と
略
す
。

２
　
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
屋
代
遺
跡
群
の
調
査
報
告
時
に
通
時
的
な
文
化
領
域
や
、
「特

に
在
地
土
器
に
つ
い
て
、
通
史
的
に
生
産
地
や
粘
土

・
混
和
材
の
供
給
元
」
（寺
内
隆
夫

「
第
５
章
第

９
節
交
易
と
流
通
関
連
資
料
」
『
屋
代
遺
跡
群
総
論
編
』
二
〇
〇
〇
年
）
の
追
求
を
目
的
と
し
、
三
〇

〇
枚
の
胎
土
分
析
用
の
薄
片
を
製
作
し
、
そ
の
概
要
の
報
告

（建
石
徹

・
水
沢
教
子

「
３
縄
文
中
期

土
器
の
胎
土
」
『
屋
代
遺
跡
群
縄
文
時
代
編
』
二
〇
〇
〇
年
）
を
お
こ
な
っ
た
。
報
告
後
は
薄
片
を
長

野
県
立
歴
史
館
で
保
管
し
て
い
る
。
三
〇
〇
枚
の
内
訳
は
縄
文
中
期
前
葉
土
器
五
九
枚
、
縄
文
中
期

後
葉
土
器
八
七
枚

。
石

一
一
枚

。
粘
土

一
〇
枚
、
縄
文
後
晩
期
土
器
七
枚
、
弥
生
土
器

一
九
枚
、
古

墳
時
代
土
師
器
四
五
枚

。
粘
土

一
枚
、
古
代
土
師
器
五
〇
枚

ｏ
粘
土

一
枚
、
比
較
資
料

一
〇
枚
で
今

回
は
こ
こ
か
ら

一
六
六
枚
を
選
択
し
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

３
　
河
西
学
は
岩
石
学
的
手
法
に
よ
る

「在
地
」
を

「土
器
の
出
土
し
た
遺
跡
を
固
定
点
と
し
て
、
遺

跡
が
属
す
る
地
質
単
位
の
分
布
範
囲
」
と
定
義
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
場
合

「河
川
流
路
の
頻
繁
な

変
遷
や
風
成
堆
積
物
の
広
範
な
分
布
な
ど
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
地
質
単
位
が
変
化
し
う
る
」
、
明
確
な

基
準
が
あ
る
も
の
の

「境
界
部
分
で
相
対
的
で
あ
い
ま
い
な
概
念
」
と
し
て
い
る

（河
西
学

「土
器

産
地
推
定
に
お
け
る
在
地
」
『帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
』
九
、　
一
九
九
九
年
）
。
本

稿
で
の

「在
地
胎
土
」
と
は
型
式
学
的
に
在
地
製
作
と
予
測
さ
れ
る
土
器
の
胎
土
の
主
体
を
占
め
、

河
西
の

「在
地
」
の
地
質
由
来
の
素
地
土
を
用
い
て
土
器
を
製
作
し
た
結
果
に
矛
盾
し
な
い
胎
土
と

"
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考
え
て
い
る
。

４
　
地
質
構
成
物
に
は
マ
グ

マ
が
冷
え
て
固
ま

っ
た
火
成
岩
と
、
既
存
の
岩
石
同
士
が
二
次
的
に
他

ヘ

影
響
を
及
ぼ
し
て
で
き
る
変
成
岩
、
そ
し
て
礫

・
砂

・
泥

・
粘
土
な
ど
の
粒
子
が
堆
積
し
、
重
な

っ

た
重
み
で
粒
子
同
士
密
着
し
、
粒
子
の
隙
間
に
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
や
二
酸
化
ケ
イ
素
が
沈
殿
し
て
さ

ら
に
粒
子
を
結
び

つ
け
て
で
き
た
堆
積
岩
と
い
っ
た
岩
石
が
あ
る
。
た
だ
地
質
構
成
物
に
は
こ
の
他

に
川
や
海
が
運
ん
だ
礫

・
砂

・
泥

・
粘
土
が
固
結
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
堆
積
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
粒
子
が
水
の
中
に
沈
む
速
度
は
粒
径
に
よ

っ
て
決
ま
る
の
で
、
場
所
に
よ

っ
て
粘
土
だ
け

が
沈
殿
し
て
い
る
よ
う
な
層
が
で
き
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
層
は
地
質
図
上
は

「
沖
積
層
」
な
ど
ど

記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ど
の
部
分
に
土
器
づ
く
り
に
適
し
た
粘
土
が
集
中
し
て
い
る
か
読
み
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
第
四
紀
に
な

っ
て
火
山
の
活
動
が
盛
ん
に
な
り
、
各
地
に
火
山
灰
が

降
り
積
も
る
が
、
こ
れ
ら
が
現
在
ど
の
地
点
に
分
布
し
て
い
る
か
も
読
み
取
れ
な
い
。

５
　
生
萱
の
粘
土
に
つ
い
て
は
高
野
弘
太
郎
氏
、
瓦
用
粘
土
に
つ
い
て
は
岡
田
元
瓦
店
に
ご
教
示
い
た

だ
い
た
。
ま
た
長
野
県
立
歴
史
館
建
設
調
査
時
の
粘
土
に
つ
い
て
は
更
埴
市
教
育
委
員
会

『
屋
代
清

水
遺
跡
』

一
九
九
二
年
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

６
　
研
究
を
進
め
る
上
で
の
松
代
焼
調
査
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
宮
下
健
司
総
合
情
報
課
長
、
松
代
焼

の
技
術
に
つ
い
て
は
松
代
陶
苑
小
野
経
弘
専
務
取
締
役

・
北
沢
良
子
氏
、
唐
木
田
又
三
氏
、
あ
ま
か

ざ
り
工
房
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

７
　
松
代
焼
復
興
に
尽
力
し
た
古
川
元
三
郎
の

『
松
代
焼
』
貧

九
七
三
年
）
、
唐
木
田
又
三
の

『
信
州

松
代
焼
』
２

九
九
二
年
）
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

８
　
唐
木
田
又
三

『
信
州
松
代
焼
』
に
よ
る
。

９
　
（社
）
長
野
県
史
刊
行
会

『
長
野
県
史
考
古
資
料
編
　
全
１
巻

（
４
）
遺
構

・
遺
物
』

一
九
八
八
年
、

鳥
羽
英
継

「
第
八
章

一
節
屋
代
遺
跡
群
に
お
け
る
古
代
の
土
器
」
翁
屋
代
遺
跡
群
古
代
編
』

一
九
九

九
年
）
に
よ
る
。

１０
　
裾
花
凝
灰
岩
の
石
英
に
み
ら
れ
る
割
れ
日
は
、
海
底
火
山
が
噴
火
し
た
折
り
に
ま
わ
り
の
海
水
に

よ

っ
て
冷
や
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
割
れ
が
さ
ら
に
進
む
と
石
英
自
体
が
破
片
状
に
割
れ

て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る

（河
内
晋
平

「
Ｉ
地
形

・
地
質
」
『
長
野
市
誌
　
第

一
一
巻
資
料
編
』
二
〇
〇
〇

年
）
。

こ
の
ほ
か
に
千
曲
市
森

の
沢
山
川
上
流
に
分
布
す
る
森
部
層
も
デ
イ
サ
イ
ト
質
の
凝
灰
岩

で

「
鏡
下
で
は

一
パ
‐筋
前
後
の
破
片
状
の
石
英
や
長
石
の
斑
品
が
卓
越
し

（中
略
）
比
較
的
大
き
な
石
英

斑
晶
は
い
ず
れ
も
不
規
則
な
割
れ
目
が
入

っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る

（加
藤
碩

一
・
赤
羽
貞
幸

『
地
域
地
質
研
究
報
告
長
野
地
域
の
地
質
』
地
質
調
査
所
、　
一
九
八
六
年
）
。

ｎ
　
注
１０
の
文
献
、
飯
島
南
海
夫

・
斎
藤
豊
　
「
第
二
章
地
質
」
『
更
級
埴
科
地
方
誌
』
第

一
巻
、　
一
九

六
八
年

‐２
　
水
沢
教
子
　
「
屋
代
遺
跡
群
出
土

『
圧
痕
隆
帯
文
土
器
』
の
胎
土
」
「
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

第

一
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）
で
、
「
火
山
岩
を
多
く
含
む
土
器
」
と
し
た
も
の
が
該
当
す
る
。

‐３
　
山
辺
邦
彦
が
命
名
し
た
テ
フ
ラ
で

（山
辺
邦
彦

「
２
章
第
５
節

ロ
ー
ム
層
」
『
北
御
牧
村
誌
』
北
御

牧
村
史
編
纂
委
員
会
、　
一
九
九
九
年
）
、
層
厚

一
二
二
肝
、
標
識
地
で
あ
る
千
曲
市
の
曙
峠
に
ち
な
ん

で
名
付
け
ら
れ
た
。
東
御
市
の
八
重
原
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
御
牧
原
の
中
平
、
布
下
、
立
科
町
の
外
倉
、

望
月
町

（現
佐
久
市
）
観
音
寺
、
小
諸
市
氷
な
ど
で
も
観
察
さ
れ
る
と
し
、
Ａ

ｐ
ｍ
テ
フ
ラ
群

（
ク

リ
ス
タ
ル
ア
ッ
シ
ュ
）
と
同

一
の
も
の
と
し
た
。
Ａ

ｐ
ｍ
テ
フ
ラ
群

（
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ッ
シ
ュ
）
は
、

『
火
山
灰
ア
ト
ラ
ス
』
（
町
田
洋

・
新
井
房
夫
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
と
、
黒
雲
母
を
多
く
含
む
結
晶

質
の
数
層
の
テ
フ
ラ
で
、
「
黒
雲
母
浮
石
Ｂｌ
、

Ｂ２
ヽ

Ｂ３
あ
る
い
は
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ッ
シ
ュ
Ｃ‐
、

Ｃ２
ヽ

Ｃ３
ヽ

ま
た
は
大
町
Ａ‐

ｐ
ｍ
、

Ａ２

ｐ
ｍ
ヽ

Ａ３

ｐ
ｍ
な
ど
と
記
載
さ
れ
、
そ
の
後
こ
れ
ら
は
よ
り
上
位
に
あ
る

数
層
の
テ
フ
ラ
を
含
め
て
大
町
Ａ

ｐ
ｍ
テ
フ
ラ
群
」
と
よ
ば
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
供

給
源
は
槍

ヶ
岳
北
西
四
付
加
に
あ
る
水
鉛
谷
の
花
同
岩
に
貫
入
し
た
岩
頸
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
噴

出
の
時
期
は
諸
説
が
あ
る
が
、
二
五
万
年
前
前
後
と
い
う
数
値
が
出
さ
れ
て
い
る
。
主
な
鉱
物
は
黒

雲
母
、
角
閃
石
、
斜
方
輝
石
、
石
英
で
あ
る
。

‐４
　
緑
簾
石
を
含
む
変
成
岩
の
産
地
と
し
て
は
、
三
波
川
変
成
帯
が
あ
げ
ら
れ
る
。
三
波
川
変
成
帯
は

中
生
代
の
付
加
帯
の
沈
み
込
み
に
伴

っ
て
形
成
さ
れ
た
低
温
高
圧
の
変
成
帯
で
、
そ
の
後
新
第
二
紀

の
フ
ィ
リ
ピ

ン
海
プ
レ
ー
ト
の
衝
突
に
よ

っ
て
屈
曲
し
た
。
そ
の
た
め
、
三
波
川
変
成
帯
は
、

フ
ォ
ッ

サ
マ
グ
ナ
を
境
に
、
中
央
構
造
線
に
沿

っ
て
伊
那
谷
の
東
側
か
ら
愛
知

・
静
岡
県
境
、
さ
ら
に
志
摩

半
島
か
ら
四
国

へ
と
連
な
る
部
分
と
、
群
馬
県
南
部
か
ら
埼
玉
県
中
部
を
縦
断
す
る
部
分
に
分
か
れ

て
い
る
。
本
試
料
の

「
緑
簾
石
岩
」
は
緑
簾
石
の
他
に
は
石
英

ｏ
斜
長
石
が
含
ま
れ
て
い
る
の
み
で
、

三
波
川
変
成
帯
の
角
閃
岩
な
ど
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
飛
騨
変
成
帯
に
も
緑
簾
石

を
含
む

「
曹
長
石
緑
簾
石
ホ
ル
ン
ブ
レ
ン
ド
片
岩
」
（橋
本
光
男

『
日
本
の
変
成
岩
』
岩
波
書
店
、　
一

九
八
七
年
）
が
存
在
す
る
。

‐５
　
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
河
西
学
地
質
研
究
室
長
の
ご
教
示
に
よ
る
。

‐６
　
パ
リ
ノ

・
サ
ー
ヴ

ェ
イ

「栗
林

・
箱
清
水
式
上
器
の
重
鉱
物
分
析
」
（長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
５
　
松
原
遺
跡
弥
生

ｏ
総
論
８
』
二
〇
〇
〇
年
）

に
よ
る
。
ま
た
、
宮
下
健
司
氏
よ
り
河
東
山
地
を
構
成
す
る
閃
緑
岩

の
変
質
、
笹
沢
浩
氏
よ
り
緑
色

凝
灰
岩
の
変
質
に
よ
る
緑
廉
石
化
の
可
能
性
の
検
討
を
ご
指
摘
い
た
だ
い
て
い
る
。
今
後
こ
れ
ら
を

調
査

・
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

‐７
　
長
野
市
松
代
東
寺
尾
の
北
平
１
号
墳
出
土
土
器
の
重
鉱
物
の
み
の
胎
土
分
析
に
お
い
て
は
東
海
西

厨
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部
系
ひ
さ
ご
壺
に
緑
簾
石
が

一
五
点
、
在
来
系
高
杯
の
脚
部
に
は
二
八
点
認
め
ら
れ
た

（
パ
リ
ノ
・

サ
ー
ヴ

ェ
イ

「第
３
章
胎
土
分
析
」
「
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
７
　
大
星

山
古
墳
群

ｏ
北
平
１
号
墳
』

一
九
九
六
年
）。

‐８
　
村
東
山
手
遺
跡
出
土
土
器
の
場
合
、　
一
薄
片
二
〇
〇
〇
ポ
イ
ン
ト
中

一
～
九
点
と
か
な
り
少
な
い

（河
西
学

「
第
４
節
村
東
山
手
遺
跡
出
土
縄
文
土
器
の
胎
土
分
析
」
『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財

発
掘
調
査
報
告
書
８
　
村
東
山
手
遺
跡
』

一
九
九
九
年
）。
こ
れ
ら
は
緑
簾
石
岩
が
主
体
を
占
め
、
さ

ら
に
花
同
岩
類
が
起
源
と
考
え
ら
れ
る
本
試
料
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

‐９
　
北
沢
良
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

２０
　
ァ
ー
ノ
ル
ド
の
民
族
例
を
ま
と
め
た
ラ
イ
ス
の
研
究
に
よ
る
と

（「
”
Ｃ
∪
口
Ｚ
Ｏ
口
〓
・
コ
ＨＯ
国

８
鶏

『
”
〇
日
日
口
”
く

＞
Ｚ
＞
ｒ
く
∽
Ｈ∽
』
日
ｒ
の
Ｃ
●
オ
①『２
けく
ｏ
い
０

，
８
”
”
ｏ
”
『Φ∽ｐ
　
一
〓几
八
十
だ
十
）
、　
粘
Ｉ
上

を
採
集
す
る
距
離
は
二
付
加
圏
内
ま
で
に
五
四
絆
が
収
ま
り
、
五
付
焼
圏
内
に
七
六
舒
が
収
ま
り
、

一
〇
付
焼
圏
で
八
八
絆
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
粘
土
採
取
地
の
ヒ
ッ
ト
ゾ
ー
ン
は
半
径
二
付
加
、
グ

レ
イ
ゾ
ー
ン
が

一
〇
付
加
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

２‐
　
赤
沢
威

『採
集
狩
猟
民
の
考
古
学
』
海
鳴
社
、　
一
九
八
三
年
。

２２
　
谷
口
康
浩
は
テ
ィ
ー
セ
ン
多
角
形
か
ら
求
め
た
遺
跡
の
領
域
面
積
を
平
均
五
四
二

五
付
加
、
遺
跡

間
の
距
離
を
半
径
四
■
耳
‐焼
と
し
て
い
る

（谷
□

「縄
文
時
代
中
期
に
お
け
る
拠
点
集
落
の
分
布
と

領
域
モ
デ
ル
」
『考
古
学
研
究
』
第
４９
巻
第
４
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

２３
　
埴
科
郡
役
所
編

『埴
科
郡
史
』

一
九

一
〇
年
、
米
山

一
政

ｏ
森
嶋
稔

「第
二
編
古
代
」
『更
埴
市
史

第

一
巻

古
代

・
中
世
』

一
九
九
四
年
。

２４
　
小
山
岳
夫

「巨
大
集
落
の
出
現
」
（
長
野
県
考
古
学
会
誌
』
８６
、　
一
九
九
八
年
）。

２５
　
茂
原
信
生

ｏ
松
村
博
文

「第
８
節
１
篠
ノ
井
遺
跡
群

（長
野
県
）
出
土
の
人
骨

（弥
生
時
代
～
平

安
時
代
と

（『
中
央
自
動
車
道
長
野
線
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
１６

篠
ノ
井
遺
跡
群
成
果
と
課

題
編
』

一
九
九
七
年
）。

２６
　
小
林
正
史

ｏ
北
野
博
司

。
久
世
健
二

・
小
島
俊
彰

「北
部
九
州
に
お
け
る
縄
文

・
弥
生
土
器
の
野

焼
き
方
法
の
変
化
」
（韓
国
文
化
研
究
振
興
財
団

『青
丘
学
術
論
集
』
第
１７
集
、
二
〇
〇
〇
年
）。

２７
　
寺
内
隆
夫

「第
５
章
発
掘
調
査
資
料
総
論
」
『
屋
代
遺
跡
群
総
論
編
』
二
〇
〇
〇
年
。

２８
　
田
中
正
治
郎
元
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
員
に
よ
る
と
、
長
野
盆
地
の
弥
生
土
器

は
遺
跡
を
問
わ
ず
断
面
の
岩
石

・
鉱
物
の
肉
眼
観
察
だ
け
で
、
か
な
り
の
確
率
で
吉
田
式

・
栗
林
式

・

箱
清
水
式
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
型
式
と
胎
土
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
盆
地
内

の
特
定
の
集
落
が
粘
土
採
集
か
ら
土
器
製
作
ま
で
を
担
い
、
各
集
落

へ
分
配
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。
ま
た
都
出
比
呂
志
は
、
畿
内
の
弥
生
土
器
に
つ
い
て
、
弥
生
土
器
の
胎
土
は
大
和
、
河
内
な
ど

の
旧
制
の
国
毎
も
し
く
は
郡
く
ら
い
の
単
位
で
ま
と
ま
り
、
技
法
や
施
文
方
法
も
旧
制
の
郡
く
ら
い

の
差
が
あ
る
。
弥
生
の
大
集
落
は
旧
制
郡
内
に
二
～
三
個
ぐ
ら
い
の
密
度
な
の
で
、
こ
の
大
集
落
単

位
に
土
器
を
生
産
し
て
い
た
と
す
る

（都
出
比
呂
志

『
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
）
。

２９
　
桜
岡
正
信
は
、
武
蔵
型
甕
の
胎
土
は
分
布
域
で
い
ず
れ
も
近
似
し
、
焼
成

・
色
調
に
も
均
質
性
が

あ
り
、
各
地
域
の
在
地
甕
と
は
胎
土
の
共
通
性
が
あ
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
と
し
、
特
定
地
域
に
お

け
る
大
量
生
産
と
広
域
流
通
を
推
測
し
て
い
る

（桜
岡
正
信

「
武
蔵
甕
に
つ
い
て
―
上
野
地
域
の
生

産
と
流
通
―
」
響
同
崎
市
史
研
究
』
１７
、
二
〇
〇
三
年
）
。

３０
　
鳥
羽
英
継

「
第
８
章
第
１
節
屋
代
遺
跡
群
に
お
け
る
古
代
の
土
器
」
『
屋
代
遺
跡
群
古
代
編
』

一
九

九
九
年
。

３‐
　
山
田
真

一
「第
５
節
甲
信
」
（窯
跡
研
究
会
編

『
古
代
の
土
師
器
生
産
と
焼
成
遺
構
』

一
九
九
七
年
）。

【
付
記
】

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
河
西
学
地
質
研
究
室
長
に
は
岩
石

ｏ
鉱

物
同
定
や
解
釈
に
関
す
る
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

ま
た
次
の
皆
さ
ん
に
ご
教
示

・
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
あ
ま
か
ざ
り

工
房
、
小
野
経
弘
、
大
竹
憲
昭
、
川
崎
保
、
唐
木
田
又
三
、
北
沢
良
子
、
小
林
正
史
、
小
山
岳
夫
、
笹

沢
浩
、
鈴
木
徳
雄
、
高
野
弘
太
郎
、
田
中
正
治
郎
、
寺
内
隆
夫
、
鳥
羽
英
継
、
福
島
正
樹
、
松
代
陶
苑
、

松
代
古
窯
、
宮
下
健
司

（五
〇
音
順
、
敬
称
略
）

"



中世の図師について

中
世
の
図
師
に
つ
い
て

市
河
文
書
延
慶
二
年
卯
月
日

「志
久
見
郷
田
在
家
目
録
」
の
検
討

は

じ

め

に

戦
後
の
社
会
経
済
史
研
究
の
深
化
の
な
か
で
中
世
の
検
注
論
に
つ
い
て
は
、
費
月
圭
吾
の

一

連
の
研
究
が
学
界
の
到
達
点
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た

一
九
八
〇
年
代
に
は
費
月
の
業
績
を
出

発
点
と
し
こ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
た
富
澤
清
人
の
著
作
が
あ
る
。
富
澤
は
検
注
の
方
法
論
や

史
料
論
を
検
討
し
た
も
の
で
、
土
地
収
取
論
を
大
幅
に
前
進
さ
せ
た
。
こ
と
に
検
注
関
係
文
書

の
機
能
論
的
検
討
を
お
こ
な
い
、
こ
の
分
野
を
深
化
さ
せ
た
。

信
濃
国
関
係
で
は
市
河
文
書

（山
形
県
本
間
美
術
館
蔵
）
の
な
か
に
、
土
地
収
取
台
帳
で
あ
る

検
注
目
録
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
先
学
に
よ

っ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
文
書
の
な
か
に

は
図
師
と
呼
ば
れ
る
荘
園

。
公
領
制
の
時
代
特
有
の
職
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
古

代
の
図
師
に
つ
い
て
は
奥
野
中
彦
が
要
を
得
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

①
図
師
は
律
令
国
家
の
な
か
で
、
田
地
の
所
有
関
係

。
所
在
を
明
示
す
る
田
図

（田
文
）
を

制
作
す
る
役
人
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
律
令
制
が
崩
壊
後
も
、
国
衛
に
よ
る
検
注
に
際
し
て
も
ひ

き

つ
づ
き
検
注
帳
の
制
作
に
携
わ

っ
た
こ
と
。

②
図
師
は
常
時
置
か
れ
る
職

で
な
く
検
注
に
際
し
て
の
臨
時
職
で
あ

っ
た
こ
と
。

図
師
が
、
鎌
倉
時
代
の
語
彙
集

『
名
語
記
』
に
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（巻
四
十
八
四
）、

中
世
に
も
ひ
き

つ
づ
き
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
中
世
の
図
師
に
つ
い
て
具

体
的
に
論
じ
た
研
究
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
の
な
か
に
あ

っ
て
、
田
中
寿
朗
は
、
平
安

・
鎌
倉
期

の
図
師
に
つ
い
て
考
察
し
、
国
衝
領
と
荘
園
に
お
け
る
図
師
の
違
い
に
言
及
し
、
鎌
倉
期
に
な

り
国
衛
領
の
図
師
職
が
在
地
領
主
の
得
分
権
と
な

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

石

正

行

今
回
の
報
告
で
は
、
図
師
の
存
在
が
知
ら
れ
る
信
濃
唯

一
の
史
料
で
あ
る
市
河
文
書
を
検
討

し
、
図
師
に
つ
い
て
若
千
考
え
て
み
た
い
。

一

「志
久
見
郷
田

・
在
家
検
注
目
録
」
に
つ
い
て

法
Ｌ博

は
旧
占
Ｉ
Ｔ
〓
Ｌ
警
状
多
分
‐
わ
ほ

・二
里
肇
晨
千

＾
几
たピ
ヘ
ツ
ト
ｆ
ｆイ
タ
　
凝
懇
す

晨

え
お

　
ス
に

１

最

ロ
イ

串
精

‐ｏ
　
亡
塑
だ
を
下
―
タ

タを
駐
轡
各

―ヽ
　

　

　

　

　

色ヽ

´
７

・

１
１

ム
Ｌ

主
下
な

史
料

一　

志
久
見
郷
田
在
家
目
録
注
進
状

「志
く
み
の
く
て
ん
□
ん
ち
や
う

の
し
や
う
文
」

注
進
す

信
濃
国
高
井
郡
志
久
見
郷

嘉
元
二
年
初
任
正
検
田
在
家
目
録
事

合
見
作
田
弐
町
二
反
参
百
四
十
歩
　
在
家
四
宇

除

定
公
田
　
　
玖
段

定
公
在
家
　
四
宇

勘
料
田
　
　
士τ
町
参
段
参
百
四
十
歩

右
、
太
略
注
進
件
の
ご
と
し
、

延
慶
二
年
卯
月
　
日
　
図
師

（花
押
）

書
生

御
目
代

（花
押
）

鳳主
ヽ

`

市
河
文
書
中
に
の
こ
さ
れ
た
検
注
に
関
わ
る
史
料

一
を
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
嘉
元
二
年

２

一
一〇
四
）
に
実
施
さ
れ
た
国
衝
領
で
あ
る
高
井
郡
志
久
見
郷

（栄
村
）
の
田
、
在
家
の
検
注

"
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，

お

　

・

１

‥

ヽ
書

　

１

　

，

娘
藤
甲
ｒ
警
壼
夏
督
二
“

合

史
料

二
　

信
濃
国
庁
宜

庁
宣
す
　
　
　
留
守
所
下
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
膨

信
濃
国
高
井
郡
志
久
見
郷
内
湯
山
田
在
家
事

△
ロ

右
、
田
在
家
は
、
地
頭
中
野
五
郎
家
仲
知
行
分
に
お
い

て
は
、
重
代
堀
内
と
し
て
、
御
年
貢
以
下
万
雑
公
事
を

免
除
せ
ら
る
る
の
由
、
こ
れ
を
申
す
上
は
、
重
ね
て
こ

れ
を
免
除
せ
ら
る
也
、
在
庁
官
人
等
宜
し
く
承
知
す
べ

し
、
後
々
将
来
に
至
る
と
い
え
ど
も
、
敢
て
以
て
違
失

す
る
な
か
れ
、
働
て
宣
す
る
と
こ
ろ
件
の
ご
と
し
、

延
慶
二
年
四
月
　
日
　
僧
良
誉

（花
押
）

大
介

（花
押
）

お
●
４
■
■
曽
琴
雙
―

主

こ
と
で
あ
る
。
富
澤
は
検
注

帳
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
具

れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
耕
地
の
状
況
と
面
積
、
耕
作
人
を
確
定
さ
せ
た

「
取
帳
」
を
作
成
し
、
さ

ら
に
住
民
の
ま
え
で
こ
の
読
み
合
わ
せ
を
お
こ
な
う
、
異
義
が
な
け
れ
ば
、
取
帳
を
要
約
し
た

「
目
録
」
を
同
時
に
作
成
し
、
と
も
に
上
位
機
関

（国
検
で
あ
れ
ば
国
衛
、
荘
園
検
注
で
あ
れ
ば
荘

園
領
主
）
へ
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
史
料

一
か
ら
、
現
作

（見
作
）
田
が
二
町
二
段
三
四
〇
歩
、
在
家
四
宇

で
あ
る
こ
と

が
国
衛
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
さ
ら
に
公
田
の
う
ち
九
段
、
公
在
家
四
宇
が
免
田

・
免
在
家
、

す
な
わ
ち
志
久
見
郷
地
頭
得
分
と
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
志
久
見
郷
の
地

頭
は
市
河
盛
房
で
あ
る
。
国
衝
領
の
多
く
は
、
じ

つ
は
多
く
の
免
田
在
家
か
ら
成

っ
て
い
る
こ

と
は
す
で
に
富
澤
の
指
摘
の
と
お
り
だ
が
、
課
税
か
あ
る
い
は
非
課
税
か
の
国
衛
側
の
認
定
手

続
は
免
田
在
家
を
含
め
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
志
久
見
郷

一
円
が
勘
料
田
と
な

っ
た
。

こ
の
目
録
を
作
成
し
た
の
が
図
師

・
書
生

。
目
代
の
国
衛
官
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
目
代
の

花
押
は
延
慶
二
年
四
月

「
信
濃
国
庁
宣
」
（市
河
文
書
）
の
信
濃
国
大
介
と
同

一
花
押
で
あ
る
。

史
料
二
は
信
濃
国
大
介
か
ら
信
濃
国
衛
の
留
守
所
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
留
守
所
は

国
司
が
遥
任
せ
ず
在
京
し
て
い
る
場
合
の
国
衝
機
構
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
大
介
は
、

志
久
見
郷
内
の
湯
山

（栄
村
）
の
う
ち
中
野
家
仲
知
行
地
は
直
営
田
の
堀
内
の
た
め
、
万
雑
公

事
な
ど
諸
役
免
除
で
あ
る
旨
を
在
庁
官
人
に
通
達
し
て
い
る
。
な
お
こ
れ
よ
り
ま
え
、
中
野
氏

と
市
河
氏
は
所
領
を
め
ぐ
り
幕
府
の
裁
許
を
得
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
佐
藤
進

一
に
よ
る
と
、

国
司
庁
宣
は
宛
所
が
留
守
所
、
あ
る
い
は
目
代
と
な

っ
て
い
て
も

「文
書
は
そ
の
内
容
を
な
す

権
利

・
利
益
の
属
す
る
と
こ
ろ
に
帰
属
す
る
」
と
い
う
大
原
則
か
ら
、
時
代
が
く
だ
る
と
名
義

上
の
宛
所
か
ら
現
地
の

「
庄
園
の
荘
官
」
な
ど
受
益
者
が
請
け
取

っ
て
こ
れ
を
保
管
し
た
。
こ

の
国
庁
宣
も
志
久
見
郷

一
分
地
頭
だ

っ
た
中
野
氏
も
し
く
は
市
河
氏
の
手
元
に
遺
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
国
司
庁
宣
は
書
式
に
若
千
違
和
感
が
あ
る
。
ま
ず
書
き
出
し
だ
が
、
「
庁
宣
す

留
守
所
下
す
」
と
な

っ
て
い
る
。
普
通
、
国
庁
宣
は
在
京
国
司
が
朝
廷
の
国
務
の
事
項
に
つ
い

て
国
衛
官
人
に
指
示
伝
達
を
お
こ
な
う
様
式
で
、
平
安
時
代
以
降
国
司
の
追
任
制
度
が
浸
透
す

る
な
か
で

「官
符
」
に
対
応
し
て
発
生
し
た
下
達
文
書
で
あ
る
。
こ
の
場
合

「
庁
宣
す
　
留
守

所
」
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
「
宣
す
」
「下
す
」
が
重
複
し
て
い
さ
さ
か
お
さ
ま
り
が
悪

い
。
む
し
ろ

「留
守
所
下
す
」
と
い
う
書
式
は

「
留
守
所
下
文
」
の
書
き
出
し
で
、
留
守
所
目

代
が
国
内
各
所
に
布
達
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
国
司
庁
宣
の
ほ
と
ん
ど

の
書
止
文
言
は

「故
に
宣
す
」
あ
る
い
は

「
以
て
宣
す
」
で
締
め
く
く

っ
て
い
る
が
、
こ
の
信

濃
国
庁
宣
に
は
そ
れ
が
な
く
画
竜
点
晴
を
欠
い
て
い
る
。
さ
ら
に
発
給
者
の
目
代
は
ほ
と
ん
ど

全
て

「
大
介
十
姓
＋
花
押
」
で
署
名
し
て
い
る
が
、
こ
の
文
書
に
は
姓
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
も
管
見
の
か
ぎ
り
類
例
の
国
庁
宣
は
在
京
国
司
本
人

一
人
に
よ
る
署
名
で
あ
り
、
こ
の
文

書
は
異
例
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
文
書
は
、
何
ら
か
の
意
図
で
在
庁
目
代

が
作
成
し
た
疑
文
書
で
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。



中世の図師について

史
料

一
に
み
え
る
書
生
は
国
衛
の
下
級
役
人
で
あ
る
。
図
師
に
つ
い
て

『
長
野
県
史
』
で
は

「
延
慶
二
年
、
高
井
郡
志
久
見
郷
の
検
注
目
録
の
作
成
で
は
、
書
生
と
図
師
が
目
代
の
下
で
働

い
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
の
み
で
、
人
物
を
特
定
し
て
い
な
い
。
『
信
濃
史
料
』
、
『
新
編
信

濃
史
料
叢
書
』
で
も
人
物
比
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
郷
道
哲
章
は
こ
れ
を
市
河
盛
房

の
花
押
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
花
押
は
ま
さ
に
盛
房
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う

（写
真
１
）。

さ
て
、
史
料

一
の
検
注
目
録
が
な
ぜ
市
河
文
書
の
な
か
に
混
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
文
書
が
案
文
も
し
く
は
写
し
で
あ
り
、
正
文
は
国
衛
の
公
文
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
、
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
富
澤
が
述
べ
る
よ
う
に
、
す
で
に
取
帳
を
要
約
し
た
検
注
目

録
は
文
書
機
能
論
的
に
は
領
主

（
こ
こ
で
は
国
衛
）
に
こ
そ
必
要
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
郷
道
は

こ
う
し
た
考
え
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に

「
御
目
代
」
と
い
う
表
記
な
ど
こ
の
文
書
が
疑
義
が
あ
り
、

正
文
で
な
い
こ
と
を
推
定
し
た
。

し
か
し
、
目
代
と
図
師
の
署
判
が
据
え
ら
れ
た
う
え
、
端
裏
書
に
も

「
し
ゃ
う
も
ん

（
＝
正

文
と

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
正
文
と
し
て
こ
の
文
書
が
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と

も
間
違
い
な
い
。
検
注
目
録
に
み
え
る

「
御
代
官
」
、
「
御
目
代
」
と
い
う
表
記
も
後
述

（第
二

〓こ

す
る
よ
う
に
多
く
の
用
例
が
あ
る
。
目
録
は
現
地
で
作
成
さ
れ
た
取
帳
を
も
と
に
照
合
し

な
が
ら
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
図
師
と
書
生
に
よ

っ
て
目
録
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
が
国
衛

に
注
進
さ
れ
た
。
こ
れ
が
取
帳
と
照
合
さ
れ
て
、
最
後
は
目
代
に
披
閲
さ
れ
た
の
ち
花
押
が
据

え
ら
れ
て
い
る
。
井
原
今
朝
男
は

「
近
江
国
香
薗
田
数
目
録
」
を
も
と
に
、
こ
う
し
た
目
録
が

目
代
の
花
押
を
付
さ
れ
た
の
ち
に
在
地
に
返
却
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
。
と
す
れ
ば
ま
さ
に
こ
の
目
録
は
国
衛
関
係
者
の
署
判
を
加
え
て
現
地
に
返
却
さ
れ
保
管
さ

れ
た
も
の
で
、
実
質
的
な
正
文
で
あ

っ
た
と
考
え
た
い
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
目
録
自
体
に
盛
房
が
図
師
と
し
て
署
名
し
た
こ
と
で
あ
る
。
国
衛

領
の
耕
地
状
況
を
上
申
し
、
租
税
申
告
す
る
文
書
の
ま
さ
に
公
平
性
を
証
明
す
る
図
師
と
し
て
、

地
頭
領
主
で
あ
る
当
事
者
盛
房
が
文
書
作
成
に
関
わ

っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
事
で
あ
る
。
図

師
が
単
に
目
代
の
下
に
働
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
在
庁
官
人
と
、
地
頭
や
郡
司
な
ど
の
中

間
領
主
層
と
の
共
同
作
業
の
も
と
で
取
帳
や
日
録
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
鎌
倉
期
の
図
師
が
い
か
な
る
社
会
的
位
置
づ
け
に
あ

っ
た
の
か
を
考
え
る
貴
重
な
事
例

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
図
師
の
職
能
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
　
図
師
の
用
例

市
河
文
書
の
検
注
目
録
に
図
師
が
み
え
る
が
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
そ
こ
か
ら
は
判
然
と

し
な
い
。
そ
こ
で
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
史
料
か
ら
、
図
師
の
用
例
を
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。

①
　
荘
園
の
領
域
確
定

史
料
三
　

「美
濃
国
司
庁
宣
案
」
（傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

庁
宣
す
　
留
守
所

宣
旨
状
に
ま
か
せ
沙
汰
い
た
さ
し
む
べ
き
東
大
寺
領
大
井

・
赤
野
辺
両
庄
事

右
件
の
庄
、
延
久
三
年
官
符
に
ま
か
せ
、
免
除
せ
し
む
べ
き
の
由
宣
旨
を
下
さ
る
、
国
使

に
郡
司

・
図
師
を
相
添
え
、
相
共
に
四
至
を
相
た
だ
す
べ
き
の
状
、
宣
す
る
と
こ
ろ
の
旨

件
の
ご
と
し
、

嘉
保
三
年
五
月
廿
八
日

大
介
源
朝
臣

〈在
判
〉

史
料
四

「
大
部
荘
百
姓
等
申
状
」

大
部
御
庄
百
姓
等
謹
て
言
上
す

殊
に
撫
民
御
徳
政
を
垂
れ
ら
れ
、
去
今
両
年
早
魃
に
よ
り
、
百
姓
為
す
方
な
き
上
は
、

事
を
庄
民
に
優
ら
れ
ん
と
欲
す
る
条

ゝ
子
細
状

一　

早
魃
に
よ
り
、
作
毛
損
亡
の
間
、
庄
家
期
を
合
わ
さ
ざ
る
事

（中
略
）

一　

預
所
殿
済

ゝ
御
下
向
、
公
私
と
し
て
難
治
た
る
べ
き
事

右
東
南
院
家
御
知
行
の
時
は
、
預
所
御
下
向
の
時
、
迎
夫

・
博
馬
そ
の
煩
な
し
、
し
か

る
に
御
寺
御
管
領
の
た
め
、
永
仁
三
年
数
多
の
夫

・
博
馬
召
さ
る
る
の
間
、
子
細
申
す
べ

き
と
い
え
ど
も
、
始
て
御
庄
務
あ
る
べ
き
の
上
は
、
庄
家
の
外
と
云
い
、
所
務
の
様
と
云

い
、
御
存
知
の
た
め
、
御
下
向
あ
る
べ
き
の
由
、
仰
下
さ
る
る
の
間
、
音
な
く
そ
の
沙
汰

致
し
畢
ぬ
、
そ
の
後
去
年
去

ゝ
年
打
連
ね
、
上
□
三
所
、
下
十
余
人
の
夫

・
博
馬
召
さ
る

"
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る
の
間
、
毎
年
所
課
、
庄
家
の
煩
た
る
の
条
、
堪
え
が
た
き
の
庭
、
今
年
又
仰
せ
下
さ
る

る
の
ご
と
く
ん
ば
、
上
六

・
七
人
、
下
十
五

。
六
人
と
云
々
、
こ
の
早
魃
に
よ
り
、
馬
と

云
い
、
人
と
云
い
、
喰
物
根
料
な
き
の
虎
、
そ
の
数
参
上
の
条
、
叶
え
難
き
も
の
也
、
か

つ
う
は
検
見
の
時
、
先
々
は
、
預
所
殿
は
出
対
な
く
、
代
官
を
以
て
検
見
せ
ら
る
の
間
、

惣
見
の
外
は
、
博
馬
を
召
さ
る
事
、
都
て
以
て
そ
の
例
な
き
虎
、
此
両
三
年
は
、
自
身
皆

御
出
の
間
、
毎
日
博
馬
召
さ
る
に
よ
り
、
田
取
図
師

ｏ
公
文
代
に
至
り
、
皆
博
馬
□
付
を

宛
て
、
連
日
数
十
博
馬
□
付
催
促
せ
ら
る
る
の
条
、
百
姓
の
煩
也
、
か

つ
う
は
百
姓
言
上

に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
済

ゝ
御
下
向
の
時
は
、
御
寺
運
納
の
御
年
貢
、
定
め
て

減
少
せ
し
む
も
の
か
、　
一
所
御
下
向
、
何
の
不
足
あ
る
べ
き
か
、
然
ら
ば
、
公
私
の
た
め
、

済
々
御
下
向
止
め
ら
る
べ
き
也

（下
略
）

永
仁
六
年
六
月
　
日

史
料
三
は
東
大
寺
領
美
濃
国
大
井
荘
な
ら
び
に
茜
部
荘
の
荘
域
確
定
に
か
か
わ
る
史
料

で
あ

る
。
東
大
寺
側
は
国
衛
側
と
荘
園
の
領
域
に
つ
い
て
、
領
域
内
の
あ
ら
た
に
開
発
さ
れ
た
籠
作

地
を
寺
領
と
す
る
か
公
領
と
す
る
か
で
相
論
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
延
久
三
年

（
一
〇
七

こ

の
太
政
官
符
に
よ
り
、
こ
れ
が
荘
園
の
領
域
す
な
わ
ち
免
田
と
な
り
四
至
が
確
定
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。

つ
い
て
は
、
美
濃
国
大
介
源
某
が
美
濃
国
留
守
所

へ
検
注
を
お
こ
な
う
よ
う
に
命
令

し
て
い
る
。
こ
の
と
き
国
衛
か
ら
検
田
使
を
派
遣
し
、
在
地
の
郡
司
と
と
も
に
図
師
を
そ
こ
に

加
え
て
検
注
を
お
こ
な
う
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
図
師
が
検
注
の
際
に
荘
園
検
注
に
同
行
し
た

こ
と
は
鎌
倉
時
代
に
な

っ
て
も
か
わ
ら
な
い
。
史
料
四
も
お
な
じ
く
東
大
寺
領
の
大
部
荘

（現

在
兵
庫
県
小
野
市
付
近
を
中
心
と
し
た
荘
園
）
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
が
、
史
料
三
が
国
衛
検
注
で

あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
荘
園
領
主
に
よ
る
検
注
で
あ
る
。
大
部
荘
は
当
初
奈
良
東
南
院
の
荘

園
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
東
大
寺
を
領
家
と
し
た
。
東
大
寺
領
と
な

っ
て
か
ら
、
干
魃
に
よ
り

百
姓
の
諸
負
担
が
重
く
な

っ
た
こ
と
も
影
響
し
、
諸
役
軽
減
を
何
度
か
訴
え
て
い
る
。
こ
と
に

検
注
時
の
万
雑
公
事
を
軽
減
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
東
大
寺
を
領
家
と
仰
ぐ
よ
う
に
な

っ

て
、
そ
れ
ま
で
検
注
時
に
は
預
所
は
下
向
し
な
か

っ
た
の
に
み
ず
か
ら
現
地
に
お
も
む
く
よ
う

に
な
っ
た
、
し
た
が

っ
て
住
人
は
伝
馬
や
迎
夫
な
ど
に
多
く
の
負
担
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
あ
ま

つ
さ
え
現
地
の
公
文
代
や
図
師
ま
で
が
十
数
頭
の
伝
馬
口
取
を
連
日
の
よ
う
に
要
求

し
て
く
る
の
で
大
変
な
負
担
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
預
所
下
向
が
あ
る
年
は
東
大
寺

へ
運
上
す

る
年
貢
は
減

っ
て
し
ま
う
の
は
当
然
だ
、
と
住
人
ら
は
述
べ
て
い
る
。

検
注
時
の
検
注
使
接
待
な
ど
住
人
の
負
担
が
大
き
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
山
寺
領
小

木
曽
荘

（南
木
曽
町

ｏ
木
曽
町

ｏ
上
松
町
を
領
域
と
し
た
荘
園
）
を
題
材
に
し
て
費
月
圭
吾
の
研
究

が
あ
り
検
注
に
際
し
て
、
図
師
が
荘
園
側
の
現
地
実
務
者
で
あ
る
公
文
代
と
と
も
に
作
業
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
末
期
、　
一
般
的
に
国
衛
領
で
は
国
検
に
際
し

「郡
司
刀
禰
等
は
国
衛
の
進
止
と
し

て
、
検
田
検
畠
の
時
、
彼
等
を
以
て
図
師
」
と
し
た
の
は

「条
里
坪
並
、
図
師
を
以
て
明
鏡
」

と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
な

っ
て
も
図
師
が
相
論
や
検
注
に
関
わ
り
を
持

つ
の
は
こ

う
し
た
図
師
の
職
能
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

Ｏ
　
寺
領
に
つ
い
て
精
通
し
て
い
る
人
物

史
料
五
　

「
興
福
寺
政
所
下
文
案
」

政
所
下
す
　
栄
山
寺
田
堵
等

早
く
年
来
注
し
落
さ
る
田
畠
の
所
当
官
物
を
弁
進
す
べ
き
事

坪
付

〈在
別
紙
〉

右
、
彼
の
寺
の
解
状
を
得
る
に
い
わ
く
、
「
件
の
坪
坪
、
寺
領
と
し
て
多
く
数
百
歳
に
及

ぶ
、
し
か
る
に
寺
家
の
文
書
牢
篭
の
間
、
も

っ
て
先
年
図
師
僧
永
真
を
召
し
、
寺
領
を
注

進
せ
し
む
る
の
処
、
大
切
の
坪
坪
弐
拾
餘
町
を
注
し
お
と
さ
る
の
由
、
そ
の
風
聞
あ
り
と

い
え
ど
も
、
く
だ
ん
の
公
験
な
き
に
よ
り
、
そ
の
沙
汰
あ
た
わ
ざ
る
、
す
で
に
数
年
を
経

る
、
し
か
る
に
今
年
春
、
く
だ
ん
の
寺
領
の
度
度
の
官
符

ｏ
民
部
省
勘
文

ｏ
代
代
の
国
判

等
出
来
す
、
よ

っ
て
先
年
の
注
文
を
披
校
せ
じ
め
、
案
の
ご
と
く
十
五

。
六
町
を
注
し
落

と
さ
る
、
て
い
れ
ば
、
田
堵
等
同
心
し
謀
計
に
似
す
、
所
為
、
甚
だ
以
て
非
常
也
、
今
に

お
い
て
は
、
く
だ
ん
の
坪
坪
は
官
省
符
に
ま
か
せ
、
所
当

。
官
物
を
早
く
寺
家
に
弁
進
す

べ
き
の
由
、
裁
下
せ
ら
る
べ
し
」
、

て
い
れ
ば
、
解
状
の
旨
に
ま
か
せ
、
所
当

。
官
物
を

弁
済
せ
し
む
べ
き
状
、
仰
す
る
と
こ
ろ
件
の
ご
と
し
、
故
に
下
す
、

永
長
二
年
八
月
廿
八
日
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別
当
法
印
権
大
僧
都

〈判
〉

大
和
国
栄
山
寺
は
興
福
寺
の
末
寺
で
あ
る
。
坪
付
か
ら
欠
落
し
た
田
畠
に
関
わ
る
所
富
官
物

を
早
く
納
入
す
る
よ
う
興
福
寺
政
所
が
栄
山
寺
田
堵
ら
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
末

寺
の
栄
山
寺
が
現
地
支
配
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
古
来
よ
り
の
文
書
が
紛
失
し
た
た
め
、
図
師

僧
永
真
に
寺
領
を
書
き
上
げ
て
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
二
〇
町
あ
ま
り
を

落
と
し
て
報
告
し
た
と
い
う
噂
が
立

っ
た
が
証
拠
書
類
が
な
い
た
め
そ
の
ま
ま
に
な

っ
た
と
い

う
。
そ
の
後
、
太
政
官
符
な
ど
代
だ
い
の
重
要
書
類
が
出
て
き
た
の
で
永
真
の
注
進
状
を
校
正

し
た
と
こ
ろ
、
案
の
定

一
五

・
六
町
の
欠
落
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
田
堵
等
が
示
し
合
わ
せ
寺
側

が
謀
を
廻
ら
せ
た
よ
う
に
し
む
け
た
の
だ
、
と
い
う
。
こ
う
し
た
栄
山
寺
側
の
解
文
を
も
と
に

興
福
寺
は
す
み
や
か
に
未
済
所
富
を
負
う
よ
う
に
命
じ
た
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
現
地
支
配
を
お
こ
な
う
栄
山
寺
が
図
師
に
命
じ
て
寺
領
域
を

注
進
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
、
田
畠
の
所
在
に
よ
く
通
じ
た
人
物
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

検
注
で
取
帳
を
作
成
す
る
と
き
、
住
人
の
前
で
読
み
合
わ
せ
を
お
こ
な
い
両
者
の
合
意
形
成
が

は
か
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き
図
師
は
現
地
の
田
堵
の
言
い
分
に
し
た
が

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

③
　
古
老
百
姓
と
し
て
の
図
師

史
料
六
　
「
伊
勢
国
曾
祢
荘
年
貢
以
下
請
文
」

請
け
申
す
　
醍
醐
寺
御
領
伊
勢
国
曽
根
庄
毎
年
御
年
貢
以
下
事

右
当
庄
所
務
の
事
、
建
長

・
文
永
以
後
、
惣
検
を
閣
せ
ら
れ
る
の
間
、
御
年
貢
年
を
追
い

減
少
せ
じ
め
、
あ
わ
せ
て
沙
汰
人
百
姓
等
の
私
曲
有
る
に
似
た
り
、
こ
れ
に
よ
り
か

つ
う

は
旧
規
に
ま
か
せ
、
か

つ
う
は
興
行
と
し
て
、
正
検
を
遂
ぐ
べ
き
の
旨
、
御
教
書
を
な
さ

る
、
検
使
を
差
し
く
だ
さ
る
の
間
、
文
永
の
取
帳
を
守
り
、
そ
の
節
を
遂
げ
ん
と
欲
す
る

の
処
、
故
実
の
沙
汰
人
絶
え
、
古
老
百
姓
等
死
亡
せ
じ
め
お
わ
ん
ぬ
、
よ

っ
て
下
地
の
図

師
を
引
き
が
た
き
の
間
、
里
坪
の
指
南
よ
ん
ど
こ
ろ
な
し
、
随
て
近
年
動
乱
に
よ
り
、
土

民
こ
と
に
窮
困
す
、
然
れ
ば
す
な
わ
ち
撫
民
の
た
め
、
居
合
の
御
沙
汰
を
経
ら
れ
ば
、
文

永
取
帳
に
ま
か
せ
、
御
年
貢
以
下
を
進
済
せ
し
む
べ
き
の
由
、
百
姓
等

一
同
請
け
申
す
と

こ
ろ
也
、
此
上
は
自
今
以
後
、
御
年
貢
な
ら
び
に
色
々
済
物

一
事
以
上
、
か

つ
う
は
彼
帳

を
守
り
、
か

つ
う
は
先
例
に
ま
か
せ
、
仰
せ
に
随
い
下
可
沙
汰
こ
れ
を
進
す
べ
し
、
次
い

で
新
田
所
当
事
、
建
武
の
帳
に
ま
か
せ
、
同
じ
く
こ
れ
を
進
納
せ
し
む
べ
し
、
更
に
惣
庄

年
貢
を
混
ぜ
る
べ
か
ら
ず
、
若
し
條
々

一
事
た
り
と
も
い
え
ど
も
、
こ
の
請
文
に
違
犯
す

べ
か
ら
ず
、
但
し
天
下

一
同
の
損
亡
の
時
、
損
免
申
す
べ
し
、
惣
て

一
塵
た
り
と
い
え
ど

も
、
対
押
物
を
未
進
い
た
さ
ば
、
所
職

ｏ
名
田
を
収
公
せ
ら
れ
た
て
ま

つ
り
、
御
領
内
を

追
放
せ
ら
る
べ
し
、
そ
の
時
公
私
に
つ
き
子
細
申
す
べ
か
ら
ず
、
よ

っ
て
沙
汰
人
百
姓
等

一
同
請
申
す
と
こ
ろ
件
の
ご
と
し
、

貞
和
三
年
九
月
四
日

下
郷
寂
蓮

（花
押
）

上
郷
園
勝

久
米
郷
右
馬
允

醍
醐
寺
三
宝
院
座
主
領
の
伊
勢
国

一
志
郡
曽
祢
荘

（現
在
の
松
阪
市
周
辺
を
領
域
と
す
る
）
沙

汰
人
百
姓
等
の
請
文
で
あ
る
。
沙
汰
人
百
姓
は
、
荘
園
領
主
や
荘
官
の
代
理
人
と
し
て
、
命
令

や
判
決
を
現
地
で
執
行
す
る
有
力
農
民
で
あ
る
。
建
長

。
文
永
以
後
、
曽
祢
荘
の
年
貢
が
減
少

し
、
あ
る
い
は
沙
汰
人
百
姓
ら
の
私
曲
が
あ
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
、
寺
側
は
厳
格
に
徴
収

し
よ
う
と
す
る
た
め
正
検
を
お
こ
な
い
、
検
注
使
を
派
遣
さ
せ
た
。
沙
汰
人
ら
は
、
文
永
の
検

注
時
に
住
民
合
意
で
作
成
さ
れ
た
取
帳
を
も
と
に
あ
ら
た
め
て
検
注
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た

が
、
「
故
実
の
沙
汰
人
」
が
絶
え
、
「
古
老
百
姓
」
が
死
亡
し
て
し
ま

っ
て
い
た
の
で
、
「
図
師

を
引
き
が
た
し
」
す
な
わ
ち
選
び
だ
す
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
た
め
田
積
な
ど
の
指
図
の
拠
が

な
い
。
ま
し
て
や
近
年
動
乱
が
引
き
続
い
て
い
る
た
め
百
姓
は
困
窮
し
て
い
る
。
ど
う
か
、
改

め
て
検
注
使
が
お
こ
な
う
正
検
で
は
な
く
、
居
合
検
注
で
実
施
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
文
永
取

帳
に
も
と
づ
き
沙
汰
人
百
姓
が
年
貢
を
請
け
負
う
、
と
寺
に
請
文
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
か
ら
は
、
正
検
で
四
至
の
確
認
に
図
師
が
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
、
図
師
が
故
実
沙
汰

人
や
古
老
百
姓
と
い
わ
れ
る
人
び
と
の
な
か
か
ら
引
き

つ
の
り
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
慣
例
で
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
脈
か
ら
故
実
の
沙
汰
人
、
古
老
百
姓
は
ほ
ぼ
同

一
の
職
掌
で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。
美
濃
国
大
井
荘
で
も
古
老
図
師
が
本
領
と
加
納
分
の
四
至
の
由
来
に
つ
い
て
在
庁

官
人
と
と
も
に
召
喚
さ
れ
て
実
否
を
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る
。
図
師
が
在
庁
官
人
で
な
い
在
地

の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
物
が
た

っ
て
い
る
。
先
学
の
研
究
で
は
古
老
は
単
な
る
老
人
で
は
な
く
、

中世の図師について
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村
落
集
団
内
の
上
藤
身
分
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
『
名
語
記
』
（巻
四
‐
八
四
）
に
記
さ
れ
て

い
る
図
師
が

「
故
実
ノ
仁
、
田
畠
ノ
所
在
ヲ
ヨ
ク
シ
レ
ル
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
故
実
の
沙

汰
人
と
は
図
師
の
姿
を
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
な
る
と
図
師
は
、
村
落
内
の
故
実
に
通
じ
た
上
藤
身
分
の
な
か

か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

“
　
在
地
に
お
け
る
社
会
的
認
知
機
能

史
料
七
　
「
筑
前
国
藤
井
今
武
田
地
売
券
」

謹
み
て
辞
す
　
　
　
浩
渡
す
所
領
　
田
伍
坪
事

在
恰
土
郡
大
野
郷
参
図
拾
玖
里
拾
陸
坪
壱
町
、
拾
捌
里
拾
捌
坪
伍
反
、
拾
玖
坪
参
反
、

拾
玖
里
拾
玖
坪
陸
段
、
弐
拾
坪
辞
段
陸
拾
歩
、

直
価
疋

右
件
田
は
、
要
用
あ
る
に
よ
り
、
永
年
を
か
ぎ
り
中
原
盛
平
浩
り
渡
し
進
す
る
と
こ
ろ

件
の
ご
と
し
、
但
し
本
公
験
に
お
い
て
は
、
連
券
た
る
に
よ
り
、
副
え
進
す
あ
た
わ
ず
、

よ

っ
て
後
代
証
験
の
た
め
、
新
券
、
以
て
解
す
、

康
和
五
年
三
月
十
日
　
藤
井
今
武

府
老
藤
原

（花
押
）
　
　
　
（筑
前
国
印
ア
リ
）

「
件
の
田
、
今
武
年
来
所
領
田
地
は
、
要
用
に
よ
り
浩
渡
さ
し
む
る
と
こ
ろ
明
白
な
り

働
て
随
近
こ
れ
を
加
署
す
、

大
分
宮
別
当
文
屋

（花
押
）

神
崎
庄
別
当
小
野

（花
押
）

天
満
宮
権
大
宮
司
小
野
朝
臣

（花
押
と

「
判

郡
司
高
橋

（花
押
）

図
師

権
大
橡
早
部

（花
押
）

件
の
田
坪
坪
、
本
領
主
延
末
浩
券
な
ら
び
に
随
近
署
判
井
郡
司
図
師
証
判
あ
る
に
よ
り
、

与
判
す
、

新
図
師
判
官
代
早
部

（花
押
）

郡
司
兼
府
老
藤
原
」

「
浩
券
な
ら
び
に
在
地
郡
司

。
図
師
随
近
等
署
判
之
旨
に
ま
か
せ
、
こ
れ
を
領
知
せ
し
む

べ
し
、

少
弐

（花
押
）

壱
岐

（花
押
）

府
老
藤
原

（花
押
と

こ
れ
は
平
安
時
代
の
土
地
売
買
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
。
九
世
紀
以
降
の
古
代
墾
田
地
売
買

に
お
い
て
は
、
売
券
は
売
り
主
だ
け
で
な
く
、
在
地
の
有
力
農
民

（随
近
）
の
署
判
が
必
要
で
、

と
く
に
こ
れ
が
在
地
社
会
の
中
で

「
在
地
明
白
＝
あ
き
ら
め
も
う
す
」
と
披
露
さ
れ
認
知
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
。
こ
の
承
認
を
う
け
郡
司
、
図
師
が
証
判
を
与
え
売
買
を
公
的
に
承
認

し
、
太
宰
府
が
最
終
的
に
認
可
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
図
師
早
部
の
官
途
は
権
大
橡

（判
官

代
）
で
国
衛
の
下
級
役
人
だ

っ
た
。
奥
野
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
律
令
制
下
の
公
領
に
お

け
る
図
師
は
国
衛
に
属
し
た
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で

指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
図
師
は
在
地
に
お
け
る
土
地
売
買
を
公
認
す
る
社
会
的
認
知
機
能

を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
康
平
五
年

（
一
〇
六
一
し

法
隆
寺
僧
蓮
照
が
、
類
地
の

公
験
を
精
査
し
、
坪
付
を
確
認
す
る
際
に
、
寺
僧
が
数
人
の
立
会
人
と
と
も
に
確
認
す
る
作
業

を
行

っ
て
い
る
。
醍
醐
寺
報
恩
院
で
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
、
「
当
時
こ
の
辺
図
師
相
続

の
輩
断
絶
」
し

「類
田
文
書
を
以
て
こ
れ
を
決
す
る
」
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
と
し
、
類
田

す
な
わ
ち
分
割
さ
れ
た
田
畠
に
関
わ
る
手
継
文
書
を
勘
合
し
て
坪
付
を
記
す
も
の
が
い
な
く
な
っ

た
と
嘆
い
て
い
る
国
衛
領
と
異
な
り
寺
領
荘
園
で
は
寺
僧
が
図
師
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

い
っ
ぽ
う
で
在
地
開
発
に
か
か
わ

っ
た
郡
司
が

「
府
老
」
を
称
し
て
い
る
点
は
、
在
地
社
会

に
お
け
る
古
老
の
位
置
づ
け
が
、
単
な
る
故
実
に
熟
知
し
た
人
物
、
田
畠
の
所
在
を
よ
く
知

っ

て
い
る
人
物
と
い
う
評
価
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
図
師
の
社
会
的
認
知
機
能
の
側
面
は
、
室
町
時
代
に
な

っ
て
も
残
存

。
継
続
し
て

い
た
。

"
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史
料
八
　
「
福
祥
寺
寄
進
田
目
録
」

「
寄
進
申
坪
付
之
事
　

水ヽ
徳
三
年
　
月
」

福
祥
寺
御
台
堂
御
寄
進
田
坪
付
事

〈
ロ

田
尻
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北

ハ
タ
坪

浄
心
房
作
　
　
半
　
　
　
　
　
弁
法
橋
房
　
　
　
小

天
神
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ウ
サ
ワ
ノ
池
内

道
観
作
　
　
　
半
　
　
　
　
　
道
泉
作
　
　
　
　
半

天
神
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
屋
前

玄
妙
作
　
　
　
半
　
　
　
　
　
平
野
殿
作
　
　
　
大

以
上
三
段

右
坪
付
の
条
件
の
ご
と
し

永
徳
三
年
十
月
　
　
日
　
　
　
　
図
師
玄
龍

（花
押
）

御
代
官
常
員

（花
押
）

史
料
八
は
浄
心
房
以
下
六
名
の
作
田
三
段
を
福
祥
寺

（須
磨
寺
）
に
寄
進
し
た
と
き
の
文
書

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
図
師
と
代
官
が
連
名
で
寄
進
内
容
が
相
違
な
い
こ
と
を
署
名
し
て
い
る
。

図
師
は
土
地
の
範
囲
や
位
置
を
熟
知
し
て
お
り
、
契
約
の
証
人
と
も
な

っ
た
。
玄
龍
は
検
注
の

あ
と
寄
進
坪
付
注
文
を
作
成
し
た
う
え
、
代
官
常
員
が
こ
れ
を
確
認
し
て
花
押
を
据
え
て
い
る
。

福
祥
寺
が
ど
の
荘
園
に
属
し
た
か
確
認
で
き
な
い
が
、
代
官
は
荘
園
領
主
の
検
注
使
と
し
て
派

遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
史
料

一
の
市
河
文
書
の
検
注
目
録
も

「
御
代
官
」
と
あ
り
様
式
上
の
疑

義
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
在
地
で
作
成
さ
れ
た
目
録
に
対
し
て
、
代
官

ら
が
花
押
を
加
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
永
仁
四
年
二
月

「倉
見
荘
検
注
目
録
」
も
、

図
師
沙
弥
十
念
の
花
押
と
と
も
に
、
「
御
代
官
」
、
「
御
使
」
と
表
記
さ
れ
、
御
使
朝
忠
の
花
押

が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
福
祥
寺
に
は
も
う

一
通
検
注
目
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
録
は

「
図
師
長
賢
」
に

よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
。
「
福
祥
寺
歴
代
」
に
よ
れ
ば
応
安
元
年

（
〓
量
ハ
八
）
寺
宮
殿
組
の
建
立

の
願
主
に
長
賢
が
み
え
、
福
祥
寺
僧
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
　
図
師
の
紛
失
状
作
成
は
当
所
大
法

史
料
九
　
Ａ

「
図
師
久
貞

。
田
所
信
貞
紛
失
状
」

立
申
　
紛
失
状
之
事

〈
口士電
段
者
　
田
白
田
　
醇
剤
赫

ヨ
リ
五
段
目

右
件
田
畠
の
本
文
書
、
雑
乱
せ
し
む
る
の
よ
り
、
当
所
大
法
の
旨
に
ま
か
せ
、
紛
失
田
図

師
加
判
せ
し
む
る
所
也
、
万

一
本
文
書
と
号
し
出
来
の
輩
あ
ら
ば
、
盗
人
の
罪
科
に
処
せ

ら
る
べ
き
も
の
也
、
働
て
後
証
の
た
め
紛
失
状
件
の
ご
と
し
、

明
（腕

島
年
岬
八
月
十
日
　
　
　
　
図
師
　
久
貞

（花
押
）

］

田
所
　
信
貞

（花
押
）

史
料
九
　
Ｂ

「
サ
ク
ラ
丼
志
水
重
能
売
券
」
∩
京
八
幡
文
書
し

売
渡
申
田
畠
の
事

合
壱
段
者
　
字
松
ノ
本

四至一回”闘臥雌Ч□耐働大道ヲ

右
彼
の
田
畠
者
、
今
要
用
あ
る
に
よ
り
、
現
銭
弐
貫
百
文
永
代
八
幡
山
道
の
衛
門
太
郎
衛

門
仁
売
渡
申
処
実
也
、
但
し
本
文
書
の
事
は
、
降
目

一
乱
の
時
、
引
き
失
う
に
よ
り
、
図

師

。
田
所
の
紛
失
状
ヲ
相
副
者
也
、
本
役
郷
稜
壱
斗
壱
升
也
、
此
外
万
雑
公
事
こ
れ
無
し
、

働
て
永
代
明
鏡
の
状
と
し
て
、
件
の
ご
と
し

サ
ク
ラ
丼
志
水

明
応
参
年
八
月
廿
四
日
　
　
　
重
能

（花
押
）

史
料

一
〇
　
Ａ

「
図
師
源
延
貞
等
紛
失
状
」
∩
唐
招
提
寺
文
書
し

新
立
券
　
紛
失
状
の
事

合
城
内
東
頬
］州赦対訳嘔寸

右
敷
地
は
、
故
対
馬
法
橋
善
基
よ
り
息
女
尼
園
妙
に
相
伝
の
地
也
、
　
働
て
当
知
行
相
違

な
し
と
い
え
ど
も
、
本
証
文
、
社
頭
□
録
之
時
、
紛
失
せ
し
む
る
の
間
、
後
代
亀
鏡
の
た

め
所
請
宮
寺
図
師

ｏ
田
所
署
判
也
、
向
後
本
券
状
た
る
べ
し
、
但
し
本
地
子
は
、
封
戸
米
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四
舛
弁
済
せ
し
む
る
也
、
働
て
紛
失
の
状
件
の
ご
と
し
、

貞
治
六
年
十
月
廿
七
日

図
師
左
衛
門
尉
源
延
貞

（花
押
）

御
供
所
預
田
所
左
衛
門
尉
源
長
貞

（花
押
）

史
料

一
〇
　
Ｂ
　
「
尼
園
妙
等
屋
敷
地
売
券
」
翁
唐
招
提
寺
文
書
し

売
渡
　
屋
敷
壱
所

在
城
内
東
頬
卿楓破競駅Ｍ寸

四
至工剛輌際髄堀
　剛煉鵬開

右
件
の
屋
敷
者
、
故
対
馬
法
橋
善
基
本

ヨ
リ
息
女
尼
園
妙
譲
得
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
る
を

要
用
あ
る
二
よ
て
直
銭
壱
貫
参
百
文
宛
筑
後
法
眼
御
房
に
う
り
わ
た
し
た
て
ま

つ
る
も
の

な
り
、
本
文
書
は
去
る
建
武
動
乱
の
時
社
頭
の
御
倉
に
を
き
て
み
な
ノ
ヽ
紛
失
せ
じ
め
候

畢
。
働
て
後
代
の
た
め
、
宮
寺
図
師

。
田
所
の
証
判
を
相
副
え
候
上
は
、
更

二
わ

つ
ら
ひ

あ
る
へ
か
ら
す
。
但
本
役
に
ハ
委
細
封
戸
米
四
舛
分
ほ
か
に
は
さ
た
な
く
候
、
働
て
売
券

の
状
件
の
ご
と
し
、

貞
治
六
年
十

一
月
十
五
日
　
　
　
　
　
尼
園
妙

（花
押
）

大
法
師
宗
源

（花
押
）

左
衛
門
尉
平
秀
継

（花
押
）

本
券
文

（土
地
に
関
わ
る
権
利
証
文
）
は
土
地
の
所
有
を
証
明
す
る
唯

一
の
証
拠
で
あ
る
が
故

に
、
本
券
文
所
持
こ
そ
が
土
地
所
有
の
も

っ
と
も
根
本
的
な
根
拠
で
あ

っ
た
。
土
地
を
所
有
し

て
い
て
も
券
文
を
紛
失
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
人
が
券
文
を
所
持
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
土
地

所
有
の
根
拠
を
失
う
。
し
た
が

っ
て
所
有
者
が
移
り
変
わ
る
た
び
に
所
有
権
を
明
ら
か
に
す
る

券
文
が
作
成
さ
れ
、
過
去

の
券
文

に
張
り
継
い
で
重
書
と
し
て
保
管
さ
れ
た

（手
継
）
。

こ
う

し
た

「
文
書

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
も
い
う
べ
き
自
力
救
済
的
な
慣
習
は
、

つ
と
に
中
世
的
な

も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が

っ
て
中
世
的
な
文
書
主
義
を
よ
く
あ
ら
わ
す
事
例
が
、
土

地
の
利
害
関
係
が
も

っ
と
も
顕
在
化
す
る
文
書
の
紛
失
時
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
火
災
や
洪

水
、
盗
難
に
よ
り
券
文
を
紛
失
す
る
と
、
権
利
の
相
承
に
支
障
を
き
た
す
た
め
、
あ
ら
た
に
紛

失
状
を
作
成
し
本
券
文
に
加
え
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
史
料
九
の
Ａ

ｏ
Ｂ
は
、
京
八

幡
社
に
伝
わ
る
文
書
の
連
券
で
あ
る
。
字
松
ノ
本
の

一
段
の
土
地
を
桜
井
志
水
重
能
が
衛
門
太

郎
に
売
却
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立

っ
て
紛
失
状
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
土
地
の
所

有
文
書
を
連
綿
と
張
り
継
い
だ
手
継
証
文
を

「雑
乱
」
に
よ
っ
て
紛
失
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
興
味
深
い
の
は
文
書
の
紛
失
を
証
明
す
る
た
め
に
図
師
や
現
地
で
文
書
を
管
理
す
る
田

所
が
署
判
す
る
こ
と
が
こ
の
地
域
の

「大
法
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
署
判
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
紛
失
状
に
は
、
「
万

一
本
文
書
と
号
し
出
来
の
輩
あ
ら
ば
、
盗
人
の
罪
科
に
処

せ
ら
る
べ
き
」
も
の
と
記
さ
れ
、
過
去
の
連
券
が
無
効
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
、
か

つ
こ
の

無
効
な
連
券
を
所
持
し
て
い
る
者
は
罪
人
で
あ
る
と
あ
る
。　
一
五
世
紀
末
の
地
域
社
会
の
な
か

に
お
い
て
、
図
師
は
そ
の
知
識
を
も

っ
て
土
地
の
所
有
権
に
つ
い
て
認
知
し
、
か

つ
紛
失
状
作

成
に
関
わ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
和
国
唐
招
提
寺
に
伝
わ
る
史

料

一
〇
の
Ａ

。
Ｂ
も
紛
失
状
を
作
成
す
る
例
で
あ
る
。
南
北
朝
内
乱
に
よ

っ
て
御
蔵
の
文
書
が

す
べ
て
消
失
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
尼
円
妙
の
過
去
の
相
伝
の
由
緒
を
紛
失
状
で
証
明
し
た

の
が
図
師
延
貞

。
田
所
長
貞
で
あ

っ
た
。

史
料
十

一

「
僧
雲
阿
譲
状
写
」
翁
土
佐
国
量
簡
集
し

聖
人
雲
阿
譲
与
す
　
西
養
寺
御
読
経
供
田
五
段
下
坪
事

湛
慶
大
徳

右
、
件
の
供
田
は
、
雲
阿
相
伝
の
所
帯
な
り
、
然
る
を
年
来
同
法
た
る
に
よ
り
、
永
年
を

限
り
譲
与
す
る
と
こ
ろ
実
な
り
、
全
く
以
て
他
人
の
妨
げ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
但
し
中
頃
西

定
坊
に
譲
る
と
雖
も
、
離
国
の
上
は
、
証
文
有
る
べ
か
ら
ず
、
後
代
の
た
め
に
よ
り
、
譲

状
件
の
ご
と
し

寛
元
四
年
六
月
廿
四
日
　
　
聖
人
雲
阿

御
譲
状
の
旨
に
任
せ
、
沙
汰
人
等
署
判図

師
沙
弥
花
押

田
所
沙
弥
花
押

史
料
十

一
は
土
佐
国
介
良
荘

全
局
知
県
高
知
市
介
良
）
西
養
寺
に
伝
来
し
た
古
文
書
で
あ
る
。
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中世の図師について

西
養
寺
で
仏
事
興
行
料
田
が

「
年
来
の
同
法
」
と
し
て
師
弟
間
の
相
伝
対
象
に
な

っ
て
い
た
こ

と
を
示
す
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
手
継
証
文
が
西
定
坊
の
土
佐
離
国
に
と
も
な
い
残
さ
れ

な
か

っ
た
た
め
、
譲
状
に
図
師

・
田
所
が
署
判
を
し
て
権
利
の
証
明
を
お
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
図
師
は
紛
失
状
作
成
や
譲
状
の
署
判
を
お
こ
な
い
、
土
地
所
有
権
の
認
定
を

お
こ
な

っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
論
を
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
図
師
は
在
地
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
り
、
村
落
内
部
の
上
藤
身
分
で
あ
る
古
老
の
な
か
か

ら
任
命
さ
れ
た
職
で
あ
る
こ
と
。

②
　
国
司
や
在
庁
役
人
と
と
も
に
連
署
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
衛
に
属
し
た
職
で
あ

っ
た
こ

と
。
平
安
時
代
末
、
在
地
の
有
力
層
で
あ
る
郡
司
を
兼
ね
る
図
師
が
い
る
。
図
師
と
は
、
か

な
ら
ず
し
も
故
実
に
精
通
し
た
と
い
う
意
味
合
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
開
発
的
領
主
の
側

面
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
自
墾
地
の
領
域
確
定
の
際
に
、
ま
さ
に
当
事
者
と

し
て
図
師
が
必
要
と
さ
れ
た
。

③
　
市
河
文
書
の
な
か
に
み
え
る
図
師
は
、
志
久
見
郷
地
頭
職
で
あ
っ
た
市
河
盛
房
の
も
の
で

あ
る
が
、
地
頭
領
主
が
み
ず
か
ら
の
所
領
の
検
注
の
図
師
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
事
実
で
あ
る
。
図
師
が
、
古
老
と
よ
ば
れ
る
在
地
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
り
、　
一
面
で

は
開
発
領
主
的
な
性
格
を
有
し
た
有
力
層
で
あ

っ
た
、
と
い
う
諸
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
事
実
と
、
こ
の
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
ま
た

「書
生
と
図
師
が
目
代
の
下
で
働
い
て
い
る
」

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
検
注
時
に
お
い
て
、
在
庁
官
人
と
、
郡
司

・
地
頭

・
荘
官
と
い
っ

た
在
地
領
主
層
と
の
相
互
の
承
認

・
共
同
作
業
の
も
と
で
取
帳
や
目
録
が
作
成
さ
れ
、
社
会

的
承
認
を
得
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

“
　
古
文
書
学
上
、
紛
失
状
に
つ
い
て
は

「
文
書
が
紛
失
し
あ
る
い
は
効
力
を
失

っ
た
場
合
、

そ
の
文
書
の
無
効
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
案
文
を
作
製
し
て
こ
れ
に
政

治
的
社
会
的
権
威
の
確
認
を
求
め
る
」
と
規
定
さ
れ
る
が
、
室
町
後
期
に
至

っ
て
も
紛
失
状

作
成
過
程
に
図
師
が
関
わ
り
政
治
的
社
会
的
権
威
を
付
与
し
て
い
た
事
実
は
特
筆
に
値
す
る
。

注１
　
費
月
圭
吾

「
中
世
検
注
に
お
け
る

一
０
二
の
問
題
」
『
信
濃
』

一
〇
―
五
、　
一
九
八
〇
年
）
、
同

「高
山
寺
方
便
智
院
領
小
木
曽
荘
に
つ
い
て
」
高
山
寺
典
籍
文
書
調
査
団

『
高
山
寺
典
籍
文
書
の
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
〇
年
。
同

「
中
世
の
検
注
に
つ
い
て
」
『
地
方
史
研
究
』

一
七
〇
、　
一
九

八

一
年
。
同

「
庄
園
に
お
け
る
検
注
使
の
生
活
実
態
」
『
信
濃
』
三
七
―

一
〇
、　
一
九
八
五
年
、
な
ど
。

い
ず
れ
も
費
月

『
中
世
日
本
の
売
券
と
徳
政
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
九
年
所
収
。

２
　
富
澤
清
人

「
中
世
検
注
の
特
質
」
『
日
本
史
研
究
』
二
三
二
、　
一
九
八
二
年
。
同

「
検
注
と
田
文
」

『講
座
日
本
荘
園
史
　
一
置

吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九

一
年

（
い
ず
れ
も
富
澤

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
に

所
収
）
、
同

「
中
世
の
名
寄
帳
」
『
中
世
荘
園

へ
の
通
―
富
澤
清
人
の
世
界
―
』
富
澤
清
人
遺
稿
集
刊

行
委
員
会
、　
一
九
九
七
年
。

３
　
奥
野
中
彦

「
古
代
田
図
と
図
師
」
『
日
本
歴
史
』
三

一
一
号
、　
一
九
七
四
年
。

４
　
前
掲
注
２
富
澤

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
所
収
。

５
　
荘
園
絵
図
作
成
に
図
師
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
し
た
か
と
い
う
田
中
寿
朗
の
論
文

「
平
安

・
鎌

倉
の
図
師
」
が
あ
る
。
荘
園
絵
図
制
作
は
図
師
で
な
く
絵
師
に
か
か
る
も
の
と
推
論
し
た

（竹
内
理

三
編

『
荘
園
絵
図
研
究
』
東
京
堂
、　
一
九
八
二
年
）
。

６
　
勘
料
は
検
注
に
際
し
て
、
課
税
地

・
非
課
税
地
を
認
定
す
る
た
め
な
ど
に
か
か
る
諸
費
用
で
、
勘

料
田
と
は
そ
れ
を
供
出
す
る
た
め
の
土
地
で
あ
る
。
勘
料
に
つ
い
て
は
富
澤

「
勘
料
に
つ
い
て
」
、
前

掲
注
２
富
澤

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
所
収
。

７
　
郷
道
哲
章

「
「市
河
文
書
」
の
研
究
―
平
安
末
～
鎌
倉
期
の
花
押
と
そ
の
周
辺
―
」
「
信
濃
』
二
九
―

一
一
、　
一
九
八
七
年
）
に
よ
る
。

８
　
佐
藤
進

一
『
古
文
書
学
入
門
』
法
政
大
学
出
版
会
、　
一
九
七

一
年
。

９
　
中
野
能
成
以
後
、
そ
の
重
書
類
は
女
系
を
通
じ
て
市
河
氏
の
も
の
と
に
移

っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
末

か
ら
南
北
朝
時
代
以
後
の
文
書
の
な
か
に
も
、
中
野
氏
関
係
の
文
書
が
数
点
含
ま
れ
て
い
る
。

１０
　
国
司
庁
宣
の
な
か
で

一
般
的
な
例
を
あ
げ
る
。

建
治
三
年
九
月
日

「
尾
張
国
国
庁
宣
案
」
翁
大
日
本
古
文
書
　
醍
醐
寺
文
書
之
五
』

一
九
二
八
）

（在
御
判
）

庁
宣
　
　
留
守
所

可
早
以
尾
張
俊
実
、
為
重
枝

・
次
郎
丸
名
両
名
主
職
事
　
右
任
今
月
十
二
日
　
院
宣
之
旨
、
所

令
補
任
俊
実
於
彼
名
主
職
也
、
御
年
貢
以
下
無
憚
怠
、
可
令
致
其
沙
汰
之
状
、
所
宣
如
件
、
在

α
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庁
官
人
等
宜
承
知
、
敢
勿
違
失
、
以
宣
、

建
治
三
年
九
月
　
　
日

大
介
平
朝
臣

ｎ
　
前
掲
注
７
郷
道

「市
河
文
書
の
研
究
」
。

‐２
　

「荘
園
公
領
の
支
配
」
ア
「
日
の
古
文
書
学
　
第
二
巻
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
〇
年
。

‐３
　
内
閣
文
庫
所
蔵

「美
濃
国
古
文
書
」
「
平
安
遺
文
』

一
二
五
三
）。

‐４
　

『大
日
本
古
文
書
　
東
大
寺
文
書

（東
大
寺
図
書
館
架
蔵
文
書
之
十
三
と

一
一
〇
〇
。

‐５
　
前
掲
注
１
賓
月

「高
山
寺
方
便
智
院
領
小
木
曽
荘
に
つ
い
て
」。

‐６
　
天
養
元
年
十
月
廿
日

「鳥
羽
院
庁
下
文
案
」
（狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
文
書
十
八
、
『
平
安
遺
文
』
二
五

四

一
）。

‐７
　

「色
川
本
栄
山
寺
文
書
」
『
平
安
遺
文
』

一
四
六
八
。

‐８
　

「醍
醐
寺
三
宝
院
文
書
」
『大
日
本
史
料
第
六
編
之
十

一
』。

‐９
　
一昌
澤
清
人
の
荘
園
住
民
身
分
研
究
を
出
発
と
し
、
近
年
の
坂
田
聡
、
酒
井
紀
美
、
園
部
寿
樹
な
ど

の

一
連
研
究
に
よ
り
、
中
世
の
荘
園
に
お
け
る

「古
老

（故
老
と

が
単
な
る
老
人
で
な
く
、
土
地
開

発
に
関
わ

っ
た
荘
園
領
主
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
荘
園
内
に
於
け
る
住
民
階
級
身
分
で
、
故
実
に
熟

知
し
た
住
人
を
さ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。
富
澤
清
人

「『
在
家
』
の
身
分
的
性
格
に

つ
い
て
」
『
歴
史
学
研
究
』
四

一
一
、　
一
九
七
四
年
。
同

「東
大
寺
水
無
瀬
荘
と
荘
民
」
『
史
学
』
四

七
―

一
・
二
、　
一
九
七
五
年
。
同

「荘
園
体
制
下
に
お
け
る
村
落
と
農
民
」
『
歴
史
学
研
究
』

一
九
七

六
年
大
会
別
冊
号
、
い
ず
れ
も
注
２

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
に
所
収
。
坂
田
聡
は
、
中
世
を
通
じ
て

村
落
の
宮
座
を
検
討
し
、
氏
の
代
表
と
し
て
古
老
百
姓
が
宮
座
の
成
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
ま
た
古
老
百
姓
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
垣
内
名
な
ど
地
域
の
根
ざ
し
た
姓
を
用
い
る
よ
う

に
な
る
こ
と
か
ら
、
村
落
に
父
系
制
が
し
だ
い
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
み
る

（坂
田

「鎌
倉
末
期
葛

川
に
お
け
る
荘
民
構
成
に
つ
い
て
」
『
中
央
史
学
』
四
、　
一
九
八

一
年
。
「中
世
村
落
の
構
造
と
家
」

『歴
史
学
研
究
』
五
九
九
、　
一
九
八
九
年
。
「氏
連
合
的
村
落
か
ら
家
連
合
的
村
落

へ
」
『歴
史
と
地
理
』

四
二

一
、　
一
九
九
〇
年
、
な
ど
。
い
ず
れ
も
坂
田

『
日
本
中
世
の
氏

ｏ
家

・
村
』
校
倉
書
一房
、　
一
九

九
七
年
に
所
収
）。
酒
井
紀
美
は
古
老
住
人
の
役
割
の
な
か
で
相
論
解
決
の
証
言
が
証
拠
文
書
と
と
も

に
重
要
だ

っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た

（酒
井

「村
落
間
相
論
の
作
法
」
『
日
本
村
落
史
講
座
　
政

治
Ｉ
』

一
九
九

一
年
、
所
収
。
酒
井

『
日
本
中
世
の
在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
九
年
に
所

収
）。
園
部
寿
樹
は
、
中
世
前
期
荘
園
村
落
内
身
分
に
つ
い
て
、
村
落
内
財
政
に
関
わ
る
身
分
呼
称
と

し
て
、
古
老

。
住
人
が
あ
り
、
い
っ
ぼ
う
で
百
姓
は
上
級
権
力
の
公
民
支
配
に
お
け
る
身
分
呼
称
で

あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
（園
部

「中
世
村
落
の
諸
段
階
と
身
分
」
『歴
史
学
研
究
』
六
五

一
、　
一
九
九

三
年
。
同

「中
世
前
期
村
落
に
お
け
る
古
老

・
住
人
身
分
の
特
質
」
『米
沢
史
学
』

一
〇
、　
一
九
九
四

年
。
「中
世
前
期
村
落
に
お
け
る
古
老

ｏ
住
人
身
分
の
特
質
」
『経
済
学
論
叢
』
二
五
―
四
、　
一
九
九

五
年
、
な
ど
。
い
ず
れ
も
園
部

『荘
園
村
落
内
身
分
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
に
所
収
）。

２０
　
嘉
保
三
年
五
月

一
二
日

「大
井

・
茜
部
荘
文
書
案
」
３
大
日
本
古
文
書
　
東
大
寺
文
書
之
五
』
九

八
）。

２‐
　

「広
瀬
正
雄
氏
所
蔵
文
書
」
「
平
安
遺
文
』

一
五

一
三
）
。

２２
　
康
平
五
年

一
〇
月

一
三
日

「僧
蓮
照
日
記
」
翁
平
安
遺
文
』
九
八

一
）。

２３
　

「報
恩
院
田
日
記
」
翁
醍
醐
寺
文
書
』
九
、
二
〇
八
九
）
。

２４
　

「福
祥
寺
文
書
」
『兵
庫
県
史
』
資
料
編
古
代
中
世
所
収
。

２５
　

「
若
狭
大
音
文
書
」
、
『鎌
倉
遺
文
』

一
九
〇

一
四
。
な
お
案
文
で
あ
る
が
同
じ
く

「若
狭
大
音
文

書
」
所
収
永
仁
三
年

一
二
月
二
日

「検
注
目
録
」
に
も
御
代
官

・
御
使
と
表
記
さ
れ
る
。

２６
　
明
徳
三
年
五
月

一
日

「図
師
長
賢
寺
田
坪
付
注
文
」
「
兵
庫
県
史
史
料
編
』
中
世

一
）。

２７
　

「福
祥
寺
歴
代
」
「
兵
庫
県
史
史
料
編
』
中
世

一
）。

２８
　

「京
八
幡
文
書
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
。

２９
　
山
田
渉

「中
世
的
土
地
所
有
と
中
世
的
所
有
権
」
翁
歴
史
学
研
究
』
別
冊
特
集
、　
一
九
八
三
年
）
、

菅
野
文
夫

「本
券
と
手
継
」
「
日
本
史
研
究
』
二
八
四
、　
一
九
八
六
年
）、
西
谷
地
晴
美

「中
世
的
土

地
所
有
を
め
ぐ
る
文
書
主
義
と
法
慣
習
」
今
日
本
史
研
究
』
三
二
〇
、　
一
九
八
七
年
）
な
ど
。

３〇
　
一早
保

一
〇
年

（
一
七
二
五
）
土
佐
山
内
家
家
臣
奥
宮
正
明
が
国
内
の
諸
古
文
書
を
収
集
、
編
年
編

纂
し
た
も
の

（コ
同
知
県
史
　
古
代
中
世
史
料
編
』

一
九
七
七
年
）。

３‐
　
西
養
寺
は
源
頼
朝
の
実
弟
希
義
の
霊
口提
を
弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
と
い
う
。
多
く
の
中
世

文
書
を
所
有
し
て
い
た
が
明
治
維
新
の
廃
仏
毀
釈
で
消
失
し
た

（コ
同
知
県
史
　
古
代
中
世
編
』

一
九

七

一
年
）。

３２
　

『
長
野
県
史
　
通
史
編
』
中
世

一
。

３３
　
佐
藤
進

一
『古
文
書
学
入
門
』
法
政
大
学
出
版
会
、　
一
九
九

一
年
。

【
付
記
】

本
間
美
術
館
田
中
章
夫
氏
に
は
、
史
料
閲
覧
な
ら
び
に
写
真
掲
載
に
つ
い
て
便
宜
を
は
か

っ
て
い
た

だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

″



明治前期における長野県行政文書の管理と保存

明
治
前
期
に
お
け
る
長
野
県
行
政
文
書
の
管
理
と
保
存

は

じ

め

に

長
野
県
立
歴
史
館
に
は
、
明
治
期
の
行
政
文
書
が
四
八
九
九
冊
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。　
一
九

一

二
年

（大
正
一
し

に
建
設
さ
れ
た
旧
県
庁
文
書
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
行
政
文
書
は
、

一
九
六
三
年

（昭
和
三
八
）

一
〇
月
、
現
在
の
県
庁
舎
建
設
が
決
定
さ
れ
る
と
、
保
存
の
万
全

を
期
す
た
め

一
一
月
か
ら
文
書
広
報
課
に
県
政
資
料
室
が
付
置
さ
れ
、
年
別
と
行
政
組
織
別
に

基
づ
い
て
整
理
分
類
が
お
こ
な
わ
れ
、　
一
九
六
六
年

（昭
和
四

こ

に
は

『
長
野
県
行
政
資
料

目
録
』
第

一
集

（明
治
編
）
が
刊
行
さ
れ
た
。　
一
九
六
八
年

（昭
和
四
一こ

に
は
行
政
文
書
の
整

理
と
並
行
し
て
明
治
百
年
を
期
し
て
県
政
史
編
纂
事
業
が
開
始
さ
れ
、　
一
九
七

一
年

（昭
和
四

工○
～
七
二
年
に

『
長
野
県
政
史
』
第

一
～
三
巻
お
よ
び
別
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。

一
九
六
七
年

（昭
和
四
一
し

の
新
県
庁
舎
完
成
と
と
も
に
戦
前
の
行
政
文
書
は
い
っ
た
ん
県

庁
倉
庫
に
収
め
ら
れ
た
が
、
後
に
県
立
長
野
図
書
館

へ
、
そ
し
て

一
九
九
四
年

（平
成
七
）、
県

立
歴
史
館
の
開
館
に
よ
り
歴
史
館
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
の
間
こ
れ
ら
の
行
政
文
書
は
、
各
郡
の

郡
誌
お
よ
び
自
治
体
誌
編
纂
事
業
や
先
の

『
長
野
県
政
史
』
『
長
野
県
教
育
史
』
『
長
野
県
史
』

な
ど
に
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

一
九
七
九
年

（昭
和
五
四
）
上
條
宏
之
は
、
府
県
庁
文
書
の
歴
史
資
料
と
し
て
そ
の
価
値
を

論
述
し
、
長
野
県
の
明
治

・
大
正
期
の
行
政
文
書
を
国
の
地
方
制
度
と
県
の
行
政
組
織
の
変
遷

か
ら
四
期
に
区
分
し
て
文
書
の
種
類
と
内
容
を
論
及
し
た
。
こ
れ
が
本
県
行
政
文
書

へ
の
論
考

の
暗
矢
と
な

っ
た
。

上
条
論
文
は
文
書
の
種
類
と
概
要
を
中
心
と
し
、
こ
の
間
の
文
書
処
理
や
管
理

・
保
存
に
関

す
る
諸
規
程

ｏ
制
度
等
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
梅
原
康
嗣
は
長
野
県
内
の
町

児

玉

村
お
よ
び
県
庁
公
文
書
の
管
理
と
保
存
が
、
近
代
の
地
方
制
度
が
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
を
考
察
し
、
県
庁
公
文
書
が

「
公
文
編
冊
」
と
し
て

編
綴
さ
れ
る

一
八
八
二
年

（明
治

一
五
）
以
降
か
ら

「
長
野
県
処
務
細
則
」
が
制
定
さ
れ
た

一

九
〇
七
年

（明
治
四
〇
）
ま
で
の
管
理
保
存
制
度

の
大
概
を
把
握
し
た
。
田
玉
徳
明
は
、
文
書

処
理
に
関
す
る
諸
規
定
か
ら
、
明
治
の
公
文
書
管
理
保
存
の
試
行
錯
誤
の
過
程
を
考
察
し
た
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
大
要
を
記
し
た
論
考
や
考
察
を
踏
え

つ
つ
、
明
治
前
期
の
地
方
行
政
制

度
が
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
長
野
県
庁
の
公
文
書
の
管
理
と
保
存
の
制
度
が
、
ど
ん
な
理

念
の
も
と
に
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

明
治
期
の
行
政
文
書
の
形
態

本
県
の
明
治
期
の
県
庁
行
政
文
書
は
、
和
装
に
装
訂
さ
れ
た
簿
冊
と
な

っ
て
い
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
装
丁
の
相
違
や
題
箋
、
の
ち
に
貼
付
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
貼
紙
や
ラ
ベ
ル

の
有
無
と
記
載
事
項
な
ど
は
、
簿
冊
編
綴
の
方
針
や
分
類
、
お
よ
び
保
存
管
理
の
履
歴
な
ど
の

一
端
を
物
が
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
に
入
る
前
に
明
治
期
の
簿
冊
の
形
態
を
概
観
し
て
お

き
た
い
。

明
治
期
の
簿
冊
は
、
地
と
背
お
よ
び
天
を
化
粧
切
り
し
て
、
大
和
綴
じ
、
あ
る
い
は
四
ツ
ロ

綴
じ
し
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
中
に
は
化
粧
切
り
を
せ
ず
大
和
綴
じ
を
し
た
も
の
も
少
数

存
在
す
る
。
大
半
を
占
め
る
簿
冊
を
装
丁
の
面
か
ら
概
観
す
る
と
三

つ
の
タ
イ
プ
に
大
別
す
る

こ
と
が
で
き
る

（表
ｌ
ｏ
図
１
）。

試
み
に
、
明
治
五
年
の
簿
冊
を
こ
の
三
タ
イ
プ
で
分
類
し
て
み
る
と
表
２
の
よ
う
に
な
る
。

簿
冊
形
態
が
筑
摩
県
と
長
野
県
に
共
通
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
両
県
が
合
併
し
た
後
に
編
綴
さ

"



C B A
形
態

板
目
紙
渋
び
き

板
目
紙
無
地

板
目
紙
無
地

表
紙

・
裏
表
紙

太
糸
四

つ
目
綴
じ

太
糸
大
和
綴
じ

太
糸
大
和
綴
じ

綴
じ
の
方
法

公
文
編
冊
題
箋
と
、
年
度

・
表
題

・

掛
名
箋
貼
付

公
文
編
冊
題
箋
と
、
年
度

・
表
題

・

掛
名
箋
貼
付

年
度

・
表
題

・
掛
名
を
直
接
墨
書

表
題
の
あ
り
方
　
　
＊
１

赤
枠
と

四
段
青
枠

赤
枠
と

四
段
青
枠

四
段
青
枠

ラ

ベ

ル

長野県立歴史館研究紀要13号 (2007.3)

れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
編
綴
の
形
態
に
な
ぜ
差
異
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

表

１

＊
１
　
横
置
き
の
た
め
、
地
に
も
表
題
が
墨
書
さ
れ
る
こ
と
は
共
通
す
る
。

＊
２
　
紙
縫
り
に
よ
る
綴
じ
も
あ
る
。

＊
　
　
Ｂ

。
Ｃ
は
、
巻
頭
に
索
引
が
施
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

中
央
官
庁
の
指
令
が
全
て
索
引
を
施
し
た
Ｃ
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
と
、
Ａ
タ
イ
プ
に
は
紙
経

り
綴
じ
が
あ

っ
た
り
、
筑
摩
県
の
寺
院
明
細
帳
が
長
野
県
の
用
箋
で
書
き
直
さ
れ
て
い
な
が
ら

Ａ
タ
イ
プ
で
あ
り
、
勧
業
博
覧
会
之
部
の
簿
冊
の
よ
う
に
簿
冊
名
と
は
関
係
の
な
い
文
書
の
混

在
が
あ

っ
た
り
す
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
編
綴
形
態
の
差
異
は
、
文
書
が
持

つ
法

的
な
効
力
を
反
映
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

公
文
編
冊
の
題
箋
の
上
に
設
け
ら
れ
た
枠
内
に
は
、
「
掛
名
」
な
い
し
は

「
無
」
・
「
無
期
」

と
朱
書
あ
る
い
は
墨
書
さ
れ
て
い
る
が
、
「掛
名
」
は

一
八
八

一
年

（明
治

一
四
）
か
ら

一
八
八

五
年
の
簿
冊
に
、
「
無
」
・
「無
期
」
は

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
以
降
の
も
の
と

一
八
八
〇
年

（明
治

一
一こ

以
前
の
も
の
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
公
文
編
冊
の
編
綴
が
、　
一
八
八

一
年

（明
治

一
四
）
か
ら

一
八
八
五
年

の
間
に
始
め
ら
れ
、
順
年
と
同
時
に
年
次
を
遡
り
な
が
ら
仕
事
を
進

め
て
い

っ
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
「無
」
。
「
無
期
」
は
保
存
年
限
を
示
す
も
の
と
思

わ
れ
、
そ
の
開
始
が

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
Ａ
タ

イ
プ
に
は

「
無
期
」
の
他
に

「
第

一
種
」
と
朱
書
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
あ
る
時
期
に
保
存
期

限
の
名
称
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
Ａ
タ
イ
プ
に
は
、
掛
名
の
頭
字
を
記
し

「社
　
第
何
号
」
と
し
た
赤
紙
が
貼
付
さ
れ

る
も
の
が
多
い
。
年
次

で
収
納
さ
れ
る
公
文
編
冊
に
対
し
、
こ
れ
ら
は
掛
別
な
い
し
は
課
別
収

納
と
そ
の
目
録
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。
「
官
　
数
字
」
あ
る
い
は

「土
　
数
字
」
と
書
か
れ

た
赤
ラ
ベ
ル
は
、
職
制
が
官
房
と
内
務
部
に
分
離
さ
れ
た

一
八
九
〇
年

（明
治
二
一こ

以
降
、

書
庫
に
部
別
で
配
架
さ
れ
た
こ
と
を
窺
が
わ
せ
る
。
四
段
青
ラ
ベ
ル
は
、　
一
九
六
三
年

（昭
和

〓
天
）
か
ら
開
始
さ
れ
た
県
政
資
料
室
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
治
期
の
公
文
書
の
保
存
と
管
理
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

０
　
明
治
期
の
県
庁
文
書
は
、
当
初
全
文
書
の
保
存
を
対
象
と
し
た
が
、
法
的
な
効
力
を
有

す
る
も
の
を
第

一
義
と
し
た
。

②
　
法
的
な
効
力
を
有
し
後
の
施
策
の
考
証
や
参
考
に
資
す
る
文
書
は
、
公
文
編
冊
と
い
う

形
で
索
引
を
付
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
開
始
は

一
八
八

一
年

（明
治

一
四
）
か
ら
八

五
年
の
間
に
あ
り
、
順
年
と
逆
年
で
順
次
行
わ
れ
た
。

一
八
八
九
年

（明
治

一
九
）
頃
に
、
公
文
書
の
保
存
期
間
が
設
定
さ
れ
た
。

公
文
編
冊
と
な
ら
な
か

っ
た
も
の
は
別
に
目
録
が
作
成
さ
れ
、
公
文
編
冊
と
は
異
な

っ

た
収
納
形
態
が
と
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

二
　
明
治
政
府
と
記
録
保
存

１
　
太
政
官
記
録
ノ
濫
腸

図 1 簿冊のタイプと索引

(4) (3)

Aタ イプBタ イプ

Cタ イプCタ イプの索引

“



明治前期における長野県行政文書の管理と保存

(注)現在簿冊は峡に入れて収納しているため全てを調べることは困難であるが、1881年 (明治14)の 簿冊は、Aタ イプが32蘇、Cタ イプが57蘇で
その割合は逆転 しており、明治期を通してCタ イプは過半を占め、Bタ イプが少数であることは把握される。

“

表 2 明治 5年の簿冊の装丁分類

Aタ イプ 簿冊名 Bタ イプ 簿冊名 Cタ イプ 簿冊名

旧筑摩県

庶務課関係

達並進達留 (全)*1
諸県・諸分局文信綴込 (全 )

日記 (正権参事)地誌書類 (全 )

諏訪上下旧神官編籍伺案 (全 )

(赤紙付箋)*4
筑摩県信濃国寺院明細帳 (上 )

(赤紙付箋)*5
筑摩県信濃国寺院明細帳 (下 )

(赤紙付箋)*6
県郷村社区別帳 (全 )

(赤紙付箋)*7
勧業博覧会之部 (全)*8

御影役所引継ノ部 (全 )

旧松本 0高遠県ヨリ筑摩県へ引継演説ノ部

(赤紙付箋)

旧高島県ヨリ筑摩県へ引継演説ノ部 (全 )

(赤紙付箋)*3

０
＊２

官省指令之部 (全 )

(明治3～ 5年 )

官省指令之部 (乾)

(1月 ～6月 )

官省指令之部 (坤 )

(7月 ～12月 )

官員申渡留 (全 )

旧長野県

庶務課関係

御布告留 (4冊 ノ内 1)

御布告留 (4冊 ノ内2)

御布告留 (4冊 ノ内3)

御布告留 (4冊 ノ内4)

願伺届綴 (乾 )

願伺届綴 (坤 )

諸願届ノ部 (乾 )

諸願届ノ部 (坤 )

寺社雑件 (全 )

大蔵省進達 (3冊 ノ内 1)

大蔵省進達 (3冊 ノ内2)

大蔵省進達 (3冊 ノ内3)

官員禄

民費調

元払帳 (2冊 ノ内 1)

長野県庁新規建営御入用積帳 (全 )

県庁建築一件

寺院本末一派明細帳

佐久郡 (赤紙付箋)*9
寺院本末一派明細帳 ノ

lヽ県郡 弐

(赤紙付箋)*10
寺院本末一派明細帳 更級郡 四

(赤紙付箋)*11
寺院本末一派明細帳 埴科郡 三

(赤紙付箋)*12
寺院本末一派明細帳 高井郡 五

(赤紙付箋)*13
寺院本末一派明細帳 水内郡 六

(赤紙付箋)*14
寺院本末一派明細帳 水内郡 七

(赤紙付箋)*15
本末寺号其外明細帳 (元松代庁)

*16

廃県二付諸伺下知徒届 (全 )

(明治4～ 5年)官 省進

達留

官林取調上申ノ部 (全 )

寺社地ノ部 但 図面 (5冊 ノ内 4)

管内布令留 (2冊 ノ内 1)

官省指令 (2冊 ノ内 1)

官省指令付録 (2冊 ノ内2)

進達下知並請取証 (全 )

(明治 4～ 5年 )

官員履歴表 (3冊 ノ内 1)

官員履歴表 (3冊 ノ内2)

官員履歴表 (3冊 ノ内3)

村触綴込 (全 )

旧筑摩県

旧長野県

庶務課関係

駅逓二関スル進達留之部・

掛合留ノ部・

下方差出ノ部 (全 )

*1: 4分 の 1は長野県分     *203: 折り返し部分同名の表紙あり、赤紙付箋は「租 第○ ○号」と記す
*4: 赤紙付箋は「第百七十二号」 *506: 長野県の用箋使用 (合併後、書写されたと推定される)

*5・ 6・ 7: 赤紙付箋は「社 第二十八号」「社 第二十九号」「社 第二十四号」
*8: 一部は飯田県引継書     *9～ 15: 赤紙付箋は「第二十七号 七冊ノ○」と記す
*16: 赤紙付箋は「第二十四号 七冊ノ壱」



明
治
時
代
の
国
家
建
設
は
中
央
集
権
国
家

へ
の
道
で
あ

っ
た
。
地
方
統
治
機
構
で
あ

っ
た
県

の
記
録
保
存
の
状
況
を
み
る
前

に
、
明
治
政
府
の
記
録
に
対
す
る
方
針
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

新
政
府
軍
と
会
津
藩
の
激
戦
が
収
ま
ら
な
い

一
八
六
八
年

（慶
応
四
）、
議
政
官
史
官
の
お
こ

な

っ
た
建
議
を
、
『
太
政
官
沿
革
志
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

明
治
元
年
九
月
九
日
、
議
政
官
史
官
議

ヲ
上
リ
テ
、
奏
状

。
詔
制

。
農
断
ノ
三
牒
を
設
ケ
、

及
ヒ
記
録
ヲ
編
輯
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
ウ
、
三
職
之
ヲ
嘉
納
シ
、
行
政
官
モ
本
議

二
倣

ハ
シ
ム
、

是

ヲ
太
政
官
記
録
ノ
濫
腸
卜
為

ス

こ
の
建
議
は
、
「
至
極
尤

二
存
候
」
と
三
職
に
採
用
さ
れ
た
。
同
月
議
政
官
は
廃
さ
れ
た
が
、

一
〇
月
、
行
政
官
の
権
弁
事
の
別
局
と
し
て
記
録
掛
が
置
か
れ
、
「
記
録
編
輯
の
材
料
」
と
し

て
諸
官
省
か
ら
文
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
翌

一
八
六
九
年

（明
治
一
し
、
記
録
掛
は

諸
官
省
に

「
記
録
相
成
候

二
付
、
各
官
日
記

。
書
類

。
副
本
取
調
、　
一
ヶ
月

ッ
ッ
翌
十
日
限
リ

当
官

へ
可
差
出
」
と
二
度
も
督
促
し
た
も
の
の
は
か
ば
か
し
く
進
ま
ず
、
同
年
七
月
の
官
制
改

革
の
も
と
で
、
記
録
編
集
の
業
務
は
太
政
官
日
誌
の
編
纂
を
職
掌
す
る
太
政
官
史
官
に
引
き
継

が
れ
た
。

一
八
七
〇
年

（明
治
一こ
、
記
録
編
集
の
業
務
の
推
進
を
図
る
政
府
は
、
五
月
二
九
日
に
次
の

太
政
官
達
第
二
七
七
号
を
発
し
た
。

先
般
諸
官
省
日
記

・
文
書
写
可
差
出
旨
、
兼
テ
被
仰
出
候
処
、
今
以
差
出
無
之
、
御
沙
汰

ノ
旨
二
相
戻
り
候
事
二
付
、
向
後
於
諸
官
省
各
記
録
掛
ノ
分
課
相
立
、
戊
辰
以
来

ノ
分

ハ

総
テ
取
調
、
左
ノ
通
部
類
相
分
可
差
出
候
也

こ
れ
は
、
諸
官
省
に
記
録
掛
の
設
置
と
、
官
省
起
源

。
規
則

。
儀
式

ｏ
諸
達
書

。
職
務
達
書

ｏ

賞
罰

。
建
白
書
の
部
類
別
文
書

の
提
出
を
求
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。

一
八
七

一
年

（明
治
四
）
七
月
二
九
日
、
太
政
官
正
院

ｏ
左
院

。
右
院
制
が
定
め
ら
れ
、
太

政
官
が
省
庁
を
従
属
さ
せ
る
体
制
が
確
立
し
た
。
記
録
掛
は
記
録
局
と
改
称
し
て
、
太
政
官
最

上
位
の
正
院
に
置
か
れ
た
。
八
月
、
記
録
局
は

「
新
旧
ノ
記
録
ヲ
類
編
シ
、
百
官

ノ
履
歴
ヲ
表

叙

シ
、
日
誌
等

ヲ
作

ル
」
こ
と
が
主
務
と
さ
れ
、
「
原
書

ハ
其
部
類

ヲ
分
タ
ス
綴
チ
込
、
中
浄

書

ニ
テ
其
部
類

ヲ
分
チ
、
原
書

ノ
見
出
シ
ニ
其
部
ノ
頭
字
ヲ
朱
書
シ
、
本
浄
書

二
至
テ
検
査

ノ

上
、
冊
子
ヲ
ナ
セ
シ
ハ
ロ
録

二
載
セ
、
之

ヲ
秘
閣

二
蔵

ス
ベ
シ
」
と
、
具
体
的
な
編
纂
方
法
及

び
保
管
が
定
め
ら
れ
た
。

こ
れ
に
先
立

つ
四
月
、
全
国
に

「
癸
丑

（
一
八
五
三
年

〈嘉
杢ヽ
じ
）
以
来
志
士

ノ
事
跡

二
関

係

ア
ル
文
書
」
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
の
事
業
は

一
八
七
二
年

（明
治
五
）
太
政

官
の
正
院
に
設
置
さ
れ
た
歴
史
課
の

「
国
史
編
輯
」
事
業
に
引
き
継
が
れ
、
太
政
官
達
第
二
七

七
号
に
よ
り
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
諸
官
省
の
記
録
は
、
「
国
史
編
輯
」

の
た
め
諸
官
省
で

ま
と
め
て
置
く
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
明
治
政
府
の
記
録
収
集
は
、
政
府
樹
立
初
期
の
段
階
か
ら
広
い
範
囲
で
実
施
さ

れ
た
が
、
そ
の
動
機
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ど
の
時
代
も
新
政
権
の
国
家
統
治
に
は
人
民
の
新
政
権
に
対
す
る
信
頼
の
維
持
が
不
可
欠
で

あ
る
。
人
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
に
は
、
施
策
の

一
貫
性
と
継
続
性
の
維
持
が
図
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
文
書
は
行
政
の

一
貫
性
と
施
策
の
継
続
性
を
維
持
す
る
根
拠
資
料
と
な
り
、
歴
史
叙

述
は
政
権
の
正
当
性
を
主
張
す
る
も
の
と
な
る
。

一
八
七

一
年

（明
治
四
）
八
月
に
定
め
た

「記
録
局
掌
務
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

夫
政
務
フ
ト
ル
ハ
人
ア
リ
ト
雖
モ
、
其
人
ノ
依
拠
遵
奉
シ
テ
典
例
規
則
ヲ
謬
ラ
ス
、
能
ク

天
下
人
民
ノ
信
ヲ
得
テ
、
歴
世
経
国
ノ
法
秩
然
條
理
ア
リ
テ
素
レ
サ
ル
モ
ノ
惟
記
録
ノ
存

ス
ル
ニ
由
ル
、
故

二
人
事
変
換
ア
リ
天
災
迭
疎

ア
リ
ト
雖
モ
之
ヲ
守
護
シ
散
逸
ナ
カ
ラ
シ

ム
ル
コ
ト
政
府
ノ
要
務

ニ
シ
テ

一
日
モ
忽
ニ
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ

こ
の
文
言
は
、　
一
八
七
三
年

（明
治
工○

の

「
記
録
章
程
」
の
第

一
条
に
も
再
び
掲
げ
ら
れ

る
。　
一
八
七
二
年

（明
治
五
）

一
〇
月
、
記
録
局
は

「
記
録
編
纂
処
務
ノ
順
叙
ヲ
正
ク
シ
、
条

理
整
備
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
記
録
ノ
大
切
ナ
ル
ト
書
記
ノ
緊
要
ナ
ル
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
」
た
め
、

記
録
課

・
編
集
課
な
ど
に
分
課
し
、
記
録
課
は

「
受
付

ｏ
申
達
」
を
分
任
し
、
「
官
中

一
切
ノ

記
録
ヲ
編
輯
ス
ル
コ
ト
ヲ
掌
ル
」
と
し
て
、
「諸
公
文
書
類
、
允
裁
ヲ
経
テ
奉
行
セ
シ
モ
ノ
直

二
付
シ
、
謄
写
編
輯
セ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
規
定
さ
れ
た
。
記
録
課
は
、
文
書
の
受
付
か
ら
記
録
の

編
集
ま
で
の

一
貫
し
た
文
書
処
理
を
掌

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

２
　
内
務
省
記
録
課
と
全
国
の
記
録
保
存

一
八
七
三
年

（明
治
工〇

一
一
月
、
殖
産
興
業

・
治
安
維
持

。
地
方
統
治
の
政
策
を
担
う
内
務
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省
が
設
置
さ
れ
た
。
同
省
は
翌

一
八
七
四
年

一
月
、
職
制
と
し
て
記
録
課
を
置
き
、
「
全
国
ノ

記
録

ヲ
保
存

ス
ル
事
」
を
企
図
し
て
、
二
月
二
五
日
太
政
官
達
第
二
九
号
を
発
し
た
。

院
省
使
府
県

全
国

一
般
官
撰
私
撰
ノ
別
ナ
ク
、
政
治

・
典
型

ｏ
風
俗

ｏ
人
情
ヲ
徴
ス
ヘ
キ
古
今
ノ
書
類
、

今
般
内
務
省

二
於
テ
悉
皆
致
保
存
候
条
、
各
官
庁
所
轄
ノ
書
籍
及
諸
記
録
類
ノ
ロ
録
取
調
、

至
急
同
省

へ
可
差
出
、
此
旨
相
達
候
事

中
央
お
よ
び
地
方
庁
に
あ
る
古
今
の
書
籍
や
諸
記
録
類
を
、
公
私
の
別
な
く
把
握
し
よ
う
と

し
た
こ
の
命
を
受
け
て
、
早
速
庁
内
諸
記
録
の
保
存
目
録
を
調
整
し
て
内
務
省
に
進
達
し
た
県

も
あ
る
が
、
長
野
県

。
筑
摩
県
で
は
確
認
で
き
な
い
。

政
府
は

一
八
七
五
年

（明
治
八
）
四
月
、
記
録
文
書
保
存
の
重
要
性
の
認
識
を
促
し
、
各
官

庁
が
保
存
の
策
を
講
ず
る
こ
と
を
命
じ
、
再
度
毎
年
内
務
省

へ
編
纂
記
録
文
書
目
録
の
提
出
を

求
め
る
太
政
官
達
第
六
八
号
を
発
し
た
。

院
省
使
府
県

記
録
文
書

ノ
儀

ハ
、
厳
重

二
保
存

ス
ベ
キ

ハ
勿
論

二
候
処
、
紛
乱
散
伏
シ
或

ハ
水
火
ノ
災

二
罹
り
候
テ
ハ
、
後
日
ノ
照
会
ヲ
失
ヒ
事
務
ノ
困
難
ヲ
生
ジ
不
都
合

二
候
条
、
向
後
各
庁

二
於
テ
保
存

ノ
方
法

ヲ
設
ケ
、
焚
蕩
流
失
等
ノ
患
ナ
キ
様
厚
ク
注
意
可
致
、
且
逐
次
編
纂

ノ
分

ハ
、
明
治
七
年
二
月
第
二
十
九
号
達

二
拠
り
、
其
目
録
取
調
、
毎
年
五
月
限
り
内
務

省

へ
可
差
出
、
此
旨
相
達
候
事

こ
の
命
令
は
、
明
治
政
府
の
記
録
文
書
保
存
政
策
の
本
旨
を
よ
り
明
確
化
し
た
も
の
と
言
え

る
が
、
具
体
性
に
欠
け
る
感
が
否
め
な
い
。
そ
れ
は
、
内
務
省
の
御
達
原
案
が
、
太
政
官
の
審

議
過
程
で
修
正
さ
れ
た
こ
と
が

一
因
す
る
。

内
務
省
案
は
、
記
録
文
書
保
存
の
理
由
を
二

つ
あ
げ
て
い
る
。　
一
つ
目
の

「古
今
ノ
沿
革

ヲ

考

へ
、
内
外
事
体

ノ
変
移

ヲ
徴

ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
各
官
事
務

ノ
顛
末

・
源
委

ヲ
知
ル
ハ
皆
ナ

之

二
由
ラ
ザ
ル
ナ
シ
」
と
し
た
、
政
治

・
行
政
運
営
上
参
照
す
べ
き
先
例
と
し
て
の

《現
用
価

値
》
に
つ
い
て
は
、
成
案
で
も

「
後
日
ノ
照
会
ヲ
失
ヒ
事
務
ノ
困
難
ヲ
生
ジ
不
都
合

二
候
」
と

生
か
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
二

つ
目
の

「
記
録
文
書
逐
日
煙
シ
、
遂

二
後
人

ヲ
シ
テ
今
日
政
治

事
体
ノ
如
何
ヲ
知

ル
能

ハ
ザ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
ハ
必
然
ノ
儀

ニ
テ
、
実

二
不
都
合
之
事

二
候
」

と
し
た
、
記
録
文
書
の
有
す
る

《将
来
の
史
料
と
し
て
の
価
値
》
は
成
案
で
は
削
除
さ
れ
、
原

案
に
添
付
さ
れ
て
い
た

「
文
書
保
存
条
例
」
も
削
ら
れ
た
。

内
務
省
は
、
国
家
形
成
期
の
諸
政
策
を
後
の
代
に
伝
え
る
記
録
類

（公
文
書
類
）
を
保
存
じ

て
い
こ
う
と
す
る
明
確
な
意
思
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
太
政
官
の
原
案
修
正
で
そ
の
意
思

は
あ
い
ま
い
と
な
り
、
か

つ
同
達
は

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
に
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

地
方
官
庁
に
お
い
て
は

「
記
録
文
書
の
保
存
」
の
価
値
は
、
よ
り
現
用
の
価
値
が
重
要
視
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

〓
一　
長
野
県

・
筑
摩
県
に
お
け
る
文
書
保
存
の
模
索

１
　
長
野
県
の
記
録
掛

信
州
諸
藩
が

一
八
六
九
年

（明
治
二
）
二
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
版
籍
を
奉
還
し
、　
一
県

一

二
藩
の
統
治
形
態
が

一
段
落
す
る
と
、
戊
辰
戦
争
の
影
響
や
チ
ャ
ラ
金
に
よ
る
貨
幣
混
乱
な
ど

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
小
前
層
を
中
心
と
し
た
不
満
が
沸
騰
し
た
。

七
月
に
飯
田
を
中
心
に
飯
田
三
分
金
騒
動
が
起
こ
る
と
、
八
月
に
は
上
田
藩
に
上
田
騒
動
、

松
本
藩
に
会
田
騒
動
、
小
諸
藩
に
川
西
騒
動
が
起
こ
り
、
九
月
に
は
再
び
松
本
藩
に
麻
績
騒
動
、

一
二
月
に
は
高
遠
藩
支
配
地
に
入
野
谷

・
中
沢
騒
動
が
相
次

い
で
起
こ
っ
た
。　
一
八
七
〇
年

（明
治
一こ

九
月
、
県
下
の
旧
幕
領
を
管
轄
し
た
伊
那
県
か
ら
東
北
信
六
郡
が
分
割
さ
れ
て
中
野

県
が
置
か
れ
た
が
、　
一
一
月
に
大
規
模
な
松
代
騒
動
が
起
こ
る
と
、
翌
月
は
須
坂
騒
動
が
起
き
、

さ
ら
に
中
野
県
下
の
世
直
し
蜂
起
と
な

っ
て
県
庁
舎
を
焼
き
県
の
役
人
を
殺
害
し
た
。
蜂
起
鎮

静
後
、
中
野
県
庁
は
仮
庁
舎
を
中
野
町
法
運
寺
に
置
い
た
が
、
翌

一
八
七

一
年
六
月
県
名
を
長

野
県
と
改
め
、
県
庁
を
長
野
町
に
移
し
西
方
寺
を
仮
県
庁
と
し
た
。
七
月

一
四
日
に
は
廃
藩
置

県
が
断
行
さ
れ
、
信
濃
国
内
に
は
旧
藩
の

一
二
県
と
伊
那
県

ｏ
長
野
県
が
併
置
さ
れ
た
。

八
月
二
七
日
、
長
野
県
は

「麻
則
」
を
定
め
次
の
よ
う
な
職
制
を
敷
い
た
。

設
左
右
中
局
、
毎
局
置
幹
事

（大
属
任
之
）
ｏ
副
幹
事

（権
大
属
）

左
局
…
諄
訟
方

・
駅
逓
方

・
戸
口
方

。
純
問
方

・
徒
場
方

右
局
…
租
税
方

・
生
産
方

・
出
納
方

明治前期における長野県行政文書の管理と保存
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中
局
…
監
察
方

。
貫
属
方

。
社
寺
方

。
学
校
方

。
記
録
方

記
録
方
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
分
掌
は

「
掌
記
録
奏
請
官
省
贈
答
府
縣
及
布
告
庶
民
等
書
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
具
体
的
職
掌
は
不
明
で
あ
る
。

同
年

一
一
月
に
始
ま

っ
た
府
県
統
合
で
、
中
南
信
四
郡
と
飛
騨
国
三
郡
に
ま
た
が
る
筑
摩
県

と
東
北
信
の
六
郡
か
ら
な
る
長
野
県
が
同
月
二
〇
日
に
誕
生
し
た
。
府
県
統
合
が
な
る
と
、
明

治
政
府
は
同
月
二
七
日
に

「
県
治
条
例
」
を
発
し
て
、
「
庶
務

・
聴
訟

。
租
税

。
出
納
」
の
四

課
制
と
事
務
章
程
を
定
め
た
が
、
長
野
県
は
三
局
制
を
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。　
〓

一月
の
記
録

掛
に
は
、
社
寺

。
監
察
掛
兼
務
の
権
少
属

一
名
、
貫
属

。
社
寺
掛
兼
務
の
権
少
属

一
名
と
史
生

准
席

一
名
を
当
て
て
い
る
。

「
県
治
事
務
章
程
」
は
、
県
令
の
職
責
を

「
県
内
ノ
人
民
ヲ
教
督
保
護
シ
、
条
令
布
告

ヲ
遵

奉
施
行
シ
、
租
税
ヲ
収
メ
、
賦
役

ヲ
督
シ
、
賞
刑
ヲ
判
シ
、
非
常

ノ
事
ア
レ
ハ
鎮
台
分
営

へ
稟

議
シ
、
便
宜
処
分

ス
ル
ヲ
掌
ル
」
と
規
定
し
、
地
方
官
が
官
省

へ
伺
い
を
立
て
て
処
分
す
る
事

項
と
独
自
で
専
決
処
分
で
き
る
事
項
を
明
記
し
た
。
地
方
官
が
そ
の
職
責
を
履
行
し
て
ゆ
く
た

め
に
は
、
官
省
か
ら
の
指
令
書
及
び
命
令
書
の
保
存
と
、
専
決
処
分
の
先
例
と
な
る
文
書
の
保

存
と
利
用
を
必
要
と
し
た
。

長
野
県
で
は

一
八
七
二
年

（明
治
五
）
に
な

っ
て
、
月
日
不
明
で
あ
る
が

「
県
治
条
例
」

に

基
づ
く
、
庶
務

ｏ
聴
訟

ｏ
租
税

ｏ
出
納
の
四
課
制
を
敷
き
、
八
八
条
に
お
よ
ぶ
長
大
な

「庶
務

課
章
程
」
を
定
め
、
庶
務
課
に
は
戸
籍

。
学
校
兼
寺
社

・
常
務

。
記
録

。
受
付
の
五
係
が
置
か

れ
た
。

記
録
係
の
職
掌
は
第
六
三
条
か
ら
八
八
条
に
わ
た
る
が
、
第
六
三
条
で
は

「
記
録
係
ノ
管
主

ス
ル
日
用
之
簿
書
」
と
し
て
、
「
日
誌

。
出
勤
簿
不
参
簿

。
職
員
録

ｏ
諸
公
布
分
部
録

・
履
歴

録

。
転
免
文
通
録

。
職
員
自
表

。
官
員
進
退
録

ｏ
東
京
佐
久
支
庁
往
復
録

。
官
員
願
伺
届
編

。

出
役
帰
庁
録

ｏ
庁
中
諸
達
録

。
庁
中
諸
達
録

・
御
布
告
配
達
録

。
拝
受
書
録

。
管
掌
伺

。
村
布

令
録
」
を
列
挙
し
、
六
四
条
か
ら
七

一
条
は
、
遺
漏
な
き
日
誌
の
記
載
、
進
退
録

へ
の
登
記
、

官
員
任
免
の
連
絡
、
職
員
録
の
照
合
整
理
、
官
員
任
用
の
照
会
、
履
歴
録
の
編
集
、
職
員
自
表

の
進
達
な
ど
の
取
扱

い
を
規
定
し
、
七
二
条
以
下
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
七
二
条
　
官
員
之
願
伺
届
等
其
指
令

ヲ
要

ス
ル
ハ
本
紙

二
朱
書
シ
、
副
紙

へ
割
印
ヲ
ナ

シ
テ
下
付

ス
、
副
紙

ハ
願
伺
届
編
冊
二
編
綴

ス
可
シ

第
七
三
条
　
上
局

ヨ
リ
各
課

工
回
達
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ハ
、
旨

ヲ
受
ケ
テ
鷹
中
諸
達
録

二
記

シ
、
検
印
ヲ
受
ケ
テ
回
達
ス
可
シ

第
七
四
条
　
官
員
拝
命

ス
ル
ハ
、
其
年
月
日
ヲ
詳
記
セ
ル
請
書

ヲ
出
サ
シ
メ
、
請
書
編
冊

二
収
ム
可
シ

第
七
六
条
　
諸
官
省
之
布
告

。
布
達
ヲ
区
別
編
輯
シ
毎
冊
巻
頭

ニ
ロ
録
丁
数
ヲ
掲

ヘ
シ

第
七
八
条
　
支
庁
往
復

ノ
文
書
ヲ
各
課
ヨ
リ
通
達
或

ハ
引
合

ヲ
乞

フ
時

ハ
、
文
中

二
編
輯

シ
上
局
ヲ
経
テ
発
遣

ス
可
シ

第
八
〇
条
　
官
省
布
達
等
到
着

ス
レ
ハ
、
主
課

二
回
接
シ
テ
主
務
落
手
検
印
を
取
ル
可
シ

第
八

一
条
　
新
聞
紙

ヲ
司
掌
シ
、
散
逸
ナ
カ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

第
八
四
条
　
各
課

ヨ
リ
出

ス
処
之
上
申
書
、
井
他
所
往
復
ヲ
検
シ
文
意

。
語
脈
之
不
射
裁

ナ
ル
ハ
、
上
局
ヲ
経
テ
主
務
二
諮
詢
シ
添
削

ス
可
シ

第
八
五
条
　
写
字
生
ヲ
監
督
シ
、
其
付
托
ス
ル
事
務
ノ
期
限
ヲ
定
メ
、
空
手
之
輩
ナ
キ
ヲ

要
ス
可
シ

第
八
六
条
　
諸
上
申

ヲ
浄
書
ス
ル
時
別
二
之
ヲ
浄
写
シ
、
同
書

ハ
余
白
ヲ
存
シ
置
、
他
日

指
令
到
着
セ
ハ
直

二
此

二
朱
書
シ
、
官
省
之
部
分
ヲ
立
テ
、
巻
首

ニ
ロ
録
丁

数
ヲ
掲
ケ
、
官
省
伺
届
録
ト
ス
ヘ
シ

第
八
七
条
　
公
布
ヲ
検
シ
常
務
掛
卜
議
シ
活
版
所

二
下
付
シ
、
別

二
之
ヲ
浄
書
シ
テ
村
布

令
録
ト
ナ
ス
可
シ
、
但
、
県
麻
権
限
ノ
発
令

ハ
部
分
編
輯

ス
可
シ

記
録
掛

の
業
務
は
、
上
申
書
の
添
削

（八
四
条
）
や
行
政
資
料
の
管
理

（八

一
条
）、
服
務
規

律
や
写
字
生
の
監
督

（八
五
条
）、
新
年

。
天
長
節
の
賀
表
の
上
申
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
記

録
に
関
し
て
は
、
文
書
の
受
付

（七
三
条

・
八
〇
条
）
か
ら
記
録
の
編
輯

（七
二
条

。
七
六
条

ｏ
七

八
条

ｏ
八
七
条
）
ま
で
の

一
貫
し
た
文
書
処
理
の
職
掌
を
企
図
し
た
と
言
え
る
。

法
的
な
効
力
を
有
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
先
例
と
し
て
後
日
参
照
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
巻
頭
に
目
録

（索
引
）
を
作
成
す
る
な
ど
の
編
集
方
法
を
規
定
し
て
い
る

（七
六
条

・

八
六
条

ｏ
七
三
条

。
八
七
条
）。
特
に
上
申
書
は
二
通
浄
書
し
、
控
え
の

一
通
は
諸
官
省
よ
り
の

指
令
を
記
す
余
白
を
用
意
し
、
指
令
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
朱
書
し
、
官
省
ご
と
に
巻
首
に
目
録
数

“
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ペ
ー
ジ
を
作
成
し
て
官
省
伺
録
を
編
集
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
写
字
生
を
置
く
の
は
、
主
に

こ
の
浄
書
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

立
庁
直
後
で
文
書
数
が
少
な
か

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
文
書
の
保
管
方
法

・
保
管
場
所
、
閲

覧
に
対
す
る
規
定
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
が
、
同
時
期
の
筑
摩
県
の

「
廠
則
」
に
比
し
て
か
な
り

整

っ
て
い
る
。
法
的
な
効
力
を
有
す
る
諸
官
省
の
布
告

・
布
達
の
編
修
を
主
眼
と
す
る
点
で
は
、

宇
都
宮
県
の

「
県
内
事
務
章
程
」
の

一
つ
書
き
六
条
の
記
録
掛
定
則
と
主
意
は
異
な
ら
な
い
。

半
年
ほ
ど
前
の
記
録
方
の
職
掌
規
定
に
比
べ
て
格
段
に
詳
細
で
あ
り
、
何
か
モ
デ
ル
に
し
た
も

の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
不
明
で
あ
る
。

２
　
筑
摩
県
の
文
書
保
護
の
建
白

一
八
七

一
年

（明
治
四
）

一
一
月
の
府
県
統
合
に
よ
り
、
飛
騨

一
円
の
高
山
県
、
旧
幕
領
の

伊
那
県
、
旧
藩
の
松
本

・
高
島

・
高
遠

・
飯
田
県
に
、
名
古
屋
県
の
木
曽
及
び
竹
佐
出
張
所
管

内
を
合
せ
て
筑
摩
県
が
成
立
し
た
。
県
庁
は
旧
松
本
県
庁
と
定
め
ら
れ
、
統
合
事
務
を
担
当
し

た
伊
那
県
庁
官
員
は
翌
年

一
月
松
本
に
移

っ
た
。

同
年
二
月
二
日
、
筑
摩
県
は

「
県
治
条
例
」
に
基
づ
き
四
課
制
を
敷
い
た
。
庶
務
課
に
記
録

掛
は
な
い
が
、
受
付
業
務
に
つ
い
て
は
主
記
掛
が
置
か
れ
た
。
四
月
、
「
御
布
告
井
諸
省
御
達

等
、
日
限
ヲ
以
テ
被
仰
出
管
内

一
般
布
告

ノ
処
回
状
数
通

二
渉
り
、
等
外
吏
等

ニ
テ
認
方
遷
延

ノ
弊
ナ
キ

ニ
ア
ラ
ズ
」
と
し
て
、
「
受
付
例
規
」
を
定
め
、
「
諸
書
物
受
付
候
節
、
其
文
案
ノ
頭

字

二
三
ヲ
記
載
シ
、
誰
受
付
卜
認
メ
押
印
」
す
る
こ
と
、
「
日
限
ヲ
以
テ
触
出
候
回
状
等
」
は

最
注
意
し
て
早
早
に
差
出
す
こ
と
、
府
県
間
の
文
信
お
よ
び

「
願

ｏ
伺

・
届

ｏ
請
書
」
の
宛
名

は

「
筑
摩
県
参
事
永
山
盛
輝
」
と
記
す
こ
と
な
ど
を
規
定
し
た
。

こ
の

「
例
規
」
は
不
都
合
が
生
じ
た
よ
う
で
、　
一
一
月
あ
ら
た
に
次
の

「
受
付
規
則
」
を
定

め
た
。諸

出
張
所

ヨ
リ
御
用
状
来
着
セ
バ
、
主
記
掛

ヨ
リ
長
官

二
出
シ
、
長
官

一
覧
ノ
上
掛

へ
渡

ス
、
同
掛

ニ
テ
引
合
セ
ノ
上
正
権
典
事

二
回
ス
、
正
権
典
事

ニ
テ
其
課

二
係
ル
書
類

ヲ
押

印
シ
テ
引
去
り
、
従
前

ノ
如
ク
其
課
員
ノ
内

二
渡
シ
、
同
ジ
ク
押
印
シ
テ
其
人
是
ヲ
最
担

当

ス
、
因
テ
順
次
交
換
シ
テ
受
付
ル
ヲ
法
ト
ス

但
、
諸
官
省
県

ヨ
リ
来
着
ノ
書
信

ハ
、
何
課

ニ
テ
受
付
ル
共

一
旦
主
記

二
出
ス
、
主
記

之
ヲ
受
付
帳

二
更

二
製

ス
ベ
シ
　
先
以
官
省
府
県
ノ
名

ヲ
録
シ
、
長
官

二
出
ス
、　
一
覧

ノ
上
再
ビ
主
記

二
下
ス
、
此
時

二
当
り
主
記
其
事
由
ヲ
約
シ
テ
再
録
シ
、
正
権
典
事

ニ

出

ス
、
後
ノ
取
扱
ヒ
本
条

二
同
ジ

文
書
の
受
付
と
そ
の
登
録
を
試
行
錯
誤
し
つ
つ
、
正
確
を
期
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
、

と
く
に
官
省
か
ら
の
文
書
の
取
り
あ

つ
か
い
は
入
念
を
図
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
布

令
等
の
最
終
処
理
は
、
類
別
に
綴
り
込
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
筑
摩
県
で
は
布
告

ｏ

布
達
類
が
担
当
課
等
に
速
や
か
に
回
送
さ
れ
な
い
状
況
が
み
ら
れ
、　
一
八
七
三
年

（明
治
工〇
、

「
四
課
ノ
小
印

ヲ
製
シ
、
布
告

・
布
達
類
井
東
京
出
張
所
外
支
庁
用
信

工
捺
シ
、
四
課
順
配

ニ

便
」
を
図
る
処
置
が
と
ら
れ
た
。

翌

一
八
七
四
年

（明
治
七
）

一
月
、
漸
く

「庶
務
課
中
書
類
取
扱
章
程
」
が
定
め
ら
れ
た
。

第

一
条
　
進
達
草
稿

ハ
正
院
及
ビ
大
蔵
省
其
他
、
或

ハ
一
省
或

ハ
ニ
省
ヲ
以
テ

一
冊
卜
為

シ
、
主
記
掛

ニ
テ
浄
書
シ
、
原
書
回
却
ノ
上
綴
込
置
キ
、
御
指
令
至
レ
バ
、
上

局
の
箪
笥
中
部
分

へ
綴
込
可
申
事

第
二
条
　
従
前
管
内
布
令
ノ
綴
込
ア
リ
ト
雖
モ
、
学
校
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
ノ
布
令

ハ
学
校
書

類

へ
綴
込
、
病
院

二
付
テ
ノ
布
令

ハ
病
院
書
類

へ
綴
込
、
大

二
捜
索

二
不
便
ナ

ル
ヲ
以
テ
、
以
来

ハ
何
等
ノ
布
令
タ
リ
ト
モ
悉
ク
管
内
布
令

二
綴
込
ベ
キ
事

第
二
条
　
仮
令
出
張
所
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
コ
ト
ト
雖
モ
、
府
県
文
信

ハ
其
書
類

へ
綴
込
、
出

張
所
往
復

ハ
其
部
内

へ
綴
込
ベ
キ
事

但
大
教
院
往
復
書
類
ノ
如
キ
ハ
、
素
ヨ
リ
官
省
ノ
書
類
卜
同
視
ス
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、

故

二
府
県
往
復
ノ
内

へ
綴
込
ベ
シ

第
四
条

　

一
事
件

ニ
シ
テ
府
県
或

ハ
支
庁

へ
跨
リ
タ
ル
コ
ト
ト
雖
モ
、
綴
込

ハ
各
其
部
類

二
従
ヒ
綴
込
ベ
キ
事

第
五
条
　
諸
省

ｏ
府
県
及
支
庁
ヨ
リ
到
達
ノ
書
類
受
付
タ
ル
節
、
其
来
書
本
紙
ノ
系
欄
外

へ
其
受
付
人
ノ
印
ヲ
捺

ス
ベ
キ
事

第
六
条
　
正
副
戸
長
拝
命
ノ
請
書

ノ
類

ハ
惟
夕
庶
務
課
ト
ノ
ミ
記
シ
、
回
シ
ニ
差
出

ス
ベ

シ

″
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第
七
条
　
府
県
支
庁

ヨ
リ
到
達
ノ
書
文
書
受
取
切
リ
ノ
類

ハ
、　
一
旦
上
局

ニ
テ
御
披
閲
済

ニ
テ
、
其
文
書

ノ
欄
外

一
課
名

ヲ
記
サ
ズ
検
印
ノ
ミ
ヲ
押

シ
、
課
中
限
り
相
回

ス
ベ
シ

第
八
条
　
進
達
及
文
信

。
管
内
布
令
等

ハ
簿
冊
ノ
首
メ
ニ
罫
紙

ヲ
挿
入
シ
、
綴
込
毎

二
其

旨
趣

ノ
大
意
卜
番
号
ト
ヲ
填
載
シ
、
捜
索

二
便
ナ
ラ
シ
ム

こ
の
章
程
は
、
院
省

へ
の
進
達
の
原
書
は

一
省
あ
る
い
は
複
数
省
に
分
け
て
綴
り

（第

一
条
）、

管
内
布
令
の
綴
り
は
ま
と
め

（第
二
条
）、
府
県
往
復
と
支
庁

。
出
張
所
往
復
も

一
冊
と
し

（第

二
条
）、
総
体
と
し
て
先
例
を
参
照
す
る
上
で
の
便
を
図

っ
て
い
る
。
そ
の
典
型
は
第
八
条
で
、

件
名
捜
索
を
容
易
に
す
る
た
め
簿
冊
の
巻
頭
に
索
引
を
付
け
る
こ
と
と
し
た
。
第

一
条
は
保
管

方
法
も
規
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
指
令
が
長
野
県
の
よ
う
に
控
え
の
浄
書
の
余
白
に
記
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
の
で
、
双
方
の
照
合
は
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
か
ら
の
文
書
受
付
手
順
と
合
わ
せ
れ
ば
、
文
書
の
保
存
と
先
例
文
書
の
捜
索
は
格
段
の

進
展
を
み
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。　
一
八
七
六
年

（明

治
九
）
二
月

一
四
日
付

で
、
権
中
属
の
杉
浦
義
方
が
、
「
文
書
保
護
之
義
」
と
題
し
て
建
白
書

を
提
出
し
た
。

図
書

ハ
邦
家

ノ
至
宝

ニ
シ
テ
存
保
護
持

ス
ヘ
キ

ハ
論
ヲ
待

ス
、
並

ヲ
以
テ
朝
廷
先

二
図
書

寮

ヲ
置
カ
レ
又
正
院
中
修
史
局
ヲ
置
テ
、
天
下

ノ
文
書

ヲ
保
存
セ
シ
メ
、
又
府
縣

ヨ
リ
申

ス
ル
ノ
文
書
本
紙

ハ
直

二
秘
府

二
納
メ
、
更

二
写
ヲ
製
シ
テ
正
院

二
留
メ
敢
テ
散
逸
ス
ル

事
勿
ラ
シ
ム
、
然
而
猶
火
災
ノ
難
有
テ
或

ハ
欠
典
ナ
キ
事
克

ハ
ズ
ト
聞
ク

当
縣
創
置
以
来
今
既

二
六
年
、
官
院
諸
省
進
達
批
令
ノ
文
章
律
ト
ナ
リ
令
ト
ナ
ル
者
少
カ

ラ
ス
、
其

ノ
原
案

ハ
各
課

二
留

マ
リ
院
省
朱
批

ノ
本
紙
モ
亦
主
任

ノ
課

二
在
り
、
縣
庁
不

朽
ノ
要
領
タ
ル
至
宝
タ
ル
ヲ
以
テ
主
任
ノ
課
之

ヲ
保
護

ス
ル
ハ
素

ヨ
リ
然
り
、
而
シ
テ

一

朝
卒
然
何
年
何
月
何
件
ノ
伺
ヲ
捜
索

ス
ル
モ
、
担
当
ノ
主
任
ア
ラ
サ
ル
ヨ
リ
ハ
速

二
応

ス

ル
事
或

ハ
難
カ
ル
ヘ
シ

義
方
熟
、
鷹
中
事
務

ノ
景
況
ヲ
考
按

ス
ル
ニ
、
文
書
ノ
取
扱
各
課
ノ
規
則
確
定
セ
サ
ル
ニ

非

ス
、
各
課
ノ
諸
員
文
書

ヲ
保
護
セ
サ
ル
ニ
非

ス
、
然
而
文
書
散
逸

ノ
弊

ヲ
免

レ
サ
ル
者

ハ
蓋
シ
何

ソ
ヤ
、
是
他
ナ
シ
各
課
事
務
日
二
繁
ク
、
加
ル
ニ
文
書
保
護
ノ
例
猶
未
夕
宜
シ

キ
ヲ
得
サ
レ
ハ
也
、
当
縣
創
置
以
来
廠
中
幸

ヘ
ニ
災
害
ナ
ク
亦
文
書
散
失
ノ
憂
ナ
シ
、
此

時

二
於
テ
整
理
セ
ス
、　
一
旦
不
具
ノ
患

二
避
ル
カ
或

ハ
官
員
交
換
シ
テ
年
ヲ
積

マ
ハ
、
只

恐
ク
ハ
校
訂
シ
難
キ

ニ
至
ラ
ン
事
ヲ
、
義
方
高
慮
ヲ
知
ラ
ス
杞
憂
ノ
余
り
左
ノ
数
条

ヲ
陳

シ
敢
テ
明
断
ヲ
乞

フ
、
頓
首

当
時
筑
摩
県
で
は
、
文
書
処
理
に
つ
い
て

「各
課
ノ
規
則
」
が
確
定
し
て
お
り
、
吏
員
も
文

書
保
護
に
留
意
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
文
書
は
散
逸
し
、
コ

朝
卒
然
何
年
何
月
何
件

ノ
伺

ヲ
捜
索

ス
ル
」
に
困
難
を
極
め
、
コ

旦
不
具
ノ
患

二
選
ル
カ
」
「
官
員
交
換
シ
テ
年
ヲ
積

マ
」

ば
、
「
校
訂
シ
難
キ
」
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
に
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
杉
浦
は
そ
の

原
因
を

「
各
課
事
務
日
二
繁
ク
」
、
加
え
て

「文
書
保
護
ノ
例
猶
未
夕
宜
シ
キ
ヲ
得
」
て
い
な

い
点
に
求
め
た
。

杉
浦
は
記
録
文
書
に
対
し
、
「
図
書

ハ
邦
家
ノ
至
宝
」
で
あ
り
、
地
方
官
庁
に
あ

っ
て
は
、

「
官
院
諸
省
進
達
批
令

ノ
文
章
」
は
法
的
効
力
を
有
し

∩
律
ト
ナ
リ
令
ト
ナ
リ
し
、
行
政
判
断
に

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
「
縣
庁
不
朽
ノ
要
領
タ
ル
至
宝
」
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の

認
識
は
、
人
民
の
信
頼
を
得
る
統
治
に
記
録
文
書
の
重
要
性
を
位
置
づ
け
た
明
治
政
府
の
認
識

に
つ
な
が
る
、
人
民
統
治
の
末
端
に
い
る
人
間
の
認
識
で
あ
ろ
う
。

建
白
書
中
の
図
書
寮
は
、　
一
八
七
五
年

（明
治
八
）
九
月

「
古
今

ノ
記
録

ヲ
官
知
シ
傍

ラ
出

版

ノ
事
務
ヲ
受
理
」
す
る
た
め
内
務
省
に
設
置
さ
れ
た
、
太
政
官
達
第
六
八
号
に
よ
る
全
国
の

記
録
保
存
に
も
効
力
を
意
図
し
た
機
関
で
あ
り
、
修
史
局
は
同
年
四
月
に
歴
史
課
か
ら
昇
格
し

た
、
復
古
維
新
の
大
業
を
中
心
と
し
た
国
史
編
輯
と
史
料
収
集
に
当
た

っ
た
機
関
で
あ
る
。
杉

浦
が
、
「
全
国
記
録
文
書
保
存
」
事
業
を
明
示
し
た
太
政
官
達
第
六
八
号
で
は
な
く
、
具
体
的

な
機
関
を
例
に
引
い
た
理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
府
縣

ヨ
リ
申
ス
ル
ノ
文
書
」

以
下
で
は
、
太
政
官
正
院
記
録
課
の
文
書
受
付
か
ら
原
本
謄
写

・
記
録
編
輯
ま
で
の

一
貫
し
た

文
書
処
理
を
よ
く
認
識
し
て
お
り
、
「
然
而
猶
火
災

ノ
難
有
」
は
、　
一
八
七
三
年

（明
治
工〇

五

月
の
皇
城
火
災
、　
一
八
七
五
年

（明
治
八
）
七
月
の
内
務
省
庁
舎
火
災
を
指
す
の
で
、
記
録
文

書
の
あ
り
方
に
つ
い
て
日
ご
ろ
か
ら
か
な
り
留
意
し
研
究
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
認
識
か
ら
杉
浦
は
文
書
処
理
に
つ
き
次
の
提
案
を
し
た
。

第

一
條
　
院
省

二
申

ス
ル
文
書
上
局
決
下
ノ
上

ハ
、
主
任
ノ
課
ヨ
リ
主
記
方

へ
回
ス
、
主

η
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記
方

二
於
テ
ハ
直
チ
ニ
進
達
目
録
簿
冊

（此
件
兼
テ
施
行
ス
ル
処
ナ
レ
ト
モ
猶
詳

密
ヲ
加
フ
）
二
銘
記
シ
進
達
ノ
上
、
更

二
原
案
ヲ
主
任

ノ
課

へ
返
却

ス
ヘ
シ

但
、
右
目
録

一
通

ハ
必
ス
上
局

二
呈
シ
置
ク
ヘ
シ

第
二
條
　
進
達
ノ
文
書
院
省
朱
批
裁
下
ノ
節

ハ
、
上
局

二
於
テ
ロ
録
銘

へ
領
収

ノ
験
印

ヲ

調
シ
テ
主
記
方

へ
下
附

ス

第
二
條
　
主
記
方

二
於
テ
ハ
直
チ
ニ
右
写
ヲ
製
シ
、
本
書

ハ
簿
冊

二
綴
込
ミ
上
局
ノ
秘
庫

二
納
メ
写
ヲ
以
テ
主
任
ノ
課

二
博
達

ス

第
四
條
　
主
任
ノ
課

二
於
テ
ハ
右
写
シ
ヲ
以
本
書
同
様

二
保
護
ス
ヘ
シ

第
五
條
　
右
記
録
取
扱

ノ
為
第

一
課
中
記
録
掛

一
名
写
字
生
両
三
名
ヲ
置
キ
、
前
顕
文
書

謄
写
並
記
録
ノ
整
理
ヲ
主
ナ
ラ
シ
ム

第
六
條
　
文
書
捜
索
等
ノ
用
件
ア
ツ
テ
上
局
秘
庫

ヲ
験
認

ス
ル
寸

ハ
、
必
ス
上
局
ノ
許
可

ヲ
経
記
録
掛

二
通
報
シ
然
ル
後
開
函

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

進
達
書

ｏ
上
申
書
に
つ
い
て
、
後
の
参
照
に
資
す
る
た
め
の
謄
写
本

ｏ
副
本
の
作
成
な
ど
確

実
な
保
存
、
さ
ら
に
は
管
理
と
閲
覧
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
提
案
で
あ
る
。

杉
浦
は
旧
幕
臣
で
東
京
出
身
、　
一
八
七

一
年

（明
治
四
）
に
伊
那
県
の
史
生
に
任
官
し
仮
小

学
校
教
授
方
と
な

っ
た
。
筑
摩
県
で
は
、
庶
務
課
小
学
校
掛
、
飯
田
出
張
所
詰
で
学
校
御
用
の

他
庶
務
課
聴
訟
課
兼
務
、
伊
那
郡
学
校
創
立
の
任
を
帯
び
て
高
遠
出
張
所
詰
、
本
庁
に
帰

っ
て

学
校
並
病
院
掛
、
学
務
掛
な
ど
を
経
て
、
七
三
年
に
権
少
属
と
な

っ
て
七
五
年
権
中
属
に
昇
任

し
た
。
こ
う
し
た
庶
務
畑
の
実
務
経
験
が
建
自
の
背
景
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
建
白
は

採
用
さ
れ
な
か

っ
た
。
だ
が
彼
の
杞
憂
は
的
中
し
、
建
白
か
ら
四
か
月
後
の
六
月

一
九
日
、
県

庁
内
勧
解
裁
判
所
付
近
か
ら
出
火
し
た
火
災
は
、
表
門
と
金
庫
を
残
し
て
全
焼
し
た
。
文
書
は

七
、
八
割
は
運
び
出
さ
れ
た
が
、
堀
の
水

で
お
お
か
た
傷
み
、
地
租
改
正
関
係
書
類
は
す
べ
て

焼
失
し
て
し
ま

っ
た
。

四
　
文
書
保
存
制
度
の
確
立

ヘ

ー
　
文
書
目
録
編
成
手
続
と
文
書
管
理

一
八
七
六
年

（明
治
九
）
八
月
二

一
日
、
筑
摩
県
は
廃
止
さ
れ
て
信
濃
分
が
長
野
県
に
統
合

さ
れ
た
。

一
八
七
八
年

（明
治

一
こ

七
月
、
政
府
は
郡
区
町
村
編
制
法

・
府
県
会
法

・
地
方
税
法
の

い
わ
ゆ
る
新
三
法
を
公
布
し
た
。
政
府
の
意
図
は
、
共
同
体
的
地
方
秩
序
を
媒
介
に
、
地
方
社

会
を
権
力
の
安
定
し
た
基
盤
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
地
方
に
は

限
定
的
な
自
治
は
認
め
た
も
の
の
、
府
県
―
郡
―
町
村
の
段
階
的
な
権
力
関
係
に
よ
る
国
家
委

任
事
務
の
確
実
な
施
行
を
迫

っ
た
。
そ
の
限
定
的
な
自
治
さ
え
も
、
自
由
民
権
運
動
の
発
展
に

抗
し
て
数
次
の
改
正
を
経
な
が
ら
縮
小
さ
れ
、
地
方
政
治
は
よ
り
官
治
の
性
格
を
強
め
て
い
く
。

一
八
七
九
年

（明
治

一
一
し
、
新
三
法
に
そ
っ
て
従
来
の
第

一
か
ら
第
六
の
ナ
ン
バ
ー
課
制
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
を
総
称
し
た
庶
務

・
勧
業

・
租
税

・
警
保

・
出
納
課
と
な
り
、
出
先
と
し
て

郡
役
所

・
警
察
署

・
警
察
分
署
を
置
く
職
制
に
改
め
ら
れ
、
庶
務
課
に
記
録
掛
が
置
か
れ
た
。

一
八
七
五
年

（明
治
八
）
の

「府
県
職
制
並
事
務
章
程
」
以
来
、
長
野
県
で
は
官
省
か
ら
の
指

令

ｏ
布
達
や
定
例
成
規
を
記
載
す
る
文
書
は
謄
本
を
作

っ
て
保
存
と
利
用
の
制
度
を
図

っ
て
き

た
が
、　
一
八
七
九
年

（明
治

〓
し

以
降
は
、
行
政
文
書
の
保
存
と
管
理
の
上
で
大
き
な
画
期

を
迎
え
る
。

一
八
八
〇
年

（明
治

〓
こ

一
一
月
、
埴
科
郡
長
は
、
「
其
職
制

二
依
テ
開
庁
以
降
処
分
ス
ル

モ
ノ
三
〇

一
件
、
其
特
任

二
由

ツ
テ
処
分
ス
ル
モ
ノ
八
五
八
七
件
、
奥
書
経
由

二
係
ル
モ
ノ

一

九
五
〇
件

ニ
シ
テ
、
上
申
下
達
ノ
日
々
月

二
増
加

ス
ル
コ
ト
前
年

二
比
ス
ル
ト
キ

ハ
、
幾

ン
ト

一
ケ
年
ヲ
以
テ
半
歳

二
当
ル
ノ
増
差
ア
リ
」
と
上
申
す
る
。

上
申
下
達
の
増
大
は
、
文
書
の
や
り
取
り
の
錯
綜
を
生
じ
そ
の
保
管
量
も
増
え
る
。
こ
う
し

た
状
況
に
対
し
て
、
庶
務
課
記
録
掛
は
統

一
的
な
記
録
管
理
を
図
ろ
う
と
、
同
年

一
月

「文
書

目
録
作
成
手
続
」
を
作
成
し
て
各
課
及
び
警
察
本
署
に
督
励
し
た
。
だ
が
不
履
行
の
課
が
あ
り
、

八

一
年
早
早
再
び
各
課

・
警
察
本
署
に
通
知
し
た
。

一　

文
書
目
録

二
記
載
ス
ル
ロ
録
ノ
名
義

ハ
、
其
帳
簿
表
紙

二
記
載
ア
ル
名
ロ
ヲ
設
ケ
、

簿
冊
ト
ロ
録
卜
矛
盾
ス
ル
等
ノ
事
ナ
キ
ヲ
要
ス

但
、
簿
冊
ヲ
ナ
サ
ゝ
ル
文
書

ハ
袋
入
リ
ニ
ナ
シ
、
其
袋
面

へ
記
載
ノ
名
ロ
ヲ
以

テ
ロ
録

二
登
載
ス
ヘ
シ

π
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一　

文
書
目
録

ハ
雛
型

ノ
通
年
度

ヲ
区
別
シ
テ
登
記
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
、
其
年
度

ヲ
分
難
キ
文
書

ハ
、
雑
部
ト
ナ
シ
登
記
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一　

文
書
散
逸

ノ
有
無
照
鑑
ノ
為
メ
、
簿
冊
表
面
並
目
録

二
番
号
ヲ
記
ス
ル
コ
ト

一　

文
書
目
録

ハ
官
庫
入
課
中
備
付
ト
ノ
ニ
様
製
シ
、
而
テ
官
庫
入
ノ
文
書
ヲ
課
中

二
移

シ
、
又

ハ
課
中
備
付

ノ
文
書
ヲ
官
庫
入
ト
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
、
該
目
録
ヲ
詳
記

シ
其
時
々
記
録
掛

二
通
諜

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一　

文
書
目
録

ハ
毎
年

一
月
二
十
日
限
り
、
其
前
年
中
新
調
ノ
簿
冊
ヲ
調
査
シ
、
記
録
掛

二
通
諜

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一　

文
書
保
存

ノ
義

ハ
兼
テ
公
達
ノ
次
第
モ
有
之

二
付
、
平
時
不
用
ノ
簿
冊
類
等

ハ
本
来

官
庫
入

ニ
ナ
シ
、
予
メ
非
常
ノ
備
ヲ
ナ
サ
ン
事
ヲ
要

ス

一　

官
庫
入

ノ
文
書

ハ
総
テ
記
録
掛

ノ
賞
管
ト
ス
、
故

二
出
入
共
々
二
必
ス
該
掛

二
於
テ

立
会
ノ
上
、
日
録

二
照
シ
取
扱

フ
モ
ノ
ト
ス

但
、
在
来
官
庫
入
之
分
該
掛

二
引
継

ノ
節

ハ
、
主
務

ノ
課
員
立
会
ノ
上
引
渡

ア

ラ
ン
事

ヲ
要

ス

一　

日
録
編
製

ノ
用
紙

ハ
美
濃
紙

一
三
罫
紙
ト
ス

目
録

明
治
何
年
分

太
政
官
布
告
　
　
何
冊

諸
願
綴
込
　
　
　
何
冊

何
々
　
　
　
　
　
何
冊

手
続
き

・
方
法
と
目
的
が
混
在
す
る
の
で
、
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

０
　
文
書
目
録
作
成
の
手
続
き

。
方
法
な
ど

①
登
録
す
る
文
書
…
前
年
度
新
調
の
簿
冊

（帳
簿
）
と
簿
冊
形
態
を
と
ら
な
い
文
書

（
一
０
五
項
）

②
登
録
方
法

簿
冊
年
度
を
区
分

（二
項
）
、
日
録
中
の
番
号
と
簿
冊
番
号
の

照
合

（三
項
）

③
作
成
部
数
…
…
…
二
部
、　
一
部
は
官
庫
で
、　
一
部
は
主
管
課
保
管

（四
項
）

文
書
目
録
作
成
の
目
的
…
文
書
の
保
存

金
ハ
項
）

右
の
目
的
の
た
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

①
簿
冊
の
現
在
地
確
認

（四
項
）

②
散
逸
の
有
無
照
鑑

（三
項
）

③
記
録
掛
の
管
理

（四
ｏ
五
。
七
項
）

こ
の

「
手
続
」
規
定
は
、
警
察
本
署
を
含
む
県
庁
内
の
全
て
の
文
書
を
、
記
録
掛
が

「文
書

目
録
」
に
よ
り
管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
時
点
で
改
め
て

「文
書
目
録
編
成

手
続
」
を
作
成
し
徹
底
を
図

っ
た
の
は
、
行
政
機
能
の
拡
大
と
多
岐
化
に
よ
り
混
乱
が
生
じ
た

こ
と
と
、
「
官
庫
入
」
文
書
の
参
照
機
会
も
増
し
て
き
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
保
存
の
万
全
を

図
り
文
書
の
現
用
機
能
の
効
率
を
高
め
る
た
め
に
は
整
理
さ
れ
た
目
録
の
存
在
は
必
須
で
あ
り
、

使
い
勝
手
か
ら
美
濃
紙

一
三
行
罫
紙
に
統

一
す
る
必
要
も
生
ま
れ
た
。

再
確
認
の
起
案
文
で
は
、　
一
八
七
八
年

（明
治

一
こ
　
一
一
一月
ま
で
の
分
の
目
録
送
付
を
督

促
し
て
い
る
の
で
、
過
去
の
文
書
に
つ
い
て
も
こ
の

「手
続
」
を
適
用
し
て
整
理
を
促
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
五
項
に
基
づ
き
記
録
掛
に
通
諜
さ
れ
て
き
た
前
年
度
分
の
簿
冊
は

二
二
〇
冊
で
あ

っ
た
。

２
　
公
文
編
冊
の
編
綴

庶
務
課
は
さ
ら
に
文
書
の
保
存
管
理
を
徹
底
化
し
、
官
庫
入
文
書
の
現
用
機
能
の
効
率
を
高

め
る
事
を
模
索
す
る
。
そ
れ
が
、
記
録
掛
に
よ
る

「
公
文
編
冊
」
と
題
す
る
県
庁
文
書
の
編
綴

と
な

っ
た
。

一
八
八
二
年

（明
治

一
五
）

一
月
、
県
は
事
務
章
程
改
正
の
参
考
に
す
る
た
め
、
群
馬

・
山

梨

ｏ
岐
阜

。
埼
玉

。
福
島
の
諸
県
に
事
務
章
程
と
例
規
な
ど
の
送
付
を
依
頼
し
た
。
回
答
文
書

は
み

つ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
県
庁
事
務
シ
ス
テ
ム
の
全
面
的
見
直
し
を
企
図
し
た
も
の
と
思

わ
れ
、
同
年
後
半
の
記
録
掛
の
活
動
は
、
諸
県
の
回
答
を
参
考
に
立
案
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七
月
、
「
本
庁
所
蔵
書
籍

ハ
記
録
掛
之

ヲ
管
ス
」
と
し
た

「
書
籍
保
管
手
続
」
が
布
達
さ
れ

た
が
、
書
籍
の
未
返
却
が
彩
し
く
、
九
月
に
記
録
係
は
庁
内
全
課

。
署
に
、
類
衆
法
規

。
法
例

彙
纂

。
法
例
民
法

。
改
定
律
例

。
新
律
綱
領
な
ど
数
十
冊
の
書
籍
の
捜
索
照
会
を
し
た
。
こ
れ

(3)(2)
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に
先
だ

つ
八
月

一
七
日
、
諸
公
文
の

「
編
輯
例
則
」
が
制
定
さ
れ
、
各
項
の
説
明
書
が
添
付
さ

れ
て
各
課

・
署

へ
達
せ
ら
れ
た
。

第

一　
　
凡
公
文

ハ
官
省

ｏ
府
縣

。
課

。
署

。
部
ノ
別
ナ
ク
各
事
件
ヲ
類
別
シ
、　
一
顛
末

第

二

ヲ
合
シ
テ
編
輯
シ
、
之
ヲ
公
文
編
冊
ト
ス

公
文
編
冊

ハ
、
或

ハ
一
月

ニ
シ
テ
数
冊

二
渉
り
、
或

ハ
一
月
若
ク
ハ
数
月

ニ
シ

テ

一
冊
ト
ナ
ス
等
編
輯
ノ
便

二
依
ル

第
二
　
　
諸
編
冊

ハ
、
各
巻
首

二
索
引

ヲ
附
シ
、
又
別

二
一
年
分

ノ
索
引
ヲ
作
り
其
経
閲

二
便

ス

第
四
　
　
本
縣

へ
特

二
命
令
ノ
文
書

ハ
、
官
省
特
達
編
冊

二
、
其
内
達

・
訓
示

ハ
内
達
編

冊

二
編
ム

は
、
特
に
命
令
あ
る
も
の
は
重
要
文
書
だ
か
ら
と
す
る
。
第
五
項
に
つ
い
て
は
、
各
課
主
査
の

回
議
書
末
の
余
白
に
指
令
の
全
文
を
朱
書
し
て
現
用
と
し
、
本
書
を
条
文
の
よ
う
に
編
冊
せ
よ
、

第
六
項
に
つ
い
て
は
そ
の
理
由
で
、
そ
う
す
る
事
に
よ
り
捜
索
の
便
に
供
す
る
の
だ
と
す
る
。

第
七
項
に
つ
い
て
は
、
絵
図

・
表
は
紙
幅
が
ま
ち
ま
ち
だ
か
ら
別
編
纂
に
す
る
と
し
、
第
八
項

は
参
照
の
用
に
備
え
る
た
め
と
し
、
第
九
項
は
本
文
の
と
お
り
、
第

一
〇
項
は
刊
行
に
関
わ
る

も
の
に
限
る
と
し
、
第

一
一
項
は
参
照
に
供
す
る
た
め
と
述
べ
て
い
る
。

「編
輯
例
則
」
の
主
旨
は
、
全
て
の
公
文
書
を
、
官

・
省

・
府
縣

・
課

・
署
の
発
信
別
で
は

な
く
、
掛
毎
に

一
顛
末
を

一
簿
冊
に
類
別
編
集
し

（第

一
項
）、
巻
首
に
索
引
を
付
し
、
も
の
に

よ

っ
て
は
注
記

・
沿
革
略
記

・
改
廃
年
な
ど
を
加
え

（第
二
・
四
ｏ
五
上
ハ
・
三

項
）、
後
日
平

易

・
迅
速

・
正
確
な
参
照
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
く
に
官
省
か
ら
の
指
令
は
本
書
の

保
存
を
図
り

（第
五
項
）、
法
的
効
力
を
有
す
る
布
達
や
告
示
は
個
別
の
編
綴
を
規
定
し

（第
四
・

一
〇
項
）
、
そ
の
趣
旨
か
ら
、
県
か
ら
郡
に
発
せ
ら
れ
る
文
書
も

「
将
来

ノ
例
規
」
と
な
る
も

の
を
選
ん
で
編
集
す
る

（第
八
項
）
こ
と
を
定
め
た
。

八
月
末
に
二
段
の
書
棚
、
九
月
に
二
種
類
三
樟
の
書
箱
が
新
調
さ
れ
て
、
公
文
書
の
編
綴
作

業
が
始
ま

っ
た
。
先
に
見
た
公
文
書
形
態

の
Ｃ

・
Ｂ
タ
イ
プ
は
こ
の

「
編
輯
例
則
」
に
よ
り
編

集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
文
編
冊
と
記
さ
れ
た
題
箋
の
上
枠
は
、
第

一
項
の
趣
旨
か
ら
類
別

さ
れ
た
案
件
を
扱

っ
た
掛
名
の
記
入
欄
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「編
輯
例
則
」
の
起
案
は
、
七
等
属
の
星
野
正
淡
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
。
彼
は

一
八
八
二
年

六
月
に
長
野
県
に
任
官
し
、
庶
務
課
記
録
掛
兼
史
誌
編
輯
掛
を
拝
命
し
た
ば
か
り
だ

っ
た
。
以

後

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
ま
で
、
公
文
編
冊
の
編
集
な
ど
文
書
保
存
管
理
の
実
務
は
彼
の

リ
ー
ド
で
強
力
に
進
め
ら
れ
て
い
く
。

当
時
四
〇
才
の
星
野
の
経
歴
は
多
彩
で
あ
る
。
出
身
は
新
潟
県
平
民
、
戊
辰
戦
争
時
に
は
草

芥
隊
の
北
辰
隊
司
令
士
を
務
め
、
の
ち
佐
渡
県

・
新
潟
県
に
出
仕
、　
一
八
七
〇
年

（明
治
一こ

に
兵
部
省
管
下
第
二
遊
軍
隊
取
締
に
任
じ
、　
一
八
七
四
年

（明
治
七
）
に
は
工
部
省
雇
と
な
り

翌
年
編
纂
部
か
ら
営
繕
少
属
と
な

っ
た
が
、　
一
八
七
七
年

（明
治

一
〇
）
に
営
繕
寮
が
廃
止
さ

れ
る
と
、
四
月
に
西
南
戦
争
中
の
鹿
児
島
県

へ
九
等
警
部
と
し
て
任
じ
、
五
月
か
ら
は
救
血

・

戸
籍

ｏ
衛
生
掛
な
ど
を
務
め
た
。
こ
れ
を
七
八
年
に
辞
し
て
東
京
都
は
浅
草
区
の
書
記
と
な
る

第 第
六 五

第

七

シ
、
其
旨
ヲ
本
書
尾

二
注
記
ス
ヘ
シ

第
八
　
　
郡
役
所

二
特
達
指
令
及
回
答
シ
タ
ル
事
件
、
将
来
ノ
例
規

二
係
ル
モ
ノ
ハ
別

ニ

之
ヲ
採
録
編
纂

ス

第
九
　
　
公
文
編
冊
ノ
順
序

ハ
其
施
行
ノ
日
ヲ
以
テ
ス

第

一
〇
　
布
告
及
官
省
布
達

ｏ
本
縣
名
及
令

ノ
名
ヲ
以
テ
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
、
告
示

ハ

各
別

二
編
輯
シ
、
之

ヲ
布
告
又

ハ
某
官
省
布
達
又

ハ
達
編
冊
ト
ス

第

一
一　

布
告

ｏ
布
達
達

ハ
其
改
廃
毎

二
其
沿
革
ヲ
記
載
シ
、
及
改
廃
年
明
文
ナ
キ
モ
後

発
ノ
法
令

二
因
り
関
係
ア
ル
モ
ノ
ハ
、
其
由
ヲ
簡
明

二
注
記
ス
ヘ
シ

説
明
書
は
、
第

一
項
に
つ
い
て
、
例
え
ば
戸
籍
の
件
は
他
府
県
よ
り
の
事
項

ｏ
本
県
か
ら
の

事
項

・
郡
よ
り
の
事
項
と
発
生
源
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
別
の
三
簿
冊
に
綴
ら
れ
錯
綜
し
て
い
る
が
、

係
の
部
に
類
集
し
徹
頭
徹
尾

一
簿
冊
に
し
、
該
課
各
係
が
具
備
す
れ
ば
、
編
集
の
方
法
も
簡
単

で
閲
覧
の
便
も
得
ら
れ
る
と
す
る
。
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
彩
寡
が
あ
る
か
ら
、
各
課

事
務
の
繁
間
に
お
こ
な
え
と
す
る
。
第
二
項
に
つ
い
て
は
文
意
の
と
お
り
、
第
四
項
に
つ
い
て

官
省
指
令
ノ
本
書

ハ
、
別

二
官
省
指
令
編
冊

二
編
ム

数
件
合
綴
シ
テ
決
裁

ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
其
首
位
ノ
部

二
編
ミ
、
他

ハ
各
索
引

二
其
件
名
ヲ
揚
ケ
、
而
シ
テ
之

二
其
何
部

二
合
編
シ
タ
ル
旨

ヲ
注
記
ス
ベ
シ

絵
図
及
表
等
ノ
編
冊

二
便
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
別

二
編
輯
シ
テ
其
部
ノ
附
冊
ト

郷
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も
翌
年
辞
め
て
二
重
県
に
任
官
し
、　
一
八
八
〇
年
に
御
巡
幸
御
用
掛
を
勤
め
た
の
ち
辞
し
、　
一

八
八
二
年

（明
治

一
五
）
故
郷
に
近
い
長
野
県
に
任
官
し
た
。

星
野
は
翌

一
八
八
三
年

（明
治

王
〇
　
一
月
、
公
文
編
集
作
業
数
か
月
間
の
現
状
を
踏
ま
え

て
次
の
提
案
を
し
た
。

昨
年
九
月
中
旬
か
ら

一
二
月
ま
で
に
、
四
課
の
上
半
年
の
公
文

一
五
〇
余
冊
を
整
頓
し
た
の

で
、
本
年
六
月
に
は
八
課
二
署
の

一
年
分
お
よ
そ
七
五
〇
冊
の
編
集
全
て
が
完
了
す
る
見
込
み

で
あ
る
が
、
作
業
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な
い
の
は
、
「
各
課
適
宜

二
綴
込
ヲ
ナ
ス
ト
雖
ド
モ
健

裁

一
ナ
ラ
ズ
、
公
文
錯
雑
シ
テ
閾
文
多
」
く
、
そ
の
推
間
の
た
め
の
往
復
が
わ
ず
ら
い
で
あ
り
、

雑
務
も
兼
務
す
る
掛
員
五
名
で
は
人
員
が
不
足
す
る
。
こ
の
人
数
で
は
、
明
治

一
六
年
以
降
の

も
の
を
編
集
す
る
の
が
精

一
杯

で
、　
一
四
年
以
前
の
も
の
を
編
集
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
公
文

浩
渤
素
乱
シ
テ
閉
文
多
ク
、
剰

へ
当
時
ノ
主
任
者
執
モ
変
換
シ
、
公
文
捜
索
推
問

二
処

ス
ル
」

が
ゆ
え
に
、
多
く
の
増
員
を
必
要
と
し
経
費
も
か
さ
む
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
掛
員
を
三
名

ほ
ど
増
員
し
、　
一
年
を
中
分
し
て
上
半
期
は
明
治

一
六
年
以
降
の

一
年
毎
の
整
頓
を
お
こ
な
い
、

下
半
期
を

一
四
年
以
前
の

一
年
毎
の
整
頓
に
当
て
れ
ば
漸
次
整
頓
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な

Ｚυ
。こ

の
提
案
は
裁
可
さ
れ
、
明
治

一
五
年
度
の
公
文
の
編
集
作
業
が
始
ま

っ
た
。　
一
月
か
ら
三

月
に
か
け
て
、
簿
冊
保
管
の
た
め
の
書
箱

・
書
棚
を
新
調
し
、
製
本
職
工
を
五
〇
日
単
位
で
雇

用
し
、
公
文
編
冊
標
題
用
紙
の
版
木
も
作
り
、
製
本
機
械
を
購
入
し
て
公
文
書
の
編
綴
作
業
は

本
格
化
し
て
い
っ
た
。
作
業
が
進
展
し
た
二
月
、
新
た
な
製
本
職
工
雇
用
の
給
与
問
題
が
生
じ

た
。
こ
れ
は
会
計
課
が
、
必
要
不
可
欠
の
雇
用
で
あ
る
の
で
本
来
庁
費
で
支
出
す
べ
き
だ
が
、

予
算
内

で
支
弁
で
き
な
い
の
で
臨
時
雇
員
と
み
な
し
属
官
俸
給
よ
り
支
払
う
こ
と
に
し
て
解
決

を
み
た
。
そ
の
後
記
録
掛
は
仕
事
の
進
捗
に
合
わ
せ
て
、
各
課
に
対
し

一
五
年
度
結
局
済
み
の

公
文
を
記
録
掛

へ
送
付
す
る
よ
う
照
会
し
て
、
仕
事
は
順
調
に
進
ん
で
い
き
、
予
定
ど
お
り
六

月

一
四
日
、　
一
五
年
度
の
公
文
編
冊
五
〇
七
冊
の
編
集
を
完
了
し
て
県
令
の
供
覧
に
付
し
た
。

製
本
職
工
の
雇
用
は
何
回
か
繰
り
返
さ
れ
、
編
纂
さ
れ
た
公
文
編
冊
を
保
管
す
る
箱

。
棚

。

箪
笥
が
仕
様
図
を
付
け
て
数
回
注
文
さ
れ
て
い
る
。
書
箱
は
中
を
数
列
数
段
に
仕
切

っ
た
箱
と
、

列
仕
切
り
の
無
い
怪
貪
蓋
付
の
も
の
を
指
し
、
書
棚

。
書
架
は
仕
切
り
列
の
無
い
も
の
で
、
箪

笥
は
書
箱
に
竿
を
指
す
金
具
の
付
い
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
公
文
編
冊
を

平
置
き
で
納
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
公
文
編
冊
が
掛
別
の
み
な
ら
ず

重
要
度
や
利
用
頻
度
に
よ
り
分
類
収
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
間
に
記
録
掛
は

「
長
野
県
日
誌
」
の
編
纂
も
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
は

一
月
に
星
野
が
、

各
課

。
署
に

「
本
県
日
誌
編
輯
候

二
付
、
例
規
第
百
七
条

二
拠
り
該
誌
に
登
録
ス
ベ
キ
公
文
有

之
候
ヒ
テ
、
御
取
調
之
上
原
稿
ヲ
本
課
記
録
掛
へ
漸
次
御
送
付
相
成
度
」
と
照
会
し
た
こ
と
に

始
ま
り
、
二
月
に
は

一
月
分
の
第

一
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
日
誌
の
掲
載
内
容
は
、
日
を
追

っ
て

の
郡
役
所

へ
の
布
達
、
県

へ
の
照
会
と
そ
の
回
答
、
伺
い
と
そ
れ
に
対
す
る
指
令
な
ど
で
あ
る
。

刊
行
本
は
各
課

。
署

。
郡
役
所
に
、
そ
し
て
有
価
で
町
村
戸
長
役
場
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
日

誌
は
順
次

一
か
月
な
い
し
は
二
か
月
分
を
単
位
に
刊
行
さ
れ
た
。
星
野
の
照
会
文
中
に
あ
る

「
例
規
」
は
文
書
処
理
な
い
し
は
庶
務
に
関
す
る
規
定
と
思
え
わ
れ
、
そ
の
存
在
は
注
目
さ
れ

る
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。

一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）
の
編
纂
作
業
は
前
年
度
の
各
課

・
署
の
公
文
の
記
録
掛

へ
の
引

継
ぎ
漏
れ
の
照
会
か
ら
始
ま
り
、
月
を
追

っ
て
順
次
公
文
の
引
継
ぎ
が
通
知
さ
れ
る
。
監
獄
本

署
に
は
記
録
掛
が
出
向
い
て
編
集
し
た
が
、
計
四
三
冊
の

一
六
年
度
公
文
編
冊
を
同
署
に
置
く

た
め
借
用
証
が
書
か
れ
て
い
る
。

暦
年
制
を
取
ら
な
い
会
計
課
の
公
文
処
理
の
問
題
が
起
こ
る
。
記
録
掛
は
、
会
計
課
の
諸
公

文
は

「
金
員
簿
記

二
関
ス
ル
書
類

ニ
シ
テ
他
ノ
公
文
ト
ハ
自
ら
異
ナ
ル
ヲ
以
、
編
輯
之
都
合

モ

有
之
候
条
、
自
今

一
ヵ
年

ヲ
纏
東
御
箋
付
」
に
し
た
い
と
照
会
し
た
が
、
会
計
課
は
、
結
局
の

書
類
を
本
課
に
年
度
末
ま
で
ま
と
め
ず
に
置
く
こ
と
は
、
「
若
シ
主
任
転
免
等
ア
ル
時

ハ
、
同

掛
若
ク
ハ
他
掛

へ
引
継
ガ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
」
、
手
数
を
重
ね
事
務
取
扱
上
の
差
し
さ
わ
り
が
あ
る

の
で
、
例
規
に
よ
り
従
前
の
と
お
り
に
し
た
い
と
回
答
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
記
録
掛
は
審

議
の
結
果
、
「
畢
寛
、
編
輯
其
宜
シ
キ
ヲ
得
、
他
日
参
照
ノ
便

二
供

ス
ル
旨
趣
」
に
あ
る
の
で
、

「
爾
後
連
事
書
類
中
、
請
取
書
等
之
如
キ
御
課
デ
御
留
置
相
成
候
モ
ノ
ハ
写
、
或

ハ
其
旨
付
箋

シ
主
任
印
且
回
議
書
欄
外

二
編
冊
都
中
於
御
記
載
之
上
御
箋
付
」
で
交
付
す
る
こ
と
を
再
照
会

し
た
。
結
果
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
不
明
だ
が
、
暦
年
で
収
集
し
て
会
計
年
度
で
編
集
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

%
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計
画
の
半
年
を
大
き
く
越
え
た

一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）

一
一
月
に

一
六
年
度
分
の
公
文

編
冊
五
六
三
冊
が
で
き
あ
が

っ
た
。　
一
五
年
度
分
の
五
七
〇
冊
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
「
編
輯

例
則
」
に
よ
る
公
文
処
理
前
の
簿
冊
で
あ
る

一
四
年
度
分
の
編
集
は
手
間
ど

っ
た
の
か

一
八
八

三
年

（明
治

王
○

の
下
半
期
で
は
完
了
せ
ず
、
こ
の
年
度
の
残
り
を
そ
れ
に
当
て
た
よ
う
で
、

一
八
八
五
年

（明
治

一
八
）
二
月
に
三
四
七
冊
の
編
集
が
完
了
し
た
。　
一
七
年
度
分
は
同
年

一

二
月
に
六
〇
九
冊
が
で
き
あ
が
る
。

３
　
書
籍

ｏ
簿
冊
の
頻
繁
な
借
覧

明
治

一
五
年
度
の
公
文
の
編
集
が
完
了
す
る
直
前
の

一
八
八
三
年

（明
治

王
〇

六
月
二
日
、

星
野
は
、
「
近
近

一
五
年
度
の
公
文
編
冊
が
で
き
上
る
が
、
借
覧
手
続
き
が
な
け
れ
ば

「
散
飛

之
憂
有
之
、
保
管
方
差
支
」
え
る
」
と
、
「
書
籍
簿
冊
借
覧
手
続
」
の
制
定
を
提
案
し
て
裁
可

さ
れ
、
早
速

「
書
籍
簿
冊
借
覧
手
続
」
が
活
版
印
刷
で
部
課
署
に
布
達
さ
れ
た
。

第

一　

書
籍
簿
冊
ヲ
借
覧
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
別
紙
雛
形
ノ
用
紙

へ
書
名
及
姓
名

ヲ
記

入
シ
記
録
掛

へ
差
出

ス
ベ
シ

第
二
　
借
覧
期
限
、
書
籍

ハ
一
週
間
、
簿
冊

ハ
当
日
限
リ
ト
ス

但
　
期
限
外
働
借
覧

ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ハ
、
其
事
由
ヲ
記
録
掛

へ
通
知

ス
ベ
シ

第
二
　
借
覧
中
破
損
又

ハ
汚
染

ス
ル
モ
ノ
ハ
、
其
事
由
ヲ
記
録
掛

二
通
知

ス
ベ
シ

八
日
に
は

「
用
紙
」
の
サ
ン
プ
ル
を
添
え
て
、
記
録
掛
に
備
え
て
あ
る
の
で
必
要
で
あ
れ
ば

申
し
出
す
こ
と
が
部
課
署
に
通
知
さ
れ
、
庁
務
掛

・
職
務
掛

ｏ
戸
籍
掛
な
ど
が
早
速
交
付
を
受

け
て
い
る
。
ま
た
、
書
籍
及
び
公
文
編
冊
に
押
印
す
る
印
章
は
将
来
の
証
と
な
る
べ
き
も
の
だ

か
ら
と
、
色
の
濃
い
上
等
の
朱
肉
と
肉
地
が
新
調
さ
れ
た
。

記
録
掛
は
書
籍

・
簿
冊
の
管
理
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
厳
し
い
態
度
を
と

っ
て
お
り
、
四
月

に
は
、
東
筑
摩
郡
日
向
村

（現
麻
績
村
）
か
ら
提
出
さ
れ
た

「
争
論
が
起
き
た
の
で
明
治
七
年

に
旧
筑
摩
県

へ
上
申
し
た
村
落
合
併
願
書
の
写
し
を
作
り
た
い
の
で
借
用
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と

の
願
い
を
断

っ
て
い
る
。

七
月
、
星
野
は
県
政
に
お
け
る
記
録
掛
を

「
庶
務
課
中
之

一
掛

ニ
ハ
候
得
共
、
諸
記
録
編
輯

保
存

二
付
テ
ハ
鷹
中
各
課

二
関
渉

シ
、
他

ノ
掛
ト
ハ
特
殊

ニ
モ
有
之
」
と
位
置
付
け
、
「
諸
官

省
之
公
達
等
、
各
課
ヨ
リ
日
々
捜
索
之
便

二
供
ス
ル
事
必
要
卜
見
込
候
間
、
当
掛
宛
官
報
壱
部

御
購
入
」
す
る
こ
と
と
、
官
報
は
そ
の
記
載
が

「官
省
之
公
布
類
ヲ
始
メ
其
他
各
種
伺

・
掲
令

・

彙
報
等
」
が
錯
綜
し
て
い
る
の
で
、
捜
索
の
た
め
の
索
引
の
み
の
編
輯
を
作
成
す
る
こ
と
を
伺

っ

て
裁
可
さ
れ
た
。
翌
月
太
政
官
文
書
局
が
官
報
索
引
を
編
纂
し
頒
布
す
る
事
に
な

っ
た
の
で
こ

れ
を
止
め
、
布
告

・
布
達
類
の
改
廃

の
沿
革
の
み
の
記
載
に
改
め
た
。

し
か
し
、　
一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）

一
月
に
な

っ
て
や
は
り
官
報
は
各
種
の
彙
報
及
び
伺

・

司
令

・
広
告
等
を
雑
輯
し
て
あ
り
、
「
将
来
捜
索
上
大

二
不
便
」
で
あ
る
の
で
、
従
来
の
体
裁

に
従
っ
て
類
別
謄
写
し
て
記
録
掛
に
備
え
る
こ
と
と
し
た
。
明
治
何
年
何
月
何
日
第
何
号
を
以

っ

て
改
正
と
も
書
き
込
め
る
類
別
謄
写
専
用
用
紙
を
印
刷
し
謄
写
を
開
始
し
、
二
月
末
に

一
八
八

三
年

（明
治

王
〇

七
月
以
降
の
官
省
達
類
の
謄
写
が
完
了
し
、
各
課

・
署
に

「
参
照
必
要
之

向

ハ
同
年
職
第
五
十
九
号
達
借
覧
手
続
き
」
に
よ
り
記
録
掛
に
申
し
出
す
よ
う
通
牒
し
た
。

編
綴
さ
れ
た
公
文
簿
冊
は
頻
繁
に
借
覧
さ
れ
た
よ
う
で
、　
一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）
二
月

に
は
、
書
籍
簿
冊
借
用
証
用
紙
が
新
た
に
二
千
枚
印
刷
さ
れ
、
八
月
に
は
借
用
証
の
飛
散
を
防

ぐ
た
め
手
挟
五
挺
が
購
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
借
用
証
は

一
八
八
五
年

一
月
と
六
月
に
三
千

枚
ず
つ
増
刷
さ
れ
て
お
り
、
手
挟
も
五
月
に
六
挺
が
追
加
さ
れ
た
「
公
文
編
冊
を
納
め
た
書
箱

は
文
庫
に
納
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
点

の
県
庁
の
文
庫
の
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
表
門
西
の
文
庫

の
鍵
は
記
録
掛
が
預
か

っ
て
い
た
。
そ
の
文
庫
内
の
公
文
編
冊
を
収
税
課

・
会
計
課
等
が
休
日

に
使
用
す
る
場
合
は
、
休
日
に
限
り
鍵
を
宿
直
に
預
け
る
こ
と
に
し
た
。

一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）
の
二
月
八
日
に
は
、
長
野
初
審
裁
判
所
か
ら
明
治

一
〇
年
以
降

の
太
政
官
布
告
達
の
借
覧
に
つ
い
て
庶
務
課
長
あ
て
照
会
が
あ

っ
た
。
課
内
で
論
議
が
あ

っ
た

よ
う
で
、
三

一
日
に
当
庁
で
も
日
用
必
需
で
あ
る
か
ら
応
じ
ら
れ
な
い
が
、
当
庁

へ
出
張
し
て

謄
写
す
る
事
は
構
わ
な
い
と
回
答
し
た
。
今
度
は
裁
判
所
側
で
検
討
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
五
月

に
な
っ
て
県
庁
休
み
の
土
曜
日
の
午
後
か
ら
日
曜
日
の
終
日
ま
で
借
用
し
て
月
曜
日
早
朝
に
返

却
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
再
度
照
会
が
あ

っ
た
。
こ
れ
を
庶
務
課
が
了
承
し
た
の
で
、
裁
判
所

は
二
四
日
正
午
過
ぎ
に
小
使
い
を
県
庁
に
や
り
、
明
治

一
一
年
か
ら

一
六
年
ま
で
の
太
政
官
布

告
達
お
よ
び
各
省
布
達
を
借
用
し
た
。

借
覧
に
加
え
て
、
衛
生
課
は

一
八
八
五
年

（明
治

一
八
）
に
牛
乳
搾
取
販
売
規
則
が
布
達
さ

π
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れ
た
の
で
、
牛
乳
搾
取
販
売
願
の
目
を
設
け
、
全
て
の
該
件
に
関
す
る
書
類
を
こ
れ
に
編
冊
し

て
ほ
し
い
と
す
る
記
録
掛

へ
照
会
し
た
。
公
文
編
冊
が
県
政
事
務
に
欠
く
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
に

な

っ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
例
規
が
遵
守
さ
れ
な
い
現
実
は
、
参
照
の
便
を
図
ろ
う
と
す
る
記
録
係
を
悩
ま
せ
も

し
た
。　
一
八
八
四
年

（明
治

一
七
）

一
月
記
録
係
は
、
「
伺
書
の
指
令
が
官
省
よ
り
到
達
す
れ
ば
、

そ
の
回
議
書
に
指
令
の
全
文
を
写
し
て
本
書
を
回
覧
し
、
完
了
す
れ
ば
記
録
掛
に
回
付
す
る
こ

と
が
例
規
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
回
議
書
に
指
令
書
を
綴
り
付
け
結
局
書
類
と
共
に
回
付

し
て
来
る
」
こ
と
が
多
く
、
指
令
簿
冊
編
纂
の
順
序
に
支
障
を
来
し
て
い
る
の
で
、
「
廠
中
例

規
第
弐
拾
四
条
」
に
よ
り
送
付
す
る
よ
う
各
課

。
署
に
照
会
を
し
て
い
る
。
先
に
も
記
し
た
よ

う
に
こ
の
例
規
に
関
わ
る
史
料
は
見

つ
か

っ
て
い
な
い
。
二
月
に
は

「手
続

ヲ
為
サ
ズ
派
出
等

之
向
モ
有
之
、
記
録
保
管
上
差
支
不
少
」
と
、
借
覧
手
続
例
規
第
二
の
徹
底
を
再
三
各
課

。
署

に
照
会
し
、
し
ば
ら
く
は
改
善
さ
れ
た
も
の
の

一
八
年
に
な
る
と
少
し
も
履
行
さ
れ
な
く
な
り
、

借
覧
主
が
不
在
中
は
簿
冊
の
所
在
が
不
明
で
他
の
需
要
に
応
ぜ
ら
れ
な
か

っ
た
り
、
簿
冊
に
付

箋
な
ど
糊
を
着
け
る
た
め
に
破
損
や
汚
染
が
み
ら
れ
る
な
ど
の
不
都
合
が
生
じ
て
い
る
と
、
再

び
各
課

ｏ
署

ｏ
局
に
規
則
の
徹
底
を
図

っ
て
い
る
。

４
　
文
書
保
存
期
限
の
設
定

一
八
八
五
年

（明
治

一
八
）

一
二
月
二
二
日
、
太
政
官
が
廃
さ
れ
て
内
閣
制
が
発
足
し
、
各

省
の
文
書
事
務
の
迅
速
化
と
事
務
処
理
手
続
き
の
簡
素
化
が
指
示
さ
れ
た
。
翌
年
二
月
閣
令
第

五
号
に
よ
り
明
治
八
年
の
太
政
官
達
第
六
八
号
は

「
煩
労
ヲ
増
シ
反
テ
其
効
用
少
ナ
シ
」
と
し

て
廃
さ
れ
、
内
務
省
に
よ
る
全
国
の
記
録
を
保
存
す
る
企
図
は
不
徹
底
な
ま
ま
終
焉
し
た
。

長
野
県
で
は

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
二
月

一
七
日
、
星
野
正
淡
や
収
税
属

・
御
用
掛
ら

総
勢

一
四
名
が

「
文
書
整
理
委
員
」
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
が
ど
ん
な
性
格
を
も

つ
も

の
か
は
史
料
を
欠
き
不
明
で
あ
る
が
、
国
の
動
き
を
受
け
て
、
「
長
野
縣
麻
処
務
規
程
」
制
定

に
関
わ
る
も
の
だ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
七
月
の

「
地
方
官
官
制
」
に
よ
り
、
知
事
は
、
内
務
大
臣
や
各

省
大
臣
の

「
指
揮
監
督
」
を
受
け
て
、
「
法
律
命
令
」
を
執
行
す
る
地
方
の
最
高
責
任
者
と
さ

れ
、
府
県
の
事
務
の
分
掌
と
事
業
の
枠
組
み
が
定
ま
っ
た
。
「
指
揮
監
督
」
に
伴
う
文
書
の
往

復
は
、
前
年
の

「
各
省
事
務

ヲ
整
理
ス
ル
ノ
綱
領
」
に
よ
り
簡
素
化
さ
れ
、
「
法
律
命
令
」
は

先
に
み
て
き
た
よ
う
に
官
報

。
法
令
全
書
等
で
整
備
さ
れ
た
。

長
野
県
で
は
同
年
九
月

一
五
日
、
「
地
方
官
官
制
」
第
二
四
条
に
基
づ
い
て
県
庁
事
務
組
織

は
、
第

一
部

。
第
二
部

ｏ
収
税
部
と
警
察
本
部
に
改
組
さ
れ
、
部
内
に
課
は
設
け
た
が
掛
は
置

か
れ
な
か

っ
た
。　
一
〇
月

一
五
日

「
長
野
縣
廠
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
各
課
の
事
務
分
掌
が

明
示
さ
れ
、
第

一
部
に
初
め
て
設
置
さ
れ
た
文
書
課
は
職
掌
を
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

一　

往
復
文
書
ノ
受
付
、
及
配
送

二
関
ス
ル
事
項

一　

官
印
県
印
管
守

二
関
ス
ル
事
項

一　

諸
印
影
簿

二
関
ス
ル
事
項

一　

廠
中
ノ
達
、
内
達
訓
示
等

二
関
ス
ル
事
項

一　

公
文
印
刷

二
関
ス
ル
事
項

一　

職
員
異
動
届

二
関
ス
ル
事
項

一　

履
歴
簿

二
関

ス
ル
事
項

一　

諸
辞
令
浄
書

二
関
ス
ル
事
項

一　

文
書
編
輯
、
及
保
管

二
関

ス
ル
事
項

一　

県
史
編
纂

二
関
ス
ル
事
項

一　

年
報
、
又

ハ
統
計
表
等

二
関

ス
ル
事
項

「
長
野
縣
麻
処
務
規
程
」
第
二
章
は
文
書
取
扱
順
序
を
規
定
し
、
「
到
達
文
書

ハ
文
書
課

ニ

於
テ
受
領
シ
」
（第
二
条
）、
「
将
来
毎
件

二
付
其
顛
末

一
目
瞭
然
タ
ル
」
よ
う

「
受
付
年
月
日
及

記
号
」
を
記
し

（第
二
条
）
、
「
各
課

二
送
致
簿
ヲ
備
置
」
い
て
常
に
文
書
の
所
在
を
明
確
に
し

（第
五
条
）
、
「
各
課

二
受
付

シ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
日
以
内

二
処
分
案

ヲ
具

ヘ
テ
主
務
部
長

二
出
」

す
こ
と
し

（第
八
条
）。
「
処
分
案

ハ
一
定
ノ
料
紙

ヲ
用
ヒ
其
起
首

二
調
理
セ
ン
ト
ス
ル
意
見

ヲ

詳
述
」
す
る
こ
と
と
し

（第

一
〇
条
）
、
「
文
案
ハ
判
任
官
以
上
之
ヲ
起
草
」
し

（第

一
一
条
）
、

「
処
分
案

二
対
シ
彼
是
其
所
見
ヲ
異

ニ
ス
ル
モ
、
付
箋
等
ヲ
以
テ
応
答

ス
ル
ヲ
得
ズ
、
互

二
相

面
議
商
量
即
捺
印
」
す
る

（第

〓

一条
）
こ
と
と
し
た
。

「
知
事
名
及
県
名
ヲ
以
テ
ス
ル
裁
決
済
ノ
文
書

ヲ
受
ク
ル
ト
キ

ハ
直

二
浄
写
校
正
シ
文
書
課
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長
之

二
印

シ
テ
即
日
発
送
」
し

（第

一
三
条
）、
「
其
原
書

ハ
主
務
課

二
返
付
」
し

「
主
務
課

ハ

他
日
参
照
ノ
為
メ
順
次
仮
編
輯
」
を
す
る

（第

一
五
条
）
と
し
た
。

こ
れ
は
従
来
の
文
書
処
理
を
基
本

に
、
受
付
か
ら
保
存
ま
で
の
事
務
の
簡
素
化
と
迅
速
化

（第
八
条
）
を
図
り
、
か

つ
正
確
さ

（第

〓
一条
）
を
期
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
長
野
縣
麻
処
務
規
程
」
第
二
章
は
、
「
文
書
編
輯
及
保
管
」
を
規
定
す
る
。

第
二
四
条
　
凡
文
書

ノ
編
輯

ハ
文
書
課

二
於
テ
之
ヲ
ナ
ス
、
其
保
存

ハ
無
期
有
期

二
三
分

ス
、
又
有
期

ヲ
三
種
ト
シ
、　
一
種

ハ
七
年
、
二
種

ハ
五
年
、
三
種

ハ
三
年
ト

ス
、
但
有
期
年
期

ハ
事
件
結
了
ノ
年

ヨ
リ
起
算
シ
、
各
種
毎
件
ノ
区
分

ハ
別

二
之

ヲ
定
ム

第
二
五
条
　
文
書
ノ
内
蜜

二
係

ル
モ
ノ
ハ
、
知
事
官
房

二
於
テ
殊

二
之
ヲ
保
管

ス

第
二
六
条
　
第

一
五
条
中
各
課

ノ
参
照

ニ
シ
テ
、
甲
年
ノ
処
分

二
係
ル
モ
ノ
ハ
乙
年
中

ニ

毎
件
区
分
定
例

ノ
保
存
期
限
ヲ
付
記
シ

一
ヶ
年

一
括
ト
シ
仮
編
輯

ヲ
ナ
シ
、

之

二
件
名
索
引
ヲ
添
付
シ
其
年
末
文
書
課

二
送
致
ス
ベ
シ
、
但
出
納

二
属

ス

ル
モ
ノ
ハ
会
計
年
度

ヲ
以
テ

一
括
ト
ス
ベ
シ

第
二
七
条
　
文
書
課

二
於
テ
ハ
各
課
ヨ
リ
仮
編
輯

ノ
文
書
ヲ
受
ク
ル
ト
キ

ハ
、
定
例
ノ
保

存
期
限

二
相
当

ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
詳
査
シ
無
期
保
存
卜
記
ス
ヘ
シ
、
其
有
期
ノ

モ
ノ
ト
雖
ト
モ
更

二
編
輯
シ
仮
表
紙

二
何
年

ヨ
リ
何
年

マ
テ
保
存

ヲ
明
記
ス

ベ
シ

第
二
八
条
　
文
書

ノ
有
期
保
存

二
係
ル
モ
ノ
其
期
限
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
知
事
ノ
決

判
又

ハ
検
印

ア
ル
モ
ノ
ハ
文
書
課
長
之

二
消
印
ヲ
施

シ
、
焼
棄
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ト
破
却
反
古
紙

二
属
シ
妨
ケ
ナ
キ
モ
ノ
ト
ヲ
査
閲
ス
ベ
シ

こ
れ
に
よ
り
行
政
文
書
は
初
め
て
保
存
期
限
が
設
定
さ
れ
、
期
限
経
過
後
の
公
文
書
は
焼
却

な
い
し
は
破
却
反
古
紙
化
と
い
う
廃
棄
の
方
法
が
明
文
化
さ
れ
た
。
保
存
期
限
の
種
別
は
四
種

で
あ
る
が
別
に
定
め
る
と
し
た
件
名
は
、
「
長
野
縣
廠
処
務
規
程
」
制
定
三
日
前
の

一
〇
月

一

二
日
に
、
文
書
課
員
樋
畑
正
太
郎
に
よ
り

「
簿
書
編
纂
及
保
存
期
限
之
件
」
と
し
て
起
案
さ
れ

た
。樋

畑
は
、　
一
八
七
八
年

（明
治

一
こ

等
外
四
等
付
属
と
し
て
任
官
し
、　
一
八
八
二
年

（明
治

一
五
）
ま
で
史
誌
編
輯
掛
と
し
て
國
史

・
史
誌
編
輯
に
携
わ

っ
た
人
物
で
、
他
課
に
転
じ
た
後

こ
の
九
月
の
改
組
で
文
書
課
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
ば
か
り
だ

っ
た
。

「
簿
書
編
纂
及
保
存
期
限
之
件
」
は
、
「
従
来
簿
書
編
纂
之
義

ハ
、
事

ノ
他
日

二
必
要
ナ
ル

ト
否
ト
ヲ
分
別
セ
ス
、
只
其
種
類

二
依
り
全
テ
編
冊
」
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ヨ

年

毎

二
簿
冊
ノ
数
ヲ
増
加
シ
、
保
管
上
不
便
」
の
み
な
ら
ず
、
「編
輯

ニ
モ
無
用
ノ
手
数
ヲ
要
ス
」

る
状
態
で
あ
る
。

つ
い
て
は

「
簿
書
ノ
保
存
期
限
ヲ
定
メ
」
、
「他
日
ノ
証
古
ト
ナ
ラ
サ
ル
書
類
」

は

「其
時
々
廃
棄
」
す
れ
ば
、
文
書
整
理
上
好
都
合
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
別
紙

「
簿
書
編
纂
保

存
例
草
案
」
を
添
付
す
る
が
、
各
課
の
充
分
な
意
見
と
保
存
各
種
に
分
別
す
べ
き
貴
課
の
簿
書

名
を
取
調
べ
て
回
答
さ
れ
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
書
課
長
名
で
、
第

一
部

・
第

二
部
各
課
長
あ
て
に
照
会
さ
れ
た
。
「
簿
書
編
纂
保
存
例
草
案
」
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第

一
条
　
簿
書
ヲ
別
テ
無
期
有
期

ノ
ニ
類
ト
シ
、
無
期

ハ
一
種
ト
シ
有
期
ヲ
三
種
ト
ス
、

第
二
条

第
二
条

有
期
ノ

一
種

ハ
七
年
、
二
種

ハ
五
年
、
三
種

ハ
三
年
ヲ
以
テ
保
存
期
限
ト
ナ
ス

各
種
ヲ
類
別
ス
ル
左
ノ
ゴ
ト
シ

（表
３
）

無
期
ノ
文
書

ハ
一
周
年
毎

二
編
類
索
引
ヲ
附
シ
テ
編
冊
シ
、
有
期

ノ
文
書
第

種
二
種

ハ
仮
綴

ヲ
以
テ
編
類
索
引
ヲ
附
シ
、
第
二
種

ハ
索
引
ヲ
要

セ
ス
編
類

括
ト
シ
保
存
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
　
簿
書
ノ
保
存
期
限

ハ
其
事
件
完
結
シ
タ
ル
年
ヨ
リ
起
算
シ
、
主
務
課

二
於
テ
編

纂
ノ
為
メ
文
書
課

二
回
付

ス
ル
ハ
一
周
年
度

（出
納
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
会
計
年
度
）

分
ヲ
仮
綴
シ
完
結
シ
タ
ル
翌
年
末

二
必
ス
引
渡
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
、
但
、
無
期

文
書
有
期
第

一
種
ノ
文
書

ハ
主
務
課

二
於
テ
顛
末
ヲ
合
セ
仮
索
引

ヲ
附
シ
置
ク

モ
ノ
ト
ス

「其
種
類

二
依
り
全
テ
編
冊
」
し
て
き
た
記
録
文
書
に
対
し
、
「処
務
規
程
」
は
廃
棄
の
考

え
を
導
入
し
て
、
「他
日
参
照
ノ
為
」
「他
日
ノ
証
古
」
を
基
準
に
四
種
の
保
存
年
限
を
定
め
た
。

理
由
は
、
コ

年
毎

二
簿
冊
ノ
数

ヲ
増
加
シ
、
保
管
上
不
便
」
で
あ
り
、
「
編
輯

ニ
モ
無
用
ノ
手

数
ヲ
要

ス
ル
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

前
者
の
状
況
は
、
「
文
庫

二
充
溢
シ
テ
殆

ン
ト
余
地
ナ
キ
ニ
至

レ
リ
」
と
し
て
、　
一
八
八
六

年

（明
治

一
九
）
二
月
に

「
簿
書
編
纂
及
保
存
期
限
例
」
を
定
め
た
東
京
都
や
、　
一
八
八
二
年

明治前期における長野県行政文書の管理と保存
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に

「
倉
庫
内
書
類
物
品
乱
雑
充
満
シ
為

二
緊
要

ノ
書
類
蔵
置

ス
ル
余
地
無
之
」
と
し
て
書
庫
整

理
を
命
じ
た
群
馬
県
と
共
通
し
、
文
書
の
増
加

へ
の
対
策
は
、
内
閣
制
導
入
以
前
か
ら
多
く
の

県
の
共
通
課
題
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
者
は
、　
一
八
八
三
年
に
、
法
律
規
則
等
緊
要
書

類
と
官
省
の
達

ｏ
訓
示
お
よ
び
指
令
本
書
以
外
庶
務
課
の
編
集
か
ら
外
し
た
群
馬
県
、
同
年
に
、

瑣
末
文
書
を
緊
要
文
書
と
区
別
し
て
編
綴

一
年
後
に
廃
棄
す
る
と
し
た
札
幌
県
な
ど
の
状
況
と

通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
本
県
の

「
処
務
規
程
」
に
よ
る
保
存
年
限
導
入
は
、
早
い
方
で
は
あ
る
が
全

国

一
律
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
。
公
文
書
の
保
存
年
限
設
定
は
、
新
聞
が
樋
畑
の
案
文
趣
旨
に

近
い
報
道
を
し
て
お
り
、
庁
内
外

で
話
題
に
な

っ
た
。

「
処
務
規
程
」
お
よ
び

「
簿
書
編
纂
保
存
例
草
案
」
に
よ
り
、
完
結
文
書
の
処
理
過
程
は
次

の
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
ず
、
主
務
課
が
件
ご
と
に
保
存
年
限
を
付
記
し
て
仮
編
纂
し
、
こ
の
際

無
期
と
有
期
第

一
種

。
第
二
種
に
は
仮
索
引
を
付
し
、
単
位
は

一
か
年

一
括
と
す
る
が
無
期
と

有
期
第

一
種
は
事
件
の
顛
末
を
加
え
、
翌
年
末
に
文
書
課

へ
引
き
わ
た
す
。
文
書
課
は
、
定
例

の
保
存
年
限
に
適
合
す
る
か
を
精
査
し
、
無
期
の
文
書
は
年
度
毎
に
索
引
を
付
け
て
編
冊
し
、

有
期
第

一
種

ｏ
第
二
種
は
必
要
で
あ
れ
ば
索
引
を
付
け
て
再
編
輯
し
て
表
紙
に
保
存
経
過
年
を

記
し
、
第
二
種
は
編
類
を
主
務
課

一
括
と
し
て
保
存
す
る
。

一
〇
月
に
は
早
速
、
規
程
第

一
五
条
に
よ
り
、
各
課

ｏ
署
の
仮
編
輯
担
当
者
を
文
書
課
に
報

告
さ
せ
た
。
従
来
の
記
録
掛
は
前
年
度
簿
冊
類
の

一
括
引
き
渡
し
を
受
け
て
編
集
作
業
を
行

っ

て
い
た
の
で
、
記
録
掛
段
階
の

「
編
輯

ニ
モ
無
用
ノ
手
数
ヲ
要

ス
ル
」
の
合
理
化
と
い
え
る
。

さ
て
、
「
簿
書
編
纂
保
存
例
草
案
」
は
、
第

一
部

。
第
二
部
各
課
長
あ
て
に
各
種
に
分
別
す

べ
き
簿
書
の
回
答
を
求
め
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
回
答
日
は

一
一
月
二
五
日
と
課
長
が
加
筆
し

て
い
る
。
日
前
の
処
務
規
程
制
定
に
あ
わ
せ
て
急
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
各
課

ｏ
署
の
回

答
は
史
料
を
欠
き
不
明
で
あ
る
。　
一
八
九
〇
年

（明
治
二
一こ

六
月
制
定
の

「
長
野
縣
文
書
編

纂
及
保
存
規
程
」
に
は
、
本
規
程
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
べ
き
訓
令
と
し
て
は
記
載
が
な
い
の
で
、

「
簿
書
編
纂
保
存
例
草
案
」
は
規
程
に
は
至
ら
な
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

・
し
か
し

一
八
九
〇
年

（明
治
壬

こ
　
一
月
の
文
書
課
の
事
務
引
継
書
に
は
、
「
簿
書
編
纂
保
存

例
草
案
」
が
そ
の
ま
ま
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
、　
十
八
八
六
年
か
ら
八
九
年
の
編
綴
作
業
及
び
保

存
年
限
の
類
別
は
こ
れ
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
保
存
期
限
の
種
別
は
具
体

的
な
文
書
名
が
少
な
く
綱
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
各
課
に
お
い
て
は
該
当
文
書
及
び
簿
書

の
分
別
を
し
、
最
期
に
文
書
課
が
峻
別
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一
八
八
七
年

（明
治
二
〇
）、
文
書
課
は
明
治
四
年
か
ら

一
九
年
ま
で
の
各
官
省
か
ら
の
特
達

。

内
達

。
訓
令

・
訓
示
と
、
こ
れ
に
対
す
る
通
牒
類
編
輯
を
省
別

。
年
度
別
に
整
理
し
、
県
か
ら

の
伺
に
対
す
る
各
官
省
指
令
は

一
八
七

一
年

（明
治
四
）
か
ら

一
八
八
五
年

（明
治

一
八
）
分
を

各
課
事
務
章
程
に
よ
り
仮
索
引
を
付
し
て
類
纂
し
た
。

一
八
八
九
年

（明
治
二
一
し
は
、　
一
八
八
七
年
度
分
の
各
官
省
か
ら
の
特
達

。
内
達

。
訓
令

・

訓
示
と
こ
れ
に
対
す
る
通
牒
類
編
輯
を
省
別
に
整
理
し
、
県
か
ら
の
伺
に
対
す
る
指
令
本
紙
を

各
課
事
務
章
程
に
よ
り
編
纂
し
て
無
期
と
し
、　
一
八
八
七
年
完
結
の
諸
公
文
を
無
期
有
期
に
類

衆
し
、
索
引
を
付
け
て
編
纂
し
た
。
編
冊
総
数
は
五
三
七
冊
で
、
種
別
は
無
期
保
存
三
二
五
冊
、

有
期
第

一
種

一
六

一
冊
、
第
二
種
七
冊
、
第
二
種

一
四
四
冊
で
あ

っ
た
。
ま
た

一
八
七
三
年

（明
治
六
）
か
ら

一
八
八
〇
年

（明
治

一
一こ

の
庶
務
課
中
庶
務
に
属
す
る
も
の

一
二
五
冊
、　
一

八
七
七
年

（明
治

一
〇
）
か
ら

一
八
八
〇
年

（明
治

〓
こ

の
戸
籍
に
属
す
る
も
の
を
六
五
冊
編

纂
し
て
無
期
と
し
た
。

文
書
課
設
置
と

「
長
野
縣
廠
処
務
規
程
」
制
定
に
よ
り
記
録
保
存
の
業
務
は
格
段
に
充
実
し

た
よ
う
で
あ
る
。　
一
八
九
〇
年

（明
治
二
一こ

一
月
の
文
書
課
引
継
書
に
そ
れ
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
引
継
書
は
、
冒
頭
に

一
八
七
九
年

（明
治

〓
し

か
ら
の
第

一
部

の
沿
革
を
記

し
、
分
掌
に

一
八
八
七
年

（明
治
二
〇
）
か
ら
職
員
進
退

。
履
歴
簿

。
諸
辞
令
浄
書
等
に
関
す

る
業
務
が
加
わ

っ
た
こ
と
、
現
保
管
書
目
に
議
事
課
事
務
引
継
書

・
文
書
課
事
務
引
継
調
書
が

加
わ

っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
業
務
の
現
況
を
記
し
て
い
る
。

往
復
文
書
取
扱
手
続
の
項
に
は
文
書
件
銘
簿

一
九
六
冊
の
存
在
が
、
本
県
令
達
印
刷
配
付
方

手
続
の
項
に
は
県
令
印
刷
部
数

一
二
九
二
部
な
ど
各
種
の
印
刷
物
部
数
が
記
さ
れ
、
そ
の
た
め

に
活
版
器
械
二
台
と
石
版
器
械

一
台
の
所
有
が
み
え
る
。
簿
書
保
存
及
編
纂
手
続
の
項
で
は
詳

細
な
手
順
を
記
し
、
各
課
よ
り
交
付
を
受
け
た

一
八
八
八
年

（明
治
二
こ

中
結
了
の
書
類
、

置
県
以
後

一
三
年
ま
で
の
書
類
、
旧
筑
摩
県
か
ら
の
引
継
書
類
を
、
「
編
輯
例
則
」
に
基
づ
き

類
目
編
纂
に
着
手
中
で
あ
る
と
し
、
統
計
に
係
る
取
扱
手
続
の
項
で
は
、
内
務
省
達
に
よ
り

一

露
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八
八
五
年

（明
治

一
八
）
か
ら
始
め
た
が
、　
一
八
八
三
年

（明
治

〓
○

以
降
四
年
分
の
編
纂
が

終
了
し
た
と
し
、
別
冊
と
し
て
置
県
以
後
八
七
年
ま
で
の
公
文
及
書
籍
目
録
を

一
号
～

一
〇
号

分
引
き
継
い
で
い
る
と
記
し
て
い
る
。

５
　
本
麻
処
務
規
程
と
本
廠
文
書
編
纂
及
保
存
規
程

自
由
民
権
運
動
の
高
揚
は
、
地
方
自
治
の
端
緒
と
な

っ
た

一
八
七
八
年

（明
治

一
こ

か
ら

の
新
三
法
体
制
を
動
揺
さ
せ
、
何
度
か
の
修
正
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、　
一
八
八
九
年

（明
治

一
三
）
の
憲
法
発
布
に
前
後
し
て
地
方
制
度
は
全
面
的
に
改
革
さ
れ
た
。

一
八
八
八
年

（明
治
二

こ

四
月
、
市
制

・
町
村
制
が
公
布
さ
れ
、
市
町
村
は
公
選
制
議
会

と
条
令

・
規
則
制
定
権
等
を
有
す
る
自
治
団
体
と
さ
れ
た
。
し
か
し
行
政
の
主
要
な
権
限
に
つ

い
て
は
内
務
省
及
び
監
督
官
庁
が
監
督

・
裁
可
権
を
確
保
し
、
政
府
の
事
務
を
地
方
に
分
任
さ

せ
る
官
治
的
性
格
は
よ
り
強
め
ら
れ
た
。
政
府
は
ま
ず
分
任
の
前
提
と
し
て
そ
れ
に
耐
え
ら
れ

る
町
村
を

つ
く
る
た
め
に
大
規
模
な
合
併
を
強
行
し
た
。

長
野
県
で
は
、
五
月
二
日
に
策
定
さ
れ
た

「
町
村
制
実
施
準
備
ノ
件
」
に
よ
り
合
併
が
進
め

ら
れ
、　
一
八
八
九
年

（明
治
二
一
し

〓
一月
、
八
九

一
あ

っ
た
町
村
は
二
九

一
町
村
に
再
編
成
さ

れ
た
。
自
治
を
担
い
う
る
と
し
て
据
え
お
か
れ
た
町
村
は
四
七
絆
で
あ

っ
た
が
、
旧
筑
摩
県
が

七
〇
絆
で
あ
る
の
に
対
し
旧
長
野
県
は
三
六
イ
に
留
ま

っ
た
。
こ
れ
は
県
―
郡
の
強
制
に
よ
る

合
併
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
の
町
村
の
基
本
的
枠
組
み
と
な

っ
た
。

一
八
九
〇
年

（明
治
二

こ

五
月
府
県
制

ｏ
郡
制
が
公
布
さ
れ
、
不
完
全
な
が
ら
県

・
郡
は

自
治
体
と
し
て
の
機
能
と
組
織
を
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
も
の
の
、
議
会
お
よ
び
新
設
さ
れ
た
参

事
会
に
対
す
る
内
務
大
臣

・
府
県
知
事
の
監
督
権
は
強
化
さ
れ
た
。
翌
年
、
郡
制
は
多
く
の
府

県
で
施
行
さ
れ
た
も
の
の
府
県
制
は
未
実
施

の
な
か
、
長
野
県
は

一
八
九

一
年

（明
治
二
四
）

七
月

一
日
た
だ

一
県
の
み
新
県
制
に
踏
み
き

っ
た
。

府
県
制
公
布
が
予
想
さ
れ
る

一
八
九
〇
年

（明
治
壬
こ

四
月
、
県
は

一
八
八
六
年

（明
治

一

九
）
制
定
の
諸
規
程
を
改
正
し
、
「
長
野
縣
麻
処
務
規
程
」
は
、
警
察
本
部
を
分
離
し
て

「
本

鷹
処
務
規
程
」
に
改
め
ら
れ
組
織
は
改
組
さ
れ
た
。　
一
八
八
六
年
の
組
織
と
大
き
く
異
な
る
の

は
各
課
に
掛
が
置
か
れ
、
掛
の
分
掌
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
第

一
部
の
ト
ッ
プ
に
あ

っ

た
議
事
課
が
庶
務
課
の

一
掛
と
な

っ
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。

文
書
課
に
は
、
秘
書

ｏ
記
録

ｏ
往
復
の
三
掛
が
置
か
れ
た
。
記
録
掛
の
分
掌
は
次
の
よ
う
に

定
め
ら
れ
た
。

一　

法
律

・
命
令

・
県
令

・
告
知

。
町
村
条
例
等
編
輯

二
関
ス
ル
事
項

一　

文
書
類
別
編
纂

二
関
ス
ル
事
項

一　

県

・
郡

・
町
村
史
編
纂

二
関
ス
ル
事
項

一　

公
文

・
図
書
管
守

二
関

ス
ル
事
項

一　

廠
中

ｏ
郡
役
所
条
規
及
公
布
式
掲
示
場

二
関
ス
ル
事
項

一　

官
報
報
告

・
報
告
例

二
関
ス
ル
事
項

第

一
・
二
項
は
、
官
報
や
法
令
全
書

・
類
衆
法
規
な
ど
の
法
典
類
が
整
備
刊
行
さ
れ
て
き
た

と
は
い
え
、
編
冊
さ
れ
た
公
文
書
が
依
然
と
し
て
他
日
の
参
照
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

第
二
項
の
県

・
郡

・
町
村
史
編
纂
業
務
は
、　
一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
年
の

「
処
務
規
程
」

の
文
書
課
分
掌
で
県
史
編
纂
と
さ
れ
て
い
た
業
務
を
継
承
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
、
文
書
の
現

用
価
値
と
は
異
な
る
将
来

へ
の
歴
史
価
値
の
記
録
保
存
で
あ
る
。
同
様
の
事
業
で
あ

っ
た

一
八

七
二
年

（明
治
五
）
の
太
政
官
達
に
始
ま
る
國
史
編
輯
、　
一
八
七
四
年

（明
治
七
）
の
達
に
よ
る

地
誌
編
輯
事
業
双
方
の
業
務
を
遂
行
し
て
き
た
庶
務
課
の
史
誌
編
輯
掛

（旧
称
國
史
編
輯
掛
）
は
、

一
八
八
五
年

（明
治

一
八
）

一
二
月
に

「
郡
誌
」
「村
誌
」
を
国
へ
送
付
し
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
。

改
め
て
文
書
課
の
あ
る
い
は
記
録
掛
の
業
務
と
し
て
、
県
史
編
纂
さ
ら
に
は
郡
町
村
史
編
纂

を
企
て
た
意
図
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
は
内
閣
制
導
入
、
憲
法
制
定
と

国
政
も
転
機
で
あ
り
、
市
制

ｏ
町
村
制
に
続
い
て
府
県
制

・
郡
制
公
布
と
地
方
政
治
も

一
つ
の

転
機
で
あ
り
、
過
去
の
政
治
を
未
来
に
向
か

っ
て
捉
え
直
す
機
会

で
は
あ

っ
た
。

さ
て
、
「
本
廠
処
務
規
程
」
制
定
に
先
立

つ
一
八
九
〇
年

（明
治
二
こ

〓
一月
、
県
は
警
察
署

と
分
署
に
対
し

「
文
書
整
理
保
存
規
程
」
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

第

一
条
　
　
文
書

ハ
本
則

二
因
り
整
理
保
存

ス
ベ
シ

但
、
高
等
警
察

二
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限

ニ
ア
ラ
ス

第
二
条
　
　
落
着
文
書

ハ
第
十
五
条

ノ
種
ロ

ニ
従
ヒ
仮

二
編
冊
又
切
断
ス
ヘ
シ

η



第
二
条
　
　
県
令
訓
令
告
示
達
文
其
他
成
規
例
格

ト
ナ
ル

ヘ
キ
指
示

ハ
、
発
付

ノ
順
序
及

種
ロ

ニ
従

ヒ
索
引

ヲ
仮

二
編
冊

ス
ヘ
シ

第
六
条
　
　
簿
冊

ハ
第
十
五
条

ノ
種
ロ

ニ
従

ヒ
、
翌
年
二
月

ヲ
期

シ
前
年
分

ヲ
改
綴
整
理

ス
ヘ
シ

第
八
条
　
　
保
存
期
限

ハ
簿
冊
整
理

ノ
翌
月

ョ
リ
起
算

ス
ヘ
シ

第
九
条
　
　
改
綴
簿
冊

ノ
編
成

ハ
厚

サ
ニ
寸

ヲ
程
度

ト
ス
ヘ
シ

第

一
〇
条
　
種
目
中
保
存
年
限
同

一
ノ
簿
冊

ニ
シ
テ
、
紙
数
少

ナ
キ
モ
ノ
ハ
、
別
合
冊

ス

ル
コ
ト
ヲ
得

―
以
下
略
―

（全

一
一
編
冊
）

第
五
項

　

一
年
保
存

留
置
人
及
檻
刑
人
名
簿
　
　
　
　
　
　
　
―
以
下
略
―

（全
一
一六
編
冊
）

第
六
項
　
即
時
切
断

演
劇

ｏ
角
力

ｏ
観
物

。
寄
席
興
行

二
関

ス
ル
書
類

―
以
下
略
―

（全
一
一五
編
冊
）

―
以
下
略
―

警
察
署
お
よ
び
警
察
分
署
を
分
離
し
本
庁
に
先
立

っ
て

「
文
書
整
理
保
存
規
程
」
を
設
け
た

理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
後
述
す
る

「
本
麻
文
書
編
纂
及
保
存
規
程
」
と
比
較
す
る
と
、
保

存
期
限
の
種
別
は
多
岐
で
あ
る
が
、
永
久
保
存

（本
庁
は
無
期
）
文
書
は
近
似
し
、
文
書
保
存

の
主
旨
が

「例
規
ト
ナ
ル
モ
ノ
」
あ
る
い
は

「永
久
参
考
ト
ナ
ル
モ
ノ
」
の
現
用
価
値
に
あ
る

こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
即
時
切
断
規
定
は
本
庁
規
程
に
は
な
い
。

一
八
九
〇
年

（明
治
一
〓
し
六
月
、
「
長
野
縣
文
書
編
纂
及
保
存
規
程
」
が
、
警
察
本
部
お
よ

び
収
税
部
を
除
く
庁
中

一
般
に
訓
令
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、　
一
八
八
二
年

（明
治

一
五
）
の

「書
籍
保
管
手
続
」
と

「
編
輯
例
則
」
、　
一
八
八
三
年
の

「書
籍
簿
冊
借
覧
手
続
」
は
廃
止
さ
れ
、

文
書
の
処
理
と
管
理
は

一
つ
の
規
程
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

第

一
章
　
文
書
類
別

第

一
条
　
本
麻
第

一
部
第
二
部

ノ
文
書

ハ
第

一
部
文
書
課

二
於
テ
蒐
集
シ
、
類
別

ニ
ヨ
リ

之
ヲ
編
纂
保
存

ス
ヘ
シ

第
二
条
　
文
書
ノ
保
存
区
別

ヲ
三
種

二
分
チ
、
第

一
種

ハ
無
期
、
第
二
種

ハ
十

ヶ
年
、
第

二
種

雀
一万

年
ト
ス

（以
下

表
３
参
照
）

第

一
条
は
類
別
編
纂
を
規
定
し
、
第
五
条
に
も

「部
目
井
種
類
」
の
記
入
の
言
葉
が
見
え
る

が
、
部
類
目
別
の
項
な
い
し
は
表
は
見
あ
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
課
別
と
掛
別
な
い
し
は
分
掌

別
編
纂
の
こ
と
を
指
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
保
存
期
限
に
つ
い
て

一
八
八
六
年

（明
治

一

九
）
の

「
簿
書
編
纂
保
存
例
草
案
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
無
期
保
存
は

「
其
他
渾
テ
他
日
準

拠
考
証
ト
ナ
ル
ヘ
キ
必
要
書
類
」
が
よ
り
具
体
化
し
て
い
る
。
七
年
保
存
は
、
往
復
書
類
は
じ

長野県立歴史館研究紀要13号 (2007.3)

第

一
一
条

第

一
二
条

第

一
四
条

第

一
五
条

簿
冊
目
録

ハ
保
存
年
限

二
区
別
シ
、
編
年
記
入
ス
ヘ
シ
、
但
、
保
存
満
限

ニ

至
り
処
分
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
其
月
日
記
入
シ
、
署
長
認
印

ス
ヘ
シ

簿
冊
表
紙

ニ
ハ
、
永
久
又

ハ
何
年
保
存
卜
朱
記
ス
ベ
シ

即
時
切
断

二
係
ル
文
書

ハ
、
其
旨
文
書
接
受
発
送
簿

二
記
入
ス
ヘ
シ

簿
冊
ノ
種
目
及
保
存
期
限
左

ノ
如
シ

但
、
実
際
止
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ハ
稟
請
ノ
上
種
ロ
ヲ
増
加

ス
ル
コ
ト
ヲ

得

第

一
項
　

水ヽ
久
保
存

官
報
編
冊
、
閣
省
局
達
通
牒

・
訓
令
編
冊
、
長
野
県
令
編
冊
、
長
野
県
訓

令
編
冊
、
長
野
県
告
示
編
冊
、
長
野
県
達
文
編
冊
、
警
察
部
長
指
示
編
冊

（例
規
ト
ナ
ル
モ
ノ
）
、
署
長
指
示
編
冊

（例
規
ト
ナ
ル
モ
ノ
）、
稟
請

。
申
請

編
冊

（永
久
参
考
ト
ナ
ル
モ
ノ
）

―
以
下
略
―

（編
冊
と
目
録
全
五
〇
）

第
二
項
　
十
年
保
存

巡
査
配
置

ｏ
異
動
録
、
盗
難
届
編
冊

　

　

―
以
下
略
―

（全
九
編
冊
）

第
二
項
　
五
年
保
存

監
視

一
件
書
類
編
冊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
以
下
略
―

（全

一
四
編
冊
）

第
四
項
　
一二
年
保
存

警
部
長
指
示
編
冊

（例
規
ト
ナ
ル
サ
ル
モ
ノ
）

θθ
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表 3「簿書編纂保存例草案」と「長野県文書編纂及保存規定」

1886年 (明治19)「簿書編纂保存例草案」 1890年 (明治23)「長野県文書編纂及保存規定」

無期保存

法律命令

閣省稟申

県令

訓令

告示

告示

願伺指令

本庁例規、

出納簿書 (緊要ノモノ)

県史梗概表ノ類

其他渾テ他日準拠考証 トナルヘキ必要書類

第一種

(無期)

法令全書

閣省特達訓令申牒書及指令本書

本県布達県令訓令及告示内訓

本県地図及統計書

閣省進達諸表

諸台帳

書鑑札等割印簿

金銭及物品ノ出納二関スル帳簿証書類

諸税及金銭等歳出入清算帳

郡町村及郡役所町村役場廃設分合改称並境

界地籍二関スル書類

公園水道名勝古跡等二関スル書類

行政区及学区等二関スル書類

建言書及重要ナル請願書類

県会二関スル書類、

常置委員諮問書

地方税予算清算書

官民区別官地払二関スル書類

官吏及雇員進退賞罰二関スル書類並履歴

町村公共貯蓄二関スル書類

地方税財産二関スル書類

所属官署ヨリ職務上二対シ成例 トナルヘキ

伺指令

人民願二対スル要件ノ指令

奇特徳行者賞与ノ書類

著大ナル事業施設二関スル書類

著大ナル殖産興業二関スル書類

県治沿革盛衰ヲ見ルニ必要ナル書類

収受件名簿 (文書課往復掛所用)

前各項ノ外将来来参照二供スヘキ書類

有期保存

第一種

(7年 )

願伺届 (諸営業願等一時二限ルモノ)、 各庁間ノ問答、

添翰、往復件名簿、其他年月ヲ期シ若シクハー時限リ

ノ調査及処分二属スル書類及出納書類ニシテ簿記謄録

済年度閉鎖期限経過シ検査済二属スルモノ

第二種

(10年 )

官報

閣省局課及院庁府県師団裁判所等往復書類

所属ノ官署ヨリ申牒書及往復書類

一時限人民願二対スル指令

地方税不納処分等二関スル書類

救荒賑血二関スル書類

道路橋梁其他公益上二関スル賞与書類

一年度限ニテ終了シタル土木事業等ノ受負請書類

一年度限ニテ終了シタル土木事業 (著大ナルモノヲ

除ク)等ノロ論見書類

有期保存

第二種

(5年 )

件名簿、番号留、雑件留、受付書類、

領収簿、

請書 (契約ノ性質 ヲ有シ後年ノ証 トナラザルモノ)、

出張事項記載簿、諸台帳、日論見帳等、一時限 リノ用
二供スル書類

有期保存

第二種

(3年 )

諸統計二関スル材料、諸異動届、

諸開業届、印刷物原稿、出勤簿、

不参届ノ類其台帳等、記入済不用二属スルモノ、及諸

表計算類ノ原稿ノ類、他日ノ用二供セサルモノ

第二種

(3年 )

物品購入二関スル会計帳簿

決算了 リタル金銭物品二関スル書類

人民諸都届書及一時ノ諸書類

臨時諸雇用等二関スル書類

官報々告材料書類及官報々告原稿

諸統計及諸報告二関スル材料書類

県令告示訓令等番号帳

官吏身分二関スル願届書類

需要品購求二関スル書類

出勤簿

宿直簿

θゴ
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め

「
年
度
閉
鎖
期
限
経
過
シ
検
査
済

二
属

ス
ル
モ
ノ
」
が
具
体
化
し
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ

一
〇

年
保
存
の
類
に
移
行
し
た
と
い
え
る
。
五
年
保
存
は
番
号
留

ｏ
出
勤
簿

ｏ
目
論
見
帳
の
類
が
三

年
保
存
に
移
行
し
、
三
年
保
存
は
ほ
ぼ
横
滑
り
な
の
で
、
二
〇
年
か
ら
三
二
年
の

「
簿
書
編
纂

保
存
例
草
案
」
に
よ
る
編
纂
経
験
か
ら
、
二
年
刻
み
の
曖
昧
な
位
置
に
あ
り
、
か

つ
数
の
少
な

い
五
年
保
存
を
廃
し
、
中
間
年
限
の
七
年
保
存
を

一
〇
年
保
存
に
繰
り
上
げ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

第
二
章

「文
書
編
纂
」
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

第
五
条
　
　
各
課

二
於
テ
文
書
施
行

ノ
後
、
其
完
結
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
其
主
任

二
於
テ
種

類

ヲ
区
別
シ
、
其
文
書

二
記
入

（部
目
並
種
類
）
捺
印
シ
、
課
長

ノ
検
査

ヲ

経
テ
、
直
チ
ニ
其
課
ノ
編
纂
主
任

二
交
付

ス
ヘ
シ
編
纂
主
任

ハ
主
任

ヨ
リ
交

付
セ
ル
文
書

ヲ
調
査

シ
、
若
シ
不
完
全
ノ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ

ハ
、
其
主
任

二
就

テ
一西
偏
ヲ
求
ム

ヘ
シ

第
六
条
　
　
各
課

二
於
テ
各
種

ノ
文
書

ヲ
便
宜
之
ヲ
仮
綴
シ
、
翌
年

一
月
中

（会
計
年
度

二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
七
月
中
）、
課
長

ノ
検
閲

ヲ
経

テ
、
第

一
部
文
書
課

二
交
付

ス
ヘ
シ

第
七
条
　
　
各
課

二
於
テ
法
律
命
令
其
他

ノ
書
類
帳
簿
等
、
特

二
其
課

二
常
備

ス
ル
モ
ノ

ノ
ア
ル
ト
キ

ハ
、
文
書
課
長

二
協
議
シ
、
第

一
部
長
ノ
承
認
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
八
条
　
　
文
書
課

二
於
テ
第
六
条

ノ
文
書
交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
、
其
整
理
シ
ア
ル
ヤ

否
ヤ
ヲ
調
査
シ
、
若
シ
不
完
備
ノ
者
ア
ル
ト
キ

ハ
、
編
纂
主
任

二
就
キ
完
備

ヲ
求
メ
、
又

ハ
記
入

（部
目
並
種
類
）
ノ
廉

二
対
シ
テ
意
見
ア
ル
ト
キ

ハ
、

文
書
課
長
主
務
課
長
卜
協
議
シ
テ
之
ヲ
変
更

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
九
条
　
　
文
書
課

二
於
テ
文
書

ヲ
編
纂

ス
ル
ニ
ハ
、
第

一
種

（無
期
保
存
）
ノ
文
書

ハ

暦
年
度

。
会
計
年
度

ヲ
区
分
シ
、
施
行
ノ
日
ヲ
逐
テ
別
紙
第

一
号
雛
形

ノ
索

引
ヲ
付

シ
テ
編
纂

ス
ヘ
シ

第
二
種

（十
か
年
）
ノ
文
書

ハ
、
別
紙
第
二
号
雛
形

ノ
索
引
ヲ
付
シ
、
第
二

種

公
一不
年
）
ノ
文
書

ハ
、
索
引
を
付
セ
ス

第

一
種
第
二
種
ノ
文
書

ハ
毎

一
周
年
分
ヲ
合
シ
、
別

二
第
二
号
雛
形
ノ
索
引

ヲ
調
製
シ
、
主
務
課

二
配
置
簿
冊
捜
索

二
便
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

第

一
〇
条
　
文
書
ノ
編
冊

ハ
其
厚
サ
大
約
二
寸
迄
ト
ス

（諸
帳
簿
ノ
類
ハ
適
宜
ト
ス
）
、
其

文
書
又
紙
数

二
依
り
合
冊
、
或

ハ
官
衛

ヲ
以
テ
之
ヲ
分

ツ
ハ
便
宜

二
従

フ
ヘ

シ

第

一
一
条
　
保
存
ノ
文
書

ハ
原
本

ヲ
以
テ
ス
、
別
段

ノ
文
書

ニ
テ
謄
本
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ハ

文
書
課

二
於
テ
謄
本

ヲ
作
り
、
之
ヲ
普
通
文
書
中

二
収
メ
、
原
本

ハ
特

二
保

存

ス
ヘ
シ

簿
冊
の
厚
さ
約
二
寸
ま
で
と
す
る
条
項
と
部
目
別
と
種
類
別
編
纂
な
ど
を
除
け
ば
、
「
編
輯

例
則
」
を
骨
子
に

「
簿
書
編
纂
保
存
例
草
案
」
の
提
案
を
も
加
え
て
原
本
保
存
の
原
則
を
明
示

し
、
組
織
的
に
整
備
充
実
を
図

っ
た
条
規
と
い
え
よ
う
。

第
二
章

「文
書
保
管
」
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

第

一
二
条
　
保
存
ノ
文
書
ヲ
各
課

二
於
テ
借
覧
ヲ
要

ス
ル
ト
キ
ハ
、
文
書
課

二
於
テ
ハ
別

紙
第
四
号
雛
形

ノ
証
書

ヲ
徴
シ
テ
貸
与

ス
ヘ
シ

但
、
其
期
限

ハ
七
日

（布
告
達
ノ
類
ハ
一
日
限
）
ト
ス
、
其
以
上

二
及

フ

ト
キ

ハ
、
期
日
毎

二
課
長
ノ
検
印

ア
ル
証
書

二
改
メ
シ
ム
ヘ
シ
、

各
課
員

ヨ
リ
閲
覧
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ

ハ
之

二
聴
シ
、
妄
リ
ニ
取
出

ス
コ

ト
ヲ
許
サ
ス

第

一
三
条
　
郡
町
村
吏
員

ヨ
リ
、
参
照
ノ
メ
簿
書
図
面
等
閲
覧
又

ハ
謄
写
セ
ン
コ
ト
ヲ
申

出
タ
ル
ト
キ
、
之

二
応

ス
ヘ
シ
ト
雖
モ
、
鷹
外

二
携
帯

ヲ
許
サ
ス

第

一
四
条
　
書
籍
ノ
類

ハ
私
借
ヲ
許
サ
ス
ヽ
但
公
務
参
照
ノ
為
メ
借
用
シ
テ
麻
外

へ
携
帯

ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
事
由

ヲ
明
記
シ
文
書
課
長

二
計
り
第

一
部

長
ノ
承
認
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第

一
五
条
　
一則
条
ノ
場
合

ニ
ハ
、
文
書
課
二
於
テ
別
紙
第
五
号
雛
形
ノ
帳
簿

二
其
書
ロ
ヲ

登
記
シ
、
借
用
者
ノ
記
名
捺
印

ヲ
徴
シ
テ
、
課
長
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
之
ヲ
貸
与

シ
、
返
納
ノ
時

ハ
其
年
月
日
ヲ
記
入
シ
テ
主
任
之

二
捺
印
ス
ヘ
シ

第

一
六
条
　
廃
棄
ス
ヘ
キ
文
書

ハ
裁
断
シ
テ
之
ヲ
会
計
課

二
交
付
シ
、
会
計
課

ニ
テ
ハ
之

力
処
分
ヲ
為

ス
ヘ
シ

"
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第

一
七
条
　
廃
棄
シ
タ
ル
文
書
簿
冊
ノ
ロ
録

ニ
ハ
、
之
ヲ
記
入

（何
年
何
月
何
日
廃
棄
処
分

済
）
シ
テ
、
文
書
課
長
之

二
捺
印

ス
ヘ
シ

第

一
八
条
　
文
書
課
長

二
於
テ
、
毎
年
編
纂

ヲ
了
シ
タ
ル
其
簿
冊
目
録
ヲ
作
り
、
翌
年

一

月
十
日
限
開
申

ス
ヘ
シ

第

一
九
条
　
文
書
課

二
於
テ
毎
年
文
書
簿
冊
の
調
査
を
為

ス
ヘ
シ
、
此
場
合

二
於
テ
ハ
借

覧
期
限
内
卜
雖
モ
返
納
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
〇
条
　
文
書
課
長

二
於
テ
ハ
文
庫
ノ
開
閉
ヲ
慎
ミ
、
其
管
鈴

ハ
文
書
課
長

二
於
テ
保

管
ス
ヘ
シ

第
二

一
条
　
文
庫
内

二
在
テ
、
喫
姻

一
切

ノ
火
気
ヲ
使
用
ス
ル
ヲ
許
サ
ス

借
覧
は
よ
り
厳
正
に
規
定
さ
れ
た

（第

一
二
・
一
四
・
一
五
条
）。
郡
町
村
吏
の
閲
覧
条
項

（第

一
三
条
）
は
、
郡
制

・
町
村
制
に
よ
り
閲
覧
機
会
が
増
え
た
反
映
か
も
し
れ
な
い
。
焼
却

ｏ
反

故
紙
化
の
廃
棄
は
裁
断
に
改
め
ら
れ

（第

ニ
ハ
条
）、
廃
棄
の
記
録
を
明
確
に
残
す

（第

一
七
条
）

事
が
明
示
さ
れ
た
。
第

一
八

ｏ
一
九

。
二

一
条
は
条
規
と
し
て
は
初
出
だ
が
慣
行
さ
れ
て
い
た

事
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二

一
条
に
関
連
し
て
は
、
五
月
に
長
野
町
出
火
の
節
は
、
「
各
自
負
担

ノ
文
書
帳
簿
物
品
等
ノ
搬
出
及
文
庫
防
火
ノ
用
意
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
、
但
急
速
ノ
場
合

二
適
宜
ノ
場

所

二
搬
出

ス
ヘ
シ
」
と

「
長
野
町
出
火
ノ
節
宿
直
及
鷹
員
心
得
」
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
。

長
野
県
の
文
書
管
理
保
存
制
度
は
、　
一
八
九
〇
年

（明
治
壬

こ

の

「
本
麻
文
書
編
纂
及
保

存
規
程
」
と

「
文
書
整
理
保
存
規
程
」
を
も

っ
て
ほ
ぼ
形
を
整
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お

わ

り

に

一
八
七

一
年

（明
治
四
）
の
置
県
か
ら

一
八
九
〇
年

（明
治
一
〓
こ

の
府
県
制

・
郡
制
の
実
施

ま
で
、
長
野
県
の
文
書
に
関
わ
る
諸
制
度
は
、
政
府
の
地
方
行
政
の
制
度
改
変
に
ほ
ぼ
対
応
じ

つ
つ
整
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。　
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
達
や
布
告

・
指
令
な
ど
法
的
効
力

を
持

つ
も
の
の
保
存
は
も
ち
ろ
ん
、
「
他
日
ノ
参
照
ノ
タ
メ
」
あ
る
い
は

「
例
規
ト
ナ
ル
」

こ

と
を
第

一
義
に
、
保
存
と
管
理
、
閲
覧
の
便
が
図
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
要

約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
　
置
県
以
来
、
官
省
の
達

・
布
告
や
成
規
の
文
書
を
中
心
に
、
閲
覧
参
照
が
現
在
か

つ
将

来
も
可
能
な
よ
う
に
制
度
の
模
索
が
な
さ
れ
た
が
、　
一
八
八
〇
年

（明
治

〓
こ

に
な
っ

て
、
記
録
掛
が
県
庁
内
の
全
公
文
書
を
目
録
に
よ
り
把
握
す
る

「文
書
目
録
編
成
手
続
」

が
規
定
さ
れ
た
。

記
録
係
が
諸
公
文
そ
の
も
の
を

一
貫
編
集
す
る
こ
と
と
し
た

一
八
八
二
年

（明
治

一
五
）

の

「
編
輯
例
則
」
は
、
公
文
書
の
保
存
と
管
理
の
画
期
を
な
し
、　
一
八
八
三
年

（明
治

Ｉ
Ｃ

の

「書
籍
簿
冊
借
覧
手
続
」
の
制
定
や

「官
報
類
索
引
」
の
編
集
に
繋
が

っ
た
。

一
八
八
二

・
一
八
八
三
年
の
諸
規
程
と
公
文
編
冊
編
纂
作
業
は
、
本
県
の
文
書
保
存
の

基
礎
を
据
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
基
礎
の
上
に

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
の

「
長
野
県
庁
処
務
規
程
」
が
制
定
さ

れ
、
次
の
画
期
を
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
文
書
管
理
の
主
管
を
明
文
化
し
た
文
書
課
が

設
置
さ
れ
、
全
国
的
に
も
早
い
段
階
で
文
書
の
保
存
期
限
が
設
定
さ
れ
た
。

一
八
九
〇
年

（明
治
壬

こ

の

「
本
庁
処
務
規
程
」
と

「
文
書
整
理
保
存
規
程
」
に
よ

り
県
の
文
書
処
理
制
度
は
ほ
ぼ
確
立
し
た
。
同
年

一
〇
月
の

「地
方
官
官
制
」
改
正
は
、

知
事
官
房
を
置
き
、
内
務
部

・
警
察
部
他
三
署
で
府
県
事
務
を
分
掌
す
る
こ
と
を
規
定

し
た
。
文
書
に
関
す
る
こ
と
は
官
房
の
事
務
と
さ
れ
、
県
は

一
一
月
に
機
構
を
改
組
し

て
知
事
官
房
に
秘
書
掛
と
文
書
掛
を
置
い
た
。
以
後
機
構
改
組
が
あ

っ
て
も
文
書
掛
が

官
房
に
属
す
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
公
文
書
の
処
理
と
管
理
保
存
は
新
た
な
段
階
に

入

っ
た
と
い
え
る
。

注１
　
本
県
は
、
関
東
近
県
で
は
東
京

ｏ
埼
玉
と
並
ん
で
戦
前
の
行
政
文
書
を
大
量
に
保
有
し
て
い
る
と

さ
れ
る
。

２
　
歴
史
館
の
戦
前
行
政
文
書
の
目
録
分
類
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

３
　
上
条
宏
之

「府
県
庁
文
書
」
「
日
本
古
文
書
学
講
座
　
近
代
編
Ｉ
』
雄
山
閣
出
版
、　
一
九
七
九
年
）。

４
　
梅
原
康
嗣

「
明
治
期
長
野
県
に
お
け
る
文
書
管
理
の
変
遷
」
当
館
学
芸
研
究
会
資
料
、
二
〇
〇
〇

年
六
月
二
八
日
。

５
　
田
玉
徳
明

「長
野
県
行
政
文
書
の
管
理
と
保
存
」
当
館
学
芸
研
究
会
資
料
、
二
〇
〇
四
年
五
月
二
　
　
解
｝

六
日
。



６
　

『太
政
官
沿
革
志
』
八
。

７
　

『法
令
全
書
』。

８
　
注
６
に
同
じ
。

９
　
渡
邊
佳
子

「
明
治
期
中
央
行
政
機
関
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
の
成
立
」
∩
記
録
史
料
の
管
理
と

文
書
館
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、　
一
九
九
六
年
）。

１０
　
注
６
に
同
じ
。

ｎ
　
埼
玉
県
で
は
六
月
に
内
務
省
に
送
致
し
て
い
る

（大
村
進

「埼
玉
県
立
文
書
館
」
『
日
本
古
文
書
学

講
座
』
近
代
編
Ⅲ
、　
一
九
七
九
年
）。

‐２
　
こ
の
達
は
、
太
政
官
制
か
ら
内
閣
制

へ
の
移
行
に
伴

っ
て
明
治

一
九
年
に
廃
止
さ
れ
る
が
、
内
務

省

へ
の
目
録
提
出
は
徹
底
し
な
か

っ
た
。
長
野
県
の
行
政
文
書
で
は
二
〇
年
提
出
の
冊
数
の
み
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
。

‐３
　
長
野
県
行
政
文
書

「國
史
編
纂
材
料
六
冊
ノ
ニ
　

明
治
十
年
」
（請
求
番
号
　
明
１０
Ａ

‐
１３

‐
３
）。

‐４
　

『
長
野
県
市
町
村
合
併
誌
』
（長
野
県
総
務
部
地
方
課
、　
一
九
六
五
年
）。

‐５
　
注
１４
に
同
じ
。

‐６
　
注
１３
に
同
じ
。
「
県
治
条
例
」
に
基
づ
き
四
課
制
が
敷
か
れ
た
時
期
を
、
『
長
野
県
の
行
政
組
織
―

明
治

・
大
正
及
び
昭
和
前
期

（昭
和
三
二
年
五
月
ま
で
ご

（長
野
県
総
務
部
文
書
学
事
課
）
は
、
四

年

一
二
月
と
す
る
。

‐７
　
注
１３
に
同
じ
。

‐８
　
川
田
純
之

「
明
治
前
期
の
栃
木
県
庁
文
書
と
そ
の
保
存
」
Ｇ
栃
木
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
二

号
、　
一
九
九
八
年
）。

‐９
　

『長
野
県
政
史
』
第

一
巻

（長
野
県
、　
一
九
七

一
年
）。

２０
　

『長
野
県
史
料
』

一
四

（国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
）。

２‐
　
注
２０
に
同
じ
。

２２
　
注
２０
に
同
じ
。

２３
　
注
１３
に
同
じ
。

２４
　
長
野
県
行
政
文
書

「百
官
履
歴
表

（明
治
九
年
調
べ
旧
筑
摩
県
分
）

明
治
九
年
」
（明
９

ｌ
Ａ

Ｉ

‐４

‐
２
）
、
特
別
閲
覧
。

２５
　

『信
飛
新
聞
』

明
治
九
年
六
月
二
〇
日
。

２６
　

『長
野
県
の
行
政
組
織
　
明
治

ｏ
大
正
時
代
お
よ
び
昭
和
前
期
』
（長
野
県
総
務
部
文
書
学
事
課
、

一
九
六
五
年
）。

２７
　
筑
摩
県
か
ら
長
野
県

へ
の
事
務
引
継
ぎ
は
八
月
二
九
日
に
完
了
し
た
と
さ
れ
る

（前
掲
注
１４

『
長

野
県
町
村
合
併
誌
し
。
し
か
し
、
引
継
ぎ
書
類
の
中
に
は

一
〇
月
の
日
付
の
も
の
も
多
く
、
各
課
の

書
類

・
目
録
も

一
度
に
揃

っ
た
も
の
で
は
な
い
事
が
わ
か
る
。
熊
谷
県
の
分
割
廃
統
合
の
事
例
で
は
、

引
継
ぎ
の
実
務
は

一
か
月
以
上
か
か

っ
て
い
る
。
（芳
賀
明
子

「府
県
統
合
と
文
書
移
管
」
『
文
書
館

紀
要

第

一
七
号
』
二
〇
〇
四
年
）。

２８
　
長
野
県
行
政
文
書

「長
官
巡
視
ノ
節
郡
長
上
申
書
類
　
明
治
十
三
年
」
（明
１３

‐
Ａ

‐
４

１
１
）。

２９
　
長
野
県
行
政
文
書

「職
務
掛

各
課
署
郡
役
所
へ
達
之
部
　
明
治
十
四
年
」
（明
１４

‐
Ａ

‐
４
）。

３０
　
長
野
県
行
政
文
書

「庶
務
之
部
　
明
治
十
五
年
」
（明
１５
‐
Ａ
‐
６

１
１
）。

３‐
　
長
野
県
行
政
文
書

「共
武
政
表
之
部
写
字
生
之
部
雑
件
　
明
治
十
五
年
」
（明
１５

‐
Ａ

ｉ
ｎ
）０

３２
　
長
野
県
行
政
文
書

「
履
歴
　
判
任
以
上
郡
吏
雇
二
至
ル
韓
免
死
亡
之
部

　

明
治
十
九
年
」
（明
１９

１
Ｅ

ｌ
３
）。

３３
　
長
野
県
行
政
文
書

「
記
録
雑
件
　
明
治
十
六
年
」
（明
１６

‐
Ａ
‐
６
）。

３４
　
注
３３
に
同
じ
。

３５
　
明
治

一
五
年
の
規
定
で
、
管
内

へ
の
布
達
は
対
象
の
違
い
に
よ
り
甲
か
ら
己
号
ま
で
六
種
類
に
分

け
ら
れ
た
。
甲
号
は
管
内

一
般
、
乙
号
は
各
郡
役
所

・
戸
庁
役
場
、
丙
号
は

一
役
所

・
一
役
場
、
丁

号
は
会
社

・
銀
行

・
処
刑
宣
告
掲
示
、
戊
号
と
己
号
は
個
人
で
あ
る
。
日
誌
が
掲
載
す
る
の
は
丙
号

布
達
ま
で
で
あ
る
。

３６
　
明
治

一
六
年
度
は
八
月
ま
で
に
七
号
を
刊
行
し
た
こ
と
ま
で
は
判
明
す
る
が
、
そ
の
後
は
史
料
を

欠
き
不
明
で
あ
る

（長
野
県
行
政
文
書

「
日
誌
の
部
　
明
治
十
六
年
」
（明
１６

‐
Ａ

‐
７
と
。

３７
　
会
計
年
度
制
は
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
か
ら
採
用
さ
れ
た
。
初
期
は

一
〇
月

一
日
年
頭
と
し
た

が
、
明
治
六
年
に
暦
年
に
変
更
、
八
年
か
ら
は
七
月

一
日
に
、
明
治

一
九
年

（
一
八
八
六
）
か
ら
は

四
月

一
日
を
年
頭
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３８
　
長
野
県
行
政
文
書

「
記
録
雑
件
　
明
治
十
七
年
」
（明
１７
‐
Ａ
‐
‐８
）０

３９
　
長
野
県
行
政
文
書

「
記
録
雑
件
　
明
治
十
八
年
」
（明
１８

‐
Ｂ
‐
‐２
）０

４０
　
注
３３
に
同
じ
。

４‐
　
注
３８
に
同
じ
。

４２
　
注
３８
に
同
じ
。

４３
　
注
３９
に
同
じ
。

４４
　

「信
濃
毎
日
新
聞
」

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
二
月

一
九
日
。
行
政
文
書

「
履
歴
　
判
任
以
下

郡
吏
雇

二
至
ル
転
免
死
亡
之
部
　
明
治
十
九
年
」
（明
１９
‐
ｌ
Ｅ

‐
３
）。
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明治前期における長野県行政文書の管理と保存
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水
野
保

「
明
治
期
地
方
官
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
の
成
立
」
∩
記
録
資
料
の
管
理
と
文
書
館
』

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、　
一
九
九
六
年
）
。

注
２６
に
同
じ
。

長
野
県
行
政
文
書

「
長
野
県
第

一
部
事
務
引
継
書
　
全
　
明
治
二
三
年
」
（明
２３

，
２
Ａ

，
１
）
。

行
政
文
書

「
履
歴
　
判
任
以
下
郡
吏
雇

二
至
ル
転
免
死
亡
之
部
　
明
治
十
九
年
」
（明
１９

‐
ｌ
Ｅ

‐

３
）
、
特
別
閲
覧
。

長
野
県
行
政
文
書

「
文
書
課
　
文
書
雑
件
　
明
治
十
九
年
」
（明
１９

‐
ｌ
Ｂ

‐
３
）
。

注
４５
に
同
じ
。

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）

一
〇
月

一
七
日
。

長
野
県
行
政
文
書

「
長
野
県
第

一
部
事
務
引
継
書
　
全
　
明
治
二
十
三
年
」
（明
２３

‐
２
Ａ

１
１
）

長
野
県
行
政
文
書

「
明
治
廿
年
政
表
　
第

一
部
文
書
課
　
明
治
二
十
年
」
（明
２０

‐
１

‐
１
）
０

長
野
県
行
政
文
書

「
政
表
　
第

一
部
文
書
課
　
明
治
二
十
二
年
」
（明
２２

‐
２
Ｂ

１
３
）
。

注
５２
に
同
じ
。

注
１４
に
同
じ
。

注
２６
に
同
じ
。

「
明
治
廿
三
年
　
達
文
　
全
」
『
県
報
』
（明
２３

‐
６
）
。

長
野
県
行
政
文
書

「
記
録
掛
雑
件

明
治
十
八
年
」
（明
１８

‐
Ｂ

‐
‐２
）
０

注
５８
に
同
じ
。

「
自
明
治
廿
三
年

一
月
至
十
二
月
　
訓
令
　
内
務
部
第
二
」
『
県
報
』
（明
２３

‐
８
）
。

長
野
県
行
政
文
書

「
臓
中
達
原
議
之
部
　
明
治
廿
四
年
」
（明
２４

‐
１

‐
４
）
。

長
野
県
行
政
文
書

「
令
達
原
議
及
制
例

ｏ
懲
戒
処
分
　
明
治
三
十
六
年
」
（明
３６

‐
１

‐
３
）
。

本
稿
は
平
成

一
六
年
度
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程
の
修
了
論
文
を

改
稿
し
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

“
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丸
山
晩
霞
に
み
る

「崇
高
」
と

「壮
美
」

明
治
末
期
に
お
け
る
二
つ
の
翻
訳
語
の
問
題

は

じ

め

に

丸
山
晩
霞

（
一
八
六
七
～

一
九
四
一
こ

は
、
現
在
の
長
野
県
東
御
市
に
生
ま
れ
た
。
明
治
末
期

の
水
彩
画
隆
盛
を
担

っ
た
中
心
人
物
の
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、　
一
九
〇
七
年

（明

治
四
〇
）
に
開
催
さ
れ
た
第

一
回
文
部
省
美
術
展
覧
会

（以
下
文
展
）
に

「
白
馬
の
神
苑
」
（写

真
１
）
と
い
う
険
し
い
山
岳
画
を
出
展
し
て
い
る
。
当
時
の
文
展
の
洋
画
部
で
は
、
山
岳
を
描

い
て
も
穏
や
か
な
自
然
風
景
に
仕
立
て
る
の
が
慣
例
と
も
い
え
、
本
作
の
よ
う
に
山
頂
の
厳
し

い
自
然
環
境
を
臨
場
感
高
く
描
写
し
た
本
格
的
な
山
岳
画
は
、
め
ず
ら
し
か

っ
た
。
筆
者
は
以

前
、
こ
の
新
し
い
画
題
の
誕
生
の
背
景
に
、
外
来
語
で
あ
る
英
語

。
仏
語
の
旨
σ
〓
ヨ
ｐ

あ
る

い
は
ド
イ
ツ
語
の
ｑ

，
３
８

の
訳
語
と
し
て
誕
生
し
た

「
崇
高
」
と
い
う
翻
訳
語
が
あ
る
こ

と
を
論
じ
た
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
日
本
の
近
代
化
に
寄
与
し
た
い
わ
ゆ
る

「
お
一雇
い

外
国
人
」
ら
は
、
信
仰
と
関
係
な
く
純
粋
に
登
山
と
い
う
行
為
を
楽
し
む
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
広

め
た
が
、
コ
奮
巳

と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
登
山
に
よ

っ
て
見
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ

た
、
山
岳
や
山
頂
の
光
景
か
ら
得
た
感
動
の
受
け
皿
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

先

の
小
論

で
示
し
た
辞
書
の
訳
で
は
、　
一
九
〇
四
年

（明
治
一一Ｉ
）
に
出
版
さ
れ
た

『
漢
語

辞
彙
』
に

「
壮
美
」
の
意
味
と
し
て
、
「
美
学
上
の
用
語
、
崇
高
美
、
８
σ
〓
日
Φ
の
こ
と
に
し

て
、
優
美

ｇ
”
諄
く
に
対
す
る
語
」
と
あ

っ
た
。
ま
た
、　
一
九

一
二
年

（明
治
四
五
）
に
出
さ

れ
た

『
哲
学
字
彙
英
独
仏
和
』
で
も
、
∽
“
σ
〓
日
の
６
Ｆ
甲
Ｆ
σ
８
ち
ヽ
旨
ｇ
Ｂ
３

の
訳
語
と
し

て

「荘
厳
、
宏
壮
、
高
大
、
壮
大
、
崇
高
、
壮
美
、
厳
麗
」
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当

時

「崇
高
」
と

「壮
美
」
は
同
義
語
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
し
量
ら
れ
、
晩
霞
に
お
い
て
も

「
崇

高
」
と

「
壮
美
」
の
意
味
は
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
と
し
て
論
じ
た
。

岸

田

恵

理

し
か
し
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
晩
霞
は
こ
の
二

つ
の
語
を
使
い
わ
け
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
理
由
の

一
つ
と
し
て
は
、
旨
σ
〓
Ｂ
ｐ
Ｒ
Ｆ
Ｆ
う

と
い
う
、
言
葉
は
異
な
る
が

一
つ
の
概

念
の
訳
語
と
し
て

「
崇
高
」
と

「壮
美
」
の
二
つ
の
語
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
げ
ら

れ
る
。
美
学
上
用
い
ら
れ
る

一
つ
の
概
念
の
入
れ
物
が
二

つ
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
〓
σ
一一Ｂ
Φ
Ъ
手
多
８

を
対
象
と
し
て
考
案
さ
れ
た
漢
語
の
適
用
で
あ
る

「
崇
高
」

と

「壮
美
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
自
律
し
、
意
味
を
増
殖
し
て
い
く
可
能
性
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
概
念
を
翻
訳
し
て
、
従
来
の
言
語
体
系
に
組
み

い
れ
る
際
の
困
難
な
作
業
の
結
果
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
柳
父
章
が

『翻
訳
の
思
想
』
で写真 1 丸山晩霞 《白馬の神苑》
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論
じ
た
よ
う
な
、　
一
語
に
込
め
ら
れ
た
意
味
の
ず
れ
、
翻
訳
語
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
二
つ

め
の
理
由
と
し
て
は
、
晩
霞
と
い
う
画
家
個
人
の
資
質
、
日
本
有
数
の
山
岳
が
そ
び
え
る
長
野

県
出
身
と
い
う
背
景
の
反
映
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
幼
少
の
頃
か
ら
の
山
岳

へ
の

親
し
み
が
、
山
に
対
す
る
よ
り
微
妙
で
深
い
分
析
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
、
当
時
の
外
来
語
と
し
て
今
日
言
う
と
こ
ろ
の

コ
ホ高
」
と
い
う

語
の
流
通
の
概
略
を
示
し
た
後
、
晩
霞
に
お
け
る

「
崇
高
」
の
使
用
法
を
概
観
し
、
次
に
、
彼

の

「壮
美
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
意
味
合
い
の
違
い
を
分
析
す
る
。

そ
し
て
最
後
に
主
に
晩
霞
が
生
き
た
時
代
に
芸
術
界
の
思
想
の
主
流
と
な
り
、
晩
霞
も
影
響
を

受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
評
論
家
ラ
ス
キ
ン

（
一
八

一
九
～

一
九
〇
〇
）
の
崇
高
論
と

晩
霞
の
崇
高
美
に
関
す
る
考
え
方
の
相
違
を
木
村
熊
二
、
島
崎
藤
村
と
い
っ
た
信
州
ゆ
か
り
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
視
点
を
お
り
ま
ぜ

つ
つ
明
ら
か
に
し
、
晩
霞
が

「崇
高
」

と

「壮
美
」
の
二

つ
の
語
を
使
い
分
け
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

外
来
語
と
し
て
の

「崇
高
」
の
意
味
の
概
略

辞
書
に
登
場
す
る

８
げ
〓
日
ｐ
ｅ
Ｆ
”
ぎ
●
の
訳
語
の
展
開
は
、
別
稿
で
紹
介
し
た
の
で
、
こ

こ
で
は
明
治
時
代
に
〓
σ
〓
日
ｐ

コ
ホ
高
」
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
に
わ
が
国
に
導
入
さ
れ

て
い
っ
た
を
概
観
す
る
。
ま
ず
、
西
周
が
訳
し
て

一
八
七
八
年

（明
治

一
こ

に
文
部
省
が
刊

行
し
た
ジ

ョ
セ
フ
・
ヘ
ヴ
ン
の
心
理
学
の
中
で
、
サ
ブ
ラ
イ
ム
は

「高
妙
」
と
訳
さ
れ
、
ビ

ュ
ー

テ
ィ
フ
ル
の
訳
語
で
あ
る
美
妙
と
と
も
に
醜
に
相
対
す
る
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、　
一
八
七
七
年

（明
治

一
〇
）
か
ら

一
八
八
〇
年

（明
治

一
一こ

に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
チ

ェ

ン
バ
ー
の
百
科
全
書
の
美
学
関
係
の

一
分
冊
と
し
て

一
八
七
九
年

（明
治

一
一
し

に
菊
池
大
麓

が
翻
訳
し
た

『
修
辞
及
華
文
』
９
Ｆ
ｏ゙
ｏ
諄ヽ

８
Ｑ
響
】中８

Ｆ
けけ『Φ３

の
中
で
は
、
文
体
の
品
格

を
示
す
分
類
項
の

一
つ
と
し
て
〓
σ
〓
日
①
が
登
場
し
、

こ
の
と
き
に
は
映
宕
と
い
う
訳
語
が

付
さ
れ
た
。　
一
八
九
〇
年

（明
治
壬

こ

に
は
森
鴎
外
が

『
し
が
ら
み
草
紙
』
の
中
で
、
∪
３

日
ヽ
Ｆ
”
ｇ
〓

を

「
高
と
い
ふ
美
」
と
訳
し
、
自
分
よ
り
大
き
く
強
い
こ
と
と
定
義
し
、
英
雄
豪

傑
に
た
と
え
て
、
美
の
範
疇
の

一
部
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
鴎
外
は
、
大
村
西
崖
と
と
も
に
雑

誌

『
め
さ
ま
し
草
』

に

一
八
九
六
年

（明
治
二
九
）
に
掲
載
し
た

「
印
度
審
美
説
」

で
は

「
崇

高
の
美
は
人
を
圧
す
べ
き
も
の
な
り
。
雷
電
風
雨
の
如
き
は
善
に
も
属
せ
ず
、
悪
に
も
属
せ
ず
。
」

と
述
べ
、
ま
た
、
崇
高
の
美
を
感
じ
さ
せ
る
人
は
、
道
徳
的
本
能
を
も
ち
、
そ
の
欲
す
る
ま
ま

に
行
動
す
る
人
物
で
あ
る
と
も
言

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
崇
高
の
美
は
、
自
然
現
象
と
人
格
に

お
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
崇
高
は
、
美
の

一
種
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

鴎
外
は
、　
一
八
九
七
年

（明
治
三
〇
）
か
ら

一
八
九
八
年

（明
治
三

こ

エハ
月
ま
で
、
東
京
美
術

学
校
で
美
学
と
西
洋
美
術
史
の
講
義
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
美
を

「
崇
高
」
と

「
優
美
」

に
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
、
鴎
外
と
大
村
西
崖
が

エ
ド
ワ
ル
ド

・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ

ン
の

『
美
の
哲
学
』
Ｇ
Ｆ
ま
∽８
Ｆ
ざ
計
∽
ｒ
ぎ
①お
じ

を
編
訳
し
、　
一
八
九
九
年

（明
治
三
一
し

に
刊
行
し
た

『
審
美
綱
領
』
に
も
登
場
し
て
い
る
。
同
書
で
は
ま
た
、
崇
高
を
個
物
と
個
物
の

交
渉
に
よ
っ
て
お
こ
る
葛
藤
を
基
準
と
し
て
内
的
に
分
析
し

「類
と
し
て
崇
高
な
る
も
の
は
、

植
物
の
大
木
あ
る
、
動
物
の
猛
獣
あ
る
が
如
し
。
毒
牙
あ
る
も
の
の
如
き
は
怖
る
べ
し
と
い
へ

ど
も
崇
高
な
ら
ず
。
人
類
に
は
相
貌
の
崇
高
と
性
格
の
崇
高
あ
り
」
と
い
い
、
植
物
、
動
物
、

人
の
容
貌
と
性
格
に

「
崇
高
」
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ホ高
の
度
は
よ
く
他
を
折
伏
す
る

よ
り
生
ず
。
人
智
の
崇
高
、
自
然
力
の
上
に
在
る
は
こ
れ
が
為
な
り
」
と
し
、
自
然
よ
り
も
人

間
の
人
格
智
力
の
有
す
る
崇
高
さ
の
方
を
優
位
に
お
い
て
い
る
。

ラ
ス
キ
ン
の
崇
高
の
解
釈
に
つ
い
て
は
後
に
述

べ
る
が
、
思
想
家
が
解
釈
し
紹
介
し
た
明
治

時
代
の
崇
高
は
、
美
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
り
、
美
妙
や
優
美
と
対
置
さ
れ
、
自
然
や
動
物

の
巨
大
さ
、
力
強
さ
、
人
格
の
高
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
　
丸
山
晩
霞
に
お
け
る

「
崇
高
」

明
治
末
に
お
い
て
、
コ
ホ高
」
、
「
壮
美
」
、
コ
ホ
美
」
と
い
っ
た
形
容
を
山
岳
、
雪
や
夕
陽
な

ど
の
自
然
現
象
に
感
動
し
て
用
い
る
例
は
、
ひ
と
り
晩
霞
の
み
な
ら
ず
、
山
岳
登
山
家
の
小
島

烏
水
や
漢
学
者
で
紀
行
家
の
久
保
天
随
、
ま
た
、
自
然
風
景
を
よ
く
描
い
た
大
下
藤
次
郎
な
ど

の
文
章
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
晩
霞
も
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ぬ
頁
を
さ
い
て

「
崇
一口巴

「壮
美
」
に
言
及
し
論
じ
た
。
当
時
彼
は
水
彩
画
界
を
代
表
す
る
指
導
者
で
も
あ
り
、

後
進
を
指
導
す
る
意
味
で
も
多
く
の
文
章
を

『
み
づ
ゑ
』
や

『
美
術
新
報
』
、
『
ア
ト
リ
エ
』
、

『
中
央
美
術
』
、
『
文
章
世
界
』
と
い
っ
た
雑
誌
に
掲
載
し
た
。
ま
た
、　
一
九
〇
七
年

（明
治
四
〇
）

丸山晩霞にみる「崇高」と「壮美」
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に
は

『
水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
、　
一
九
〇
九
年

（明
治
四
一
し

に
は

『
水
彩
画
講
話
』
、　
一

九

一
四
年

（大
正
一こ

に
は

『
水
彩
新
天
地
』
な
ど
数
冊
の
自
著
も
残
し
て
い
る
。
晩
霞
は
作

画
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
執
筆
活
動
に
よ

っ
て
自
己
の
制
作
の
方
針
や
考
え
方
を
探
究
し
て

い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
実
際
に
晩
霞
が

「
崇
高
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
た
か
概
観
す
る
。
彼
は
、
第

一
回
文
展
開
催
の
約
二
か
月
前
に
出
版
し
た

『
水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
の
中
で
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

山
に
は
平
地
に
見
る
事
の
出
来
な
い
森
林
や
岩
石
が
あ

つ
て
、
そ
こ
に
は
丈
短
き
花
の

咲
け
る
も
の
も
あ
り
、
め
づ
ら
し
き
鳥
の
声
を
聞
け
ば
、
人
間
界
を
脱
し
て
神
の
境
に
あ

る
か
の
如
く
感
ず
る
の
で
、
崇
高
敬
畏
の
念
は
自
ら
起
る
の
で
あ
る
、
古
来
何
れ
の
高
山

も
、
神
を
祭

つ
て
福
徳
を
祈
る
が
、
高
山
等
の
頂
嶺
は
、
た
し
か
に
神
の
存
在
を
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
高
尚
な
る
思
想
を
養
成
す
る
事
が
出
来
る
。

つ
ま
り
、
山
岳
に
は
平
地
に
は
な
い
森
林
や
岩
石
が
あ
り
、
高
山
植
物
が
咲
き
、
聞
き
な
れ

な
い
鳥
の
声
も
聞
こ
え
、
そ
の
こ
と
が

「
神
の
境
」
、
言
い
か
え
れ
ば
、
神
的
な
雰
囲
気
を
作

り
だ
し
、
そ
の
た
め
に
お
の
ず
と

「
崇
高
敬
畏
の
念
」
を
引
き
お
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

晩
霞
は
山
で
、
平
地
に
は
見
ら
れ
な
い
森
林
や
岩
石
、
高
山
植
物
を
見
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い

鳥
の
声
を
耳
に
し
た
。
そ
の
体
験

を

「
神
」
、
↑
し
」
で
は
、
高
山
に
祭
ら
れ
た
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
、
神
道
の

「神
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
）
す
な
わ
ち
、
宗
教
と
結
び

つ
け
て
い
る
。

こ
の
点
に
は
山
岳
信
仰
の
名
残
が
み
ら
れ
る
と
言
え
る
。
奥
深
い
山
中
で
、
全
く
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
出
来
事
に
遭
遇
し
た
結
果
、
人
知
を
超
え
た
も
の
と
し
て
の

「
神
」
と
、
そ
こ
で
見

知

っ
た
新
し
い
も
の
や
新
鮮
な
出
来
事
を
結
び

つ
け
た
こ
と
は
、　
一
つ
の
必
然
と
も
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
彼
は
同
書
の
二

一
九
頁
で
は
、
花
を
、
「花
冠
」
、
「
花
弁
」
、
「
花
頭
」
、

「
花
粉
」
な
ど
と
細
か
く
分
類
し
て
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
晩
霞
が
精
緻
な
観
察
眼
を

も
ち
、
対
象
を
細
部
に
わ
た

っ
て
分
析
す
る
科
学
的
実
証
主
義
、
西
欧
の
写
実
の
精
神
も
有
し

て
い
る
こ
と
を
物
が
た

っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
晩
霞
も
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
超
え
る
体
験

を
山
中

で
し
た
と
き
に
は
、
何
か
宗
教
心
を
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
こ
こ

に
、
西
洋
文
化
の
写
実
精
神
、
実
証
主
義
と
、
日
本
古
来
の
自
然
観
の
共
存
が
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に

「崇
高
敬
畏
」
と
い
う
表
記
に
注
目
す
る
と
、
な
ぜ
晩
霞
は

「
崇
高
」
と
だ
け
い
わ

な
か

っ
た
か
と
い
う
疑
問
も
わ
く
。
端
的
に
こ
の
問
い
に
答
え
る
な
ら
ば
、
コ
ホ高
」
と
い
う

言
葉
で
は

「敬
畏
」
、

つ
ま
り
、
恐
れ
を
含
む
敬
意
の
意
味
が
足
り
な
い
と
思

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
晩
霞
の
内
面
で
は
、
コ
ホ高
」
と
は
、
何
か
未
知
の
も
の
と
の
遭
遇
か
ら
く
る

「
神
」

を
も
思
わ
せ
る
圧
倒
的
な
驚
き
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
。

晩
霞
は
、　
一
九

一
四
年

（大
正
一こ

に
出
版
し
た
著
書

『
水
彩
新
天
地
』
の
中
で
は
、
コ
ホ高
」

を
次
の
よ
う
に
用
い
た
。

世
人
が
高
山
植
物
に
注
意
を
払
う
や
う
よ
う
に
な

つ
た
の
は
数
年
前
か
ら
の
事
で
あ
る
。

私
は
花
の
真
美
は
高
山
植
物
に
極
ま
る
と
す
る
と
信
じ
て
居
る
が
、
其
の
極
美
な
り
と
感

ず
る
所
以
は
之
れ
が
色
彩
や
花
の
大
き
い
と
云
ふ
の
み
で
な
い
、
高
山
の
人
に
輿
ふ
る
感

じ
、
即
ち
人
簑
を
懸
絶
し
た
崇
高
清
浄
の
感
じ
が
加
は
つ
て
、
著
し
ぐ
高
潔
に
見
え
る
か

ら
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

晩
霞
は
高
山
植
物
を
好
む
が
、

こ
こ
で
二
局
山

に
対
し
て
人
間
世
界
を
は
る
か
に
超
え
た

「崇
高
清
浄
」
の
感
じ
を
い
だ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
彼
は
、
コ
ホ高
」
だ
け
で
は
言
い
足
り
ず
、

「
清
浄
」
を
加
え
て
い
る
。
晩
霞
は
こ
の
場
合

「
崇
高
」
に

「
は
る
か
に
超
越
し
た
」
と
い
う

よ
う
な
意
味
を
見
い
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
彼
に
と

っ
て
高
山
は
、
単
に
超
越
的

な
存
在
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
清
ら
か
な
場
所
で
あ
り
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
晩
霞
の
場
合
、

「
崇
高
」
に
は
清
浄
感
が
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
コ
ホ高
敬
畏
の
念
」
と

「崇
高
清
浄
の
感
」
と
い
う

一
連
の
語
句
に
注
目
す
る
と
、

敬
畏
を

「
念
」
と
し
、
清
浄
を

「感
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
晩
霞

は
、
敬
畏
は
よ
り
観
念
的
に
、
清
浄
は
よ
り
感
覚
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

こ
の
二
例
か
ら
晩
霞
は

「崇
高
」
を
山
岳
、
そ
れ
も
高
山
に
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
す

る
。
彼
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
、
写
生
旅
行
の
経
験
談
や
自
然
風
景
の
す
ば
ら
し
さ
、
絵
画
に

つ
い
て
な
ど
を
論
じ
て
い
る
が
、
筆
者
が
管
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
コ
ホ
高
」
は
山
岳
に
つ
い

て
用
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
同
じ
く

一
九

一
四
年

（大
正
一こ

に
発
行
さ
れ
た

『
文
章
世
界
』

第
九
巻
第
九
号
の
中
で
は
、
登
山
の
最
中
に
雷
雨

に
あ

っ
た
り
、
雲
や
霧
の
変
幻
自
在
な
動
き
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を
目
の
あ
た
り
に
し
た
と
き
、
「
神
秘
と
か
、
崇
高
と
か
、
若
く
は
神
々
し
さ
と
か
、
さ
う
云

ふ
偉
大
な
感
動
が
胸
を
突
い
て
出
て
来
て
、
自
分
達
を
し
て
無
意
識
に
画
筆
を
執
ら
せ
る
程
の

強
い
印
象
を
受
け
さ
せ
る
」
と
書
い
た
。

こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
晩
霞
は
、
コ
不高
」
と
い

う
言
葉
を

「
神
秘
」
「
神
々
し
さ
」
の
類
義
語
と
し
て
扱

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

何
か
分
析
も
届
か
な
い
超
越
的
な
も
の
と
し
て
の

「
神
」
に
つ
な
が
る

「
偉
大
な
感
動
」
、
言

い
か
え
れ
ば
、
大
き
な
心
の
変
動
を

「
崇
高
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

晩
霞
は
ま
た
、
欧
米
の
廻
廊
の
長
い
寺
院
に
入

っ
た
と
き
に

「崇
高
の
念
」
に
打
た
れ
る
と

も
言

っ
て
い
る
。

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
か
ら
も
れ
て
く
る
陽
光
は

「神
の
眼
」
の
よ
う
で
、
神
の

存
在
を
思
い
起
さ
せ
た
と
も
い
う
。
そ
れ
は
深
山
幽
谷
で
感
じ
た
も
の
と
少
し
も
違
わ
な
か

っ

た
と
い
う
。
こ
こ
で
晩
霞
の
い
う
神
と
は
、
神
道
の
も
の
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
も
な
い
、

超
越
的
な
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
神
学
博
士
号
を
も

つ
木
村
熊
二
が
塾
長
を

つ

と
め
る
小
諸
義
塾
で

一
九
〇
二
年

（明
治
二
五
）
か
ら

一
九
〇
五
年

（明
治
一二
八
）
ま
で
図
画
を

教
え
て
お
り
、
そ
の
と
き
キ
リ
ス
ト
教
に
親
し
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
晩
霞
は
、
『
水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
を
執
筆
す
る
以
前
、　
一
八
九
九
年

（明
治

三
二
）
か
ら
二
九
〇

一
年

（明
治
三
四
）
ま
で
欧
米
を
旅
し
て
お
り
、
こ
の
渡
欧
の
際
に
西
欧
の

寺
院
を
訪
ね
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
内
弟
子
だ

っ
た
小
山
周
次
に
よ
れ
ば
、
晩
霞
は

一
八
九
七
年

（明
治
三
〇
）
に
禰
津
定
津
院

（東
御
市
）
で
参
禅
し
て
、
嘉
部
祖
道
師
か
ら

「晩

霞
天
秀
」
の
居
士
号
を
受
け
て
お
り
、
後
年
彼
は
仏
画
も
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厚
い
仏
教

徒
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仏
神
を
信
じ
、
自
然
信
仰
に
も

つ
な
が
る
自
然
観
を
も
ち

つ
つ
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
も
違
和
感
を
感
じ
ず
、
感
銘
を
受
け
る
晩
霞
の
あ
り
方
は
、
急
速
に
西
欧

の
文
化
を
受
容
し
、
古
来
の
日
本
文
化
と
折
り
合
い
を

つ
け
て
い
っ
た
明
治
と
い
う
時
代
を
体

現
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
晩
霞
に
と

っ
て

「
崇
高
」
と
は
、
宗
教
的
な
超
越
者
に
つ
な
が

る
よ
う
な
圧
倒
的
な
感
動
で
あ

っ
た
。

い
っ
ぽ
う
彼
は

「
壮
美
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〓
一　
丸
山
晩
霞
に
お
け
る

「
壮
美
」

晩
霞
は
、
『
水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
の
九
二
頁
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

直
曲
両
線
美
の
性
質
を

一
と
口
に
区
別
す
れ
は
、
直
線
美
を
壮
美
と
い
ひ
、
曲
線
美
を

優
美
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
直
線
美
は
男
性
的
で
曲
線
美
は
女
性
的
で
あ
る
。

「壮
美
」
を
男
性
的
、
「
優
美
」
を
女
性
的
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
は
、

エ
ド
マ
ン
ト

ｏ
バ
ー

ク
の
崇
高
論
と
の
親
近
性
が
う
か
が
え
る
が
、
晩
霞
の
著
作
に
は
、
概
観
す
る
か
ぎ
リ
バ
ー
ク

の
名
前
は
登
場
せ
ず
、
何
の
影
響
を
う
け
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

直
線
の
美
し
さ
を

「壮
美
」
と
呼
び
、
男
性
的
と
定
義
し
、
曲
線
の
美
し
さ
を
女
性
的
と
し
て

「
優
美
」
と
呼
び
、
こ
の
二
つ
を
対
比
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
「
敬
畏
」
、
「
清
浄
」
と
い
う

観
念
的
で
抽
象
度
の
高
い
概
念
と
組
合
わ
さ
れ
た

「
崇
高
」
に
比
べ
る
と
、
「
壮
美
」
を
よ
り

現
実
的
か
つ
感
覚
的
に
認
識
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
「壮
美
」
を
晩
霞
は
、
「
優
美
」
と
対

照
的
に
用
い
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
コ
ホ高
」
と

「
優
美
」
を
対
比
す
る
鴎
外
の
態
度
と

一
致

す
る
。

つ
ま
り
、
晩
霞
も

「
壮
美
」
を

「
崇
高
」
と
遠
か
ら
ぬ
概
念
と
し
て
見
な
し
て
い
る
と

推
察
さ
れ
る
。

さ
て
、
壮
美
な
直
線
美
の
例
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず

『
水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
の
中
で

は
、
杉
、
檜
な
ど
の
森
林
、
火
山
岩
の
絶
壁
、
竹
林
、
水
が
轟
音
を
た
て
て
垂
直
に
落
下
す
る

日
光
の
華
厳
の
滝
、
砂
漠
に
立

つ
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
や
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
あ
げ
て
い
る
。
季
節
に
つ

い
て
も
例
を
あ
げ
、
晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
霜
枯
れ
し
た
草
が
倒
れ
、
強
い
草
の
み
葉
を
落
と

し
て
立

っ
て
い
る
姿
や
、
枯
尾
花
の
よ
う
な
も
の
、
葉
を
落
と
し
た
枯
木
、
刈
り
入
れ
が
済
ん

だ
冬
の
田
畑
、
草
木
が
枯
れ
落
ち
た
山
の
裾
野
を
直
線
美
、
壮
美
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も

の
か
ら
筆
者
は
、
勇
壮
、
威
厳
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
る
。

い
っ
ぼ
う
、
優
美
な
曲
線
美
の
例
と
し
て
は
、
霧
の
よ
う
に
細
か
く
飛
び
散

っ
て
斜
面
を
落

ち
る
滝
を
あ
げ
、
美
と
い
う

「
讃
語
」
を
発
す
る
以
外
感
動
の
あ
ら
わ
し
よ
う
が
な
い
と
言

っ

て
い
る
。
晩
霞
に
と

っ
て
、
優
美
な
季
節
の
魅
力
と
し
て
は
、
花
を

つ
け
た
春
の
樹
木
、
初
夏

の
若
葉
、
盛
夏
の
濃
い
緑
の
み
ず
み
ず
し
い
木
木
、
秋
の
紅
葉
な
ど
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
も

の
か
ら
は
、
穏
や
か
で
和
ら
ぎ
に
満
ち
た
魅
力
を
感
じ
る
。

ま
た
晩
霞
は
、
絵
画
に
つ
い
て
も
直
線
美
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
雪
舟
、
ピ

ュ
ビ
ス

・

ド

・
シ
ャ
バ
ン
ヌ
、
ベ
ッ
ク
リ
ン
を
あ
げ
、
賞
賛
し
て
い
る
。
自
然
物
、
建
築
物
に
限
ら
ず
、

純
粋
な
芸
術
作
品
に
つ
い
て
も
直
線
美
、
す
な
わ
ち
、
「
壮
美
」
を
感
じ
る
と
し
て
い
る
こ
と

丸山晩霞にみる「崇高」と「壮美」
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は
、
後
に
言
及
す
る
が
、
ラ
ス
キ
ン
の
思
想
と
の
関
連
が
見
ら
れ
、
特
筆
さ
れ
る
。

壮
美
の
例
も
優
美
の
例
も
い
ず
れ
も
具
体
的
で
即
物
的
で
あ
り
、
感
覚
に
直
接
訴
え
か
け
る

性
質
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
晩
霞
は
、　
一
九

一
四
年

（大
正
一こ

に
出
版

し
た

『
水
彩
新
天
地
』
の
中
で
も
直
線
と
曲
線
を
対
照
し
、
壮
美
と
優
美
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。

壮
美
の
例
と
し
て
は
、

ス
イ
ス
の
ア
ル
プ
ス
連
山
の
剣
の
よ
う
に
と
が

っ
た
山
頂
や
、
玄
武

岩

の
断
崖
や
峻
削
な
絶
壁
、
ま
た
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の
雪
や
雨
に
浸
食
さ
れ
、
鋸
の
歯
の
よ
う

に
ギ
ザ
ギ
ザ
に
な

っ
た
尖
峯
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
菖
蒲
や
蘭
が
静
か

に
水
辺
に
生
息
す
る
様
子
を

「
壮
に
し
て
美
く
し
い
」
と
言

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
晩
霞
は
、
「
壮
美
」
を
用
い
る
場
合
、
そ
の
背
後
に
あ
る

旨
げ
〓
日
ｏ
あ
る
い
は
Ｒ
Ｆ
ぎ
●

の
意
味
も
認
識
し

つ
つ
、
文
字
通
り
漢
語
と
し
て
の
意
味
も
付
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
壮
美
」
は
、
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と

「
雄
大
で
麗
し
い
」
と
い
う
意
味
の
漢

語
で
あ
り
、
初
め
は
中
国
の
詩
経
の
大
雅
篇
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
が
美
学
用
語
と
し
て
用

い
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
　
一
方

「
崇
高
」
は
、
同
辞
典
に
よ
れ
ば
本
来
、
「
た

っ
と
く
た
か
い
。

け
だ
か
い
」
と
い
う
意
味
で
、
中
国
の
易
経
に
見
ら
れ
る
。
通
常
花
の
美
し
さ
は
、
優
美
に
分

類
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
花
が
水
辺
に
静
か
に
咲
い
て
い
る
様
子
は
、
晩
霞
に
と

っ
て
は

壮
美
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
様
子
と
同
様
の
壮
美
の
例
と
し
て
、
静
か
な
湖
水
、

凪
い
だ
海
、
大
陸
の
平
原
、
砂
漠
を
あ
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
で
円
柱
の
林
立
し
た
寺
院
に
入
る
と

「
壮
美
森
厳
の
気
」
に
打
た

れ
、
伊
勢
の
大
廟
を
は
じ
め
と
し
て
、
杉
の
老
木
が
林
立
す
る
中
に
直
線
の
結
合
に
よ

っ
て
造

形
さ
れ
た
神
社
か
ら
は

「
森
厳
壮
美
の
感
」
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
。
色
彩
に
つ
い
て
も
、
赤
、

白
、
濃
い
紺
色
、
紫
、
黒
な
ど
を

「
烈
し
き
熱
色
、
烈
し
き
寒
色
」
と
呼
ん
で
、
こ
の
二

つ
が

直
線
の
引
き
起
こ
す
の
と
同
様
の
感
じ
を
あ
ら
わ
す
と
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
優
美
を
あ
ら

わ
す
曲
線
美
の
最
も
優
れ
た
も
の
は
人
体
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
色
彩
で
は
、
淡
い
黄
色
、

淡
い
青
色
、
淡
い
紫
な
ど
、
中
間
色
を
あ
げ
て
い
る
。

晩
霞
は
、
「
直
線
美
の
吾
人
に
与
ふ
る
感
情
は
、
剛
壮
、
神
秘
、
幽
遂
、
雄
大
、
荘
厳
、
偉

大
、
荒
涼
、
等
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
彼
に
と

っ
て
、
「
壮
美
」
は
、
人
に
こ
れ

ら
の

「
感
情
」
、
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
な
刺
激
を
感
じ
さ
せ
る
特
質
で
あ
る
。
「
水
彩
新
天
地
』

の
中
で
晩
霞
は
い
う
。

（
ス
イ
ス
の
ア
ル
プ
ス
連
山
の
山
頂
を
ｏ
・
筆
者
注
）
仰
げ
ば
壮
美
の
感
に
打
た
れ
、
何
と
も

知
れ
ぬ
崇
高
の
念
が
起

つ
て
来
る

こ
の
箇
所
か
ら
は
は

っ
き
り
と
、
晩
霞
の
場
合
、
「壮
美
」
と
い
う
感
覚
的
な
刺
激
が
あ

っ

た
結
果
と
し
て
、
よ
り
精
神
的
に
深
い

「
崇
一日巳

と
い
う
境
地
に
い
た
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

ま
た
、
山
岳
登
山
の
感
動
や
体
験
を
い
い
あ
ら
わ
す
と
き
に
は
、
コ
ホ高
」
を
用
い
、
机
上
で

の
直
線
美
と
曲
線
美
の
比
較
な
ど
、
よ
り
客
観
的
な
分
析
を
試
み
る
と
き
に

「
壮
美
」
を
使
用

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

「
崇
高
」
と

「壮
美
」
の
使
い
分
け
は
、
当
時

一
般
的
で
あ

っ
た
と

は
い
え
ず
、
ひ
と
り
晩
霞
の
例
し
か
今
の
と
こ
ろ
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
明
治
末
か
ら

大
正
時
代
に
か
け
て
の
崇
高
美
の
解
釈
の

一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
晩
霞
の
崇
高
観
は
ど
の
よ
う
に
し
て
は
ぐ
く
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
彼
が
若
い
時
に
島
崎
藤
村
を
通
し
て
学
ん
だ
ラ
ス
キ
ン
の

『
近
代
画
家
論
』
の
中
の

∽
‘
げ
】一日
ρ
コ
ホ高
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
概
観
し
、
晩
霞
の
そ
れ
と
比
較
す
る
。
以
下
で
は
、
「
崇

古巳

も

「
壮
美
」
も

〓
げ
〓
日
①
の
訳
語
と
み
な
し
、
両
者
の
意
味
の
ち
が
い
は
取
り
あ
げ
な
い
。

四
　
ラ
ス
キ
ン
の

『
近
代
画
家
論
』
に
見
る

「崇
高
」

ラ
ス
キ
ン
に
つ
い
て
は
、
明
治
中
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
徳
富
蘇
峰
や
北
村
透
谷
、

坪
内
逍
遥
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
学
者
や
文
学
者
が
言
及
し
、
『
早
稲
田
文
学
』
、
『
美

術
新
報
』
な
ど
の
雑
誌
に
も
紹
介
さ
れ
、
彼
の
未
だ
主
題
に
優
劣
を

つ
け
る
ロ
マ
ン
主
義
の
影

響
を
出
な
い
自
然
主
義
の
思
想
は
、
当
時
の
日
本
文
化
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
た
。

島
崎
藤
村

（
一
八
七
二
～

一
九
四
一こ

は
、　
一
八
九
九
年

（明
治
三
一
し

二
七
歳
の
と
き
信
州

の
小
諸
義
塾
に
英
語
と
国
語
の
教
師
と
し
て
赴
任
す
る
際
、
ラ
ス
キ
ン
の

『
近
代
画
家
論
』
を

持
参
し
た
。
藤
村
は
、
信
州
に
移
り
住
ん
で
、
名
も
な
い
自
然
に
学
ぼ
う
と
す
る
考
え
自
体
も

ラ
ス
キ
ン
の
思
想
の
影
響
で
あ
る
と
語

っ
て
い
る
。
藤
村
と
共
に
小
諸
義
塾
で
教
鞭
を
と

っ
た
、

水
彩
画
家
三
宅
克
己

（
一
八
七
四
～

一
九
五
四
）
の
著
作

『
思
い
出

つ
る
ま

ヽ
』
に
よ
れ
ば
、
克

己
は
、
そ
の
在
京
時
代
か
ら
晩
霞
と
親
し
く
し
て
お
り
、
晩
霞
の
勧
め
で
小
諸
町
に
居
を
構
え
、

共
に
水
彩
画
の
研
究
に
打
ち
こ
ん
だ
。
藤
村
と
は
、
明
治
学
院
の
同
窓
で
あ
り
、
小
諸
義
塾
の
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塾
頭
で
あ

っ
た
牧
師
木
村
熊
二
と
も
知
己
が
あ

っ
て
、
馬
場
裏
の
藤
村
宅
を
よ
く
訪
れ
て
い
た
。

そ
し
て
藤
村
か
ら
依
頼
さ
れ
、
病
気
に
な

っ
た
小
諸
義
塾
の
図
画
教
師
の
代
わ
り
に
、
週
二
回
、

図
画
を
同
塾
で
教
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

藤
村
と
克
己
は
、
『
近
代
画
家
論
』
を
も
と
に
語
り
あ
い
、
藤
村
は
、
画
家
に
有
益
な
部
分

の
講
義
を
お
こ
な

っ
た
り
し
て
い
た
。
藤
村
は
、
克
己
の
紹
介
で
晩
霞
の
こ
と
を
知
る
。
信
州

の
冬
の
寒
さ
の
厳
し
さ
と
、
晩
霞
の
渡
航
か
ら
く
る
寂
蓼
感
と
で
、
三
宅
は

一
年
程
で
東
京
に

戻

っ
た
。
い
っ
ぽ
う
藤
村
と
、
帰
国
後

一
九
〇
二
年

（明
治
二
五
）
か
ら

一
九
〇
五
年

（明
治
三

八
）
ま
で
、
小
諸
義
塾
で
の
克
己
の
後
任
を
務
め
た
晩
霞
と
は
、
私
生
活
で
も
親
し
く
行
き
来

し
、
藤
村
も
、
画
家
の
物
の
見
方
と
い
っ
た
も
の
を
文
筆
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
よ

く
共
に
野
外
に
出
か
け
、
ラ
ス
キ
ン
に
な
ら

っ
て
晩
霞
は
絵
筆
で
、
藤
村
は
文
字
で
刻
刻
と
変

容
す
る
雲
の
描
写
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
に
晩
霞
は
、
時
代
の
潮
流
と
藤
村
を
通
し
て
ラ
ス
キ

ン
の
思
想
に
出
会

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ラ
ス
キ
ン
は

『
近
代
画
家
論
』
の
中
で
、
崇
高
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

崇
高
と
は
特
殊
な
言
葉
で
は
な
い
。
観
念

（一Ｏ
Φじ

の
特
別
な
階
級

♂
中ｐ
∽じ

の
効
果

を
説
明
す
る
用
語
で
は
な
い
。
心

（目
．乱
）
を
高
揚
す
る
も
の
は
、
い
か
な
る
も
の
で
も

崇
一局
で
あ
る
。
ま
た
、
心
の
高
揚
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
偉
大
性

（１
８
ご
Φ∽じ

を
熟
考

♂
８
一①ヨ
ｏ
】”
一】８
）
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず
る
が
、
も
ち
ろ
ん
主
と
し
て
、
最
も
高
貴

な
も
の

（日
Ｆ

３
σ
Ｆ
一
手
一混
）
の
偉
大
性
か
ら
生
ず
る
。
従

っ
て
崇
高
さ
と
は
、
感
情

に
及
ぼ
す
偉
大
性
の
効
果
を
言
い
替
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
偉
大
性
と
は
、
事
柄
、

空
間
、
力
、
徳
、
美
の
別
を
問
わ
な
い
。

ラ
ス
キ
ン
は
、
美
の
偉
大
性
も
崇
高
と
見
な
し
て
お
り
、
広
義
の
美
と
崇
高
を
相
反
す
る
も

の
と
し
て
い
な
い
点
で
は
、
晩
霞
の
崇
高
と
重
な
る
。
ま
た
、
崇
高
を

「感
情
に
及
ぼ
す
偉
大

性
の
効
果
」
と
定
義
し
て
い
る
点
は
、
崇
高
を

「偉
大
な
感
動
」
の

一
つ
と
し
て
い
る
晩
霞
の

場
合
と
同
様
で
あ
る
。
晩
霞
の

「
壮
美
」
の
感
情
に
与
え
る
効
果
と
し
て

「
崇
高
」
を
位
置
づ

け
る
と
い
う
言
い
ま
わ
し
に
も
、
ラ
ス
キ
ン
の
言
説
の
こ
の
箇
所
が
透
け
る
。
し
か
し
晩
霞
は
、

人
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
崇
高
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
ラ
ス

キ
ン
が
徳
の
偉
大
性
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
と
異
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ス
キ
ン
は
エ
ド
マ
ン

卜

・
バ
ー
ク
の
規
定
す
る
微
小
性

含
Ｉ
〕①目
Φ∽し

を
特
徴
と
す
る
美
を
の
ぞ
い
て
美
し
さ
の
最

高
の
も
の
を
崇
高
と
し
、
同
じ
く
バ
ー
ク
の
自
己
保
存

分
亀
‐マ
ｏ∽ｏ『く”
↑一８
）
を
基
底
と
す
る

崇
高
観
、

つ
ま
り
、
自
己
の
安
全
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
は
じ
め
て
崇
高
美
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
説
を
否
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「本
能
的
戦
慄
と
自
己
保
存

へ
の
も
が
き
」

↑
ｒ
■
３
け一５
ｏけ一お
娑
Ｃ
ａ
①『
”
乱

諄
Ｅ
”
”
げ
Ｒ
８
甲
ｏ
「Φ∽Φ『Ｓ
け中８
）
か
ら
は
崇
高
感
は
生
ま
れ
ず
、

恐
怖
と
困
難
と
に
立
ち
む
か

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
崇
高
が
あ
る
と
言
う
。
晩
霞
の
場
合
も
、
崇

高
に
言
及
す
る
上
で
身
の
安
全
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。
晩
霞
は
、
登
山
中
の
激
し
い
気
象
の

変
化
に
遭
遇
し
た
と
き
崇
高
の
念
が
わ
く
と
い
っ
て
い
る
が
、
厳
し
い
条
件
に
屈
す
る
こ
と
な

く
登
山
を
続
け
る
姿
は
、
ラ
ス
キ
ン
の
い
う
恐
怖
や
困
難
と
対
決
し
て
い
く
姿
勢
に
共
通
な
も

の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ラ
ス
キ
ン
は
、
タ
ー
ナ
ー
の
描
く
雲
を

「
崇
高
」
と
呼
ん
で
い
る
。
画
面
に
刻
刻
と
姿
を
変

え
て
流
れ
ゆ
く
雲
の
様
子
が
大
胆
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
晩
霞
も
タ
ー
ナ
ー
に
な

ら

っ
て
雲
の
表
現
を
研
究
し
た
。
こ
れ
は
単
に
、
写
実
の
訓
練
の
媒
体
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

大
空
を
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
変
容
し
て
い
く
雲
と
い
う
も
の
を
改
め
て
意
識
し
、
被
写
体
と
し
て

も
魅
力
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
ラ
ス
キ
ン
の
著
作
と
、
山
岳
登
山
の

経
験
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
晩
霞
は
、
ラ
ス
キ
ン
が
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
に

「崇
高
」
を
見
い
出

し
た
よ
う
に
、
雪
舟
や
ベ
ッ
ク
リ
ン
の
絵
画
に

「
壮
美
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
晩
霞
も
ラ
ス

キ
ン
も
芸
術
作
品
と

β
σ
〓
日
①
（コ
ホ一口巳
、
「壮
美
し

を
結
び

つ
け
て
い
る
。
作
品
の
評
価
に
も

〓
げ
】一日
①
と
ぃ
ぅ
機
軸
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ラ
ス
キ
ン
は
、
『
近
代
画
家
論
』
の
第
四
巻
の
す
べ
て
を
山
の
魅
力
と
分
析
の
記
述
に
費
や

し
、
「
私
自
身
に
と

っ
て
山
は
、
す
べ
て
の
自
然
風
景
の
始
ま
り
で
あ
り
終
わ
り
で
あ
る
」
と

述
べ
、
山
に
傾
倒
し
、
特
に
北

フ
ラ
ン
ス
の
山
岳
の
景
色
に
崇
高
美
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
ラ

ス
キ
ン
が
山
岳
を
風
景
の
原
点
と
し
、
山
岳
と

「崇
高
」
を
結
び

つ
け
て
い
る
点
で
も
、
晩
霞

と
重
な
る
。
晩
霞
は
、　
一
九
〇
七
年

（明
治
四
〇
）

一
〇
月
の
第

一
回
文
展
に
い
ち
早
く
険
し

い
山
岳
画
を
発
表
し
た
。
険
し
い
山
岳
を
初
め
て
の
国
家
主
催
に
よ
る
美
術
だ
け
を
対
象
と
し

た
大
規
模
展
で
あ

っ
た
同
展
の
出
品
画
と
し
て
描
く
に
値
す
る
題
材
で
あ
る
と
判
断
し
た
背
景

に
は
、
そ
の
年
の
八
月
に
自
馬
岳

へ
登
山
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
晩
霞
の
美
意
識
の
変

丸山晩霞にみる「崇高」と「壮美」
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化
が
あ
り
、
そ
の
動
機
と
し
て
、
山
岳
と

「崇
高
」
を
結
び

つ
け
た
ラ
ス
キ
ン
の
崇
高
論
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。
も

っ
と
も
日
本
画
の
世
界
に
は
、
古
く
か
ら
山
水
画
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
の
脈

ら
く
と
洋
画
の
険
し
い
山
岳
画
の
登
場
、
コ
ホ高
」
と
い
う
概
念
の
関
係
性
な
ど
も
問
題
と
し

て
提
起
で
き
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

さ
ら
に
ラ
ス
キ
ン
は
、
『
近
代
画
家
論
』
第
四
巻
で
山
の
美
に
つ
い
て
語
る
中
で
、
第
六
章

す
べ
て
で
天
空

翁
ぎ

■ヽ
日
”
日
８
し

に
つ
い
て
言
及
し
、
雲
を

「神
の
住
家
」
６
ａ
．∽
Ｑ
ｌ
色
一●
”

２
”
ｏｅ

と
し
て
、
聖
書
の
創
世
記
に
あ
る
神
に
よ
る
世
界
の
創
造
を
崇
高
性
を
も

っ
て
形
容
し
、

創
世
記
の

「
（神
は
‥
筆
者
注
）
諸
元
を
弓
形
に
作

っ
た
」
と
い
う
表
現
も
、
無
限
に
拡
が
る
空

だ
け
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
く
、
地
の
は
る
か
上
方
に
位
置
す
る
雲
を
念
頭
に
お
く
な
ら

ば
、
明
白
な
真
理
と
な
り
、
「
神
の
直
接
の
現
存
」
（一Ｆ

Ｆ
日
①Ｑ
】”
ざ
要
Φ∽①●
ｏ①Ｒ
多
①
∪
野
じ

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
か
ら
は
山
の
美
を
語
る
際
の
ラ
ス
キ

ン
の
深
い
信
仰
心
が
伝
わ

っ
て
く
る
。
い
っ
ぽ
う
、
晩
霞
は

「
崇
高
」
を
思
い
浮
か
べ
る
事
象

に
神
仏
と
自
然
信
仰
を
混
合
し
た
超
越
的
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
ラ
ス
キ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
深
い
信
仰
心
を
見
せ
て
お
り
、
神
の
世
界
の
創
造
を
崇
高
性
と
関
連
づ
け
て
い
た
。
晩
霞

の
場
合
も

「崇
高
」
と
い
う
概
念
が
神
的
超
越
者
に
結
び

つ
い
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
晩
霞
の
場
合
は
、
世
界
を
創
造
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
力

へ
の
確
信
に
満
ち
た
陶
酔

と
賛
美
を

「崇
高
」
に
こ
め
て
い
る
ラ
ス
キ
ン
と
は
異
な
り
、
神
秘
を
感
じ
さ
せ
る
不
可
解
で
、

そ
れ
ゆ
え
魅
惑
的
な
自
然
の
未
知
の
力

へ
の
畏
怖
と
敬
意
が

「
崇
高
」
と
い
う
言
葉
の
前
後
に

付
加
さ
れ
て
い
た
。

晩
霞
は
花
の
説
明
に
、
科
学
的
、
解
剖
学
的
な
分
析
を
用
い
て
い
た
。
彼
は
、
青
年
時
代
に
勧

画
学
舎

で
学
ん
だ
。
ま
た
、
工
部
美
術
学
校
で
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
に
学
ん
だ
望
月
俊
稜
、
彰
技

堂
の
本
多
錦
吉
郎
に
洋
画
を
師
事
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
て
培
わ
れ
た
客
観
的
に
も
の
を
見
て

写
す
写
実
の
技
術
と
精
神
が
晩
霞
の
関
心
を
科
学
分
析

へ
と
向
か
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

よ
う
。
ま
た
ラ
ス
キ
ン
が
、
花
は
な
ぐ
さ
め

（∽ｏ
一，
ｏ３

で
あ
り
、
崇
高
観
の
根
底
に
あ
る
畏
怖

と
悲
し
み
の
印
象
が
な
く
、
「
花
は
何
等

の
崇
高
さ
を
有
し
て
ゐ
な
い
」
貧
【ｏ
ｇ
あ

訂
お

８

∽多
一ヨ
い一く
）
と
言

っ
て
い
る
点
は
、
水
辺
に
静
か
に
咲
く
菖
蒲
な
ど
の
情
景
を

「壮
美
」
と
し

て
特
筆
す
る
晩
霞
と
は
異
な
る
。
晩
霞
が

「壮
美
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
、
精
神
の
高

揚
と
し
て
の

「
崇
高
」
を
引
き
お
こ
す
事
物
の
感
覚
的
特
徴
を
意
味
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は

∽暉
げ
【一日
①
の
意
味
と
は
別
に

「
壮
に
し
て
美
く
し
い
」
と
い
う
、
漢
語
と
し
て
の

「
壮
美
」
が

引
き
だ
す
意
味
が
加
味
さ
れ
て
い
た
。

お

わ

り

に

晩
霞
は

「壮
美
」
を
感
覚
的
な
分
析
に
用
い
、
「
直
線
美
」
を

「
壮
美
」
と
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
が
精
神
に
引
き
起
す
感
動
を

「崇
高
」
と
呼
ん
だ
。

こ
の
百
い
ま
わ
し
の
背
景
に
は
、
ラ

ス
キ
ン
の

『
近
代
画
家
論
』
の
、
崇
高
さ
と
は

「
感
情
に
及
ぼ
す
偉
大
性
の
効
果
を
言
い
か
え

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う

一
節
が
浮
か
ぶ
。
そ
し
て
晩
霞
は
木
村
熊
二
、
島
崎
藤
村
と
い
っ

た
信
州

の
知
己
を
通
じ
て
、

こ
の
ラ
ス
キ
ン
の
思
想
を
摂
取
し
た
。
明
治
期

に

８
σ
〓
日
ｐ

ｑ
〓
”
ｇ
い
の
美
学
的
意
味
合
い
の
訳
語
と
し
て

「
壮
美
」
、
国
ホ高
」
と
い
う
二
つ
の
漢
語
が
適

用
さ
れ
た
た
め
、
当
時
の
辞
書
で
も
同
義
語
と
定
義
さ
れ
て
い
た
こ
の
二
つ
の
語
を
晩
霞
の
場

合
は
、
独
自
に
使
い
わ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
晩
霞
は
、
国
ホ高
」
に
よ
り
超
越
的
な
深
い
精

神
的
高
揚
の
意
味
を
も
た
せ
、
「
壮
美
」
は
そ
れ
を
喚
起
す
る
感
覚
的
刺
激
が
も
た
ら
す
特
徴

と
し
て
用
い
て
い
た
。
こ
の
背
後
に
は
、
特
に

「
壮
美
」

に
つ
い
て
は
、
β
σ
〓
日
①
が
も
た
ら

し
た
新
し
い
概
念
領
域
の
認
識
と
、
漢
語
自
体
が
知
ら
し
め
る
漢
字
の
意
味
の
合
体
に
よ
る
、

晩
霞
独
自
の
意
味
付
与
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
翻
訳
語
か
ら
も
と
も
と
言
語
の
有
し
て

い
た
意
味
が
ず
れ
発
展
し
て
い
く
過
程
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。

（旧
漢
字
は

一
部
新
漢
字
に
改
め
た
）

圧̈１
　
矢
代
秋
雄
は
、
『近
代
画
家
群
』

一
九
五
五
年

（関
野
準

一
郎

「吉
田
博
の
芸
術
と
生
涯
」
に
引
用

掲
載
。
吉
田
博
、
白
旗
史
朗

『山
の
絵
本
』
講
談
社
、　
一
九
八

一
年
）
に
お
い
て
、
「彼

（晩
霞

・
筆

者
注
）
の
山
岳
画
は
、
白
馬
の
お
花
畠
を
描
い
て
文
展
に
出
し
た
の
が
特
に
有
名
で
あ

っ
た
が
、
そ

れ
は
芸
術
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
頃
、
日
本
に
勃
興
し
流
行
し
始
め
た
山
岳
熱
の
挿
画
と
し

て
注
意
を
引
い
た
」
と
記
し
た
。
こ
の
記
述
で
は
、
「白
馬
の
神
苑
」
の
絵
画
的
価
値
は
低
め
ら
れ
て

い
る
が
、
画
題
と
し
て
画
期
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。

２
　
岸
田
恵
理

「
明
治
四
〇
年
に
お
け
る
山
岳
画
の
成
立

―
崇
高
と
い
う
概
念
を
背
景
に
―
」
（
カ
リ

"
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ス
タ
』
第
五
号
、
東
京
藝
術
大
学
美
学
藝
術
学
研
究
、　
一
九
九
八
年
）
。

久
保
天
随

（得
二
）
『
漢
語
辞
彙
』
（育
英
会
、　
一
九
〇
四
年
）
。

井
上
哲
次
郎
等

『
哲
学
字
彙
英
独
仏
和
』
（丸
善
、　
一
九

一
二
年
）
二
〇
九
頁
。

こ
の
二

つ
の
語
に
厳
密
な
意
味
で
、
意
味
の
ず
れ
が
あ
る
と
は
い
え
る
。
誰
が
用
い
る
８
σ
〓
８
Φ

か
、
Ｒ
ｒ
ｐ
ｇ
●
か
に
よ

っ
て
も
、
こ
の
語
に
課
せ
ら
れ
る
意
味
は
、
微
妙
に
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
こ
の
両
者
の
意
味
の
相
違
は
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
な
い
。

柳
父
章

『
翻
訳
の
思
想
』
（平
凡
社
、　
一
九
七
七
年
）
。

晩
霞
は

「
タ
ー
ナ
ー
の
山
岳
画
に
就
い
て
」
「
美
術
新
報
』
第

一
二
巻
、
第

一
〇
号
、　
一
九

一
三

年
、
画
報
社

一
七
頁
）
の
中

で
、
幼
少
の
頃
、
晩
春
に
母
に
連
れ
ら
れ
て
家
か
ら
鹿
沢
温
泉
に
行
く

途
中
の
地
蔵
嶺

で
の
光
景
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
時
の
森
林
の
様
子
の
強
い
印
象
を
思
い
起
こ
し
て

い
る
。

注
２
。

小
泉
仰

『
西
周
と
欧
米
思
想
と
の
出
会
い
』
Ｔ
一嶺
書
房
、　
一
九
八
九
年
）

一
五
四
頁
。

山
本
正
男

『東
西
芸
術
精
神
の
伝
統
と
交
流
』
（理
想
社
、　
一
九
七

一
年
）
四
〇
頁
。

森
林
太
郎

『
鴎
外
全
集
第
二

一
巻
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
七
三
年
）
六
二
頁
。

東
京
芸
術
大
学
百
年
史
刊
行
委
員
会

『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
　
東
京
美
術
学
校
篇
　
第

一
巻
』

一
九
八
七
年
）
四
八
五
頁
。

注
１１
二
六
二
頁
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
拙
著

（注
２
）
で
少
し
具
体
例
を
紹
介
し
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た

丸
山
晩
霞

『水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
（日
本
葉
書
会
、　
一
九
〇
七
年
）
五
〇
頁
。

晩
霞
は

一
八
九
六
年

（明
治
二
九
）
の
夏
に
、
や
は
り
山
岳
を
好
む
洋
画
家
吉
田
博

（
一
八
七
六

～

一
九
五
〇
）
に
誘
わ
れ
て
、
郷
里
か
ら
浅
間
山
な
ど
山
岳
を
越
え
な
が
ら
飛
騨

へ
ぬ
け
る
写
生
旅

行
を
楽
し
ん
で
い
る
。
ま
た
、
『丸
山
晩
霞
と
日
本
の
水
彩
画
の
流
れ
』
展
図
録

（
一
九
九
八
年
、
長

野
県
信
濃
美
術
館
）
の
年
譜
に
よ
る
と
、　
一
九
〇
六
年

（明
治
二
九
）

一
一
月
頃
に
、
日
光
か
ら
妙

義
山
方
面
を
旅
行
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

『水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
発

刊
後
に
な
る
が
、
翌
年
八
月
に
は
、
自
馬
岳

へ
登
山
し
た
。
さ
ら
に
一
九
〇
八
年

（明
治
四

一
）
八

月
下
旬
に
は
吉
田
博
と
白
山
、
立
山
に
登
山
し
て
い
る
。
他
に
も
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
、

マ
ッ
タ
ー

・
ホ

ル
ン
、
朝
鮮
半
島
の
金
剛
山
、
越
後
焼
岳
、
八
ヶ
岳
な
ど
を
訪
れ
た
。

丸
山
晩
霞

『水
彩
新
天
地
』
（日
本
美
術
学
院
、　
一
九

一
四
年
）
七
三
頁
。

‐８
　
岸
田
恵
理

「
丸
山
晩
霞
に
お
け
る
花
、
と
く
に
高
山
植
物

の
意
味
す
る
も
の
」
翁
長
野
県
信
濃
美

術
館
美
術
調
書
』
第
六
号
、　
一
九
九
六
年
）
。

‐９

『
文
章
世
界
』
第
九
巻
第
九
号
、
四
八
頁
。

２０
　
丸
山
晩
霞

『
水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
（
日
本
葉
書
会
、　
一
九
〇
七
年
）
、
九
四
、
九
五
頁
。

２‐
　
岸
田
恵
理

「
水
彩
画
家
と
文
豪
島
崎
藤
村
の
避
遁

‥
小
諸
義
塾
」
『
長
野
県
信
濃
美
術
館
美
術
調
書
』

第

一
号

一
九
九

一
年
。

２２
　

一
八
八
五
年

（明
治

一
八
）
現
小
諸
市
に
生
ま
れ
る
。　
一
九
〇
〇
年

（明
治
三
三
）
小
諸
義
塾
に

入
学
し
、
木
村
熊
二
、
島
崎
藤
村
、
三
宅
克
己
ら
に
学
ぶ
。　
一
九
〇
二
年

（明
治
二
五
）
晩
霞
の
内

弟
子
と
な
り
、
祢
津
村
の
晩
霞
宅
か
ら
小
諸
義
塾

に
通
う
。
晩
霞
の
紹
介
で
栃
木
県
現
日
光
市
の
鬼

平
家

に
赴
く
。　
一
九

一
〇
年

（明
治
四
三
）
頃
上
京
、
日
本
水
彩
画
会
研
究
所
に
入
る
。　
一
九

一
三

年

（大
正
三
）
日
本
水
彩
画
会
創
立
に
参
画
、
評
議
員
と
な
る
。　
一
九
五
〇
年

（昭
和
二
五
）
日
本

水
彩
画
会
名
誉
会
員
。　
一
九
六
七
年

（昭
和
四
七
）
東
京
に
て
没
す
。

２３

『
水
彩
画
法
　
女
性
と
趣
味
』
八
六
頁
。

２４
　
一則
掲
注
２３
九
五
、
九
六
頁
。

２５
　
一則
掲
注
２３
二
九
頁
。

２６

『
水
彩
新
天
地
』
四
〇
頁
。

２７

『
大
漢
和
辞
典
』
第
二
巻

（大
修
館
書
店
、　
一
九
九

一
年
、
修
訂
第
二
版
第
二
刷
）
二
八
七
頁
。

２８

「
殷
之
臣
、
壮
美
而
敏
、
来
助
周
祭
」
。

２９

「
懸
象
著
名
、
莫
大
於
日
月
、
崇
高
莫
大
乎
富
貴
」
と
あ
る
。
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
四

（大
修
館
書

店
、　
一
九
九

一
年
）
二
六
〇
頁
。

３０

『
水
彩
新
天
地
』
四
〇
頁
。

３‐
　
一削
掲
注
３〇
四

一
頁
。

３２
　
前
掲
注
３〇
四
三
頁
。

３３
　
一削
掲
注
２３
八
六
頁
。

３４
　
一則
掲
注
３〇
二
九
頁
。

３５
　
島
崎
藤
村
の
著
作

「
雲
」
「
落
梅
集
』
所
収
。
初
出
は

一
九
〇
〇
年
八
月
に
発
行
さ
れ
た

「
天
地

人
」
第
四
〇
号
。
『
新
装
版
藤
村
全
集
』
第

一
巻

（筑
摩
書
房
、　
一
九
七
三
年
）
二
五
二
頁
。
）

に

「
こ
ぞ
の
四
月
都
を
辞
し
て
信
濃
に
赴
く
時
、
わ
が
行
李
の
う
ち
に
は
近
世
画
家
論
六
巻
を
も
納
め
た

り
。
水
清
く
草
青
き
野
山
の
間
を
経
め
ぐ
り
て
、
客
心
の
友
と
せ
む
に
は
紀
行
の
文
も
す
く
な
か
ら

ず
、
詩
歌
の
集
も
亦
さ
は
な
り
、
さ
れ
ど

一
と
せ
は

一
つ
の
処
に
ふ
み
と
ゞ
ま
り
て
、
こ
ま
や
か
に

“
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一
つ
の
山
水
を
研
究
す
る
の
た
よ
り
と
な
る
こ
と
、
か
の
五

つ
の
巻
々
に
及
ぶ
も
の
あ
る
ま
じ
く
や
。

旅
は
殊
更
折
節
の
う
つ
り
か
は
り
も
身
に
し
み
て
、
朝
に
望
み
夕
に
眺
む
る
雲
姻
の
趣
を
心
に
浮
べ
、

い
さ

ヽ
か
自
然
の

一
は
じ
を
学
ば
む
と
思
ひ
立
ち
し
も
、
実
は
か
の
故
人
が
苦
心
に
励
ま
さ
れ
て
な

り
」
と
あ
る
。

３６
　
一二
宅
克
己
の

『
思
ひ
出

つ
る
ま

ヽ
』
（光
大
社
、　
一
九
二
八
年
、　
一
九
八
頁
）
に
は
、
「何
時
写
生

製
か
ら
家
に
帰

っ
て
来
て
も
、
新
妻
は
静
か
に
机
に
向
て
読
書
を
し
て
居
た
。
夜
は
勉
強
の
邪
魔
を

し
て
は
相
済
な
い
と
思
ひ
つ
ヽ
、
私
は
馬
場
裏
の
島
崎
さ
ん
を
御
訪
ね
し
て
、
信
州
の
自
然
に
就
て

の
御
話
を
聴
い
た
り
、
又
此
方
か
ら
も
絵
の
話
を
為
た
。
時
に
は
ラ
ス
キ
ン
の
モ
ダ
ア
ン
ｏ
ベ
イ
ン

タ
ア
ス
中
か
ら
、
自
分
達
に
有
益
な
部
分
の
講
義
な
ど
も
願

つ
た
り
し
た
。
（中
略
）
風
景
な
ど
に
就

て
自
分
が
感
じ
て
居
る
事
は
、
島
崎
さ
ん
は

一
層
詳
し
く
調
べ
上
げ
て
、
何
だ
か
実
際
絵
を
描
か
れ

る
先
輩
の
や
う
に
思
は
れ
た
」
と
あ
る
。

３７
　
常
田
宗
七
の

「小
諸
義
塾
の
頃
の
晩
霞
先
生
を
偲
び
て
」
（小
山
周
次
編
集

『水
彩
画
家
丸
山
晩
霞
』

日
本
水
彩
画
会
、　
一
九
四
二
年
、　
一
八
七
頁
）
に
は

「
写
生
と
い
へ
ば
小
諸
城
附
近
、
千
曲
川
の
ほ

と
り
、
見
は
る
か
す
浅
間
の
連
山
、
遠
く
見
ゆ
る
北
ア
ル
プ
ス
。
農
家
、
田
園
の
作
物
花
斉
、
高
原

に
働
く
男
女
、
牛
馬
鶏
な
ど
の
家
畜
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
界
の
印
象
は
皆
好
材
料
だ

つ
た
。
島
崎
先
生

が
雲
の
研
究
を
や
れ
ば
、
丸
山
先
生
が
重
い
て
見
る
。
鮫
島
先
生
が
朝
顔
作
り
で
名
人
風
を
吹
か
せ

る
と
、
生
徒
た
ち
は
豊
版
と
道
具
を
も

つ
て
晩
霞
先
生
に
つ
れ
ら
れ
て
写
生
に
出
か
け
る
と
い
ふ
塩

梅
式
だ

つ
た
。
（中
略
）
春
と
秋
と
の
塾
生
の
旅
行
に
は
、
過
半
の
教
師
は
同
行
さ
れ
た
。
藤
村
先
生

の
小
型
の
手
帖
と
晩
霞
先
生
の
大
き
な
ス
ケ
ッ
チ
ブ

ッ
ク
は
到
る
所
で
筆
が
取
ら
れ
鮫
島
先
生
の
お

酒
好
き
と
、
博
物
の
土
屋
先
生
の
文
字
通
り
の
道
草
喰
ひ
と
は
好

一
封
の
も
の
だ

つ
た
」
と
あ
る
。

ま
た
、
藤
村
の
三
宅
克
己
あ
て
に
書
か
れ
た

一
九
〇
二
年

（明
治
二
五
）
七
月
二
二
日
の
書
簡
に
は
、

ミ
レ
ー
の
画
集
を
晩
霞
宅
で
見
て
感
心
し
た
こ
と
、
克
己
か
ら
藤
村
に
送
ら
れ
た
コ
ロ
ー
、

了
不
―

の
複
製
に
つ
い
て
の
晩
霞
の
感
想
を
後
日
間
い
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い

Ｚ
つ
。

３８
　
筆
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訳
。
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Ｆ
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３９
　
Ｈｇ
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¨
フ

に
Φ

４０
　
Ｈげ
一０
・
フ

〓
ド

ラ
ス
キ
ン
、
御
木
本
隆
三

『
世
界
大
思
想
全
集
　
一ハ
七
　
近
世
画
家
論

（
一
通

（春
秋
社
、　
一
九
三
二
年
）
二
三
七
頁
。

４‐
　
こ
れ
は
小
諸
義
塾
の
教
師
時
代
、
よ
く
共
に
時
を
す
ご
し
た
島
崎
藤
村
の
影
響
に
よ
る
。
注
二
五

で
、
少
し
紹
介
し
た
が
、
藤
村
は
、
刻
々
と
移
り
か
わ
る
雲

の
様
子
を
言
葉

で
描
写
し
記
録
し
た

『
雲
』
と
い
う
実
験
的
な
作
品
を

一
九
〇
〇
年

（明
治
三
三
）
八
月
、
「
天
地
人
」
第
四
〇
号
に
発
表

し
て
い
る
。
ま
た
前
掲

の

『
水
彩
新
天
地
』
に
は
、
晩
霞
が
描
い
た

「
雲
の
研
究
」
と
題
し
た
三
枚

の
雲
の
水
彩
画
が
挿
画
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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、
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●
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①
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Φ
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ｏ
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ｏ
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磐
Ｂ
”
●
Ｐ
Ｏ
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ｏｏ●
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●
Ｑ
０
９

Ｈｏ
ｏ
♪
０
・
卜
ＨＰ

ラ
ス
キ
ン
著
、
御
木
本
隆
三
訳
、
『
世
界
大
思
想
全
集
八

一　

近
世
画
家
論

（
四
と

（春
秋
社
、　
一
九

二
三
年
）

一
一
九
頁
。

４３
　
第

一
回
文
展
の
開
催
年
で
あ
る

一
九
〇
七
年

（
明
治
四
〇
）
に
磐
梯
山
に
登
り
、
噴
煙
の
あ
が
る

火
日
付
近
を
鮮
烈
に
描
い
た

「
磐
梯
山
噴
火
口
」
を
描
い
た
大
下
藤
次
郎
は
、
同
文
展
に
は
、
穂
高

山
を
麓
か
ら
見
た
穏
健
な
風
景
画

「
穂
高
山
の
麓
」
を
出
品
し
た
。
ま
た
、
今
日
で
は
山
岳
画
家
と

し
て
知
ら
れ
、　
一
九
〇
九
年

（明
治
四
二
）
の
第
二
回
文
展

で
霧
に
煙
る
残
雪
を
た
た
え
た
高
山
を

壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
描
い
た

「
千
古
の
雪
」
を
発
表
し
二
等
賞
を
受
賞
し
た
吉
田
博
も
第

一
回
文
展

に
は
、
「
池
の
鯉
」
、
「
新
月
」
と
い
う
叙
情
的
な
風
景
画
と
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る

「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
月

夜
」
を
出
品
し
、
「
新
月
」
で
二
等
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
彼
は
、　
一
八
九
七
年

（明
治
三
〇
）
に
晩

霞
と
共
に
浅
間
山
に
登
山
し
て
、
岩
場
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
て
い
る
が
、
や
は
り
第

一
回
文
展
で
は
、

山
岳
を
扱

っ
て
い
な
い
。

４４
　
山
崎
安
治
の

『
新
稿
日
本
登
山
史
』
（白
水
社
、　
一
九
八
六
年
）
三
〇
六
頁
に
よ
れ
ば
、
自
馬

へ
は
、

徳
川
時
代
、
加
賀
藩
の
奥
山
回
り
役
が
毎
年
越
中
側
か
ら
登
山
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
明
治
に
な

っ

て
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
伴

っ
て
信
州
側
か
ら
の
登
山
が
少
し
ず

つ
増
え
て
い
っ
た
。
そ
の
早
い
例
と

し
て
は
、　
一
八
八
三
年

（明
治

一
六
）
、
長
野
県
北
安
曇
郡
長
の
窪
田
ら
の
大
雪
渓
か
ら
の
登
山
が
知

ら
れ
て
い
る
。　
一
八
九
八
年

（明
治
三

一
）
に
は
、
大
町
小
学
校
長
河
野
ら
が
、
白
馬
で
数
十
種
の

%



丸山晩霞にみる「崇高」と「壮美」

高
山
植
物
を
採
集
し
て
、
白
馬
が
高
山
植
物
の
宝
庫

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。
山
崎
に
よ
れ
ば
、
江

戸
末
期
か
ら
文
人
画
家
や
医
師
、
学
者
ら
が
、
宗
教
的
な
関
心
か
ら
で
な
く
、
純
粋
に
登
山
を
楽
し

む
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
富
士
山
や
白
山
、
妙
義
山
な
ど
に
登

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
格
的
な
登

山
は
安
政
五
年

（
一
八
五
八
年
）
六
月
、
日
米
修
好
通
商
条
約
が
締
結
さ
れ
、
諸
外
国
の
外
交
官
、

技
術
者
、
学
者
な
ど
が
来
日
し
、
各
地

で
山
岳
登
山
を
始
め
た
こ
と
に
よ
る
。
特
に
明
治
維
新
後
、

政
府
に
雇
用
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

「
お
雇
い
外
国
人
」
ら
は
、
日
本
の
山
岳
を
次
次
に
踏
破
し
、
近
代

登
山
の
先
駆
け
と
な

っ
た
。
宣
教
師
と
し
て
来
日
し
た
英
国
人
ウ
ォ
ル
タ
ー

・
ウ

ェ
ス
ト
ン
は
、
浅

間
山
や
富
士
山
、
木
曽
駒
ケ
岳
、
乗
鞍
な
ど
の
山
山
を
登
山
し
、　
一
九
〇
五
年

（明
治
三
八
）

一
〇

月
の
日
本
山
岳
会
の
結
成
に
も
関
与
し
て
い
る
。

日
本
人
の
登
山
は
、
矢
田
部
良
吉
な
ど
植
物
学
者

を
は
じ
め
と
し
て
、　
一
八
七
七
年

（
明
治

一
〇
）
頃
か
ら
増
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
日
本
に
お
い
て

近
代
登
山
の
ブ
ー
ム
を
引
き
起

こ
し
た
の
は
、　
一
八
九
四
年

（明
治
二
七
）
に
出
版
さ
れ
た
志
賀
重

昂
の

『
日
本
風
景
論
』

で
あ
る
。
同
書
は
、
西
洋
人

の
山
岳
観
も
取
り
入
れ
、
国
土
愛
に
満
ち
て
お

り
、
日
本
の
火
山
や
そ
の
登
山
技
術
も
詳
説
さ
れ
て
お
り
、
人
び
と
に
登
山
の
楽
し
み
と
魅
力
を
知

ら
し
め
た
。
日
本
の
山
岳
の
実
景
を
描
い
た
絵
画
の
早
い
例
と
し
て
は
、　
一
八
世
紀
中
頃
に
池
大
雅

が
浅
間
山
か
ら
み
た
広
大
な
眺
望
を
描
い
た

「
浅
間
山

（朝
熊
岳
）
真
景
図
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
近
代
登
山
が
徐
徐
に
普
及
し
て
い
っ
た
江
戸
末
期
明
治
期
に
お
い
て
、
日
本
画
と
ち
が

っ
て
、

深
山
を
描
く
習
慣
も
な
か

っ
た
洋
画
で
は
、
実
写
的
な
山
岳
画
の
制
作
は
ま
れ
で
あ

っ
た
。
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世
界
大
思
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全
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六
九
　
近
世
画
家
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（
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（春
秋
社
、　
一
九
二
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年
）

一
〇
八

頁
。
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ラ
ス
キ
ン
著
、
御
木
本
隆
三
訳
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世
界
大
思
想
全
集
六
九
　
近
世
画
家
論

（
三
と

（春
秋
社
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一
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一
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。
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大
岡
芦
ノ
尻
道
祖
神
の
系
譜

山
間
畑
作
地
帯
に
お
け
る
道
祖
神
信
仰
と
ワ
ラ
文
化

は

じ

め

に

長
野
市
大
岡
芦

ノ
尻
の
道
祖
神
は
夢
想
的
な
造
形
と
と
も
に
、
ワ
ラ
を
い
っ
た
ん
加
工
し
た

注
連
縄
の
意
匠
の
力
強
さ
と
た
く
ま
し
さ
で
、　
一
度
見
た
ら
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
強
い
印

象
を
与
え
、
見
る
人
の
心
を
と
ら
え
る
も
の
が
あ
る

（図
１
）。　
一
九
九
七
年

（平
成
九
）
八
月

一
四
日
に
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、　
一
九
九
八
年

（平
成

一
〇
）
の
長
野
冬
季
オ

リ
ン
ピ

ッ
ク
の
開
会
式
に
登
場
し
て
以
来
、
そ
の
造
形
美
は
日
本
ば
か
り
か
世
界
に
も
知
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
道
祖
神
に
つ
い
て
、
発
見
者
の
森
島
稔
は
当
初
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
基
づ
く
原
初
的
な
信
仰

か
ら
始
ま

っ
た
と
考
え
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
成
立
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
人
形
道
祖
神
を

追
い
か
け
て
い
た
神
野
善
治
は

「
先
代
の
石
塔
が
毎
年
焼
か
れ
て
形
が
崩
れ
た
た
め
、
明
治
初

年
に
な

っ
て
現
在
の
石
塔
が
新
造
さ
れ
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
石
塔
を
新
造
し
た
と
き
に
、

塔
そ
の
も
の
を
焼
く
こ
と
を
や
め
て
、
石
塔
を
藁
の
神
面
で
覆
う
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
か

っ

た
か
」
と
し
て
、
人
形
道
祖
神
と
道
祖
神
石
像
を

つ
な
ぐ
事
例
と
考
え
た
。
し
か
し
、
先
代
の

道
祖
神
は
右
隣
に
あ
る
小
さ
な
祠
形
の
道
祖
神
で
、　
一
度
も
火
を
受
け
た
形
跡
が
な
く
、
注
連

縄
で
大
切
に
小
屋
が
け
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
細
井
雄
次
郎
は
森
島
、
神
野
の
研
究
を
丁
寧

に
検
証
し
な
が
ら
、
こ
の
ワ
ラ
の
道
祖
神
は
大
岡
地
域
で
春
の
彼
岸
の
中
国
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
セ
イ
ゾ
ー
ボ
ー
と
呼
ば
れ
る
疫
病
神
送
り
の
ワ
ラ
人
形
の
影
響
で
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
ワ
ラ
人
形
は
大
岡
ば
か
り
で
は
な
く
、
二
月
八
日
の
事
八
日
や

春
の
彼
岸
中
日
に
疫
病
神
を
送
る
ワ
ラ
人
形
と
し
て
、
松
本
の
人
山
辺
地
区
や
明
科
の
柏
尾

・

清
水
地
区
、
筑
北
村
本
城
立
川
に
も
あ
り
、
こ
の
地
域
の
道
祖
神
信
仰
と
は
性
格
を
ま

っ
た
く

宮

下

司

異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

ワ
ラ
で
人
形
を

つ
く
る
こ
と
と
、
正
月
飾
り
に
つ
か

っ
た
注
連
縄
を

部
品
と
し
て
道
祖
神
碑
に
用
い
る
こ
と
を
同

一
レ
ベ
ル
で
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

筆
者

は

一
九
八
〇
年

（昭
和
五
五
）
に
長
野
市
若
穂
高
岡
の
道
祖
神
祭
り
、　
一
九
八
二
年

（昭
和
五
七
）
に
は
長
野
市
塩
崎
越
の
道
祖
神
祭
り
の
復
活
に
関
わ
り
、
木
や
ワ
ラ
で
つ
く
ら
れ

た
人
形
道
祖
神
の
全
国
的
な
分
布
等
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
中
で
常
に
気
に
な

っ
て

い
た
の
が
芦
ノ
尻
の
人
形
道
祖
神
の
系
譜
関
係
で
あ

っ
た
。
芦
ノ
尻
例
は
長
野
市
塩
崎
の
越
や

平
を
南
限
と
し
て
新
潟
県
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
分
布
す
る
ワ
ラ
人
形
の
道
祖
神
と
は
系
譜

関
係
が
た
ど
れ
ず
、
作
り
方
や
形
態
が
ま

っ
た
く
異
な
る
独
自
な
人
形
道
祖
神
だ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。

以
来
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
芦
ノ

尻
の
周
辺
地
域
の
道
祖
神
碑
や
道
祖
神
祭
り

を
調
査
し
て
き
た
。
こ
の
地
域
は
江
戸
時
代

に
は
松
本
藩
領
と
松
代
藩
領
の
境
が
接
し
、

明
治
以
降
は
北
安
曇
郡

。
上
水
内
部

。
更
級

郡

ｏ
東
筑
摩
郡
の
四
郡
の
境
に
位
置
し
て
き

た
。
新
第
二
紀
層
の
地
す
べ
り
地
帯
に
あ
る

山
間
地
の
畑
作
地
帯
で
、
か

つ
て
は
麦

・
大

豆

・
煙
草

・
麻

・
養
蚕
で
栄
え
た
地
域
で
あ

る
と
い
う
風
土
の
共
通
性
も
有
し
て
い
る
。

松
本
か
ら
安
曇
野
に
か
け
て
は
千
体
を
超

え
る
道
祖
神
碑
が
あ
り
、
し
か
も
大
き
な
花

図 1 長野市大岡芦ノ尻の人形道祖神
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同
岩
の
石
に
男
女
像
を
刻
ん
だ
見
事
な
双
体
像
が
多
い
こ
と
か
ら
、
「
安
曇
野
は
道
祖
神
の
ふ

る
さ
と
」
、
あ
る
い
は

「
松
本
平
か
ら
安
曇
野
に
か
け
て
の
地
方
ほ
ど
道
祖
神
信
仰
の
盛
ん
な

所
は
な
い
」
と
い
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
東
の
隣
接
地
で
あ
る
山
間
の
畑
作
地
帯
が
本
稿
が
取
り
上
げ
る
道
祖
神
信
仰
の
舞
台
で

あ
る
。
こ
の
地
域

に
は
地
質
構
造
と
の
関
係
で
砂
岩
製
の
道
祖
神
碑
が
多
く
、
風
化
の
激
し
い

砂
岩
製
の
道
祖
神
碑
を
風
雨
か
ら
守
る
た
め
に
、
注
連
縄
や
ヤ
ス
で
屋
根
を
覆

っ
た
り
、
小
屋

が
け
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

こ
の
地
域
の
道
祖
神
信
仰
を
支
え
た
山
間
地
の
畑
作
地
帯
と
そ
の
ワ
ラ
文
化
の
中
に
、
芦
ノ

尻
の
人
形
道
祖
神
の
よ
う
な
特
徴
的
な
道
祖
神
飾
り
を
生
み
出
し
た
要
素
が
あ
る
と
考
え
、
江

戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
の
生
業
や
生
活
の
変
貌
を
追
い
な
が
ら
、
自
然

（地
形
・
地
質
）
・
歴
史

・

民
俗
と
い
う
総
合
的
な
視
点
か
ら
そ
の
系
譜
関
係
を
描
き
出
し
て
み
た
い
。

こ
の
地
域
は
江
戸
時
代
に
は
山
間
地
の
畑
作
地
域
ゆ
え
に
集
落
や
人
口
が
拡
大
し
た
が
、
戦

後
の
高
度
経
済
成
長
の
前
後
か
ら
過
疎
化
の
進
行
が
激
し
く
、
伝
統
的
な
道
祖
神
信
仰
を
は
じ

め
と
す
る
年
中
行
事
や
民
間
信
仰
が
消
え

つ
つ
あ
る
。
生
物
で
い
え
ば
絶
滅
危
惧
種
に
相
当
す

る
と
い
っ
て
も
よ
い
貴
重
な
道
祖
神
信
仰
の
現
時
点
で
の
姿
を
、
記
録
と
し
て
留
め
て
お
く
こ

と
も
本
稿
の
も
う

一
つ
の
目
的
で
あ
る
。

１
　
中
山
山
地
と
犀
川
丘
陵
地
の
風
土

①
　
地
理
的
環
境

安
曇
平
と
犀
川
に
は
さ
ま
れ
た
犀
川
西
岸
の
山
地
は

「
中
山
山
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ

の
山
地
は
標
高
六
〇
〇
～

一
〇
〇
〇
肝
の
丘
陵
性
山
地
で
、
明
科
の
押
野
崎
か
ら
生
坂

ｏ
池
田

・

八
坂

ｏ
美
麻
を
経

て
小
谷
村
ま
で
続
い
て
い
る
。
新
生
代
新
第
二
紀

（二
〇
〇
〇
万
～
二
〇
〇
万

年
一３

の
時
代
に
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
海
に
堆
積
し
た
泥

・
砂

。
礫
が
隆
起
し
た
招
曲
山
地
の

西
縁
部
に
当
た
る
。
中
央
に
中
山
断
層
が
走
り
こ
の
断
層
を
境
に
し
て
東
側
と
西
側
の
地
形

ｏ

地
質

・
土
地
利
用
が
著
し
く
相
違
し
、
東
側
は
地
層
の
著
し
く
乱
れ
た
犀
川
擾
乱
帯
と
呼
ば
れ

る
地
域
で
、
そ
の
大
半
は
泥
岩
や
砂
岩
層
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
で
は
便
宜
的
に
中
山
断

層
よ
り
西
側
を
大
穴
山
山
地
お
よ
び
大
峯
山
列
、
東
側
を
犀
川
丘
陵
地
と
呼
ん
で
い
る
。

池
田
町
の
中
山
山
地
東
部
は
中
山
断
層
と
犀
川
断
層
に
は
さ
ま
れ
た
地
域
で
、
犀
川
の
西
側

に
広
津

・
陸
郷
が
あ
る
。
こ
こ
の
山
地
は
北
に
い
く
に
従
い
高
さ
を
増
し
、
大
町
市
八
坂
と
の

境
に
あ
る
上
手
山

（九
〇
〇
研
）
が
最
高
所
で
、
山
稜
ま
で
耕
地
化
さ
れ
て

「
耕
し
て
天
に
至

る
」
と
い
う
よ
う
な
山
村
風
景
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
北
に
接
す
る
八
坂
は
村
内
に
ま
と
ま
っ

た
平
地
や
中
心
地
が
な
い
県
内
唯

一
の
村
で
も
あ
る
。

犀
川
丘
陵
地
は
明
科
の
下
押
野
か
ら
塩
川
原

・
小
泉

・
池
田
町
陸
郷

・
生
坂
村

・
八
坂

ｏ
信

州
新
町

へ
と
続
い
て
い
る
。
こ
こ
も
北
に
向
か

っ
て
高
さ
を
幾
分
増
す
が
、
全
般
的
に
は
起
伏

が
少
な
く
、
標
高
六
〇
〇
～
八
五
〇
研
に
お
よ
ぶ
比
較
的
平
坦
な
丘
陵
地
帯
で
、
集
落
と
傾
斜

地
の
畑
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

犀
川
に
沿
う
豊
科
田
沢
か
ら
明
科
を
経
て
生
坂
村
山
清
路
に
か
け
て
の
両
岸
に
は
二
～
三
段

の
河
岸
段
丘
が
発
達
し
、
集
落
や
水
田
、
畑
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
段
丘
単
位
ご
と
に
孤
立
性

が
強
く
、
江
戸
時
代
は
日
岐
村

・
草
尾
村

・
宇
留
賀
村
の
よ
う
な
小
さ
な
村
む
ら
に
分
か
れ
て

い
た
。
犀
川
東
岸
の
生
坂
山
地
は
筑
北
村
坂
北
と
の
境
に
あ
る
岩
殿
山

（
一
〇
七
七
・五
研
）
が

最
高
所
で
あ
る
。
犀
川
流
域
は
川
手
地
域
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

山
清
路
と
差
切
峡
は
急
傾
斜
し
た
小
川
層
の
軟
ら
か
い
泥
岩
と
比
較
的
硬
い
砂
岩

。
礫
岩
が

互
層
と
な
り
、
泥
岩
部
分
は
浸
食
さ
れ
、
砂
岩

。
礫
岩
の
岩
盤
が
天
空
に
突
出
し
た
雄
大
な
Ｖ

字
谷
の
狭
い
谷
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
下
を
犀
川
と
麻
績
川
が
流
れ
る
渓
流
美
か
ら
奇
景

ｏ
名

勝
の
地
と
な

っ
て
お
り
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
文
人
墨
客
が
訪
れ
、
「
安
筑
両
郡

の
境
、
瞼
岨
厳
壁
両
岸
に
聟
え
、
春
夏
秋
冬
山
水
眺
望
の
景
勝
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

古
く
か
ら
犀
川
流
域
で
は
高
名
な
景
勝
地
で
あ

っ
た
。

美
麻
か
ら
八
坂
を
経
て
山
清
路
で
犀
川
に
合
流
す
る
金
熊
川
の
八
坂
分
、
信
州
新
町
左
右
の

当
信
川
支
流
の
濁
沢
に
は

一
〇
〇
研
の
落
差
を
も

つ
不
動
滝
や
懸
谷
、
河
床
に
は
ポ

ッ
ト
ホ
ー

ル
も
み
ら
れ
る
。

大
岡
で
は
村
の
中
央
を
南
の
市
後
沢

ｏ
芦
ノ
尻
か
ら
北
の
樺
内
を
通
り
池
田
に
通
じ
る
県
道

丸
子
信
州
新
町
線
を
挟
ん
で
、
東
側
は
聖
山
の
火
山
活
動
で
堆
積
岩
を
貫
い
て
噴
出
し
た
火
山

岩
の
安
山
岩

ｏ
玄
武
岩
で
、
西
側
は
海
底
堆
積
の
砂
岩

ｏ
泥
岩

・
凝
灰
岩
で
あ
る
。

麻
績

。
坂
北
は
更
級
郡
と
小
県
郡
と
境
を
接
す
る
東
筑
摩
郡
の
最
北
端
に
位
置
し
、
筑
北
三

大岡芦ノ尻道祖神の系譜
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図
　
　
山

の
聖
山

。
冠
着
山

。
四
阿

布務
　
　
屋
山

に
囲
ま
れ
た
谷
底
平
野

蠅
　
　
の
盆
地
を
流
れ
る
麻
績
川
が

図
　
　
と
も
全
般
的
に
軟
弱
な
地
盤

で
砕
け
や
す
く
磨
滅
し
や
す
い
砂
岩
、
泥
岩
が
風
化
し
て
粘
土
化
し
、
水
分
を
含
む
と
ぬ
か
る

み
、
地
す
べ
り
の
発
生
し
や
す
い
岩
質
で
、

こ
の
地
域
は
地
す
べ
り
地
域

（図
２
）
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
急
峻
な
山
地
の
狭
い
谷
間
を
流
れ
る
急
流
は
集
中
豪
雨
に
よ
る
鉄
砲
水
、

洪
水
時
に
は
荒
川
と
な
る
た
め
、
沢
の
各
所
に
砂
防
堰
堤
を
築
い
て
土
砂
流
出
を
防
い
で
い
る
。

さ
ら
に
、
北
部
の
八
坂

・
美
麻
は
冬
季
に
積
雪
も
多
く
、
雪
崩
も
発
生
す
る
。

こ
の
地
域
の
集
落
立
地
は
、
山
嶺
や
緩
傾
斜
地
、
山
間
地
、
幅
を
広
げ
た
渓
流
沿
い
に
小
集

落
が
散
在
し
て
い
る
。
傾
斜
地
の
畑
は
風
化
し
や
す
い
砂
質
泥
岩

。
砂
岩
の
た
め
に
、
耕
起
に

よ

っ
て
容
易
に
耕
土
と
な
り
、
畝
を
等
高
線
沿
い
に
つ
く

っ
て
、
麦

。
大
小
豆

ｏ
た
ば
こ

。
桑

な
ど
が
栽
培
さ
れ
て
き
た
が
、
土
壌
が
膠
質
な
粘
土
の
た
め
に
干
害

に
は
極
め
て
弱
い
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
新
第
二
紀
層
に
は
山
清
路
付
近
で
は
亜
炭
、
生
坂
の
池
沢
山
な
ど
か
ら
は
薬
品

や
製
紙
に
用
い
ら
れ
た
明
碁
、
同
じ
生
坂
の
中
塚
で
は
メ
タ
ン
ガ
ス
の
噴
出
が
み
ら
れ
る
。

な
お
、
明
科
か
ら
生
坂
に
か
け
て
の
犀
川
西
岸
の
地
域
は
、
従
来
は
北
安
曇
郡
に
属
し
て
い

た
が
、　
一
九
五
七
年

（昭
和
三
一
し

に
北
安
曇
郡
七
貴
村

。
陸
郷
村

。
広
津
村
が
分
割
解
村
し

て
、
地
理
的
や
経
済
的
関
係
な
ど
か
ら
、
生
坂
村

。
池
田
町

。
明
科
町
に
町
村
合
併
し
た
こ
と

に
よ

っ
て
、
東
筑
摩
郡
が
犀
川
を
越
え
て
西
方
に
広
が

っ
た
地
域
で
も
あ
る
。

０
　
人
と
物
資
の
交
流

藩
域
や
郡
域
を
越
え
た
道
祖
神
信
仰
の
広
が
り
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
地
域
を

つ
な
ぐ
道

を
通
じ
た
人
や
モ
ノ
の
動
き
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

美
麻
に
は
白
馬
村
の
飯
田
か
ら
青
具

。
千
見
を
通
り
、
土
尻
川
沿
い
に
高
府

。
中
条

。
笹
平

を
経
て
大
安
寺
で
峰
街
道
と
合
流
す
る
善
光
寺
道
と
小
川
村
か
ら
越
道
や
味
藤
を
経
て
信
州
新

町
に
出
て
、
下
市
場
か
大
原
の
渡
し
で
犀
川
を
渡

っ
て
、
大
岡
か
ら
聖
峠
越
え
と
宮
平

。
芦
の

尻
を
経
由
し
て
麻
績
に
通
じ
る
麻
績
道
が
あ
る
。
日
留
番
所
は
美
麻
竹
の
川
嶺
、
千
見
、
信
州

新
町
の
左
右
、
小
川
村
の
日
影

ｏ
立
屋
、
大
岡
の
聖
口
、
市
後
沢
、
麻
績
村
の
高
に
置
か
れ
た
。

麻
績
か
ら
は
北
国
西
脇
往
還

釜
口光
寺
西
街
道
）
を
通
じ
て
松
本
と
稲
荷
山
に
つ
な
が
り
、

一
方
で
安
坂
を
経
て
修
那
羅
峠
を
こ
え
て
青
木
の
入
田
沢
、
上
田

へ
と
通
じ
て
い
た
の
が
安
坂

道
で
あ
る
。
こ
の
道
は

一
八
二

一
年

（文
政
り

の
史
料
で
は

「
糸
魚
川
よ
り
松
本

へ
三
十
里
、

糸
魚
川
よ
り
飯
田

。
新
町
通
り
上
田
へ
三
十
四
里
」
と
あ

っ
て
、
上
田

へ
の
距
離
が
松
本

へ
行

く
の
と
四
里
し
か
違
わ
ず
、
松
本
経
由
で
保
福
寺
峠
道
利
用
よ
り
は
る
か
に
近
道
で
あ

っ
た
。

こ
の
道
は
当
初
は
歩
荷
で
、
後
に
は
牛
の
背
で
日
本
海
の
魚
や
木
綿

。
富
山
の
薬

。
輪
島
の
漆

器
等
が
上
田

へ
と
運
ば
れ
た
。　
一
八
三
四
年

（天
保
五
）
の
史
料

で
は
、

こ
の
ル
ー
ト
で
上
田

へ
の
荷
物
は
千
か
ら
千
三
百
個
が
運
搬
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
曇
地
方
の
わ
ら
び
粉

ｏ
紙

（松
川
紙

・
宮
本
紙
）
。
刻
み
煙
草

（生
坂
煙
草
）
な
ど
は
押
野
で
渡
川
し
て
、
会
田
を
経
て
地
蔵

峠
を
越
え
て
入
田
沢
に
入
り
、
上
田
へ
と
運
ば
れ
た
。

大
町
か
ら
向

。
温
ノ
海
を
通
り
竹
ノ
川
を
経
て
立
屋
番
所
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
越
道

。
長
井

を
通
り
大
安
寺
ま
で
の
道
は
峰
街
道
と
呼
ば
れ
た
。
大
町
か
ら
は
大
塩

。
川
下
を
通
り
、
左
右

を

へ
て
川
口
に
至
る
道
と
、
は
大
町
の
五
日
町
か
ら
社

・
八
坂

ｏ
広
津
で
川
手
道
で
山
清
路
に

合
道
す
る
相
川
通
り

（別
名
麻
績
街
道
）
が
あ
る
。

日
岐
か
ら
池
田

へ
の
道
は
日
向
を
通
り
、
か
ざ
し
お
峠
を
越
え
て
、
花
見

。
池
田
方
面

へ
の

道
と
日
岐
か
ら
白
日
に
上

っ
て
、
宮
ノ
平

。
有
明
、
登
波
離
橋
を
経
て
池
田
へ
と
通
じ
る
道
、

さ
ら
に
三
郷
を
経
て
八
代
峠
を
越
え
る
道
が
あ
る
。
生
坂
白
日
の
大
倉
な
ど
で
は
池
田
町
会
染

の
里
田
に
出
作
り
の
田
ん
ぼ
を
所
有
し
て
、
片
道

一
時
間
の
道
を
通
い
な
が
ら
そ
こ
で
主
食
の

米
を
生
産
し
て
い
た
。
会
染
に
は
今
も
日
岐
堰
や
日
岐
田
と
い
う
地
名
が
あ
る
。

ま
た
、
草
尾
か
ら
平
出

。
菅
田
方
面
、
宇
留
賀
か
ら
菅
ノ
田

。
広
津

へ
と
通
じ
る
山
道
も
通

じ
て
い
た
。
広
津
か
ら
八
坂

。
美
麻

へ
は
尾
根
道
で
つ
な
が

っ
て
い
た
。
山
清
路
は
明
治

一
〇

年
ま
で
峡
谷
で
通
行
で
き
な
か

っ
た
た
め
に
雲
根
か
ら
眠
峠
や
雲
根
峠
を
越
え
て
込
地
に
出
て
、

そ
こ
か
ら
大
岡
の
桐
沢

。
笹
久

。
芦
ノ
尻

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
た
。
犀
川
の
流
れ
に
沿

っ
た
道

‐
ｈ

¨
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“



は
、
南
北
に
通
じ
る
犀
川
道
が
通
じ
、
舟
場
は
布
川
峠
を
越
え
て
八
坂

ｏ
大
町
と

つ
な
が
る
交

通
の
要
衝
で
あ

っ
た
。
犀
川
を
挟
ん
で
の
舟
渡
は
、
下
市
場

。
大
原

。
栃
沢

。
舟
場

ｏ
瀬
口
に

あ
り
、
こ
こ
に
は
舟
場
口
留
番
所

・
瀬
越
番
所
が
置
か
れ
た
。

山
間
地
の
畑
で
栽
培
さ
れ
た
商
品
作
物
は
こ
れ
ら
の
道
を
通
じ
て
運
ば
れ
、
そ
の
集
散
地
と

な

っ
た
の
が
池
田
町
や
信
州
新
町
で
あ

っ
た
。
本
地
域
に
は
地
形

・
地
質
な
ど
の
風
土
に
共
通

性
が
あ
り
、
道
を
通
じ
た
通
婚
圏
や
商
業
圏
の
人
の
動
き
か
ら
、
情
報
や
伝
統
行
事
が
伝
播
し

あ
い
、
境
界
地
帯
に
あ

っ
て
も
藩
域
や
郡
域
を
越
え
た
文
化
の
共
通
性
を
有
し
て
い
る
地
域
な

の
で
あ
る
。

聖
山
周
辺
の
麻
績

。
大
岡

・
八
坂

ｏ
信
州
新
町
で
は
聖
山
北
麓
の
種
池
に
雨
乞
い
に
行
き
、

美
麻

ｅ
八
坂
の
麻
づ
く
り
農
家
は
麻
績
の
四
阿
屋
山
に
お
参
り
に
行
き
、
八
坂
西
の
窪
に
は
如

意
輪
観
音
を
刻
ん
だ
腹
の
病
気
の
神
で
あ
る
あ
ず
ま
や
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
道
を
通

じ
て
、
日
本
海
の
エ
ゴ
が
坂
北
仁
熊
ま
で
、
そ
し
て
年
取
り
魚
の
ブ
リ
が
筑
北
や
麻
績
の
地
ま

で
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
。

一　

道
祖
神
を
め
ぐ
る
信
仰
と
祭
り

１
　
道
祖
神
碑
の
立
て
ら
れ
た
背
景

本
地
域
の
道
祖
神
碑
の
大
部
分
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
造
立
さ
れ
て
い

る
。
美
麻

ｏ
八
坂
の
山
間
地
は
面
積
や
人
口
の
割
に
道
祖
神
の
数
が
多
い
。
こ
れ
は
小
さ
な
集

落
ご
と
に
氏
神
が
建
立
さ
れ
な
く
て
も
、
道
祖
神
が
人
び
と
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
造
立

さ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
北
安
曇
郡
最
古
の
享
保
七
年

（
一
七
二
一
し

銘
の
笠
付
石
塔

型

（祠
形
）
の
道
祖
神
碑
が
大
町
市
美
麻
に
三
基
、
八
坂
に
二
基
あ
る
。
男
女
像
が
は

っ
き
り

し
て
く
る
双
体
像
は
享
保
年
間
の
終
わ
り
頃
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
笠
付
石
塔
型
の
道
祖

神
碑
は
本
地
域
で
は
古
式
の
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
屋
根
の
形
は
享
保
の
頃
は

入
母
屋
風
で
、
文
化
年
間
は
流
造
風
で
あ
る
。
川
下

。
南
平

。
雲
根

。
芦
ノ
尻
は
石
祠
型
で
、

い
ず
れ
も
屋
根
に
注
連
縄
の
ヤ
ス
を
の
せ
て
い
る
。

道
祖
神
碑
に
込
め
る
具
体
的
な
祈
り
や
願
い
は
、
生
坂
村
草
尾
を
例
に
と

っ
て
も
、
縁
結
び

の
神
、
子
ど
も
の
守
り
神
、
悪
魔
の
侵
入
を
防
ぐ
神
、
道
の
神
と
多
様
で
あ
る
。
こ
れ
を
こ
の

地
域
で
ま
と
め
る
と
、
縁
結
び
の
神

（千
見
・
竹
の
花
な
ど
）、
夫
婦
和
合
の
神

（千
見
）、
性
の
神

（堀
之
内
）
、
男
女
の
道
を
教
え
る
神

盆
戸
ノ
尻
）、
道
の
神
様
、
道
を
開
い
た
神
様

翁
戸
ノ
尻
）、
疫

病

・
厄
除
け

。
悪
霊
除
け
の
神

（千
見
）
な
ど
で
あ
る
。
向
で
は
道
祖
神
を
よ
そ
に
移
し
た
ら
そ

の
た
た
り
で
疫
病
が
流
行

っ
た
が
、
元
の
位
置
に
戻
し
た
ら
そ
れ
が
な
く
な

っ
た
と
伝
え
て
い

る
。
堀
之
内
で
は
病
気
予
防
の
神
で
、
オ
ン
ベ
焼
き
の
火
で
マ
ユ
ダ

マ
や
餅
を
焼
い
て
食
べ
る

と
虫
歯
や
歯
の
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
い
、
北
足
沼

・
菅
ノ
田

ｏ
下
ノ
田
に
お
い
て
は
耳
の
病

気
が
治
る
よ
う
に
と
穴
あ
き
石
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
豊
作
を
祈
る
神
で
も
あ
り
、

隣
接
す
る
白
馬
村
飯
森

で
は
稲
の
苗
、
嶺
方
で
は
稲
穂
を
道
祖
神
碑
に
供
え
る
と
多
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
地
域

の
道
祖
神
信
仰
は
縁
結
び
の
神
と
い
う
の
が
中
心
で
、
そ
こ
へ
夫
婦
和

合
の
神

・
安
産

ｏ
子
ど
も
の
守
り
神
、
疫
病

ｏ
悪
霊
を
防
ぐ
神
、
行
路

・
旅
の
安
全
を
守
る
神

が
加
わ
る
。
さ
ら
に
五
穀
豊
穣
と
い
う
作
神
と
し
て
も
祀
ら
れ
る
と
い
う
多
様
な
性
格
を
合
わ

せ
持
ち
、
あ
ら
ゆ
る
願

い
事
を
聞
い
て
く
れ
る
神

で
あ
る
と
と
も
に
、
疫
病

ｏ
災
害

。
悪
霊
な

ど
か
ら
護

っ
て
く
れ
る
神
で
あ
る
と
い
う
庶
民
信
仰
特
有
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
庚
申
塔
や
二
十
三
夜
塔
な
ど
と
同
じ
場
所
に
立
て
ら
れ
た
が
、
ヤ
ス
で
屋
根

を
葺
い
た
り
、
常
設
の
小
屋
に
入
れ
ら
れ
る
の
は
道
祖
神
碑
だ
け
で
あ
る
。
道
祖
神
は
、　
一
年

間
を
通
じ
て
、
生
活
と
と
も
に
あ
る
最
も
身
近
な
神
様
で
、
人
び
と
の
祈
り
や
願
い
を
何
で
も

聞
き
届
け
、
か
な
え
さ
せ
て
く
れ
る
庶
民
の
神
、
「
お
ら
が
道
祖
神
さ
ま
」
で
あ

っ
た
。
ま
た
、

氏
神
が
な
く
て
も
村
の
守
り
神

（子
孫
繁
栄

・
豊
作
祈
願

・
災
厄
防
止
）
と
し
て
、
な
く
て
は
な

ら
な
い
大
切
な
神
で
、

ム
ラ
の
共
同
体
の
成
員
に
安
心

・
安
寧
を
も
た
ら
す
た
め
に
集
落
や
組

単
位
に
ま

つ
ら
れ
た
ム
ラ
の
構
成
要
素
の

一
つ
で
あ

っ
た
。

科
学
や
医
学
が
発
達
し
て
い
な
か

っ
た
江
戸
時
代
の
中

ｏ
後
期
の
人
び
と
は
天
災
を
恐
れ
、

種
々
の
病
気
や
祟
り
を
恐
れ

つ
つ
、
豊
作
祈
願
や
毎
日
の
生
活
の
平
穏
無
事
を
祈

っ
て
い
た
。

身
近
な
村
内
で
は
道
祖
神
に
願
い
を
託
し
、
村
に
悪
病
神
が
入

っ
て
こ
な
い
よ
う
に
芦
ノ
尻
や

麻
績
村
横
屋
の
よ
う
な
道
切
り
の
注
連
縄
を
張

っ
た
り

（写
真
１
）、
麻
績
村
の
梶
浦
、
真
米
、

円
明
で
は
道
切
り
の
大

ワ
ラ
ジ
を
村
境
に
吊
し
た

（写
真
２
）。
ま
た
、
大
岡
村
慶
師
の
デ
イ
ド
ー

ボ
ー
や
明
科
柏
尾
の
カ
ザ
ガ
ミ
サ
マ
の
よ
う
な
ワ
ラ
人
形
を

つ
く

っ
て
疫
病
神
と
い
う
悪
を
ワ

大岡芦ノ尻道祖神の系譜
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写真 1 道切 りの注連縄 (11大 岡芦ノルt、 卜麻績横犀)

写真 3 疫病神送 りのワラ人形 (11人岡慶師のデイト

ボー、下明科村1尾のカサカミサマ)

ラ
人
形

（写
真
３
）
に

叩
　

託
し
て
村
境
に
送
り
出

雌
　
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
村

ン̈
　

の
中

の
不
安
や
緊
張
を

ラワ
　

和
ら
げ
、
安
心
し
て
暮

大の
　

ら
せ
る
村

の
共
同
性

の

リ

卸
　
世
界
を
回
復
。再
生
さ

２

　

せ
ょ
ぅ
と
し

て
い
る

の

雲
　
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
江
戸
後
期
に
な
る
と
村
の
古
来
の
神
仏
の
ほ
か
に
諸
国
各
地
の
神
仏
が
続
々
と
庶

民
の
中
に
入
り
込
ん
で
き
て
、
村
を
離
れ
て
物
見
遊
山
を
兼
ね
て
、
戸
隠
や
善
光
寺
な
ど
の
神

社
や
仏
閣

へ
、
個
人
や
代
参
で
参
拝
す
る
こ
と
も
多
く
な

っ
た
。
そ
の
旅
立
ち
に
あ
た

っ
て
も

道
祖
神
に
旅
の
無
事
を
析
願
し
、
残
さ
れ
た
家
族
も
旅
人
の
安
全
を
道
祖
神
に
析

っ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
修
験
者
な
ど
に
加
持

・
祈
祷

。
お
祓
い

。
護
摩
供

・
占
い
を
し
て
も
ら
う
こ
と

も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
庶
民
信
仰
の
姿
を
美
麻

一
字
田
に
あ
る
重
要
文
化
財
の
中
村
家
に
残

さ
れ
た
六

つ
の
福
俵
に
入
れ
ら
れ
た
お
札
が
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。

２
　
道
祖
神
盗
み

本
稿

で
と
り
上
げ
た
地
域

に
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
道
祖
神

の
嫁
入
り
、　
つ
ま
り
道
祖
神
盗

み
の
習
慣
が
あ
り
、
他

の
村

の
道
祖
神
を
雪

の
夜
な
ど
に
人

に
知
れ
な
い
よ
う
に
迎
え
る
と
、

幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
村
境
ま
で
は
こ
っ
そ
り
運
び
、
自
分
の
村

に
入

っ

た
ら
に
ぎ
や
か
に
は
や
し
立

て
な
が
ら
迎
え
た
と

い
う
。
他
村
の
も

の
を
借
り
る
こ
と

に
よ

っ

て
そ
の
信
仰
の
効
果
を
卜
げ
る
た
め
に
、
道
祖
神
盗
み
が
頻
繁
だ

っ
た
こ
と
は
、
多
く

の
道
祖

神
碑

に

「
帯
代
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
帯
代
を
刻
む
道
祖
神
碑
は
八
坂

・

生
坂
と
も

に

一
六
体
を
数
え
る
。

「
帯
代
」
は
相
手
部
落

に
支
払
う
祝
儀
、
結
納
金
と
、　
一
方

で
は
盗
難
防
止

の
脅
し
文
句
と

も
受
け
取
れ
る
。
帯
代
が
刻
ま
れ
る
の
は
天
保
末
か
ら
明
治
ま
で
で
、
金
額

の
単
位
は
、　
一
般

的

に
は
明
治

´
〇
年
頃
ま
で
は
両

で
そ
の
後
は
円

に
代
わ

っ
て
い
る
。

こ
の
間

に
道
祖
神
盗
み

が
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

こ
の
こ
と
は
農
村

へ
の
貨
幣
経
済

の
浸
透

と
み
る
こ
と
も

で
き
る
。
ま
た
、
明
治
維
新
を
経

て
も
明
治

の
中
頃
ま

で
は
民
間
信
仰

に
お
い

て
は
江
戸
時
代

の
延
長

で
あ

っ
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。

生
坂
村
人
倉

の
双
体
道
祖
神
が
造
ら
れ
た

の
は

一
八
五
Ｌ
年

（安
政
四
）
で
、
そ
の
前
年

に
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約
ｉ
言
Ｌ
南

に
あ
る
小
泉

に
道
祖
神
碑
を
盗
ま
れ
、
現
在
は
明
科
小
泉

の
和
泉
社
参
道

に
あ

っ

て
、
一
人
蔵
村
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
八
坂
宮

ノ
尾

の

一
七

ｌ
ｌ
年

■
７
保
Ｌ
）
の
道
祖
神

に
は

「
川
下
邑
施
主
敬
白
」
と
刻
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
四
Ｆ
Ｌ
に
あ
る
美
麻
川
下
か
ら
も

っ

て
き
た
も

の
で
、
川
ド

に
は
現
在

一
八

一
一
年

（文
化
八
）
の
道
祖
神
が
あ
る
。
麻
績
村
横
屋

の
道
祖
神

は
北
山

に
も

っ
て
い
か
れ
た
が
、
人
正
時
代

に
取
り
一民
し
、
三
度
と
盗
ま
れ
な
い
よ

う
に
現
在

は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
付
け
に
さ
れ

て
い
る
。

二
　
道
祖
神
碑
の
石
材

道
祖
神
碑
や
他
の
石
造
物
で
最
も
多
用
さ
れ
る
の
は
比
較
的
加
Ｅ
し
や
す
く
、
風
化
し
な
い

安
山
岩
で
あ
る
。
安
曇
野
南
部
に
は
花
南
岩
の
道
祖
神
碑
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
石
材
は
こ

の
地
域
に
も

．
部
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
蛇
紋
岩
は
白
馬
村
の
み
で
使
用
さ
れ
、
い

ず
れ
に
し
て
も
道
祖
神
碑
の
石
材
も
、
そ
の
上
地
の
地
元
で
手
に
入
る
石
材
を
反
映
し
て
い
る

ル
」
い
え
スυ
。

本
地
域

で
地
質
的

に

一
般
的
な
塊
状
砂
岩

は
身
近

に
ふ
ん
だ
ん
に
あ

っ
て
、
手

に
入
れ
や
す

く
、
加
工
し
や
す

い
石

の
た
め

に
石
灯
籠

・
墓
石

・
手
洗

い
鉢

や
石
仏

に
も
多
用
さ
れ
、
砂
岩

製

の
道
祖
神
が
た
く
さ
ん
彫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
加
Ｌ
し
や
す
い
反
面
、
安
山
岩
な

ど

に
比

べ
て
風
雨

で
風
化
し
や
す
い
た
め

に

（写
真
４
）、
砂
岩
製

の
道
祖
神
碑
を
護
る
た
め
に

ヤ
ス
な
ど
の
注
連
縄

で
覆

っ
た
り
、
小
屋
が
け
さ
れ
た
の
で
あ
る
ｃ
道
祖
神
碑

に
添
え
て
丸
石

。

陽
石

・
繭
玉
石
も
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
も
新
第
二
紀

の
砂
岩
層

の
中

に
認
め
ら
れ
る
団
塊

（
ノ

ジ

ュ
ー
ル
）
と
し

て
伴
出
す
る
も

の
で
、
穴
あ
き
石
も
同
様

の
産
出

で
あ
る
。

〓
一　
道
祖
神
の
祭
リ

０
　
正
月
の
注
連
縄
張
り

日
本
の

。
年
の
始
ま
り
は
玄
関
先
に
松
に
ワ
ラ
の
注
連
縄
を
飾
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
　

般

的
に
農
家
や
家
庭
で
玄
関
先
や
神
棚
等
に
注
連
縄
を
張
る
の
は
、
正
月
を
迎
え
る
時
だ
け
で
あ

る
。
注
連
縄

。
注
連
飾
り
を
張

っ
て
神
々
を
招
き
、
神

へ
の
供
物
を
ヤ
ス
に
入
れ
る
。
ヤ
ス
は

松
に
棒
げ
る
御
食
を
盛
る
器
で
、
「
養
う
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

注
連
縄
は
神
が
出
現
す
る
場
所
や
神
が
す
ま
う
場
所
を
人
間
界
と
結
界
す
る
た
め
に
張
ら
れ
、

不
浄
を
清
め
る
。

そ
の
た
め
に
左
手
を
手
前

に
引
く
よ
う

に
絣
り
を
か
け
る
左
縄

（反
時
計
ま

わ
り
に
上
昇
）
で
、

こ
の

「
左
巻
き
Ｌ
か
り
渦

」
は
聖
な
る
渦
と
考
え
ら
れ

て
、
神
前
を
飾
る

注
連
縄

の
基
本
と
さ
れ

て
き
た
。

本
地
域

で
は
松
飾
り
を
飾
り
付
け
る
の
は
年
末

の

一
二
月
．
八
日
が
最
も
多
く
、
三

一
日
が

こ
れ
に
次

い
で
い
る
。
松
は
玄
関
、
神
棚
、
床
の
間
、
カ

マ
ド
、
井
戸

・
便
所

。
土
蔵

・
納
屋

・

厩

な
ど

に
飾
る
が
、
最
も
大
き
く
大
切

な
場
所

は
玄
関

で
左
右

一
対

の
円
松
が
立

て
ら
れ
た

（
写
占
バ５
）。
注
連
縄
に
は
前
垂
れ
ジ
メ
、
ゴ
ボ
ウ
ジ

メ
、

ヤ
ス
、
輪
ジ
メ
、

シ
ャ
モ
ジ
な
ど
が

あ

り
、
正
月
の
注
連
縄

は
歳
神

の
神
送
り
と
し
て
小
正
月

の
火
祭
り
で
燃

や
さ
れ
る
の
が

．
般

的

で
あ
る
が
、

こ
の
地
域

の
注
連
縄
は
燃

や
さ
れ
ず
に
道
祖
神
を
護
る
覆

い
や
屋
根
と
し
て
再

利

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
村

の
出
入
り
同
や
中
心
部

に
は
、
道
祖
神

や
庚
中
塔

・
１
ト
ー

夜
塔
な
ど
が
同
じ
場
所

で
祀
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
数
あ
る
石
仏

の
中

で
、
本
地
域

で
は

な
ぜ
か
道
祖
神
碑
だ
け
が
注
連
縄

で
飾
ら
れ
た
り
、
注
連
縄
や
ト
タ

ン
葺
き

の
小
屋

に
納
め
ら

れ

て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
。

正
月
が
終
わ

っ
て
円
松
を
片
付
け
、
道
祖
神
碑

の
前

で
行
う
小
正
月

の
火
祭
り
を
す
る
時
期

と
　
致
す
る
こ
と
以
Ｌ

に
、
こ
の
地
域

の
人
び
と
が

ワ
ラ
を
人
事

に
し
、
道
祖
神
を
特
別
視
し
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て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
注
連
縄
を
張

っ
た
り
、
屋
根
を
葺
い
た
り
し
て
、
道
祖
神
碑
を
護

っ

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
地
域
の
道
祖
神
の
地
域
性
を
表
現
し
て
い

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

②
　
道
祖
神
碑
に
供
え
ら
れ
る
酒
樽

残
さ
れ
て
い
る
。

次
の
結
納
の
儀
式
に
は
、
生
坂
村
な
ど
で
は
五
種
目
録
品

（家
内
喜
多
留
＝
酒
、
寿
留
女
、
子

産
婦
、
友
志
良
賀
＝
麻
糸
を
束
ね
て
白
髪
に
み
た
て
た
も
の
、
末
広
＝
扇
）
と
家
族
の
由
緒
書
を
添
え

た
が
、
こ
こ
に
も
ヤ
ナ
ギ
タ
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
地
域
で
の
角
樽
は
、

ハ
レ

に
用
い
る
特
別
な
樽
で
あ
り
、
祝
い
の
酒
を
象
徴
す
る
容
器
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
角
樽
は
、
全
体
に
縦
長
で
提
げ
手
用
の
横
渡
し
が
あ
る
タ

イ
プ
で
、
長
い
角

（柄

。
手
）
を
提
手

（腕
）
に
渡
し
、
鏡
と
呼
ぶ
上
面
に
は
栓
が

つ
き
、
胴

に
は
上
か
ら
口
輪
、
胴
輪
、
腰
輪
、
底
輪
と
呼
ぶ
タ
ガ
が
ま
わ
る
。
こ
の
地
域
で
道
祖
神
に
供

え
ら
れ
る
ヤ
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
る
ワ
ラ
の
酒
樽
は
、
こ
の
形
態
を
ま
ね
た
も
の
と
い
え

Ｚつ
。角

樽
に
入
れ
ら
れ
た
酒
は
神
と
人
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
、
祭
り

。
儀
式

・
行
事
な
ど
の
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
ム
ラ
社
会
の
祭
り
や
生
活

・
文
化
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
た
め
、

わ
ざ
わ
ざ
ヤ
ス
で
つ
く

っ
た
酒
樽
を
道
祖
神
碑
に
供
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
酒
樽
こ
そ
縁
結
び

の
神
と
し
て
の
道
祖
神
信
仰
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
生
坂
村
草
尾
と
池
田
町
花
見
で
は
、
今
で
は
注
連
縄
張
り
が
見
ら
れ
な
い
が
、

酒
樽
だ
け
が
象
徴
的
に
道
祖
神
碑
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。

“
　
火
祭
り
の
名
称
と
祭
日

こ
の
地
域
の
火
祭
り
の
名
称
は
北
部
の
池
田
町
の
会
染

・
広
津

。
陸
郷

・
草
尾
で
は
オ
ン
ベ

焼
き
、
信
州
新
町

。
大
岡

。
麻
績
は
ド
ン
ド
焼
き
、
生
坂
村
は
ド
ー
ロ
ク
ジ
ン
と
オ
ン
ベ
焼
き
、

坂
北
の
竹
場
や
生
坂
の
雲
根
、
池
田
花
見
で
は
二
九
郎
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
こ
が
火
祭
り
名
称

の
接
点
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

道
祖
神
碑
の
屋
根
を
葺
き
替
え
た
り
、
火
祭
り
を
お
こ
な
う
の
は
美
麻
の
向
は

一
月
三
日
、

池
田
町
の
堀
之
内
は

一
月
四
日
で
、
最
も
多
い
の
が

一
月
七
日
で
、　
竹
場

。
芦
ノ
尻

・
雲
根

。

野
田
沢

。
丸
山

。
宮
本
な
ど
で
あ
る
。

特
徴
的
な
火
祭
り
に
、
竹
場

の
も
の
が
あ
る
。　
一
月
七
日
の
二
九
郎
の
火
祭
り
の
際
、
「
火

に
く
べ
る
」
と
い
っ
て
石
像
の
道
祖
神
碑
を
火
の
中
に
投
げ
込
ん
で
、
清
浄
な
三
九
郎
の
火
で

燃
や
す
こ
と
で
、
村
人
の
厄
払
い
を
し
、
終
わ
る
と
元
の
位
置
に
戻
さ
れ
て
、
ヤ
ス
の
屋
根
に

護
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
芦
ノ
尻
の
道
祖
神
祭
り

１
　
芦
ノ
尻
道
祖
神
の
特
徴

芦
ノ
尻
は
長
野
市
大
岡
の
聖
山

の
西
方
に
位
置
し
、
木
寅
山
の
山
麓
、
標
高
八
〇
〇
研
の
平

坦
面
に
あ
る
。
江
戸
時
代
は
大
岡
村
の
枝
村
で
、　
三
全
（
四
年

（寛
文
四
）
よ
り
宮
平
組
に
属

し
た
。
村
高
は
宝
永
年
間
～
文
政
年
間
に

一
二
七
石
余
で
、
文
久
年
間
の
戸
数
は
四
四
戸
で
、

大
岡
村
の
中
で
は
大
村
で
あ

っ
た
。
こ
こ
は
牧
ノ
島
か
ら
聖
峠
か
宮
平
を
通
り
、
北
国
西
脇
往

還
の
麻
績
宿
に
通
じ
る
道
が
通
過
し
て
い
た
た
め
、
聖
口
と
市
後
沢
に
は
松
代
藩
、
麻
績
側
の

高
に
松
本
藩
の
口
留
番
所
が
置
か
れ
た
。
ま
た
、
芦
ノ
尻
か
ら
犀
川
筋

へ
の
道
は
長
岩

・
佃
見

へ
と
花
尾

・
根
越
か
ら
代
を
経
て
瀬
口
に
至
る
道
が
あ
り
、
隣
の
笹
久
か
ら
は
桐
沢
に
下
り
、

込
地
か
ら
は
生
坂

へ
と
通
じ
る
道
が
あ
る
。
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芦
ノ
尻
の
正
月
準
備
は
年
末
の
松
迎
え
か
ら
始
ま
る
。
近
く
の
山
に
入
り
、
松
を
切
り
、
枝

の
根
元
の
皮
を
む
き
、
雑
木

で
お
お

っ
て
　
本
縄
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
い
て
東
に
し
て
家
に
持
ち
帰

る
。
こ
れ
を
玄
関
先
に
ゴ
ボ
ウ
ジ
メ
や
ヤ
ス
の
注
連
縄
、
紙
垂
と
と
も
に
、　
可

一月
二

一
日
か

ら

一
月
七
日
ま
で
飾
る
。

芦

ノ
尻
の
道
祖
神
祭
り
は
、
も
と
も
と
は

一
月

一
五
日
で
あ

っ
た
が
、
昭
和
初
期
か
ら
は

「
松
の
内
が
長
す
ぎ
て
、
働
か
ね
え
と
だ
め
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、　
一
月
七
日
に
実
施
し
て
い

る
。
こ
の
日
に
各
家
々
で
は
注
連
飾
り
を
外
し
て
村
境
の
道
祖
神
碑
の
立

つ
場
所
に
運
ぶ
。

こ
こ
は
麻
績
側
か
ら
来
る
と
村
の
人
り
口
に
当
た
る
場
所
で
、
大
き
な
赤
松
が
数
本
植
え
ら

れ
、
そ
こ
に
砂
岩
製
の
古
い
祠
形
の
道
祖
神
碑
が
あ
り
、
そ
の
中
に

一
四
×

一
二
＝
膳
の
小
さ

な
双
体
像
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
西
側
に

一
八
六
八
年

（明
治
３́

に
立

て
ら
れ
た

一
五
五

×
九
〇
甘
Ｉ
の
安
山
岩
製
の
文
字
碑
の
道
祖
神
が
あ
り
、
こ
れ
に
ワ
ラ
で

「
神
面
装
飾
」
が
付

け
ら
れ
る
。
そ
の
西
側
に

一
八
六
〇
年

（万
延
一こ

の
銘
を
も

つ
庚
申
塔
が
二
基
と
青
面
金
剛

像
を
刻
ん
だ
庚
中
塔
、　
一
八
四
二
年

（天
保

一
四
）
に
立
て
ら
れ
た
．
一卜
三
夜
塔
、
ほ
か
に
馬

頭
観
音
、
地
蔵
尊
、　
一
八
二
●
）年

（文
政

一
一こ

の
日
本
八
卜
八
番
供
養
塔
な
ど
が
立
て
ら
れ

て
、
村
境
の
風
景
を
形
づ
く

っ
て
い
る

（写
真
７
）。

道
祖
神
碑

へ
の
飾
り
付
け
を
お
こ
な
い
、
そ
の
前
で
火
祭
り
を
行
う
の
は
か

っ
て
は

一
五
歳

以
Ｌ
の
未
婚
の
男
の
若
い
衆
で
あ

っ
た
。
ド
ン
ド
焼
き
の
心
棒
と
な
る
松

・
栗

・
楢
の
１
本
を

近
く
の
山
か
ら
切
り
出
し
て
か
ら
、
道
祖
神
文
字
碑
に

一
年
間

つ
け
ら
れ
て
い
た
ワ
ラ
人
形
と

道
祖
神
の
小
祠
を
覆

っ
て
い
た
注
連
縄
を
取
り
外
す
。

最
初
に
、
正
月
飾
り
に
用
い
た
注
連
縄

↑
別
垂
れ
一ン
ズ
ｏ
ヤ
ス
・
ゴ
ボ
ウ
ジ
メ
）
で
、
眼

●
鼻

・

日

・
眉
毛

・
口
ひ
げ

・
笠

（か
ん
む
り
、
帽
ｒ
と
も
い
う
）
を
付
け
て
い
き
、
高
さ

一
・
五
屑
ほ

ど
の

「
神
面
装
飾
」
を
飾
り
付
け
る
。
次
に
御
神
酒
樽

。
二
重
ね
の
酒
杯

・
肴

（鯛
）
を

つ
く

り
、
ワ
ラ
人
形
の
前
に
供
え
る
。
御
神
酒
樽
は
飾
り
付
け
で
余

っ
た
ヤ
ス
を
束
ね
、
卜
を
切
り

そ
ろ
え
て
、
胴
部
を
三
か
所
で
縛
り
、
栓
も

つ
け
て
い
る
。

各
部
位
に
用
い
る
注
連
縄
の
種
類
は
、
眼

。
鼻

。
日

・
笠

・
酒
杯
は
前
垂
れ
ジ
メ
で
、
特
に

眼
は
´

．重
に
し
て
瞳
ま
で
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
眉
毛

。
日
ひ
げ
、
肴
は
ゴ
ボ
ウ
ジ
メ
、
そ
し

て
御
神
酒
樽
は
ヤ
ス
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
隣
に
あ
る
道
祖
神
祠
に
は
注
連
縄

金
刷
垂
れ
）
で
屋
根
を

つ
く
り
、
そ
こ
に
ゴ

ボ
ウ
ジ
メ
と
ヤ
ス
を
添
え
、
そ
の
前
に
注
連
縄
で
つ
く

っ
た
御
神
酒
樽
と
肴
を
供
え

（写
真
８
）、

当
日
若
い
衆

（
一
五
歳
の
新
成
人
）
は

一
升
瓶
の
酒
を
供
え
る
。
さ
ら
に
、
北
側
の
道
路
に
は
道

切
り

（
イ
ン
キ
リ
）
の
注
連
縄
を
張
る
。

ワ
ラ
を
使
う
の
で
は
な
く
、
注
連
縄
に
加
工
さ
れ
た
ワ
ラ
細
工
を
部
品
に
し
て
、
組
み
合
わ

せ
、
新
た
な
造
形
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
バ
ラ
バ
ラ
の
ワ
ラ
か
ら
で
は
細
か
い
細
●
は

難
し
い
が
、
し

っ
か
り
編
ま
れ
た
注
連
縄
の
特
徴
を
生
か
し
な
が
ら
、
組
み
合
わ
せ
の
み
で
新

た
な
造
形
が
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
ド
ン
ド
焼
き
の
ヤ
マ
を
人
小

．
つ
つ
く
り
、
最
初
に
小
さ
い

「
迎
え
火
」
に
火
を
付

け
、
こ
の
火
で
取
り
外
し
た
古
い
注
連
縄
を
焼
く
。
次
に
大
き
な
ヤ
マ
は
結
婚
し
た
男
衆
が
火

を
付
け
、
部
落
の
方
に
倒
れ
る
と
凶
作
で
、
東
側
に
倒
れ
る
と
豊
作
と
い
わ
れ
、
こ
の
残
り
炭

を
陰
部
に
塗
る
と
陰
毛
が
生
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

翌
日
の
早
朝
、
自
分
の
年
の
数
の
銭

（昭
和
初
期
か
ら
は
銭
に
似
せ
た
人
参
や
人
根
の
輪
切
り
）

を
落
と
し
な
が
ら
祭
場

へ
行
き
、
あ
ま

っ
た
銭
を
道
祖
神
に
Ｌ
げ
て
厄
落
と
し
の
お
願
い
を
し

た
。
厄
を
落
と
し
た
人
は
後
ろ
を
見
な
い
で
家
に
帰
る
。
振
り
返
る
と
厄
に
と
り

つ
か
れ
る
と

い
・つ
。

太岡芦ノ尻道llL神 の系譜

写真 7 芦ノ尻の道祖神が立つ村境

写真 8 芦ノ尻の神面装飾道祖神 (左 )と シメ縄で覆

う道祖神碑 (イ f)

ノθ3



写真 9 注連縄を張る道祖神碑 1美麻・―宇田 2大岡・笹久 3生坂・鷺ノ平 4大岡・花尾・根越 5大岡。日方
6信州新町・塩本 7坂北。上平 8麻績・横屋 9麻績・丸山

長野県立歴史館研究紀要13号 (20073)
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芦
ノ
尻
の
祠
を
覆
う
注
連
縄
は
石
造
の
道
祖
神
を

一
年
間
風
雨
か
ら
護
る
た
め
で
、
文
字
碑

を
覆
う
人
面
も
同
じ
目
的
の
た
め
に
、
塩
崎
の
ワ
ラ
人
形
の
よ
う
に
燃
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

「
村
境

で
に
ら
み
を
効
か
せ
て
悪
霊
か
ら
守

っ
て
く
だ
さ
る
」
と
い
い
、　
一
年
間
村
境
に
疫
病

神
な
ど
が
入

っ
て
こ
な
い
よ
う
見
守
る
防
ぐ
神
な
の
で
あ
る
。

２
　
地
域
色
の
強
い
道
祖
神
分
布

こ
の
地
域
の
道
祖
神
碑
の
研
究
は
、
『
北
安
曇
の
道
祖
神
』
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
単

位
の
自
治
体
誌
や
石
造
文
化
財
の
報
告
書
で
は
、
人
び
と
の
信
仰
か
ら
離
れ
て
、
道
祖
神
碑
の

大岡芦ノ尻道村L神 の系譜

写真11 ヤスを被せる道祖神碑  1大岡・萱刈場 2大岡・仏風 3麻績・野田沢

下笹尾 5信州新町 。宮ノ脇 6同・宮平信州新町・左右 2同 。平清水 3、 4八坂・写真10 注連縄を被せる道祖神碑 1

Iθ5



注運縄で上部を覆う道祖神碑 1美麻

長野県立歴史館研究紀要13号 (20073)

3生坂 。雲根 4大岡・市後沢

1坂北・竹場 2明科・塩川原 3同左 4明科 。小芹 5大岡・桐沢 6信州新町・岩下

写真12 。川下 2生坂。南平 5、 6大岡・声ノ尻

写真13 小屋がけし注連縄 (ヤ ス)で覆う道祖神碑

ゴθδ



み
か
個
別
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
前
吉
も
北
安
曇
郡
内
に
と
ど
ま
り
、
隣
接
す
る
更
級
郡
人

間
、
Ｌ
水
内
部
信
州
新
町
、
東
筑
摩
郡
坂
北

・
麻
績
の
道
祖
神
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。　
一
般
的
に
は
行
政
区
画
で
歴
史
や
民
俗
を
と
ら
え
る
の
か
常
道
で
、
郡

。
藩
の

境
界
地
帯
に
あ
る
本
地
域
の
よ
う
な
場
所
を
統

´
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
．

本
稿

で
は
従
来

の
道
祖
神
碑

の
み
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、

を
現
在
ま

で
護

っ
て
き
た
多
様
な
道
祖
神
信
仰

の
あ
り
か
た
を
、

る
こ
と
が
目
的

で
あ
る

（表
１
）。

Ａ

道
祖
神
碑

に
注
連
縄
を
張
る
タ
イ

フ

（写
真
９
）

生 坂・ 万 平 5生坂・ 北 平

人1司 声ノリt道‖[神 の系譜

写真14 注連縄 (ヤ ス)で屋根をつくる道祖神碑
1美麻・ 向 2池 田・ 堀 之 内 3池田・ 相 道 寺 4
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こ
れ
は
こ
の
地
域

に
限
ら
ず
多
く

に
地
域

で

み
ら
れ
る
．
道
祖
神
祭

―＞
が
お
こ
な
わ
れ
る
小

正
月

の
前

に
新
し
い
注
連
縄
を
通
祖
神
碑

に
張

り
替
え
る
も
の
で
あ
る
．

い
ず
れ
も
覆
屋
か
な

く
、
収
体
像

。
文
字
碑

の
い
ず
れ
に
も

コ
ボ
ウ

ジ
メ
や
塩
本

の
よ
う
な
前
重
れ
ジ
メ
を
張
る
が
、

Ｌ
平
は
人

い
人
根
ジ

メ
で
あ
る
ぅ
　

′，
‥
Ｉ
旧
は
人

い
注
連
縄
を
張
る
た
め
に
、
碑

の
Ｌ
部

に
小
枝

を
束
ね
て
補
強
し
て
い
る
．
注
連
縄
か
ら
は

個

の
人

男
が
ド
か

っ
て
お
り
、
学
な
る
注
連
縄

を
張
る
と
は
異
な
―，
、
碑

の
保
護
と
い
う
要
素

が
み
え
る
が
、　
＾
月
末

に
は
取
り
外
さ
れ
て
し

ま
う
｝
和
平

。
日
方

・
丸
山
例
を
み
る
と
、
注

連
縄
張
り
と

い
う
要
素
よ
―，
、
装
飾
的
な
要
素

が
強

い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
｛
化
尾

。
根
越

は
碑

の
Ｌ
部

に
ヤ
ス
を

の
せ
て
い
る
〕
生
坂

の

鷺

ノ
平

で
は
、
注
連
張
り
に
酒
樽
を
添
え
ら
れ

て
地
域
色
が
表
現
さ
れ
、
注
連
縄
を
張

っ
て
道

＝
神
を
清
め
る
と

い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

別

の
要
素
が
加
わ

っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。Ｂ

道
祖
神
碑

に
注
連
縄
を
被
せ
る
タ
イ
プ

（写
真
Ю
）

写真15 ワラで小屋がけする道祖神碑 1八坂。梨平 2大岡・萱刈場

Iθ 7



表 1 注連縄を飾る道祖神一覧表

集落名 市町村名 注連縄 0屋根 酒樽 型 碑の種類 石材 銘 文 備 考

向

一宇田

川下

切久保

宮の尾

宮の尾

押の田

梨平

小菅

長畑

上笹尾

下笹尾

明野

明野

明野

明野

小松尾

万仲

菅の窪

十石

岩下

萱刈場

芦ノ尻

芦ノ尻

市後沢

桐沢

日方

宮平

和平

仏風

笹久

花尾。根越

古坂

鷺ノ平

大岩

才光寺

中畑

寺沢

会

ゴヒエ「
南平

中塚

大久保

込地

雲根

竹ノ本

下ノ田

梶本

草尾

草尾

甲斐沢

下生坂

大町市 (美麻)

大町市 (美麻)

大町市 (美麻)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

大町市 (八坂)

長野市(鬼無里)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

長野市 (大岡)

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

ヤス屋根寄棟・ ワラ

シメ張 り

ヤスで覆 う 0石祠

/1ヽ屋 シメ

/1ヽ屋 シメ

ノ
Jヽ屋 シメ

ノ」ヽ屋 シメ

ワラ小屋・木の支柱

小屋 シメ 。屋根 トタン

/1ヽ屋 シメ 0屋根 トタン

ノ
lヽ屋 シメ ・屋根 トタン

シメ被せ

ワラ小屋 0木の支柱

ワラ小屋 0木の支柱

ワラ小屋・木の支柱

ワラ小屋・木の支柱

小屋シメ・屋根 トタン

小屋 シメ・屋根 トタン

小屋 シメ 0屋根 トタン

小屋 シメ・屋根 トタン

ワラ小屋 0木の支柱

ワラ小屋・木の支柱

ワラ人形  酒樽

シメで覆う 酒樽

ヤス被せ

ヤス屋根・木の支柱

シメ張 り

シメ張 り

シメ張り

ヤス被せ

シメ張り

ヤス被せ 0シ メ張り

/1ヽ屋 シメ 0屋根 トタン

シメ張り

ノ
lヽ屋 シメ 0屋根 トタン

小屋 シメ・鉄 0屋根 トタン

ノ∫ヽ屋 シメ 0屋根 トタン

小屋 シメ・屋根 トタン

/1ヽ屋 シメ・ 屋根 トタ ン

小屋ヤス切妻 0コ ンクリ0鵬尾

ヤスで覆う 0石祠

小屋 シメ・屋根 トタン

小屋 シメ・石祠

小屋 シメ 0ブ ロック

ヤスで覆う・石祠

小屋 シメ 。屋根 トタン

小屋 シメ 0屋根 トタン

小屋 シメ 0屋根 トタン

小屋・屋根 トタン

小屋 シメ 0屋根 トタン

小屋 シメ 0プ ロック

小屋 シメ・屋根 トタン

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

酒樽

F

A
D

H
H
L

D
C

E

A
A
A
C

A
CA

I

I

A
I

I

I

I

I

G
D
I

I

I

D
I

I

I

J

I

I

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｂ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

円柱

双体

双体

双体

自然石

自然石

文字

双体

双体 2

文字

文字

文字

双体

文字

双体 2

文字

自然石

双体

双体

双体

文字

双体

文字

双体

双体

双体

双体

双体 2

祠

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

安山岩

安山岩

砂岩

砂岩

安山岩

安山岩

砂岩

安山岩

安山岩

安山岩

安山岩

安山岩

安山岩

砂岩

安山岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

安山岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

安山岩

砂岩

砂岩

山石

山石
　

‥―‥四　
山石

砂

安

砂

享保18(1733)

享保 7(1722)

享保 7(1722)

明治38(1905)

文久 3(1863)

天保 5(1834)

天保 6(1835)

文化 9(1812)

文化 8(1811)

文化 8(1811)

弘化 3(1846)

嘉永 5(1852)

明治10(1877)

明治元 (1868)

田ヨ禾日62

弘化 2年 (1845

明治21(1888)

享保14(1729)

安政 6(1859)

明治32(1899)

明和 9(1772)

メと化 3 (1806)

享和 9(1725)

天保12文化10

文政元年 (1818

明治 3(1870)

昭和53(1978)

嘉永 4(1851)

平成15(2003)

川下邑施主敬白

帯代廿五両

槍平より移転

栗尾平から移転

作の平から移転

布川から移転

土袋から移転

金十両帯代

帯代壱両

帯代拾五両

内部に御幣を立てる

小屋の中の石にヤス被せ

穴あき石

帯代五百両

碑は確化木

八坂十石と同場所

米俵添える

陽 0陰石

穴あき石

松 も添える

長野県立歴史館研究紀要13号 (2007.3)
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大岡芦ノ尻道祖神の系譜

集落名 市町村名 注連縄・屋根 酒樽 型 碑の種類 石材 銘  文 考備

万平

小舟

日岐

白日原

白日大岩

白日大倉

場

平

竹

上

野田沢

丸山

下井堀

宮本

菅ノ田

桃ノ木

栂之尾

南足沼

北足沼

南足沼

有明

堀ノ内

相道寺

花見

七五三掛

塩川原

塩川原

小芹

小芹

池桜

柏尾

左右 (日 向)

左右 (日影)

高登屋

柳久保

川名

宮ノ脇

宮平

坂井

岩下

平清水

塩本

細尾

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

生坂村

筑北村 (坂北)

筑北村 (坂北)

麻績村

麻績村

麻績村

麻績村

池田町

池田町

池田町

池田町

池田町

池田町

池田町

池田町

池田町

池田町

池田町

安曇野市 (明科)

安曇野市 (明科)

安曇野市 (明科)

安曇野市 (明科)

安曇野市 (明科)

安曇野市 (明科)

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

信州新町

ヤス屋根・木の支柱・鵬尾

小屋シメ・屋根 トタン

ノ」ヽ屋 シメ・屋根 トタン

ノ
lヽ屋 シメ・屋根 トタン

ノ
lヽ屋 シメ ・屋根 トタン

小屋シメ・コンクリ・屋根 トタン

ヤス屋根・木の支柱

シメ張り

ヤス被せ 0ゴ ボウ

シメ張り

シメ張り

ノ
lヽ屋シメ

ノ
Jヽ屋シメ0屋根 トタン

ノ
Jヽ屋シメ・屋根 トタン

ノ
lヽ屋シメ0屋根 トタン

小屋シメ・屋根 トタン

ノ
lヽ屋シメ ・屋根 トタン

ノ
lヽ屋シメ ・屋根 トタン

ノ
1ヽ屋シメ0屋根 トタン

ヤス屋根寄棟

ヤス屋根寄棟

小屋・屋根 トタン

小屋・屋根 トタン

ヤス屋根・木の支柱

ヤス屋根・木の支柱

ヤス小屋・木の支柱

同

ノ
lヽ屋シメ 0屋本艮トタン

小屋シメ・屋根 トタン

小屋シメ

シメ被せ

ノ」ヽ屋シメ

ノ
Jヽ屋シメ

ノ
Jヽ屋シメ

シメ被せ

シメ被せ

シメ小屋・ヤス屋根

シメ小屋・カヤ・ トタン0シ メ

シメ被せ

シメ張り

シメ張り

樽

　

樽

酒

　

酒

酒樽

樽

樽

酒

酒

I

G
I

I

I

I

E

E

E

I

I

I

Ｅ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｆ

Ｆ

Ｊ

Ｉ

Ｂ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｂ

Ｈ

Ｂ

Ａ

双体

双体

双体

双体

双体

双体

双体

文字

文字

双体

双体

双体

双体

文字

丸彫双体

文字

双体

双体

双体

双体

双体

自然石

自然石

双体

文字

丸彫双体

丸彫双体

双体

双体

自然石

自然石

双体

文字

文字

文字

文字

文字

文字

陽陰石

体

体

双

双

］石

山石

山石

山石
　
山石
　
］石

砂

砂

砂

砂

砂

砂

砂岩

安山岩

安山岩

安山岩

安山岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

安山岩

砂岩

砂岩

安山岩

花同岩

安山岩

花同岩

安山岩

安山岩

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

］石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山石

・山
中　
山石
　
山
石
　
山石
　
山石

山石
　
山石
　
山石
　
山石
　
‥―‥
四　
山石

山石

安

砂

砂

砂

砂

砂

砂

砂

砂

安

砂

砂

天明 8(1788)

安政 4(1857)

天保 4(1833)

安政 4(1857)

昭和16(1941)

文化 8(1811)

明治 2(1869)

文久 2(1862)

昭和13(1938)

明治16(1883)

安政 4(1857)

文政13(1830)

安永 4(1784)

天保 8(1837)

天保 7(1836)

昭和 7(1932)

嘉永 7(1854)

天保 2(1831)

丸石

丸石

像は朱塗り 丸石

碑を三九郎の火に入れる

陽石 穴あき石

河原石 帯代五両

穴あき石

穴あき石

丸石

帯代金百円

ワラ馬添える

帯代金二十五両

下地カヤ

陽石添え

繭玉石

丸石・繭玉石

繭玉石

岩穴 繭玉石

ゴθ9



こ
の
分
布
は
、
八
坂

。
信
州
新
町
と
本
地
域
で
も
北
部
に
あ
り
、
信
州
新
町
の
左
右

。
宮
ノ

脇

・
宮
平

・
平
清
水
で
は
前
垂
れ
シ
メ
を
道
祖
神
碑
に
被
せ
、
下
笹
尾
で
は
そ
こ
に
ヤ
ス
や
ゴ

ボ
ゥ
ジ
メ
も
無
造
作
に
被
せ
ら
れ
て
い
る
。
平
清
水
で
は
三
本
の
本
を
組
ん
で
そ
の
上
か
ら
前

垂
れ
シ
メ
を
被
せ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
注
連
縄
を
張
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
道
祖
神
碑
を
保

護
す
る
と
い
う
要
素
が
強
い
の
で
あ
る
。

Ｃ
　
道
祖
神
碑
に
ヤ
ス
を
被
せ
る
タ
イ
プ

（写
真
Ｈ
）

大
岡
と
麻
績
の
み
認
め
ら
れ
、
仏
風
は
文
字
碑
、
野
田
沢
は
双
体
像
の
道
祖
神
碑
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
大
き
な
ヤ
ス
を
頂
部
に
被
せ
て
、　
一
年
中
据
え
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
道
祖
神
碑
を

写真16 覆い屋に注連縄を張り、酒樽を添える道祖神碑
1生坂。竹ノ本 2生坂。梶本 3生坂。古坂 4生坂。会 5生坂・下ノ田
6生坂。日岐 7八坂。小菅 8生坂。寺沢 9、 10池田・菅ノ田

長野県立歴史館研究紀要13号 (20073)
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保
護
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
．
骨
刈
場
は

ワ
ラ
小
屋
内

の
自
然
石

の
道
祖

神
碑

に
ヤ
ス
を
被
せ
て
い
る
。

Ｄ
　
ヤ
ス
で
道
祖
神
碑

の
Ｌ
部
を
覆
う
タ
イ
ブ

（写
真
１２
）

生
坂

の
北
部
か
ら
人
岡
、
美
麻

の
南
部

に
あ
り
、
市
後
沢
の
双
体
像
を
除
き
、
■
付
き
あ
る

い
は

‐ｉ‐１
形

の
道
祖
神

で
、

い
ず
れ
も
砂
岩
製
と

い
う
共
通
点
が
あ
る
‐、
そ
の
屋
根
部
分
を
ヤ
ス

か
前
重
れ

で
覆
う
も
の
で
、
芦

ノ
尻

の
み
は
一ｌｌ‐―

垂
れ
ジ
メ
で
、
他
は
何
本
か
の
ヤ
ス
を
ま
と
め

て
用
い
て
お
り
、
雲
根

は

コ
ボ
ウ
ジ
メ
て
屋
根

飾
り
を
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
安
根
と
芦

ノ
尻

に
は
酒
樽
が
供
え
ら
れ
て
い
る
．
声

ノ
尻

の
こ

の
タ
イ
プ
は
、

ヤ
ス
の
覆

い
、
酒
樽
と

い
う

．

つ
の
要
素

で
こ
の
地
域

の
道
＝
神

の
特
徴
を

小

し

て
い
る
の
で
あ
る
。

生
坂
雲
根

の
ド
ー

ロ
ク
ジ

ン
祭

り
に
は
、
各

家
か
ら
ヤ
ス
を
持
ち
寄

っ
て
双
体
像
が
入

っ
て

い
る
石

の
祠

の
屋
根
を
葺
く
が
、
前
年

に
葺

い

た
屋
根
を
祭
り
の
前
夜

に
人
知
れ
ず
焼
く
と
早

く
結
婚

で
き
る
と

い

っ
た
．

こ
れ
を

フ
ル
ヤ
ヲ

ヤ
ク
と
い
う
ぃ

サ

ン
ク

ロ
ー
の
灰
を
陰
部

に

つ

け
る
と
‐―‐
く
こ
が
生
え
る
と
い
う
。
ま
た
、
ド
ー

ロ
ク
ジ

ン
は
道
行
く
人
を
守
る
神
様

で
、
旅
立

ち

の
時

に
参
拝
し

て
か
ら
旅

に
出
た
と

い
う
。

こ
の
タ
イ
ブ
は
形
態

や
造
立
年
代
か
ら
本
地

域

で
は
最
も
占
く
、
石
材
が
風
化
し
や
す

い
砂

岩

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
風
化
か
ら
道
祖
神

を
護
る
た
め
に
注
連
縄

で
覆
わ
れ
た
最
初

の
姿

を
今
に
伝
え
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
「

Ｅ
　
小
屋
掛
け
し

て
ヤ
ス
で
屋
根
を
葺
く
タ
イ
ブ

写ヽ
真
―――
）

四
隅

に
支
柱

（
ク
■
ツ
ウ
）
を
立

て
て
、
横
木

で
簡
単
な
小
屋
組

み
を
し
、
片
暉
恨

に
ヤ
ス

を
載
せ
る
も
の
タ
イ

フ
で
、
明
科

。
人
間
、
坂
北

に
分
布
す
る
．

塩
川
原

の
も
う

．
例

は
木
を
．
角
形
に
組

ん
で
、
ヤ
ス
で
切
―，
妻
風

の
屋
根

に
し
て
い
る

小
芹

の
も

の
は
柱

の
本
も
太
く
屋
根

の
ド
地

に
カ
ヤ
を

べ
れ
て
丸
く
な
る
よ
う
に
補
強
し

て
い

る
「
同
じ
よ
う

に
カ
ヤ
を

入
れ

て
そ
の
Ｌ

に
ト
タ

ン
を
か
け
た
も

の
は
信
州
新
町
の
岩
ド

に
あ

る
石
材
は
塩
川
原

の
　
例
を
除
き
、
砂
岩

で
あ
り
、
小
屋
か
け
す
る
こ
と
か
ら
、
明
ヽ

祖
神
碑

の
保
護
が
目
的

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
〔

Ｆ
　
小
屋
掛
け
し

て
、
寄
せ
棟
屋
根
風

に
ヤ
ス
で
屋
根
を
葺
く
タ
イ
ブ

（写
真
Ｈ
）

池
田

の
相
道
■

・
堀
之
内
と
美
麻

の
向

の
み
に
認
め
ら
れ
る
タ
イ
ブ
で
、

い
ず
れ
も
収
体
像

の
道
祖
神
碑

で
あ
る
。

四
本

の
人

い
本

の
支
柱
を
立

て
て
、
そ
の
卜

に
ヤ
ス
の
屋
根
を
載
せ
て

い
る
．
相
道
寺
例
は
ヤ
ス
を
ｈ
段

に
重
ね
て
屋
根
を
首

い
て
お
り
、
そ
の
頂
部
は
ま
と
め
て
尖

ら
せ
、
細
縄

で
巻
き
Ｌ
げ

て
補
強
し
て
お
り
、
造
形
的

に
も
見
事

で
あ
る
（
さ
ら
に
、
そ
こ
に

酒
樽
と

ワ
ラ
馬
が
供
え
ら
れ

て
い
る
．

人
町
市
芙
麻

の
向

で
は
中
心

に
松

の
本
を
立

て
て
、
ヤ
ス
で
犀
根
を
葺
く
ぃ　
＾
月
　
日
の
オ

ン
ベ
焼
き

に
合
わ
せ
て
、
地
区

の
米
婚

の
男
性
が

「
道
祖
神

の
屋
根
葺
き
‐
と
い

っ
て
、
注
連

縄
や
ワ
ラ
を
用

い
て
道
祖
神
碑

の
屋
根
を
新
し
く
葺
き
替
え
る
ぃ
占

い
注
連
縄
や
ワ
ラ
は
オ

ン

ベ
焼
き

で
燃
や
す
．
な
お
池
田
町
に
お
い
て
平
川
部

で
道
祖
神
碑

に
屋
根
が
か
け
ら
れ
て
い
る

地
域
は
会
染
地
区
だ
け
で
あ
る
。

Ｇ
　
小
屋
が
け
し

て
切
り
妻
屋
根

に
シ
ャ
チ
ホ

コ
状

の
飾
り
を
付
け
る
タ
イ
ブ

（写
由
【Ｈ
）

生
坂
村
内
の
み
に
あ

っ
て
、
万
平

で
は
四
本

の
人

い
支
柱
を
立

て
、
そ
の
Ｌ

に
ヤ
ス
で
１
段

の
屋
根
を
書
き
、
順
部

の
両
側
は
ヤ
ス
を
横

に
束

ね
て
ま
と
め
、

シ
ャ
千
ホ

コ
状

の
飾
り
を
付

け
て
い
る
．
北
平
も
現
在

の
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
小
屋

の
前
は
、
万
平
と
同
じ
ぇ
柱
構
造

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ャ
チ
ホ
コ
状

の
飾

り
は
、
細

い
縄
を
巻
き
付
け
て
形
を
整
え
、

補
強
し
て
い
る
。

こ
の
両
方

に
酒
樽
か
供
え
ら
れ
て
お
り
、
北
平
で
は
小
屋
内

に
ワ
う
で
つ
く

っ

か
に
,首

尺岡芦 ノリこ道‖l神 の系譜

写真17 酒樽のみを添える道祖神碑 1生坂・草尾 2池田・花見
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た
小
さ
な
米
俵
が
二
個
置
か
れ
て
い
る
。

Ｈ
　
注
連
縄
と
ワ
ラ
で
小
屋
を

つ
く
る
タ
イ
プ

（写
真
１５
）

大
岡
と
八
坂
に
二
例
あ
り
、
梨
平
は
砂
岩
製
の
双
体
像
、

れ
も
前
面
を
除
い
た
側
面
三
面
を
ワ
ラ
で
覆

っ
て
壁
に
し
、

写真18 覆い屋に注連縄を張る道祖神碑
1生坂。大久保 2生坂。原 3生坂。大岩 4信州新町・左右 5生坂。大倉
6生坂。日岐 7生坂・才光寺 8生坂。小舟 9麻績。宮本
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萱
刈
場
は
自
然
石
で
あ
る
。

屋
根
を
の
せ
る
タ
イ
プ
で
、

い
ず

萱
刈

場
で
は
風
で
飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
割

っ
た
竹
で
し

っ
か
り
押
さ
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
ぎ

れ
も
な
く
道
祖
神
碑
を
護
る
た
め
の
ワ
ラ
小
屋
で
あ
る
。
梨
平
の
道
祖
神
は
槍
平

（う
つ
ぎ
だ

い
う
）
か
ら
住
民
と
と
も
に
、
こ
こ
に
移
転
し
た
も
の
で
、
も
と
の
槍
平
に
あ

っ
た
時
は
注
連

縄
の
み
で
小
屋
掛
け
し
て
い
た
が
、
今
は
注
連
縄
が
足
り
な
い
た
め
に
ワ
ラ
で
小
屋
が
け
を
し

」12



て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

１
　
常
設
小
屋
に
注
連
縄

・
酒
樽
を
添
え
る
タ
イ
プ

（写
真
１６
）

本
来
は
支
柱
を
立
て
て
屋
根
を
の
せ
た
り
、

ワ
ラ
小
屋
で
あ

っ
た
も
の
が
、
毎
年
小
屋
を

つ

く

っ
た
り
、
葺
き
替
え
た
り
す
る
手
間
を
省
い
て
、
道
祖
神
を
風
化
か
ら
護
る
目
的
で
木
造
の

小
屋
を
建
て
、
雨
漏
り
を
防
ぐ
た
め
に
、
ト
タ
ン
屋
根
を
葺
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
小
菅

の
よ
う
な
前
垂
れ
ジ
メ
や
ゴ
ボ
ウ
ジ
メ
の
注
連
縄
を
は
り
、
酒
樽
を
供
え
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

古
坂
の
自
然
石
を
除
き
、
ほ
か
は
砂
岩
製
の
双
体
像
の
道
祖
神
で
あ
る
。
分
布
は
八
坂
、
池
田
、

生
坂
に
あ

っ
て
、
生
坂
地
区
に
集
中
し
て
い
る
。

北足沼 5池田・七五三掛

太岡芦ノ尻道lL神 の系譜
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1池田 。有明 2栂 ノ尾 3八坂 。上笹尾 4池田 。

6生坂 。上生坂 7、 8信州新町・細尾
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生坂 。万平

図 3 中山山地 0犀川丘陵における道祖神の分布 (宮下 2007)
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生
坂
宇
留
賀
の
才
光
寺
や
会
で
は
、
「
道
祖
神
小
屋
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
張

っ
て
あ

っ
た
注

連
縄
を
、
元
日
に
取
り
壊
し
て
、
七
日
に
屋
根
替
え
を
し
た
。
現
在
の
よ
う
な
常
設
小
屋
に
な

る
以
前
、
上
生
坂
や
下
生
坂
で
は

一
四
日
に
古
い
屋
根
を
焼
い
て
、　
一
五
日
に
屋
根
を
葺
き
替

え
る
。
日
岐
で
は

一
五
日
に
作
り
替
え
た
。

竹
の
花
で
は
昭
和
五
〇
年
こ
ろ
ま
で
、　
一
月
七
日
の
午
前
中
に
集
め
た
注
連
縄
を
材
料
に
、

ド
ー
ロ
ク
ジ
ン
を
入
れ
た
小
屋
の
屋
根
を
葺
き
替
え
た
と
い
う
。

Ｊ
　
常
設
小
屋
に
酒
樽
の
み
を
供
え
る
タ
イ
プ

（写
真
１７
）

池
田
花
見
と
生
坂
草
尾
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
、
本
来
は
Ｉ
タ
イ
プ
の
よ
う
に
注
連
縄
も
張

ら
れ
た
も
の
が
省
略
さ
れ
て
、
酒
樽
の
み
が
象
徴
的
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
草
尾
で
は
平
成

一
〇
年
ま
で
南
平
と
同
じ
よ
う
に
祠
の
道
祖
神
の
屋
根
に
ヤ
ス
を
並
べ
て
保
護
し
て
い
た
が
、

注
連
縄
も
少
な
く
な

っ
て
、

シ
メ
張
り
を
す
る
こ
と
は
な
く
な

っ
た
が
、
平
成

一
五
年
に
は
そ

の
左
手
に
安
山
岩
の
大
き
な
双
体
道
祖
神
碑
を

つ
く
り
、
そ
の
際
に
木
造
の
小
屋
を

つ
く
り
、

道
祖
神
を

「
ウ
チ
ノ
ナ
カ

ニ
イ
レ
タ
」
と
い
う
。
現
在
、
昔
の
名
残
の
酒
樽
だ
け
を
作
り
続
け

て
い
る
の
は
、
道
祖
神
は
縁
結
び
の
神
で
、
か

っ
て
は
縁
結
び
の
際
に
は
サ
ケ
イ
レ
で
角
樽
を

も

っ
て
い
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
花
見
で
は
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
、
相
道
寺
と
同
じ
よ
う
に
ヤ

ス
で
毎
年
屋
根
を
葺
き
替
え
て
い
た
と
い
う
。

Ｋ
　
常
設
小
屋
に
注
連
縄
を
張
る
タ
イ
プ

（写
真
１８
ｏ
‐９
）

生
坂
を
中
心
に
し
て
八
坂
、
池
田
、
信
州
新
町
、
麻
績
と
広
い
範
囲
に
分
布
し

（図
３
）
、

こ
の
中
の
生
坂
や
池
田
の
例
に
は
本
来
は
酒
樽
を
供
え
て
い
た
も
の
が
、
現
在
で
は
省
か
れ
た

例
も
多
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
小
屋
は
木
造
に
ト
タ
ン
屋
根
が
基
本
だ
が
、
才
光
寺
は
鉄
骨

に
ト
タ
ン
屋
根
、
大
倉
と
込
地
は
ブ

ロ
ッ
ク
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
屋
根
で
あ
る
。

Ｌ
　
芦
ノ
尻
の
ワ
ラ
人
形
道
祖
神

（図
１
）

五
　
芦
ノ
尻
道
祖
神
の
系
譜
関
係

一
九
二

一
年

（昭
和
工○

発
行
の

『
東
筑
摩
郡
道
祖
国
給
』
に
よ
る
と
、
ヤ
ス
で
屋
根
を
葺

き
、
前
に
酒
樽
を
供
え
た
道
祖
神
は
生
坂
村
込
地
、
同
上
生
坂
石
原
端
、
八
坂
野
平
に
あ
り
、

麻
績
村
下
井
堀
東
村
で
は
酒
樽
は
な
い
が
ヤ
ス
の
屋
根
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ヤ
ス
で

大岡芦ノ尻道祖神の系譜

祠
型
道
祖
神

双
体
像
道
祖
神

文
字
碑
道
祖
神

図4 芦ノ尻道祖神の系譜 (宮下 2007)
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屋
根
を
葺
く
道
祖
神
が
麻
績
村
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
．
信
濃
教
育
会
北
安
曇
部

会
が
昭
和
六
年

に
発
行
し
た

『
北
安
曇
郡
郷
ｌｌ
誌
稿
第

．́．輯
』

に
は
、
松
納
め
と
し
て
、
「
注

連
と
や
す
は
門
松
の
足
に
縛
り

つ
け
て
置
い
て

．
五
日
に
道
陸
神
の
屋
根
を
葺
く
に
使
ふ
所
が

あ
る

（会
染

・
陸
郷

・
美
麻
こ

と
書
き
、
日
絵
に
池
田
町
堀
之
内
の
写
真
を
載
せ
て
お
り
、
形

態
は
現
在
の
も
の
と
変
わ
ら
な
い
。

会
染
に
は
日
岐
か
ら
陸
郷
通
り
、
八
代
峠
越
え
の
道
、
卓
尾
か
ら
四
人
峠
を
越
え
る
道
、
広

津
か
ら
平
地
に
出
る
こ
の
二
本
に
道
は
す
べ
て
会
染
で
平
地
に
出
る
こ
と
が
で
き
、
山
間
地
の

畑
作
地
帯
と
の
文
化
交
流
に
よ

っ
て
安
曇
野
側
の
平
地
部
分
で
は
会
染
の
み
に
ヤ
ス
で
屋
根
を

葺
い
た
り
、
酒
樽
を
供
え
る
道
祖
神
碑
が
認
め
ら
れ
る
。

生
坂
の
大
倉
で
は
昭
和
三
〇
年
こ
ろ
ま
で
は
、
道
祖
神
碑
を
覆
う
小
屋
は
な
く
、
四
本

の
杭

を
立
て
て
柱
に
し
、
そ
こ
に
屋
根
の
横
木
を
渡
し
て
そ
の

上
に
ヤ
ス
で
屋
根
を
葺
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
込
地

で
昭
和
六
年
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
か
ら
も
判
明
し
、
本
来

は
注
連
縄
を
用
い
た
簡
単
な
小
屋
か
ら
、
プ

ロ
ッ
ク
積
み

の
覆
い
屋
に
作
り
替
え
た
こ
と
が
わ
か
る

（写
真
２０
）。

昭
和
四
七
年
こ
ろ
は
池
田
町
の
菅
ノ
田

ｏ
日
野

。
日
影
、

八
坂

の
切
久
保

・
長
畑

。
中
畑

・
小
菅

・
荻
で
は
注
連
縄

と
ワ
ラ
で
、
道
祖
神
碑
を
護
る
小
屋
を

つ
く

っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
日
野
と
中
畑
の
も
の
は
現
在
の
美
麻
の
向
の
タ

イ
プ
と
同
じ
で
、
日
影
の
も
の
は
現
在
の
生
坂
村
北
平
の

も
の
と
類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
昭
和
六
０
・年
こ
ろ
の
記

録
で
は
、
池
田
町
の
日
野
と
荻
で
は
、
向
タ
イ
プ
の
小
屋

が

つ
く
り
続
け
ら
れ
て
お
り
、
南
足
沼
や
日
影
山
の
道
祖

神
碑
の
一削
に
は
酒
樽
が
供
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
地
域
の
道
祖
神
は
神
の
宿

っ

た
正
月
飾
り
の
注
連
縄
を
小
正
月
の
火
祭
り
で
燃
や
す
こ

と
な
く
、
ヤ
ス
で
ｌｌ
部
を
覆

っ
た
り
、
順
部
を
覆

っ
た
り

し
た
も
の
が
、
本
を
組
ん
で
ヤ
ス
や
注
連
縄
で
本
格
的
な
屋
根
を
山
い
て
小
屋
を

つ
く
り
、
や

か
て
毎
年
作
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
簡
易
な
小
屋
に
代
わ

っ
て
、
恒
久
的
な
木
造
や
鉄
骨

・

プ

ロ
ッ
ク
の
小
屋
と
な
り
、
雨
漏
か
し
な
い
よ
う
に
ト
タ
ン
屋
根
と
な

っ
た
。

芦
ノ
尻
の
道
祖
神
の
人
面
の
飾
り
付
け
は

．
般
的
に
は
明
治
の
初
期
に
始
ま

っ
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、
県
史
民
俗
編
で
は

「
正
月
の
注
連
飾
り
を
ド
ー
ロ
ク
ジ
ン
サ
マ
に
巻
き

つ
け
て
飾

っ

た
が
、
今
の
よ
う
に
顔
を
作

っ
た
り
す
る
こ
っ
た
飾
り
は
し
な
か

っ
た
」
と
地
元
住
民
が
述

べ

て
い
る
。

こ
の

「巻
き

つ
け
て
飾

っ
た
」
の
は
、
現
在
の
大
き
な
文
字
碑
の
道
祖
神
も
八
坂
の
ド
笹
尾

の
よ
う
な
タ
イ
プ
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
始
ま
り
は
今
ま
で
ま

っ
た
く
注
目
さ
れ
な

か

っ
た
人
面
の
隣
に
あ
る
祠
形
の
道
祖
神
を
注
連
縄
で
覆
う
こ
と
の
影
響
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
祠
形
の
道
祖
神
碑
に
注
連
縄
で
覆
う
こ
と
こ
そ
、
こ
の
地
域
の
道
祖
神
碑
に
共
通
す

る
要
素
で
あ
り
、
畑
作
地
帯
で
貴
重
品
で
あ

っ
た
正
月
飾
り
の
注
連
縄
を
ド
ン
ド
焼
き
の
火
で

燃
や
す
こ
と
な
く
、
砂
岩
製
の
道
祖
神
を
風
化
か
ら
護
る
た
め
に
再
利
用
す
る
い
う
ワ
ラ
文
化

こ
そ
が
、
芦

ノ
尻
の
道
祖
神
を
生
み
出
し
た
と
考
え
た
い

（図
５
）。
す
な
わ
ち
、
本
地
域
で

江
戸
時
代
か
ら
継
続
し
て
い
た
の
は
神
の
宿

っ
た
注
連
縄
で
砂
岩
製
の
道
祖
神
を
風
化
か
ら
護

る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
芦
ノ
尻
で
ず

っ
と
続
け
て
き
た
の
は
神
面
装
飾
道
祖
神
の
右
隣
に

あ
る
小
さ
な
祠
形
の
道
祖
神
碑
で
あ

っ
た
。

そ
の
毎
年
の
繰
り
返
し
の
中
で
あ
る
時
、
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
神
と
し
て
文
字
碑
の
大
き
な

道
祖
神
に
、
ど
こ
の
村
に
も
い
る
よ
う
な
コ
ウ
シ
ャ
な
人
が
現
れ
て
、
神
の
姿
を
神
の
宿

っ
た

前
垂
れ
ジ
メ

●
ゴ
ボ
ウ
ジ
メ

●
ヤ
ス
と
い
う
注
連
縄
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
る
こ
と
を
始
め
た

の
で
あ
ろ
う
。
神
面
装
飾
道
祖
神
の
誕
生
で
あ
る
。
そ
こ
へ
、
隣
の
祠
形
の
道
祖
神
に
供
え
る

た
め
に
つ
く
ら
れ
続
け
て
き
た
御
神
酒
樽

・
肴
を
供
え
、
新
た
に
御
神
酒
樽
と
セ
ッ
ト
と
な
る

酒
杯
を
加
え
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
神
面
装
飾
道
祖
神
が
伝
統
的
な
道
祖
神
碑
の
保
護
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
は
、
裏
側
を

み
る
と
明
ら
か
で
、
前
面
の
神
面
装
飾
を
し

っ
か
り
固
定
す
る
た
め
に
細
縄
や
ゴ
ボ
ウ
ジ
メ
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
前
面
と
は
対
照
的
に
無
造
作
に
縛
り
付
け
て
い
る
の
で
あ
る

（写
真
２‐
）。

道
祖
神
碑
に
注
連
縄
を
張
る
こ
と
と
、
注
連
縄
で
屋
根
を
葺
く
こ
と
は
、
道
祖
神
を
護
る
と

長野県こ歴史館研究紀要13号 (3X)73)

写真20 生坂村込地の覆い屋の変化 (左 昭和6年 右 平成18年 )
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写真21 芦ノ尻神面装飾道祖神の

裏側

い
う
観
点
か
ら
そ
れ
を
祀
る
人

び
と
の
大
き
な
意
識
差
が
あ
る
。

そ
の
意
味

で
こ
の
地
域

は
山
間

地

の
畑
作
地
帯
を
共
通

ベ
ー
ス

に
し
て
独
自

の
道
祖
神
文
化
圏

を
形
成
し
て
き
た
と
い
え
る
。

エハ
　
道
祖
神
信
仰
を
支
え
た
畑
作
と
ワ
ラ
文
化

１
　
平
地
よ
り
有
利
だ

っ
た
山
中
の
生
活

本
地
域
の
道
祖
神
信
仰
を
支
え
た
の
は
山
間
地
の
畑
作
農
業
を
営
む
村
で
あ

っ
た
。
な
ぜ
、

江
戸
時
代
か
ら
こ
の
地
域
に
多
く
の
人
が
住
み
、
生
活
で
き
た
の
か
。
道
祖
神
信
仰
を
理
解
を

す
る
上
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。

か

つ
て
こ
の
地
域
は
傾
斜
地
の
畑
作
地
帯
で
、
大
麦

。
小
麦

。
大
豆

。
そ
ば

・
稗

・
粟

・
油

荏
な
ど
の
雑
穀
、
麻

・
煙
草

・
椿

・
漆

・
漆
の
実

。
い
ば
た
の
木

・
胡
桃

・
柿
渋
な
ど
が
主
な

産
物
で
あ

っ
た
。
こ
の
地
域

の
傾
斜
畑
地
で
の
主
要
な
換
金
作
物
は
北
部
は
麻

・
葉
た
ば
こ
で

全
域
で
は
養
蚕
の
桑
で
あ
り
、
条
件
の
悪
い
山
間
地
の
畑
に
お
い
て
も
現
金
収
入
が
得
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
生
坂
た
ば
こ
は
慶
長
年
間

（
一
五
九
六
～

〓
全

五
）
に
上
生
坂
の
照
明
寺
に
最
初

の
種
が
伝
わ

っ
て
か
ら
、
江
戸
時
代
に
は
信
州
を
代
表
す
る
特
産
物
で
、
明
治
に
な

っ
て
も
生

産
は
拡
大
す
る
。
『信
府
統
記
』
に
よ
れ
ば
、
松
本
藩
は

一
七
四
二
年

（寛
保
．
し

に
領
内
に
桑

・

椿

。
桐
を
植
え
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
さ
ら
に
松
本
藩
は

一
八

一
六
年

（文
化

一
し

に

御
作
方
か
ら

『
養
蚕
録
』
を
村
む
ら
に
配
布
し
て
、
「
五
人
組
毎
に

一
冊
宛
写
し
渡
し
て
組
下

の
婦
女
ま
で
も
残
ら
ず
読
み
聞
か
せ
、
そ
の
家
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
心
が
け
専

一
に
せ
よ
」

と
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
養
蚕
の
普
及
の
よ
う
す
が
知
れ
る
。
八
坂
村

で
は

一
七
八
三

年

（天
明

こ

に
代
官
か
ら

「
養
蚕
手
引
書
」
が
村
む
ら
へ
の
回
状
と
し
て
回

っ
て
い
る
。

美
麻

の
高
地
村
の
場
合
、
江
戸
初
期
の
慶
安
年
間
に
三
〇
数
戸
の
村
が
、
幕
末
に
は
戸
数
。人

日
と
も

に
約
二
倍
に
増
え
て
い
る
。
ま
た
、　
一
七
二
五
年

（亨
保

．
Ｏ
）
こ
ろ
の
池
田
町
村

（旧
池
田
町
）
の
人
口
は
八
四
二
人
に
対
し
て
、
八
坂
八
か
村
の
人
口
は
二
五
九
二
人
と
な

っ
て

い
て
、
山
間
地
に
人
口
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
背
景
と
し
て
、
江
戸
中
期
の
元
禄
の
こ
ろ
よ
り
貨
幣
経
済
が
発
達
し
て
、
商
品
作
物
の

生
産
が
盛
ん
に
な
る
が
、
そ
の
商
品
作
物
を
栽
培
す
る
の
は
水
田
で
は
な
く
畑
で
あ

っ
た
。
山

間
地
の
畑
で
作
物
を
栽
培
し
、
山
か
ら
得
ら
れ
る
林
産
物
を
含
め
て
そ
れ
を
加
工
し
商
品
化
し

て
販
売
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
な

っ
た
。
山
間
地
の
畑
作
地
帯
で
は
、
経
済
が
発
展
し
て
農
作
物

の
商
品
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
有
利
性
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
山
間
地

の
村
に
は
山
林
や
原
野
の

一
部
を
焼
い
て
畑
と
し
、
地
力
が
衰
え
る
と
再
び
原
野
に
戻
す
よ
う

な
生
産
を
行
う
切
替
畑
が

つ
く
ら
れ
、
こ
れ
は
年
貢
の
対
象
外
だ

っ
た
。
高
地
村
で
は
こ
の
切

替
畑
が
実
に
七
町
歩
に
も
お
よ
ん
で
い
た
。
ま
た
、
こ
こ
に
自
宅
で
飼
育
し
て
い
た
馬
の
田
起

こ
し
や
代
か
き
作
業

へ
の
貸
し
出
し
や
駄
賃
稼
ぎ
を
す
る
作
間
稼
ぎ
な
ど
も
加
わ

っ
た
の
で
あ

る
。
高
地
村
で
は
単
位
面
積
あ
た
り
の
人
口
割
合
が
高
く
、
畑
作
で
は
商
品
作
物
を
栽
培
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
い
耕
地
面
積
で
も
多
く
の
人
口
を
支
え
る
集
約
的
な
農
業
が
営
ま
れ
、

余
剰
分
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
の
経
済
は
米
穀
中
心
の

「米
づ
か
い
の
経
済
」
で
あ

っ
た
た
め
、
山

中
の
村
む
ら
の
課
税
基
準
で
あ
る
村
高
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
上
畑

で
も
上
田
の
半
分
の

価
値
し
か
な
く
、
畑
の
年
貢
に
お
け
る
斗
代
は
田
の
下
々
よ
り
低
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま

り
、
畑
作
地
帯
は
水
田
地
帯
に
比
べ
て
年
貢
率
は
相
対
的
に
低
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
本
稿
が
取
り
上
げ
た
山
間
地
の
畑
作
率
の
高
い
村
ほ
ど
有
利
な
条
件
に
恵
ま
れ
た
た
め
に
江

戸
時
代
に
は
水
田
を

つ
く
れ
な
い
よ
う
な
山
間
地
に
畑
作
集
落
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
経
済
的
な
豊
か
さ
が
民
間
信
仰
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
八
坂

で
は
近
世
中
期
の
元

禄
年
間

（
一
七
世
紀
）
よ
り
文
字
の
あ
る
石
造
物
が
現
れ
は
じ
め
、
享
保
年
間

（
．
八
世
紀
）
に

は
数
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
以
降
を
み
る
と
、　
一
八
七
七
年

（明
治

一
一〕

こ
ろ
の
こ
の
地
域

の
畑
作
の
面
積
は
第

１
表
の
よ
う
で
あ
る
。
た
ば
こ
栽
培
の
明
治

二
一
年
の
記
録
で
は
、
そ
の
栽
培
面
積
は
生
坂
村

大岡芦ノ尻道祖神の系譜
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表 2 明治初期の人口・田畑面積 0馬牛数 0物産 (『長野県町村誌』による)

村名 人 口 水田面積 畑面積 馬 牛 産物

美麻村 3287 128町 2反 9畝17歩 627町 7反 3畝 16歩

麻8100貫・麻布150反・椿皮907貫 0雉子193羽・兎93疋 0格67疋・鶏卵
130000鶏邦種510羽・米。大麦0小麦・大豆 0/Jヽ豆・蕎麦・稗0粟・碗豆0黍 0

蕪菜・羅葡

八坂村 53町9反 1畝 25歩 557町 6反 8畝7歩

葉煙草190駄 0刻煙草980箇 。宮本紙1200東 。繭53貫・麻395東 。醤油・清

酒。生柿78駄 0椿 0桑 0炭980俵 。栗12石・雉150羽・胡麻・松茸15貫 。芍薬 0

桔梗・白蔦

祖山村 12町 1反 2畝4歩 29町8反2畝 6歩 米0大麦 0ノ
lヽ麦0大豆0蕎麦・粟・麻1035東、農間に紙漉・伐薪

日影村 54町 1反 2畝 25歩 191町 2反 4畝9歩

米・大麦・ノ」ヽ麦・大豆・ノ
lヽ豆0蕎麦0粟・黍。稗。碗豆0羅葡0蕪普0胡羅葡

馬鈴薯。茄子・瓜・南瓜0大角豆・獨活0蕨 0栗桃・椿300貫 日、狐 7頭

猿 6頭・熊 1頭、麻1690貫 目0畳糸1370貫 目0皮麻240貫 目0蚊帳115反

炭900貫 日、清酒110石

鬼無里村 64町9反3畝25歩 324町 1反2畝

米0大麦,小麦。大豆。ノ
lヽ豆・蕎麦・粟・稗。黍・碗豆・羅葡 0蕪普・胡羅葡

馬鈴薯0茄子0瓜 0南瓜0大角豆0獨活0蕨 0栗桃0椿900貫 目・鶏・鶏卵

雉子100羽・格15頭・狐10頭 0猿 9頭・熊 1頭、麻3355貫 0畳糸2730貫

皮苧480貫 0炭3600貫・蚊帳200反・山中紙300東、清酒120石

大岡村 152町6反3畝16歩 341町8反2畝 28歩

糊入紙 1万 6千東0/1畔 J紙 2万束0煙草2125斤 0藍6875斤 0繭 20石 0桑

3万 5千貫0椿皮 1万 5千貫0清酒。米・麦・蕎麦0大豆 0ノ
lヽ豆・粟0稗。碗

豆0大角豆

生坂村 14町 8畝6歩 328町6畝21歩 刻煙草550駄・桔0漆・桑0桐 0杉 0紙 0串柿

坂北村 113町 1反8畝15歩 216町 1反 1畝 28歩 刻煙草3000箇 。葉煙草1300箇 0中折紙30駄・生糸50貫

麻績村 164町 7畝 1歩 141町7反 5畝21歩 紙0繭 0生糸。干瓢・茸

日向村 9町3反2畝 6歩 117町6反8畝4歩 中折紙300駄 0杏仁10石・繭20石。煙草0芍薬

池田町村 238町6反8畝2歩 57町3反3畝29歩 煙草3000貫 0生糸。蚕卵0清酒・米・ノ
lヽ麦・大麦・大豆・稗・菜種

会染村 311町 3反9畝14歩 125町 5畝 10歩
米0清酒0葉煙草9600貫 。刻煙草100箇・生糸19貫・蚕卵300枚 0宮本紙
500東・指下駄25000足

広津村 17町 5反9畝14歩 614町 3反 8畝 1歩 生糸 1貫 0刻蓑600駄・中折紙100駄 0米 0麦。山葵0清酒

陸郷村 2585 33町3反7畝 2歩 500町 7反 8畝 1歩

卵米・大麦 0ノ
lヽ麦。大豆。ノ

lヽ豆。粟0黍・稗0蕎麦・碗豆0大角豆唐黍0葉煙

草15030貫・刻煙草326箇 O繭 3石・生糸 3貫 800日・宮本紙600把・大判

紙100把 0中判紙50把 。桑0椿。甘柿2050貫・胡麻。油荏0鶏卵。渋柿1400

貫・製薄荷30斤

東川手村 29町7反 5畝11歩 284町9反 1畝5歩 煙草1070駄

信岡村

(水 内村)
4町4反9畝20歩 148町 4反 19歩

麻三ツ打10駄・生糸3000斤 0藍玉256駄・生蝋150貫 。桐下駄40駄・麻布
150反 0桐板25駄 0桐 甲裏30駄・筆1000本 0伽羅油250貫。蚕種1345枚 0酒 0

醤油・米・大麦0/1ヽ麦0大豆。ノ
Jヽ豆・粟。蜀黍・稗0菜子。実綿0麻60貫 0椿

9600貫・桑24200貫 0羅葡2800貫 。菜。蕪青0芋 0茄子。隠元豆・胡羅葡O牛

芳

水内村 7町 7反 9畝22歩 146町 1反8畝 14歩

繭200石 0蚕卵紙200枚・鯉100尾・鮒200尾 。年魚1000尾・鶏・鶏卵・雉子
30羽・米・大麦・ノ

lヽ麦0菜子0碗豆。大豆・ノ
lヽ豆0蕎麦・粟0唐黍0胡麻。大角

豆0羅葡・胡羅葡。蕪書。菜0芋・甘藷・牛芳0茄子0実綿250貫 0葉藍7810

貫・麻41貫 0桑・生糸15箇・玉藍300駄 0糸田美600反 0皮椿1960貫 (坂井 0

麻績・日向村へ)

山上條村
(津和村)

5町4反 1畝 19歩 132町 8畝23歩

味噌3240貫 。麻苧118貫・麻布460端 0藍玉10駄 0鶏 0鶏卵0雉子15羽 。米 0

大麦 0ノ
lヽ 麦・大豆・ノ」ヽ豆 0粟・黍0稗 0蕎麦0碗豆0隠元大豆 0蜀黍。菜子 0

胡麻・実綿・葉藍・桑0格2890貫・煙草120貫・蕪0胡羅葡・芋。牛芳・茄子

越道村 2町 3反 1畝 24歩 196町9歩

網糸20貫 400日・糸田縄739筋・麻布281反 0清酒0焼酎・麻実10石余・麻30

貫。同998貫 。同460貫・皮麻91貫・椿3720貫 500目 0葉藍650貫 0米 0大麦・

小麦0大豆・小豆0粟 。蕎麦・黍0蜀黍0稗・碗豆・羅萄・胡羅葡・蕪青。牛芳・

茄子・葱・胡瓜

信級村 20町2反 1畝 23歩 125町2反 2畝 25歩
小判紙100東 。藍葉300貫 0青麻2700貫・繭10石 5斗・鶏卵。米。糀米・大

麦 0ノ
Jヽ麦・粟。大豆 0ノ

Jヽ豆・蕎麦0蜀黍0黍 。稗椿

孟津村

(日 原村)
15町 9反 1畝 17歩 108町 3反 16歩

生糸11貫 0杉原紙3400東 0粘入紙8200東・ノ
Jヽ盤紙3800東 0煙草1400貫 0

藍4500貫 。清酒・繭20石 5斗 0鶏 0玉子米。大麦・ノ」ヽ麦・大豆・ノ
lヽ豆・粟

中牧村

(牧郷村)
63町8畝 7歩 84町4畝22歩

粘入紙150東 0ノl畔1紙 254束・ノ
lヽ杉紙1060東 0繭 1石 0米 0大麦。ノ

lヽ麦0粟 0

大豆・ノ
Jヽ豆・蕎麦・稗0馬鈴薯0椿皮102貫

牧田中村

(牧郷村)
23町7反 8畝24歩 43町8反2畝 27歩

粘入紙448東 0ノJ畔1紙240東 0ノ
lヽ杉紙640東 。繭70貫・米 0大麦 0ノ

lヽ麦0大

豆・ノ
lヽ豆。粟0蕎麦0柿・藍葉。葉姻草1050斤

弘崎村

(牧郷村)
23町 7反 8畝 1歩 59町 1反4畝 1歩

米。大麦0小麦0粟 0大豆 0蕎麦・繭100貫、粘入紙320東・山中紙1600東 0

小杉紙3840東・炭150駄 0牡丹皮72貫・椿皮2450貫・材木松杉28駄
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七

四
町
、
陸
郷
村
二
五
町
、
広
津
村
七

一
町

で

あ

っ
た
。
ま
た
、
美
麻

・
八
坂

・
広
津

・
陸
郷

の
大
正

一
〇
年

の
主
要
産
物

は
そ
ば

。
麻

・
養

蚕

・
木
炭

ｏ
木
材
と
わ
ず
か
な
米

で
あ

っ
た
。

中

で
も
麻

ｏ
そ
ば

。
木
炭

の
生
産
が
多
か

っ
た
。

養
蚕
は
明
治
時
代

に
な
る
と
国
策

に
よ

っ
て

振
興
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
坂

の
鷹
狩
や
広

津
平
出
、
麻
績
野
口
な
ど
の
風
穴
を
利
用
し
た

夏
蚕

・
秋
蚕
用
の
蚕
種

の
保
存
も
養
蚕
業

の
発

展

の
Ｌ

で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
養
蚕
は

明
治
末
か
ら
大
正

。
昭
和
初
年
ま

で
畑
作
農
家

の
主
産
業
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
斜
面
は
見
渡
す
限
り

一
面
の
桑
畑
だ

っ
た

（写
真
２２
）ｏ
農
家

で
は
、
繭
の
生
産
量
を
増
や
す
た
め
に
母
屋
の
他
に
蚕
室
も
建
て
ら
れ
、
収
量
の
多
い
家
で
は

年
間
二
～
三
ト
ン
に
も
達
し
た
。
農
林
業
に
依
存
す
る
自
給
自
足
的
な
傾
向
の
中
に
お
い
て
、

こ
の
時
期
に

「
畑
作
農
業
王
国
時
代
」
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
子
つ
し
た
中
で
、
山
間
部
の
畑

作
地
帯
と
結
び

つ
い
た
池
田
町
や
信
州
新
町
は
近
隣
の
山
村
か
ら
物
資
や
人
が
集
ま
り
、
そ
の

お
客
で
商
業
が
栄
え
た
の
で
あ
る
。

昭
和
五
年
に
は
繭
価
が
大
暴
落
し
、
そ
の
後
も
価
格
は
低
迷
し
た
が
繭
の
生
産
量
は
減
少
す

る
こ
と
な
く
、
農
業
収
入
に
お
け
る
養
蚕
の
王
座
の
地
位
は
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
続
い
た
。
生

坂
村
で
の
最
後
の
養
蚕
農
家
は
平
成
二
年
の
四
戸
で
あ

っ
た
。

２
　
畑
作
地
帯
に
お
け
る
ワ
ラ
文
化

本
地
域
の
道
祖
神
に
注
連
縄
を
再
利
用
す
る
要
因
を
解
明
す
る
に
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る

ワ
ラ
文
化
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

稲
作
農
耕
を
基
本
と
す
る
日
本
人
は
、
注
連
縄
を
は
じ
め
食
生
活

・
住
生
活

・
生
業

・
履
物
、

運
搬
、
燃
料
、
肥
料
、
飼
料
な
ど
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に
ワ
ラ
を
使
い
、
日
々
の
生
活
を
支
え
、

最
後
は
七
に
返
さ
れ
て
新
た
な
生
命
を
育
て
る
糧
と
な
る
と
い
う
独
自
の
ワ
ラ
の
文
化
を
築
い

て
き
た
。
ワ
ラ
は
農
民
の
日
常
生
活
に
は
不
可
欠
で
、
鍋
敷

・
釜
輪

・
飯
櫃

・
円
座

・
吹

。
蓑

。

草
履

・
草
疑

・
雪
靴

。
筵

・
菰

・
背
負
子

・
背
負
い
籠

。
炭
俵

（
の
縄
）
な
ど
の
生
活
用
具
の

材
料
、
縄

・
荷
縄

・
荷
付
け
縄

・
雪
囲
い

。
ワ
ラ
ニ
ョ
ウ

ｏ
保
温
用
ワ
ラ
と
農
作
業
に
は
欠
か

せ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
夜
な
べ
仕
事
や
冬
季
の
副
業
と
し
て
、
家
族
総
出
で

ワ
ラ
仕
事
に
精
を
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

山
か
ら
離
れ
て
薪
が
少
な
く
、
ワ
ラ
の
豊
富
な
平
地
の
水
田
地
帯
で
は
燃
料
と
し
て
ワ
ラ
を

多
用
し
た
。
特
に
稲
ワ
ラ
の
柔
ら
か
い
火
で
炊
い
た
飯
の
味
は
格
別
で

「
飯
は
ワ
ラ
で
炊
く
も

の
」
と
い
わ
れ
た
。
い
っ
ぱ
う
で
、

ワ
ラ
が
な
く
薪
が
豊
富
な
山
間
地
で
貴
重
な
ワ
ラ
を
燃
料

に
用
い
る
こ
と
は

「
家
を

つ
ぶ
す
」
と
い
っ
て
禁
忌
に
も
な

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

山
間
地

の
畑
作
地
帯
と
平
地
の
水
旧
地
帯
と
の
間
で
は
、

ワ
ラ
を
媒
介
に
し
た
交
易

。
交
換
が

み
ら
れ
た
。
山
地
の
薪

。
炭

。
茅

。
草
と
平
地
の
ワ
ラ
が
交
換
さ
れ
て
、
山
地
の
冬
の
副
業
で

つ
く
ら
れ
た
ワ
ラ
細
工
を
平
地

の
人
が
求
め
た
の
で
あ
る
。　
一
八
四
四
年

（天
保

一
五
）
池
田

組
の
職
種
と
作
間
稼
ぎ
を
み
る
と

「
藁
細
工
」
が
七
軒
も
み
ら
れ
、
同
年
の
池
田
町
村
店
商
い

の
販
売
商
品
に
は

「
草
履
」
二
軒
、
「
わ
ら
じ
」
二
軒
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
八
七
七
年

（明
治

〓
Ｏ
）
の
八
坂
村
に
は
男
で

「
藁
細
工
を
す
る
者
百
五
〇
人
、
菅
筵
を

織
る
者
二
五
人
、
石
工
を
業
と
す
る
者
八
人
、
刻
蓑
を
業
と
す
る
者
百
十
二
人
、
炭
焼
を
す
る

者

一
八
人
、
牛
馬
売
買
を
す
る
者
七
人
」
、
女
で

「
貞
葉
巻
を
す
る
者
百
五
０
人
、
養
蚕
を
す

る
者
八
〇
人
、
麻
製
す
る
者
百
三
〇
人
、
木
綿
布
麻
布
を
織
る
者
百
五
〇
人
、
紙
漉
を
す
る
者

一
四
人
、
炭
俵
を
編
む
者
三
〇
人
」
と
記
し
て
い
る
。
八
坂
村
の
牛
馬
は
明
治

一
〇
年
に
馬
八

七
頭
、
牛
五
六
頭
で
、
そ
れ
が
大
正
に
入
る
と
馬
は
二
〇
六
頭
に
増
え
て
い
る
。

生
坂
村
の
丘
陵
上
に
あ
る
大
倉
で
は
出
作
り
を
し
て
い
た
池
田
会
染
の
田
か
ら
稲
ワ
ラ
を
馬

の
背
の
両
側
の
三
束
ず

つ
六
束

の
大
き
な
ワ
ラ
束
を

つ
け
て
大
倉
ま
で
何
往
復
も
し
て
運
ん
だ

と
い
う
。
ま
た
、　
一
九
四
五
年

（昭
和
一
．０
）
に
初
め
て
田
ん
ぼ
が

つ
く
ら
れ
る
以
前
の
生
坂

村
草
尾
で
は
、

ワ
ラ
は
米
と
と
も
に
会
染
か
ら
購
入
し
て
馬
の
背
で
運
ん
で
き
た
と
い
う
。
八

坂
の
槍
平
は
大
町
の
三
日
町
か
ら
馬
の
背
で
六
束
の
ワ
ラ
を
運
ん
だ
が
、　
一
日

一
往
復
が
や
っ

と
で
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
水
田
の
な
い
山
間
の
畑
作
地
帯
で
は
ワ
ラ
の
絶
対
量
が
不
足
し
、

ワ
ラ
に
対
す

大岡芦ノ尻道祖神の系譜
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る
高

い
価
値
と
熱

い
思

い
を
置
く
文

化
が
育
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
人
倉

や
中
尾
の
小
正
月

の
火
祭
り
で
あ
る

オ

ン
ベ
焼
き
に
は
、
そ
の
火
か
よ
く

燃
え
Ｌ
か
る
よ
う
に
ワ
ラ
の
代
わ
り

に
麦

ワ
ラ
と
．■
ガ
ラ
を
用
い
、
注
連

縄
や

ワ
ラ
は
決
し
て
燃
や
す

こ
と
は

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
か
ら
、

ワ
ラ
を
媒

介
と
し
た
平
地
と
山
間
部
の
社
会
的
、
地
域
的
、
文
化
的
結
合
の
よ
う
す
が
知
れ
、
そ
の
具
体

的
な
姿
が
池
田
町
の
会
染
地
区
と
そ
の
背
後
の
山
間
部
に
み
ら
れ
る
注
連
縄
で
道
祖
神
の
屋
根

を
葺
く
姿
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ラ
細
工
の
中
で
も
、
注
連
縄
に
用
い
る
ワ
ラ
は
特
別
扱
い
さ
れ
た
。
「
ワ
ラ

は
お
米
の
親
」
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
稲
霊

・
呪
力
が
宿
り
、
生
長
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
内
包

す
る
と
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
注
連
縄
は
神
の
依
り
代
と
な

っ
た
り
、
外

部
か
ら
入

っ
て
く
る
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

自
分
の
田
の
中
で
も
最
も
よ
く
実
り
、
籾
が
落
ち
な
い
よ
う
な
り

っ
ば
な
穂
を

つ
け
た
稲
を

選
択
し
、
天
日
で
清
浄
に
乾
燥
さ
せ
、
雨
に
濡
れ
な
い
よ
う
に
保
存
し
た
。
そ
れ
を
丁
寧
に
ワ

ラ
打
ち
石
の
上
で
横
槌
で
ワ
ラ
打
ち
を
し
た
。

ワ
ラ
は
打
た
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
弾
力
性
を
増

し
、
吸
湿
性
を
増
大
さ
せ
、
そ
の
上
細
工
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る

（写
真
２３
）ｏ

特
に
本
稿

で
取
り
上
げ
た
地
域
の
正
月
飾
り
の
注
連
縄
は
、
小
正
月
の
火
祭
り
で
燃
や
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
守

っ
て
く
れ
る
身
近
な
神
で
あ
る
道
祖
神
を
風
雨
か
ら
守

る
と
と
も
に
そ
の
祭
場
を
標
示
す
る
役
割
も
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
地
域
の
人
び
と
は
注
連
縄

・
ワ
ラ
人
形

・
ヤ
ス
の
屋
根
を

つ
く
る
こ
と
に
よ

っ
て
道
祖

神
に
対
す
る
敬
虔
な
思
い
を
表
現
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

つ
ま
り
、

ワ
ラ
を
通
し
て
神

と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
り
な
が
ら
、
道
祖
神
碑
を
祭
る
場
を

ハ
レ
の
祭
り
の
場
と

し
て
デ
ザ
イ
ン
し
て
き
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
村
の
中
に
道
祖
神
と
共
に
住
ま
う

テ

サ

イ

ン

た

と

も

い

神

碑

を

護

以
外

に
は
、

に
も

注

連

い
ら

れ
、

ワ
ラ
は
疫

送

る

ワ
ラ

人
形
や
福
俵
、
生
坂
村

の
大
倉

の
紙

工
　

　

御
幣

の
俵
、
美
麻
中
村
家

の
福
俵
や

珈
　

　

俵
巻
き

の
よ
う
な
年
中
行
事

（写
真

ワぅ
　

　

２４
）
、

八
坂

の
医
王
惣
社

の
歳
取

り

使雛

↓

　
御

膳

の

ワ
ラ

ン
グ

（
径
一
．一‐
‐‥
―

‐ヽ
卜
の

端

″

　

ワ
ラ
の
器
に
小
一り
飯
と
小
魚
を
・入
れ
て

却

け
　

神
前
に
供
え
る
）、
大
岡

の
結
納

の
際

２５
　

　

に
持
参
し
た
り
、
家

で
お

こ
な

っ
た

真写
　

　

結
婚
式

の
二
二
九
度

の
際
新
郎

・
新

婦
の
後
ろ
壁
に
掛
け
た

「鯛

（勝
男
ご

「
寿
留
女
」
「
子
産
婦
」

の

「
サ
ン
シ
キ
」
（写
真
ハ
）

な
ど
の

ハ
レ
の
人
生
儀
礼
の
大
切
な
場
面
で
用
い
ら
れ
、
精
神
生
活
の
上
で
も
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
本
地
域
は
山
問
部
の
畑
作
地
帯
に
あ

っ
て
、

独
自
の
ワ
ラ
文
化
を
育
ん
で
き
た
地
域
と
も
い
え
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
道
祖
神
を
風
雨
か
ら
守

っ
て
き
た
注
連
縄

・
ヤ
ス
の
材
料
と
な
る
稲
ワ

ラ
さ
え
最
近
で
は
入
手
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
多
収
穫

・
味
の
良
さ
を
追
求
し
て
き
た

稲
の
品
種
改
良
、　
ハ
ゼ
掛
け
に
よ
る
天
日
干
し
を
す
る
こ
と
な
し
に
、

コ
ン
バ
イ
ン
収
穫
に
よ

る
脱
穀
と
ワ
ラ
の
寸
断
に
よ
っ
て
、

ワ
ラ
の
文
化
そ
の
も
の
の
消
滅
の
危
機
に
あ
る
と
い
っ
て

も
よ
い
。

ワ
ラ
の
文
化
は
高
度
経
済
成
長
以
後
の
近
代
化

。
――
業
化
に
伴
う
、
大
量
生
産

。
人

長野県 t歴 史館研究紀要13号 13Ю73)
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量
消
費

・
大
量
廃
棄
の
波
に
押
さ
れ
て
、
石
油
を
も
と
に
し
た
ビ
ニ
ー
ル

・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
が
農
村
部
に
も
入
り
込
み
、
そ
の
姿
を
急
速
に
消
し

つ
つ
あ
る
。
日
本
に
お
け
る

「
ワ
ラ
の

文
化
」

の
終
焉
は
ワ
ラ
打
ち
石

（ジ
ョ
ウ
ベ
イ
シ
）
が
家

の
中
か
ら
な
く
な

っ
て
い
く
、
昭
和

二
五
～
四
〇
年
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ワ
ラ
文
化
の
喪
失
は
、　
一
面
に
お
い
て
日
本
の
伝
統
的
な

生
活
文
化
の
消
滅
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
　
過
疎
化
の
中
の
民
俗
行
事

１
　
畑
作
地
帯
の
過
疎
化

本
稿
で
取
り
上
げ
た
長
野
盆
地
の
西
方
の
犀
川
流
域
、
西
山
地
方
を
中
心
と
し
た
地
域
は
東

・

北

・
中
信
に
ま
た
が
る
過
疎
集
中
地
域
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
北
部
は
豪
雪
地
帯
と
い
う
条
件

が
加
わ
る
。
こ
の
地
域
の
二
〇
世
紀
後
半

の

一
九
五
〇
年
と
二
〇
〇
〇
年
の
人
口
比
較
で
は
、

本
地
域
で
は
五
割
か
ら
七
割
も
人
口
が
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
州
新
町

（五
六
・六
絆
）、

旧
大
岡
村

全
全
↑

一
絆
）、
生
坂
村

（五
九
・六
簡
）、
旧
八
坂
村

↑
ハ
〇
・七
幹
）、
旧
美
麻
村

（六
七
・

九
幹
）、
池
田
町

（
一
四
・六
絆
）
で
あ
る

（図
５
）。

旧
美
麻
村
で
は
明
治
初
年
か
ら
昭
和
三
〇
年
こ
ろ
ま
で
の
八
〇
年
間
は
人
口
に
大
き
な
変
化

が
な
く
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
人
口
は
、
北
安
曇
地
方

一
七
町
村
の
な
か
で

一
～
二
位

を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
り
、
所
得
格
差
が
拡
大
す
る
中
で
、

昭
和
二
五
年
か
ら
四
五
年
の

一
〇
年
間
に
全
村
で

一
五
八
世
帯
、　
一
四
八
五
人
も
減
少
し
た
の

で
あ
る
。

そ
の
中
で
最
も
顕
著
だ

っ
た
の
は
高
地
地
区
で
あ
る
。
明
治
五
年

一
一
〇
戸
、
大
正

一
五
年

九
九
戸
、
昭
和
九
年
に
九
五
戸
あ

っ
た
世
帯
数
が
、
昭
和
三
七
年
こ
ろ
か
ら
挙
家
離
村
が
始
ま

り
、
昭
和
四
〇
年
に
な
る
と
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
り
、
昭
和
四
四
年
に
は
高
地
分
校
が
廃
止
さ

れ
、
さ
ら
に
深
刻
化
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
五
三
年
に
は
三
戸
、
そ
し
て
昭
和
五
五
年
に
は
○

と
な
り
、
ま
さ
に
挙
家
離
村
の
典
型
村
と
な

っ
た
。
交
通
が
不
便
で
山
間
谷
間
の
傾
斜
地
の
畑

作
地
帯
、
そ
こ
へ
豪
雪
地

。
地
す
べ
り
地
域
と
い
う
幾

つ
か
の
条
件
が
複
合
し
て
、
大
部
分
が

職
場
の
あ
る
大
町
市

へ
と
移
転
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
間
の

一
九
七
〇
年

（昭
和
四
五
）
に
は
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
が
制
定
さ
れ
、
美

麻
村

・
八
坂
村
が

「
人
口
の
急
激
な
減
少
に
よ
り
地
域
社
会
の
基
盤
が
変
動
し
、
生
活
水
準
お

よ
び
生
産
機
能
の
維
持
が
困
難
」
な

「
過
疎
地
域
」
に
指
定
さ
れ
た
。
昭
和
五
〇
年

（
一
九
七

五
）
か
ら
は
集
団
で
交
通
の
便
の
よ
い
場
所
に
移
転
す
る
集
落
整
備
事
業
も
始
ま
り
、
八
坂
の

芋
沢
地
区
六
戸
が
舟
場

へ

（昭
和
五
〇
）、
桑
梨

ｏ
槍
平
九
戸
が
梨
平

へ

（昭
和
五

こ
、
桐
山
地

区
ほ
か
八
戸
が
舟
場

へ

（昭
和
五
一
し
、
中
の
沢
地
区
七
戸
が
舟
場

へ

（昭
和
五
五
）、
西
の
窪
地

区
二
戸
、
上
籠
の
全
戸
は
舟
場
に
移
転

（昭
和
五
〇
～
五
六
）、
上
籠
の
沢
地
区
三
戸
が
刈
干
場

へ

（昭
和
五
工〇
、
明
野
に
は
二
〇
戸

の
新
し
い
集
落
が
生
ま
れ
、
地
志
原
地
区
九
戸
が
野
平
に

（昭
和
六

こ

に
移
転
し
た
。
昭
和
六
〇
年
代
に
入
る
と
第
二
の
過
疎
化
の
波
が
こ
の
地
域
を
襲

う
よ
う
に
な

っ
た
。

さ
ら
に
、
日
本
の
高
度
経
済
成
長
の
波
を
受
け
、　
一
九
六
〇
年

一
二
月
に
は

「
国
民
所
得
倍

増
計
画
」
が
出
さ
れ
、
翌
年
に
制
定
さ
れ
た
農
業
基
本
法
に
よ
り
機
械
化
や
化
学
化

（化
学
肥

料
・
農
薬
）
が
促
進
さ
れ
、
兼
業
化
と

「
三
ち

ゃ
ん
農
業
」
が
広
が
り
、
兼
業
化
の
進
展
は
手

図 5 1950年 と2000年 の人口比較

大岡芦ノ尻道祖神の系譜

20世紀後半

国囲園 減少率3096以上

―
減少率20%以上30%未満

‖ ‖1減少率10%以 上20%未満

減少率0%から10%未 満

増加率0%以上10%未 満

増加率10%以 上20%未満

増加率20%以上30%未満

増加率30%以上
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の
か
か
る
畑
作
を
縮
小
し
て
稲
作

へ
の
集
中
化
を
促
し
た
。
し
か
し
こ
の
動
き
は
本
地
域
に
あ

っ

て
は
水
田
が
な
い
た
め
に
稲
作

へ
の
集
中
も
で
き
ず
、
狭
い
急
斜
面
の
畑
で
は
機
械
化
さ
え
導

入
で
き
な
い
た
め
に
過
疎
化
に
さ
ら
な
る
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で

´
九
Ｌ

´
年
か
ら
は
米
の
過
剰
と
農
産
物
の
輸
入
増
加
の
中
で
、
減
反
政
策

が
始
ま

っ
た
。
さ
ら
に
兼
業
農
家
は
農
業
所
得
の
依
存
度
が
低
く
な
り
、
片
手
間
農
業
、
山
問

地
か
ら
平
川
．部
の
企
業
に
勤
め
る
Ｌ
地
持
ち
労
働
者

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
に

し
た
の
が
過
疎
債
に
よ
る
道
路
整
備
と

一
九
七
〇
年
代
か
ら
の
急
速
な
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、

自
動
車
の
普
及
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
農
家
世
帯
員
の
世
帯
別
、
個
人
別
の
独
自
行
動
が
増

え
、
若
夫
婦
の
親
世
代
か
ら
の
自
立
や
嫁
の
自
立
化
が
顕
者
に
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
自
家
用
車

の
普
及
に
よ
り
公
共
交
通
が
次
第
に
廃
止
さ
れ
高
齢
者
や
車
を
運
転
し
な
い
過
疎
地
域
住
民
の

不
便
さ
が
増
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
か
ら
も
取
り
残
さ
れ
る
事
態
が
出
て
き
た
。

こ
れ
が
昭
和
五
〇
年
代
か
ら
の
農
業
従
事
者
の
減
少
と
極
端
な
高
齢
化
、
離
村
、
畑
地
の
耕

作
放
棄
に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
以
後
山
間
地
の
畑
作
地
域
の
農
業
で
は
桑

・
養
蚕

に
代
わ
る
現
金
収
入
源
が
な
く
、
占
く
か
ら
の
畑
作
の
代
表
で
あ
っ
た
麦

。
人
．ワ
も
国
際
化
に

伴
う
低
収
益
性
に
よ

っ
て
そ
の
栽
培
を
減
少
さ
せ
た
。
生
坂
村
で
は
広
い
河
岸
段
丘
上
に
あ
る

草
尾
上
野
の
高
台
が
、
桑
畑
か
ら
ブ
ド
ウ
の
巨
峰
団
地
化
さ
れ
た
こ
と
を
除
い
て
、
急
斜
面
の

荒
廃
し
た
桑
畑
は
果
樹

へ
の
転
換
も
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
山
間
地
の
傾
斜
地
の
多
い
地
域
に
お
け
る
農
林
業
を
中
心
と
し
た
経
済
的
基
盤
の

弱
体
化
が
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。

２
　
人
と
と
も
に
移
転
し
た
道
祖
神
碑

小
集
落
が
消
滅
し
て
廃
村
に
な
り
、
産
上
神
は
美
麻
村
高
地
の
よ
う
に
大
町
の
若

一
王
子
神

社

へ
移
転
し
た
が
、
多
く
の
石
仏
は
そ
の
場
に
取
り
残
さ
れ
て
草
木
に
埋
も
れ
、
探
す
の
も
大

変
な
状
態
に
な

っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
道
祖
神
碑
だ
け
は
住
民
と
共
に
移
転
し
た
集
落

が
意
外
と
多
い
。
全
村
が
移
住
し
た
美
麻
品
生
、
八
坂
の
間
羽

・
谷
洞
の
道
祖
神
碑
は
穂
高
神

社

へ
、
八
坂
の
小
田
谷
の
道
祖
神
碑
は
若

一
王
子
神
社
の
境
内
に
移
転
し
た
。

美
麻
高
地
の
保
屋
曲
尾
の
道
祖
神
碑
は
人
町
温
泉
郷

へ
、
高
地
の
小
米
立
は
人
町
市
の
塩
の

道

博

物

館

の
庭

に

移
転

し
、

今

も

関

＞

　

係
者
が
秋

に
集
ま

っ

場開
　
て
神
――
を
招
い
て

下
　

祭
り

。
直
会
を
行

っ

嚇
　
て
い
る
。
明
賀
の

坂八
　

道

祖

神

碑

は
人

町

吐
　

市

に
移

住

し

た

西

村
春
美
宅

の
庭

へ
、

胡

桃

蔵

里

の
も

の

は
大
町
市
の
窪
田
一房
治
宅
の
庭
に
移
転
し
て
い
る
。

八
坂
村
槍
平
の
道
祖
神
碑
は
住
民
と
共
に
梨
平

へ
移
さ
れ
て
、
か

っ
て
は
注
連
縄
で
屋
根
や

小
屋
を

つ
く

っ
た
が
、
移
転
後
は
ワ
ラ
で
小
屋
を

つ
く

っ
て
い
る
。
八
坂
の
新
し
い
住
宅
地
で

あ
る
明
野
に
は
栗
尾
平

・
作
の
平

・
布
川

。
土
袋
の
道
祖
神
碑
が
住
民
と
共
に
移
転
し
て
カ
ヤ

と
注
連
縄
で
屋
根
を
葺
い
て
団
地
入
り
口
に
並
べ
て
置
か
れ
、
八
坂
の
産
羅
川

・
沢
村

。
中
畑

の
道
祖
神
も
国
道

一
九
号
線
沿
い
の
舟
場

へ
移
さ
れ
、
り

っ
ば
な
瓦
屋
根
の
建
物
の
中
に
安
置

さ
れ
、
「
道
祖
神
団
地
」
を
形
成
し
て
い
る

（写
真
２６
）ｏ

数
あ
る
石
仏
の
中
で
な
ぜ
道
祖
神
碑
だ
け
を
移
転
し
た
か
を
聞
く
と
、
ど
こ
で
も

「道
祖
神

は
人
事
は
縁
結
び
の
神
様
だ
か
ら
」
と
い
う
答
え
が
返

っ
て
く
る
。
梨
平

へ
槍
平
か
ら
移
住
し

た
老
人
は

「自
分
た
ち
は
道
祖
神
の
お
か
げ
で
縁
が
結
ば
れ
子
ど
も
が
で
き
た
が
、
子
ど
も
や

そ
の
孫
の
縁
結
び
の
た
め
に
道
祖
神
を
も

っ
て
き
た
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
移
転
し

た
道
祖
神

の
前
を
通
る
た
び
に
、
小
学
校
五
年
生
の
孫
の
縁
結
び
を
祈

っ
て
お
り
、
息
子
に
ま

だ
早
す
ぎ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
老
婆
の
話
も
聞
け
た
。
こ
こ
に
は
縁
が
結
ば
れ
る
こ
と

で
、
家
や
村
が
繁
栄
し
て
き
た
と
い
う
長
い
歴
史
が
横
た
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
ｌｌ
、
道
祖
神
信
仰
と
い
う
窓

日
を
通
し
て
、
畑
作
地
帯

に
お
け
る
農
村
社
会

の
変
容
を
み
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な
が
ら
次
の
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

①
本
地
域
の
道
祖
神
碑
は
地
質
学
的
に
共
通
す
る
新
第
二
紀
層
の
海
底
堆
積
の
砂
岩
を
石
材

に
用
い
て
つ
く
り
、
風
化
の
激
し
い
道
祖
神
碑
を
風
雨
か
ら
護
る
た
め
に
、
正
月
飾
り
に

使
用
し
た
注
連
縄
で
覆

っ
た
り
、
小
屋
が
け
す
る
と
い
う
地
域
性
を
有
し
て
い
る
。

②
こ
う
し
た
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
の
中
で
、
注
連
縄
を
部
品
と
し
て
酒
樽
な
ど
の
造
形
を

生
み
、
や
が
て
道
祖
神
碑
を
覆
う
と
い
う
要
素
と
注
連
縄
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
要
素

が
合
体
し
て
、
大
岡
芦
ノ
尻
の
人
形
道
祖
神
が
誕
生
し
た
。

③
こ
の
道
祖
神
信
仰
の
背
景
と
し
て
、
本
地
域
の
山
間
地
の
畑
作
地
帯
は
平
地
の
水
田
地
帯

よ
り
有
利
で
、
畑
で
の
商
品
作
物
の
集
約
的
な
栽
培
や
養
蚕
で
、
少
な
い
面
積
で
も
多
く

の
人
口
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
集
落
が
拡
大
し
、
集
落
ご
と
に
縁
結
び
の
神
と

し
て
道
祖
神
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
。

④

一
般
的
に
は
、
小
正
月
の
火
祭
り
で
燃
や
さ
れ
る
注
連
縄
を
本
地
域
で
道
祖
神
碑
の
保
護

に
用
い
て
き
た
の
は
、

ワ
ラ
が
貴
重
で
あ

っ
た
畑
作
地
帯
の
ワ
ラ
文
化
が
生
み
だ
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

⑤
そ
の
地
域
が

一
九
六
〇
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
の
波
の
中
で
、
養
蚕
業
の
衰
退
や
麦

・

大
豆
な
ど
の
輸
入
農
産
物
の
増
加
に
よ

っ
て
急
速
に
過
疎
化
が
進
み
、
集
団
移
住
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
中
で
、
道
祖
神
碑
だ
け
は
、
人
と
と
も
に
移
転
さ
れ
、
そ
の
信
仰
が
継
続
さ

れ
、
本
地
域
で
の
根
強
い
道
祖
神
信
仰
を
裏
付
け
て
い
る
。

平
成
の
大
合
併
に
伴
い
、
大
岡
村
は
平
成

一
七
年

一
月

一
日
に
長
野
市
に
、
明
科
町
は
同

一

〇
月

一
日
に
安
曇
野
市
に
、
坂
北
村
は
同
年

一
〇
月

一
一
日
に
坂
井
村

。
本
城
村
と
合
併
し
て

筑
北
村
と
な

っ
た
。
美
麻
村
と
八
坂
村
は
平
成

一
八
年

一
月

一
日
に
大
町
市
に
合
併
し
た
。
い
っ

ぼ
う
、
生
坂
村

。
麻
績
村

ｏ
池
田
町

・
信
州
新
町
は
合
併
せ
ず
、
地
方
交
付
税
が
減
額
さ
れ
、

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
に
あ

っ
て
も
単
独
で
自
治
を
行
う
道
を
選
択
し
た
。

市
町
村
合
併
に
関
わ
ら
ず
、
農
村
社
会
で
は
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
生
活
習
慣
や
伝
統
行

事
を
し

っ
か
り
受
け
止
め
な
が
ら
、
日
々
の
生
活
を
営
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
年
中
行
事
な
ど

の
民
俗
行
事
は
地
域
社
会
や
そ
こ
に
住
む
人
び
と
の
生
産
や
日
常
生
活
と
密
接
に
関
わ
り
あ

っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
生
活
の
中
で
の
不
安
や
心
配
を
解
消
し
た
り
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る

農
作
業

へ
の
祈
り
や
願
望
、
期
待
感
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
道
祖
神
な
ど
の
民
間
信
仰
や
行
事
が

成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
。
正
月
は

一
年
の
中
で
は
最
も
神
聖
で
、
特
別
な
思
い
で
迎
え
る
年
始

め
の
時
で
あ
る
。
そ
の
歳
神
を
迎
え
る
上
で
不
可
欠
な
の
が
注
連
縄

・
門
松
で
あ
る
。
正
月
を

祝
う
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
な
い
が
、
今
後
も
末
長
く
注
連
縄
を

つ
く
り
続
け
る
と
い
う
保
証

も
な
い
。
ま
た
注
連
縄
を

つ
く

っ
て
も
、
そ
れ
で
道
祖
神
碑
の
屋
根
を
葺
く
こ
と
な
く
、
火
祭

り
を
し
な
く
な
る
と
い
う
手
ぬ
き
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。

芦
ノ
尻
の
神
面
装
飾
道
祖
神
も
か

っ
て
は
未
婚
の
若
い
衆
が
そ
の
担
い
手
で
あ

っ
た
が
、
今

は
五
〇
代
か
ら
七
〇
代
と
高
齢
化
し
、
「
あ
と
五
～

一
〇
年
も
す
れ
ば
や
り
手
が
な
く
な
る
」

と
保
存
会
で
は
心
配
し
て
い
る
。
　
本
稿
に
記
録
し
た
芦
ノ
尻
の
人
形
道
祖
神
や
ャ
ス
の
屋
根

や
酒
樽
な
ど
が

一
〇
年
後
の
ど
れ
ほ
ど
継
続
さ
れ
て
い
る
か
心
配
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
生
坂
村
の
大
倉
は
か

っ
て

一
二
戸
、
七
〇
数
人
で
あ

っ
た
が
今
は
八
戸

一

九
人
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
う
ち
四
戸
は
老
人
の

一
人
暮
ら
し
、
二
戸
が
老
人
二
人
暮
ら

し
、
残
り
二
戸
が
二
人
以
上
で
、
小
学
生
二
人
、
高
校
生
が

一
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
疎

化
の
波
の
中
で
、
本
年

一
月
七
日
に
、
昭
和

一
八
年
以
来
途
絶
え
て
い
た
道
祖
神
祭
り
に
伴
う

紙
御
幣
が
、
六
四
年
ぶ
り
に
復
活
し
た

（写
真
２７
）０
犀
川
流
域
で
は
唯

一
の
御
弊
で
、
復
活
の

中
心
と
な

っ
た
真
島
知
司
氏

（七
七
歳
）
は
こ
の
ま
ま
で
は
地
域
の
伝
統
文
化
が
消
え
て
し
ま

う
と
危
機
感
を
抱
き
、
周
囲
に
協
力
を
呼
び
か
け
復
活
し
た
が
、
こ
の
祭
り
を
知

っ
て
い
た
の

は
七
〇
～
九
〇
代
の
四
人
だ
け
だ

っ
た
。
こ
の
復
活
に
は
ふ
る
さ
と
の
音
を
忍
び
、
昔
の
人
の

意
気
込
み
を
知
り
、
御
弊
を
楽
し
ん
で
明
日
か
ら
の
心
の
糧
と
し
て
は
し
い
と
の
熱
い
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

平
成

の
大
合
併

に
象
徴
さ
れ
る

幣

　

日
本
国
土
全
体

の
都
市
集
中
化

ヘ

御紙

　

の
大
き
な
う
ね
り
、
そ
し
て
す

べ

たれ

　

て
を
欧
米
流

の
合
理
的
機
能
的
な

確
　
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
、
利
潤
原
理

に
基
づ
く
効
率
主
義
の
波
の
中
で
、

日
本
的
な
土
着
の
風
俗

・
風
習

・

大岡芦ノ尻道祖神の系譜
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伝
承
文
化
な
ど
が
否
定
さ
れ
、
そ
れ
を
大
事

に
担

っ
て
き
た
村
社
会

は
財
政
難
を
盾

に
し
た
地

方
交
付
税
削
減
と

い
う
切
り
捨

て
政
策

の
大
波
が
押
し
寄
せ
て
き

て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
が
取
り
上
げ
た
地
域

の
よ
う
に
か

つ
て
は
山
間

の
畑
作
地
帯
ゆ
え
に
潤

っ
て
い
た
集
落

が
、　
一
九
六
〇
～
九
〇
年
代
と

い
う
わ
ず
か
三
〇
年
間

で
、
燃
料
と
し

て
ガ

ス

ｏ
石
油
を
買

い
、

水
道

で
水
を
買

い
、

そ
の
上

で
過
疎

に
あ
え

い
で
消
滅
す
る
と
い
う
歴
史
は
過
去

に

一
度
も
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。
消
滅
し
な
い
ま

で
も
集
落
機
能
を
失

い

つ
つ
あ
る
限
界
集
落
を
区
や
市
町

村

の
支
援
を
得

て
ど
う
維
持
し
、

日
常
生
活
を
営
む
と
と
も

に
、
伝
統
的
な
年
中
行
事
等
を
ど

の
よ
う
に
守
り
伝
え

て
い
く
か
が
大
き
な
課
題

で
あ
る
。
道
祖
神
信
仰
や
そ
の
火
祭
り
な
ど

の

民
俗
行
事

は
村
社
会

の
良
さ
の

一
つ
で
あ
り
、
道
祖
神
信
仰

に
託
す
暮
ら
し
と
命

の
大
切
さ
を

失

う
こ
と
は
都
市
化
社
会

に
は
な
い
農

の
心

や
村

の
豊
か
さ
を
失
う

こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の

で
あ
る
。

注１
　
千
曲
川
水
系
古
代
文
化
研
究
所
　
『大
岡
村
芦
の
尻
の
道
祖
神
祭
』

一
九
七
六
年

。

２
　
神
野
善
治

『人
形
道
祖
神
―
境
界
神
の
原
像
』
■

九
九
六
年
、
自
水
社
）。

３
　
細
井
雄
次
郎

「大
岡
芦
ノ
尻
の
道
祖
神
再
考
―
セ
イ
ゾ
ー
ボ
ー
行
事
と
の
関
わ
り
の
中
で
―
」
『
長

野
県
民
俗
の
会
会
報
』
二
九
、
二
〇
〇
六
年
。

４
　
宮
下
健
司

「
ム
ラ
の
生
活
と
道
祖
神
祭
り
」
『信
濃
』
三

一
―

一
、　
一
九
七
九
年
。

５
　
宮
下
健
司

「道
祖
神
火
祭
り
の
系
譜
」
『
長
野
県
民
俗
の
会
会
報
』
七
、　
一
九
八
四
年
。

６
　
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
の
廃
藩
置
県
ま
で
は
大
岡
村

・
信
州
新
町
は
松
代
藩
領
の
里
方
に
対
し

て
山
中
大
岡
通

（二

一
村
）
ｏ
同
新
町
通

（
一
八
村
）
で
あ
っ
た
。
松
本
藩
領
と
の
境
の
聖
口
と
市
後

沢
に
口
留
番
所
を
置
い
た
。
明
科

・
生
坂

・
八
坂

ｏ
池
田

ｏ
美
麻
は
松
本
藩
領
の
麻
績
組

（
一
五
村
）

ｏ
池
田
組

（
一
七
村
）
。
大
町
組

（三
六
村
）
で
あ
っ
た
。
池
田
に
は
御
他
屋
と
よ
ぶ
藩
の
主
張
所
が

置
か
れ
、
松
代
藩
領
と
の
境
に
は
美
麻
の
千
見
、
麻
績
に
高
と
麻
績
番
所
を
置
い
た
。

７
　
武
田
久
吉

『路
傍
の
石
仏
』
第

一
法
規
、　
一
九
七

一
年
。

８
　
明
科
町
史
刊
行
会

『
明
科
町
史
　
上
巻
』

一
九
八
四
年
。

９
　
土目
木
村
誌
刊
行
会

『
青
木
村
誌
　
歴
史
編
上
』

一
九
九
四
年
。

１０
　
近
世
に
お
け
る
村
の
祭
祀
形
態
は

一
村

一
鎮
守

（氏
神
）
と
い
う
形
態
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
村

氏
神
が
も

つ
村
統
合
の
機
能
は
希
薄

で
あ

っ
た

（長
野
県

『
長
野
県
史
通
史
編
第
五
巻
近
世
二
』

一

九
八
八
年
）
。

■
　
庚
申
信
仰
は
江
戸
中
期
以
降
に
各
地
の
農
村
で
始
ま
り
、
そ
の
信
仰
だ
け
で
な
く
、
農
作
業
や
農

耕
技
術
な
ど
の
情
報
交
換
の
場
と
し
て
の
村
寄
合
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
石
造
物
か
ら
み

る
と
、
江
戸
時
代
は
道
祖
神

・
庚
申

ｏ
観
音

（な
か
で
も
馬
頭
観
音
）
。
地
蔵

ｏ
月
な
ど
が
庶
民
の
主

要
な
信
仰
対
象
で
観
音
巡
礼
や
念
仏
信
仰
も
さ
か
ん
だ

っ
た

（長
野
県

『
長
野
県
史
通
史
編
第
五
巻

近
世
二
』

一
九
八
八
年
）
。

‐２
　
中
村
家
は
元
禄

一
一
年

（
一
六
九
八
）
に
建
て
ら
れ
た
民
家
で
あ
る
。
平
成
九
年
に
解
体
修
理
さ

れ
た
際
、
六

つ
の
福
俵
の
中
か
ら
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
戸
隠

・
善
光
寺
は
じ
め
、
北
は
塩

釜
、
南
は
出
雲
大
社
や
金
比
羅
ま
で
の
神
仏
札
が

一
五
〇
〇
枚
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

‐３
　
石
川
県
立
歴
史
博
物
館

『
祝
樽
』

一
九
九
六
年
。

‐４
　
大
岡
村
誌
刊
行
会

『
大
岡
村
誌
　
歴
史
編
』

一
九
九
八
年
。

‐５
　
同
じ
美
麻
の
千
見
で
は
、
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
か
っ
て

一
月
七
日
に
ヤ
ネ
ア
ゲ
ル
と
い
っ

て
、
道
祖
神
の
石
像
の
上
に
ミ
ズ
ブ
サ
の
木
で
屋
根
を
組
み
、

ワ
ラ
で
屋
根
を
葺
い
て
注
連
縄
を
張

り
、
米

・
塩

ｏ
酒

。
魚

・
野
菜
な
ど
を
お
供
え
を
し
た
と
い
う
。
そ
こ
へ
、
ウ
ツ
ギ
や
ホ
ウ
の
木
で

男
根
を

つ
く
り
供
え
た
と
い
う

（長
野
県

『長
野
県
史
民
俗
編
第
四
巻
二
　
北
信
地
方
　
仕
事
と
行

事
』

一
九
八
五
年
）
。

‐６
　
牛
越
嘉
人
　
『
北
安
曇
の
道
祖
神
』
柳
沢
書
苑
、　
一
九
七
三
年
。

‐７
　
池
田
町
教
育
委
員
会

『
池
田
町
石
造
文
化
財
』

一
九
八
六
年
。

‐８
　
長
野
県

『
長
野
県
史
民
俗
編
第
四
巻
二
　
北
信
地
方
　
仕
事
と
行
事
』

一
九
八
五
年
。

‐９
　
大
き
な
文
字
碑
の
道
祖
神
は
祠
形
や
双
体
像
の
道
祖
神
碑
に
比

べ
て
後
発
で
、
し
か
も
平
板
状
の

大
き
な
石
に
文
字
だ
け
を
彫
り
込
む
と
い
う
簡
便
さ
も
加
わ

っ
て
大
型
化
し
て
い
く
。
大
型
化
の
背

景
に
は
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
効
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。

２０
　
小
川
村
の
久
木
に
お
い
て
も

コ
ウ
シ
ャ
者
の
宮
嶋
隆
廣
氏

（八
〇
歳
）
が
、
地
区
内
の
文
字
碑
の

道
祖
神
に
ワ
ラ
と
注
連
縄
で
神
面
を

つ
く

っ
て
い
る
。

２‐
　
生
坂
村
誌
編
纂
委
員
会
　
『
生
坂
村
誌
　
歴
史

・
民
俗
編
』

一
九
九
七
年
。

２２
　
美
麻
村
誌
編
纂
委
員
会

『
美
麻
村
誌
　
歴
史
編
』
二
〇
〇
〇
年
。

２３
　
横
山
十
四
男
は

「
信
濃
の
百
姓

一
揆
と
義
民
伝
承
」
⌒
『
信
濃
』
三
七
―
八
、　
一
九
八
五
年
）
の
な

か
で

「
山
国
と
は
言

っ
て
も
信
濃
は
、
交
通
が
四
通
八
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
山
間
の

畑
作
物
に
商
品
作
物
が
多
く

つ
く
ら
れ
、
養
蚕

・
製
糸
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
遠
隔
地
取
引
商
品
が
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産
出
さ
れ
た
」
と
畑
作
地
帯
の
優
位
性
を
論
じ
て
い
る
。

２４
　
八
坂
村
誌
編
纂
委
員
会

『
八
坂
村
誌
　
歴
史
編
』

一
九
九
二
年
。

２５
　
池
田
町
誌
編
纂
委
員
会

『
池
田
町
誌
　
歴
史
編
Ｉ
』

一
九
九
二
年
。

２６
　
江
戸
時
代
の
農
書

『
耕
転
録
』
の

「
稲
刈
」
の
項
の

「
注
連
の
穂
」
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
年
頭

二
産
土

の
神
社

へ
供
す
る
を
先
と
し
て
、
居
宅
の
門
荘
、
庭
荘
の
松
竹
に
掛
る
料
の
稲
穂
云
。
ま
づ

稲
を
刈
初
る
時
は
お
の
お
の
吾
佃
の
内

二
て
禾
子
の
脆
か
ら
ぬ
稲
の
よ
く
登
た
る
を
撰
て
格
別

二
刈

分
、
清
浄

二
干
上
て
下
葉
を
去
、
茎
を
磨
き
て
藁
芭

二
包
、
庭
木
な
ど
に
高
く
結
付
、
雨
覆
を
被
け

て
囲
置
も
の
な
り
」
と
。

２７
　
宮
崎
清

『
藁
Ｉ

・
Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
八
五
年
。

２８
　
過
疎
と
は
高
度
成
長
期
の
過
程

で
、
労
働
力
の
需
要
が
な
い
た
め
に
起

こ
っ
た
人
口

・
世
帯
の
移

動
に
よ

っ
て
、
地
域
の
人
口
の
持
続
的
、
か

つ
急
激
な
減
少
が
契
機
と
な

っ
て
産
業
や
生
活
環
境
面

な
ど
の
地
域
的
諸
機
能
が
低
下
し
て
、
地
域
社
会
と
し
て
存
続
し
に
く
く
、
あ
る
い
は
維
持
で
き
な

く
な

っ
て
き
た
状
態
を
い
い
、
最
近
で
は
そ
の
よ
う
な
集
落
を
限
界
集
落
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
き

た
。

２９
　
田
村
栄
作
　
「
二
〇
世
紀
後
半

の
長
野
県
の
市
町
村
人
口
変
動
」
（県
立
歴
史
館
総
合
情
報
課
会
発

表
資
料
、
二
〇
〇
六
年
）
。

３０
　
移
転
し
た
住
民
の
生
の
声
は
、
「
山
村
で
あ

っ
て
も
時
代
に
即
応
し
た
文
化
生
活
も
し
た
い
。
子
供

の
教
育
も
伸
ば
し
て
や
り
た
い
。
収
入
も
少
な
く
、
交
通
も
不
便
で
あ
り
、
近
隣
の
町

へ
も
遠
い
高

地
に
あ

っ
て
は
、
等
し
く
文
化
生
活
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
（中
略
）
年
々

一
人
離

れ
、
二
人
出
、
そ
し
て
つ
い
に
部
落
全
体
が
転
住
の
状
態
に
な

っ
た
。
転
住
と
い
う
こ
と
が
、
止
む

に
止
ま
れ
ぬ
宿
命
み
た
い
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
『
出
て
い
け
ば
な
ん
と
か
な
る
』
『
人
も
出
る

か
ら
』
『
嫁
の
き
て
も
な
い
』
軍
ヨ
掻
き
や
道
ぶ
し
ん
の
苦
労
が
多
い
Ｌ

と
書
い
て
い
る

（美
麻
村
高

地
区

『
高
地
の
歩
み
』

一
九
八
四
年
）
。

３‐
　
こ
ぅ
し
た
中

で
相
互
扶
助
社
会
が
基
本
で
あ

っ
た
農
村
の
農
民
の
意
識
が
変
化
し
て
い
く
様
子
の

高
地
分
校
に
勤
め
て
い
た
教
師
は
、
「
昭
和
三
九
年
バ
ス
が
開
通
し
た
。
そ
ん
な
感
動
の
中
で
区
民
の

町

へ
の
流
出
が
急
激
に
始
ま
る
動
き
が
、
高
地
を
大
き
く
揺
る
が
し
始
め
て
い
た
。
（中
略
）
殆
ど
の

区
民
は
み
な
山
の
畑
よ
り
も
、
工
事
仕
事
に
出
か
け
て
い
っ
た
」
。
「
転
出
が
始
ま
り
浮
き
足
だ

っ
て

く
る
と
、
自
分
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
安
か
ら
、
村
の
支
え
合

い
面
に
奉
仕

反
対
、
協
力
ご
め
ん
の
風
潮
が
生
ま
れ
、
分
校
や
公
民
館
活
動

へ
の
意
欲
が
衰
え
、
あ

っ
と
い
う
間

に
社
会
崩
壊
が
始
ま

っ
た
」
と
書
い
て
い
る

（美
麻
南
小
学
校
高
地
分
校

『
高
地
分
校
沿
革
誌
』

一

九
六
九
年
）
。

３２
　
日
本
の
高
度
経
済
成
長
は

一
般
的
に
は
昭
和
三
〇
年

（
一
九
五
五
）
か
ら
昭
和
四
八
年

（
一
九
七

三
）
秋
の
第

一
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
を
い
い
、
こ
の
間
の
実
質
経
済
成
長
率
は
年
率
九
豊
一絆
で
、

戦
前
の
日
本
は
も
ち
ろ
ん
、
第
二
次
大
戦
後
に
高
度
成
長
を
記
録
し
た
西
欧
諸
国
を
上
回
る
成
長
率

で
あ

っ
た

（浅
井
良
夫

「
現
代
資
本
主
義
と
高
度
成
長
」
『
日
本
史
講
座
』

一
〇
、
二
〇
〇
五
年
）
。

３３
　
機
械
化
の
過
程
は
ま
ず
耕
転
機
が

一
九
六
〇
～
六
五
年
、
動
力
防
除
機
が

一
九
六
五
年
前
後
、
刈

り
取
り
用
の
バ
イ
ン
ダ
ー

・
コ
ン
バ
イ
ン
が

一
九
六
〇
年
代
の
後
半
か
ら
七
〇
年
代
前
半
、
そ
し
て

最
後
に
田
植
機
が

一
九
七
〇
年
代
の
前
半
か
ら
普
及
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

３４
　
加
瀬
和
俊

「
農
村
と
地
域
の
変
貌
」
『
日
本
史
講
座
』

一
〇
、
二
〇
〇
五
年
。

３５
　
昭
和
三
〇
年

（
一
九
五
五
）
の
農
業
世
帯
員
の
全
世
帯
員
に
占
め
る
割
合
は
四
二
・
一
幹
で
あ

っ
た

も
の
が
、
昭
和
四
五
年

（
一
九
七
〇
）
に
は
二
六
・八
絆
で
、　
一
五
年
間
で

一
五
省
も
減
少
し
た
。
高

度
成
長
以
前
の
農
村
で
は
、
家
と
し
て
ま
と
ま

っ
て
労
働
す
る
こ
と
が
至
上
命
令
と
さ
れ
た
家
父
長

制
的
家
族
協
業
制
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
成
長
後
に
は
姿
を
消
し
た

（注
３４
と
同
じ
）
。

３６
　
こ
の
背
景
に
は
国
の
第

一
次
産
業
の
衰
退
に
伴
う
農
山
村

へ
の
投
資
の
比
重
の
低
下
、
農
業
と
他

産
業
と
の
所
得
格
差
が
広
が
り
、
治
山

ｏ
治
水
を
中
心
と
す
る
国
土
保
全
の
軽
視
、
都
市
中
心
型
の

文
化
政
策
、
広
域
行
政
権
の
も
と
で
自
治
機
能
が
低
下
し
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

３７
　
戦
時
中
は
門
松
の
松
を
伐
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
、
印
刷
物
で
松
飾
り
の
代
用
を
し
た
が
、

こ
れ
が

自
然
保
護
の
観
点
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
に

一
部
で
復
活
し
た
こ
と
が
あ
る
。

３８
　
生
坂
村
の
大
倉
で
は

一
月

一
四
日
に
当
番
の
家
に
ワ
ラ
を
持

っ
て
集
ま
り
、
縄
を
な
う
も
の
、
俵

を
編
む
も
の
、
幣
束
を
切
る
も
の
な
ど
に
手
分
け
し
て
作
り
、
で
き
あ
が
る
と
道
祖
神
の
近
く
に
長

さ
五
間

（
一
〇
研
）
の
杉
の
紙
御
弊
の
竿
に
か

っ
て
大
倉

で
栽
培
が
盛
ん
で
あ

っ
た
タ
バ
コ
の
葉
を

か
た
ど

っ
て
飾
り
付
け
る
。
　
一
五
～

一
六
日
と
飾

っ
て

一
七
日
の
朝
、
く
じ
引
き
に
よ

っ
て
福
俵
を

分
け
る
。
く
じ
に
当
た
り
福
俵
を
も
ら

っ
た
家
で
は
お
神
酒
を
供
え
る
。
大
俵
は

一
升
、
中
俵
は
五

合
、
小
俵
は
三
合
、
幣
東
各

一
合
、
二
本
で
二
合
、
合
計
二
升
の
お
神
酒
を
そ
の
場

で
く
み
か
わ
し

て
終
わ
る
祭
り
で
あ
る
が
昭
和

一
八
年
頃
紙
が
な
く
な
り
中
止
し
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
。
な
お
こ

の
紙
御
弊
は
安
曇
野
か
ら
松
本
平
に
み
ら
れ
る
穂
高
倉
平
、
豊
科
新
田
、
堀
金
田
尻
、
梓
川
横
沢
中

区
、
塩
尻
市
南
内
田
な
ど
の

「
御
柱
」
と
類
似
し
て
い
る
。

参
考
文
献

（注
に
あ
げ
た
も
の
は
の
ぞ
く
）

橋
浦
泰
雄
編

　

一
九
二

一
『
東
筑
摩
郡
道
祖
国
給
』
（郷
土
研
究
社
）
。

大岡芦ノ尻道祖神の系譜
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信
濃
教
育
会
北
安
曇
部
会
　
一
九
二

一
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
第
二
輯
』。

南
安
曇
郡
誌
改
訂
編
纂
会
　
一
九
六
八

『
南
安
曇
郡
誌
　
第
二
巻
下
』。

宮
下
健
司
　
一
九
八
四

「村
落
の
空
間
構
造
と
世
界
観
」
『
信
濃
』
三
六
―

一
。

北
信
地
区
農
協
生
活
指
導
員
部
会
　
一
九
八
〇

『
北
信
濃
の
冠
婚
葬
祭
』
（銀
河
書
房
）。

大
町
市
史
編
纂
委
員
会
　
一
九
八
四

『
大
町
市
史
　
第
五
巻
　
民
俗

・
観
光
』。

白
馬
村
教
育
委
員
会
　
一
九
八
四

『
白
馬
の
石
仏
』。

山
口
通
之
　
一
九
八
五

「長
野
県
に
お
け
る
過
疎
に
つ
い
て
」
『信
濃
』
三
七
―
三
。

明
科
町
教
育
委
員
会
　
一
九
八
六

『
明
科
の
石
造
文
化
財
』。

長
野
県
　
一
九
八
九

『長
野
県
史
民
俗
編
第
三
巻
三
　
中
信
地
方
　
仕
事
と
行
事
』。

信
州
新
町
教
育
委
員
会
　
一
九
八
九

『
信
州
新
町
の
石
造
文
化
財
』。

鬼
無
里
村
教
育
委
員
会
　
一
九
九
四

『鬼
無
里
の
石
仏
』。

美
麻
村
教
育
委
員
会
　
一
九
九
七

『
長
野
県
宝
　
中
村
家
住
宅
修
理
工
事
報
告
書
』。

塚
田
章
二
郎
　
一
九
九
七

「
日
本
農
業

ｏ
農
村
の
再
生
の
可
能
性
」
『経
済
地
理
学
年
報
』
四
三
―
四
。

生
坂
村
誌
編
纂
委
員
会
　
一
九
九
九

『
生
坂
村
誌
　
文
化
財
編
』。

美
麻
村
誌
編
纂
委
員
会
　
一
九
九
九

『
美
麻
村
誌
　
民
俗
編
』
。

古
川
貞
雄
　
一
一〇
〇
〇

「松
代
藩
山
中
代
か
き
馬
と
領
内
牛
馬
数
」
『長
野
』
二

一
一
。

小
川
村
教
育
委
員
会
　
一
一〇
〇

一
『小
川
村
の
石
造
文
化
財
』。

宮
下
健
司
　
一
一〇
〇
二

「道
祖
神
祭
り
と
火
祭
り
」
『
火
祭
り
』
（鬼
灯
書
籍
）。

宮
下
健
司
　
一
一〇
〇
二

「棚
田
の
田
づ
く
り
と
耕
作
放
棄
―
長
野
県
飯
山
市
富
倉
の
事
例
を
通
し
て
―
」

『棚
田
学
会
誌
　
日
本
の
原
風
景

。
棚
田
』
（棚
田
学
会
）
。

市
河
俊
和
　
一
一〇
〇
三

『
ア
ル
プ
ス
を
眺
め
る
仏
た
ち
』。

宮
下
健
司
　
一
一〇
〇
四

「『
野
沢
の
火
祭
り
』
か
ら
地
域
を
考
え
る
」
『信
濃
教
育
』

一
四
〇
六
。

東
川
手
の
歴
史
を
語
る
会
　
一
一〇
〇
五

『
う
る
わ
し
き
ふ
る
さ
と
東
川
手
』。

宮
下
健
司
　
一
一〇
〇
六

「善
光
寺
道
四
〇
〇
年
―
人
と
モ
ノ
が
行
き
交

っ
た
祈
り
の
道
」
『
筑
北
郷
土

史
研
究
会
会
誌
』
五
。

宮
下
健
司
　
一
一〇
〇
六

「土
偶
と
道
祖
神
に
込
め
ら
れ
た
祈
り
と
願
い
」
『松
本
市
立
博
物
館

一
〇
〇

周
年

・
松
本
市
立
考
古
博
物
館
二
〇
周
年
記
念
特
別
展
図
録
―
祈
り
と
偶
像
』。

宮
下
健
司
　
一
一〇
〇
六

「慶
師
の
デ
イ
ド
ー
ボ
ー
」
『館
報
お
お
お
か
』
六
。

宮
下
健
司
　
一
一〇
〇
七

「稲
作
を
め
ぐ
る
信
仰
と
祭
り
」
『
ち
ょ
う
ま
』
二
七
。
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学
芸
研
究
会

一
月
二
五
日

大
竹
　
憲
昭

黒
岩
　
龍
也

二
月
二
八
日

滝
澤
　
正
幸

福
島
　
正
樹

五
月
二

一
日

村
石
　
正
行

田
村
　
栄
作

六
月
二
九
日

水
沢
　
教
子

中
條
　
昭
雄

竹
佐
中
原
遺
跡
と
日
本
先
土
器
時
代
文
化
の
研
究

歴
史
館
が
学
校
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と

―
歴
史
館

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
よ
り
―

川
上
冬
崖

。
小
山
正
太
郎
と
北
海
道

―

「
北
海
道
茅
部
嶺
之
図
」

及
び

「
北
海
道
ア
イ
ヌ
人
之
図
」
に
つ
い
て
」
―

（長
野
県
教
育
委
員
会
文
化
財
生
涯
学
習
チ
ー
ム
）

み
ん
な
の
信
州
遺
産

―
信
州
文
化
遺
産
保
全
中
長
期
計
画

（案
）
に
つ
い
て
―

北
信
濃
に
お
け
る
南
北
朝
内
乱
史

長
野
県

へ
の
学
童
集
団
疎
開

「
在
地
胎
土
」

屋
代
遺
跡
群
出
土
土
器
に
見
る

―
縄
文
中
期
か
ら
平
安
後
期
に
至
る

土
器
群
の
胎
土
分
析
を
通
じ
て
―

福
島
安
正
　
―
単
騎

シ
ベ
リ
ア
横
断
の
男
―

七
月
一
一六
日

谷
　
　
和
隆

川
崎
　
　
保

八
月
二
〇
日

小
柳
　
義
男

唐
澤
　
　
敏

九
月
二
七
日

児
玉
　
卓
文

宮
下
　
健
司

一
〇
月
二
六
日

黒
岩
　
龍
也

大
竹
　
憲
昭

一
一
月
二
九
日

前
澤
　
　
健

成
竹
　
精

一

一
二
月
二
〇
日

福
島
　
正
樹

森
山
　
俊

一

神
子
柴
文
化
と
土
器
の
出
現

縄
文
時
代
軟
玉
製
品
の
起
源
と
変
遷

芋
川
氏
の
出
自

生
涯
学
習
社
会
の
形
成
と
開
か
れ
た
歴
史
館
に
つ
い
て

足
利
三
代
木
像
臭
首
事
件
と
そ
の
周
辺

戸
隠
か
ら
み
た
飯
縄

・
秋
葉
信
仰

夜
間
瀬
川
水
系
八
ケ
郷
用
水
の
歴
史

長
野
県
に
お
け
る
先
土
器
時
代
研
究
の
歩
み

狂
大
病
の
侵
入
と
そ
の
情
報

―
元
文
二

。
三
年
信
濃
国
伊
那
郡
を
事
例
に
―

ユ
ニ
ー
バ
ー
サ
ル
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
を
め
ざ
し
て

み
ん
な
の
宝
を
守
ろ
う
　
―
長
野
県
の
文
化
財
保
護
行
政
―

『
諸
国
道
中
商
人
鑑
　
中
山
道

ｏ
善
光
寺
之
部
　
全
』
に
つ
い
て

の

一
考
察

ゴ27



審査委員

瀬 良 和

宮 下 健

編集委員

村 石 正

英訳監修

不日田 矢日

征  唐 澤  敏

司  小 柳 義 男

行  中 條 昭 雄

子 (長野県庁企画局国際課)

長野県立歴史館 研究紀要 第 13号
BULLETIN OF THE NAGANO PREFECTURAL MUSEUM OF HISTORY Vol.13

2007年 3月 31日 発行

編集 0発行 長野県立歴史館

〒387‐ 0007 千曲市屋代清水 260-6

科野の里歴史公園内

TEL 026-274-2000(代 表)

FAX 026‐ 274‐ 3996

URL http://www.npmh.net

E-lnail rekishikan@pref nagano.jp

印   刷 株式会社 プラル ト

〒399-0033 松本市大字笹賀5985

TEL 0263-28-8000(代 表)



BULLE丁lN
OF

丁HE NAGANO PREFECttURAL MUSEUM OF H!SttORY

Aruclo8:

Transilion of Pre― ceramic Age Assemblages of Stone Too!s in Noii“ ‐kO       TAN:Kazutaka
AOoological Sites

Comparative Study of Two Circu:ar Artifact Unl B:ocks:Hinatabayashi‐ B She    OTAKE Noriaki
and Kan‐noki Sito ofthe Noi計 ikO Archeo:ogical Stts in Japanese Prec3mmic

Age

Obsemtion of Cooking Pots Excavated from the Yashiro Archeological Snes,   MizUSAWA Kyoko

Useing a Po:創 セing Microscope 8ook One― Ouuine and P‖ mary Matedai

used in the Analysi〔■

A basic Study of Z」 shi(SeaSOned engineers specia:ized in loca1 9oographic    MURAiSHI Mattyuki

and administrative Surveyp and social custom)inthe Med:eva:Period

Maintenanco of Nagano Administralon D∝ uments in the Ea‖ y Metil Era     KODAMA Takubumi

Two Japaneso Transiations,“ SUUKOU"and"SOuB:",for Sublirrle Used by      KiSH:DA E面

MARUYAMA Banka atthe End ofthe Meiii Era

“DOSOJ:N‐ Shinko(Pub:iC benefin guardians forthe community)"in MOuntain   M:YASH:TA Kenzi

Farming Areas andヽヽRABUNKA(a straW Cunure)"― A Genealogy of Ooka

Ashinol:n Dosoiin

y。∴ ブ3
20θZ3


